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平成20年３月11日（火曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成20年度宮崎県一般会計予算

○議案第４号 平成20年度宮崎県山林基本財産

特別会計予算

○議案第５号 平成20年度宮崎県拡大造林事業

特別会計予算

○議案第６号 平成20年度宮崎県林業改善資金

特別会計予算

○議案第10号 平成20年度宮崎県農業改良資金

特別会計予算

○議案第11号 平成20年度宮崎県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

○議案第23号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第26号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第29号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第35号 林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第36号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・一ツ瀬川土地改良区における帳簿外現金及び

目的外水利用について

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

野 村 秀 雄
環境森林部次長
（ 総 括 ）

寺 川 仁
環境森林部次長
（ 技 術 担 当 ）

鈴 木 康 正
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 徳 永 三 夫

環 境 管 理 課 長 堤 義 則

美環境対策推進課長 飯 田 博

自 然 環 境 課 長 坂 本 成 海

金 丸 隆 一森 林 整 備 課 長

技 術 検 査 監 星 野 次 郎

林業公社対策監 池 田 隆 範

山村・木材振興課長 楠 原 謙 一

木材流通対策監 河 野 憲 二

国土保全対策監 江 口 勝一郎

黒 木 由 典
林業技術センター
所 長

木 材 利 用 技 術
所 長 有 馬 孝 

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

政策調査課主査 千知岩 義 広
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ただいまから、環境農林水産常○押川委員長

任委員会を開会いたします。

まず、委員会日程及び審査方針についてであ

ります お手元に 委員会日程 案 及び 委。 「 （ ）」 「

員会審査の進め方（案 」の配付をしておりま）

す。なお、各部の説明及び質疑は 「委員会質、

疑の進め方（案 」のとおり、２から４課ごと）

に行った後、総括質疑を行いたいと考えており

ます。また、採決につきましては、すべての審

議が終了した後に行うこととしております。今

回の委員会日程及び審査方針については御異議

ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○押川委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

今回、当委員会に付託されました当初予算関

係議案について、部長の説明を求めます。

環境森林部でございま○髙柳環境森林部長

す。よろしくお願いいたします。

お手元にお配りいたしております「環境農林

水産常任委員会資料（当初 」の表紙をごらん）

いただきたいと思います。本日の説明事項は、

、 、 、予算議案といたしまして 議案第１号 第４号

第５号、第６号の４件、特別議案といたしまし

て、議案第26号、第29号、第35号の３件でござ

います。

それでは、１ページをお開きいただきたいと

思います。予算議案についてでございます。ま

ず、環境森林部施策のポイントであります。環

境森林部では、身近な地域から地球規模までの

環境問題や、依然として厳しい状況に置かれて

おります林業の現状などを踏まえまして、新み

やざき創造計画に基づき、施策の展開に努める

ことといたしております。まず （１）の自然、

と共生した環境にやさしい社会づくりにつきま

しては、①から⑤までございます。①地球温暖

化防止に貢献する社会づくり、②環境への負荷

が少ない循環型社会づくり、③きれいな空気・

きれいな水の確保、④豊かな自然環境の保全・

創出、⑤環境保全のために行動する人づくりの

５項目を柱に、また （２）の安全で安心な暮、

らしの確保につきましては、災害に強い県土づ

くりを柱に、そして（３）の林業の振興につき

ましては、①環境を守る多様な森林づくり、②

新たな木の時代を築く林業・木材産業づくり、

③森林と共生する活力ある山村づくり、④森林

・林業・木材産業、山村を担う人づくりの４項

目を柱に、取り組んでいくことといたしており

ます。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。平成20年度環境森林部歳出予算について

でございます。この表は、環境森林部の一般会

計、特別会計の平成20年度歳出予算を課別に集

計したものであります。今回の当初予算につき

ましては、一般会計が、小計の欄にございます

ように、236億9,608万8,000円で、平成19年６

月現計予算と比較いたしますと、99.1％となっ

ております。また、特別会計につきましては、

、 、小計の欄にありますように ６億1,453万円で

同じく101.4％となっております。この結果、

環境森林部の平成20年度当初予算は、合計にあ

りますように、一般会計、特別会計合わせまし

、 。て243億1,061万8,000円で 99.2％となります

次に、３ページと４ページをごらんいただき

たいと思います。平成20年度環境森林部主要新
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。 、規・重点事業一覧表を掲げております これは

環境森林部の平成20年度の主な新規・重点事業

を新みやざき創造計画の分野別施策に沿って整

理したものであります。

次に、５ページの折り込み資料をごらんいた

だきたいと思います。平成20年度の重点施策に

位置づけられております植栽未済地対策につい

。 、てであります 植栽未済地対策につきましては

木材の生産はもとより、山地災害の防止や水資

源の涵養など、森林の有する多面的機能の発揮

に支障を来すおそれがあることから、平成20年

度の重点施策の一つとして取り組むものであり

ます。資料上段左側の現状の表にありますよう

に、県内の民有林には、平成18年度の調査

で1,959ヘクタールの植栽未済地が確認をされ

ております。また、その右側の棒グラフにあり

ますように、県内の森林のうち、伐採可能な８

齢級以上、すなわち36年生以上の杉・ヒノキの

民有人工林が51％に達しており、これらが伐採

されることにより、植栽未済地がさらに増加す

るのではないかと考えております。このような

状況を放置いたしますと、災害の防止などの森

林の有する公益的機能の低下による県民生活へ

の影響や、森林資源の減少による地域経済への

。 、影響が懸念されるところであります このため

上段右側の課題にありますように、森林整備の

推進としまして、①既存の植栽未済地の解消、

②新たな植栽未済地発生の抑制、また、これら

を推進する体制の整備といたしまして、③適正

な伐採、植栽の指導体制の強化、④県民総力戦

による森林づくりの推進が重要となっておりま

。 、 、す このため 具体的な対策といたしましては

下の体系表に記載しておりますように、既存事

業に加えまして、６つの新規・改善事業により

まして、総合的な植栽未済地対策を講じてまい

りたいと考えております。

次に、22ページをごらんいただきたいと思い

ます。特別議案でございます。まず、議案第26

号「公の施設に関する条例の一部を改正する条

例」についてであります。これは、県が川南町

におきまして、森林環境教育などの場として整

備いたしました「宮崎県川南遊学の森」を、指

定管理者制度を導入する施設として追加するも

のであります。

次に、24ページをお開きいただきたいと思い

ます。議案第29号「宮崎県における事務処理の

特例に関する条例の一部を改正する条例」につ

いてであります 「宮崎県における事務処理の。

特例に関する条例」は、住民の利便性の向上等

の視点から、事務の取り扱いを希望する市町村

に対しまして、権限の移譲を行うものでありま

す。今回は （２）にありますように、温泉法、

等に基づく各種申請等の受理に関する事務につ

いて、宮崎市に移譲するものであります。

次に、26ページをごらんください。議案第35

号「林道事業執行に伴う市町村負担金徴収につ

いて」であります。これは、市町村にかわって

県が開設する平成20年度の林道事業に要する経

費に充てるため、市町村から一定の割合で負担

金を徴収するものであります。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、担当課長から御説明を申し上げま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、環境森林課、自然環○押川委員長

境課、森林整備課、山村・木材振興課の審査を

行いますので、そのほかの職員の皆さん方は待

機をお願いしたいと思います。

、 。準備のため 暫時休憩をさせていただきます

午前10時12分休憩
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午前10時14分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

初めに、環境森林課の平○鈴木環境森林課長

成20年度当初予算について御説明いたします。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の青い

インデックス、環境森林課のところ、ページで

言いますと185ページをごらんください 平成20。

年度当初予算額としましては、当初予算額の欄

にありますように、一般会計で28億4,0 46

万3,000円をお願いしております。

それでは、主な事項について御説明いたしま

す。187ページの（目）環境保全費（事項）環

境保全推進費1,699万1,000円であります。これ

は、環境保全行政の推進に要する経費でありま

して、説明欄の４、環境みやざき推進事業の

（１）みんなで実践する「環境にやさしい暮ら

し」促進事業では、県民、団体、事業者及び行

政等で構成する環境みやざき推進協議会の取り

組みを通じて、県民への環境情報の発信や、環

境保全活動の実践の機会を提供し、日常の省エ

ネなど、県民一人一人の環境にやさしい暮らし

の一層の促進を図るものであります。

次に 188ページの 目 林業振興指導費 事、 （ ） （

） 。項 森林計画樹立費5,497万3,000円であります

これは、森林法に基づきまして、県内の民有林

を流域を単位として５つの森林計画区に区分

し、その計画区ごとに10カ年間の地域森林計画

を樹立するものでありますが、平成20年度は

五ヶ瀬川森林計画区について計画を策定するも

のであります。

次に、189ページの（事項）森林整備地域活

動支援交付金事業費７億2,319万2,000円であり

ます。この事業は、適切な森林整備を推進する

ため、森林所有者等による森林施業の集約化に

必要な森林情報の収集活動や、森林施業の実施

に不可欠な施業実施区域の明確化作業等に対し

て交付金を交付するものであります。なお、説

、 、明欄の１ 森林整備地域活動支援基金積立金は

その下の２、森林整備地域活動支援交付金事業

の（１）に掲げる交付金に対する国からの交付

金２億8,500万円を基金に積み立てるものであ

ります。

次に （事項）流域林業総合推進対策費423、

万8,000円及び（事項）林業普及指導費1,274

万8,000円でありますが、この２つの事項の中

で、植栽未済地対策関係の事業であります○流改

域森林・林業の活性化・適正管理推進事業及び

（事項）林業普及指導費の説明欄の５、長伐期

施業技術普及推進事業につきまして、お手元に

配付しております環境農林水産常任委員会資料

で御説明いたします。

常任委員会資料の10ページをごらんくださ

い。流域森林・林業の活性化・適正管理推進事

業であります。この事業は、県内５つの流域に

それぞれ林業関係者や行政機関で設置されてい

る流域森林・林業活性化センターが行う流域の

森林・林業・木材産業の活性化を図るための諸

問題についての検討や、植栽未済地の発生を抑

制するための立木伐採に対する指導や監視体制

の取り組みを支援しますとともに、環境に配慮

した伐採方法等の普及を図り、流域を単位とし

た森林の適正な管理を推進するものでありま

す。具体的には、２の事業の概要の（４）事業

内容の①にありますように、センターが行う従

来からの流域内の諸問題を検討するための協議

会開催等に対する支援に加えて、伐採情報の収

集や地域特性に応じた立木伐採方法等の指導・

監視、森林所有者に対する再造林への働きかけ

に対して支援を行うものであります。また、②

にありますように、素材生産業者に対して、環



- 5 -

境に配慮した伐採方法の研修を造林素材生産事

業協同組合連合会に委託して実施するものであ

ります。

次に、同じ資料、12ページでございます。長

伐期施業技術普及推進事業であります。この事

業は、県内の杉、ヒノキの民有人工林の半分以

上が伐期を迎える中で、伐採の集中による木材

価格の低下や、植栽未済地の急激な増加を抑制

するとともに、森林所有者の安定的な所得確保

を図るため、伐期を２倍、杉で申しますと、35

年のところを70年程度に延ばす長伐期施業技術

の普及定着化を促進するものであります。具体

的には、２の事業の概要の（４）事業内容の①

にありますように、長伐期施業技術の普及を図

るため、13ページの左側の写真にあります列状

間伐の手法や、長伐期施業に必要な効率的で災

害に強い作業路について、森林所有者や森林組

合、素材生産事業者等を対象に研修会を開催い

たします。また、②にありますように、県内２

カ所に長伐期作業のモデル林を設定するもので

あります。

歳出予算説明資料にお戻りいただきますで

しょうか 189ページの 目 林業試験場費 事。 （ ） （

項）林業技術センター管理運営費9,640万9,000

円であります。これは、美郷町にあります林業

技術センターの管理運営に要する費用でありま

す。

190ページでありますが、説明欄２の試験研

究費では、林業の振興と山村地域の活性化を図

るため （１）育種育林技術の改良開発試験か、

ら （７）バイオテクノロジーと遺伝子を活用、

した技術開発に関する研究まで、７テーマ12課

題を設け、本県の地域特性に応じた試験研究、

開発等に取り組むものであります。

環境森林課の説明は以上であります。よろし

くお願いいたします。

自然環境課の平成20年度○坂本自然環境課長

当初予算につきまして御説明をさせていただき

ます。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の201

ページをお開きいただきたいと思います。自然

環境課の青いインデックスのついているところ

でございます。自然環境課におきましては、一

般会計で47億5,846万5,000円をお願いいたして

いるところでございます。前年度６月補正後の

予算と比較をいたしますと、92.7％ということ

でございます。

それでは、主な事業につきまして御説明をさ

せていただきます。なお、新規事業でございま

すわが町のいきいき森林づくり推進事業と、特

定鳥獣（シカ）緊急捕獲促進事業につきまして

は、後ほどまとめて説明をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。

まず、204ページをお開きいただきたいと思

います。初めに （目）林業振興指導費でござ、

います （事項）水と緑の森林づくり推進事業。

費で320万円をお願いいたしております。これ

は、森林環境税を活用いたしまして、県民参加

の森林づくりの推進を図るために、水と緑の森

林づくり条例で定めております森林づくり推進

、 、期間 これは10月と11月でございますけれども

この間において森林づくり県民ボランティアの

集い等を開催するものでございます。

次に、206ページをお開きいただきたいと思

います （事項）森林環境教育推進事業費。

で1,242万9,000円をお願いいたしております。

これも、森林環境税を活用した事業でございま

して、自然体験活動の指導者の派遣等、地域や

学校での森林環境教育の実践活動の支援や、川

南町の遊学の森における児童生徒等を対象にい
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たしました森林環境教育のモデル実践活動を行

うものでございます。なお （事項）○わが町、 新

のいきいき森林づくり推進事業費につきまして

は、後ほど環境農林水産常任委員会資料のほう

で御説明をさせていただきます。

次に （事項）○荒廃渓流等流木流出防止対、 新

策事業費で2,500万円をお願いいたしておりま

す。これも、森林環境税を活用した新規事業で

ございまして、近年、台風等による異常な降雨

に伴い発生をいたしました流木によりまして、

海岸や漁業施設への影響が懸念されますことか

ら、渓流沿いに残っております不安定な立木や

渓流に堆積した流木の除去等を行うことにより

まして、河川や海岸への流木の流出防止を図る

ものでございます。

次に、207ページをごらんいただきたいと思

います （目）治山費でございます （事項）。 。

山地治山事業費で28億3,428万7,000円をお願い

いたしております。この事業では、説明欄に挙

げておりますように、１の復旧治山事業から６

の東南海・南海地震防災対策緊急治山事業ま

で、山地崩壊等の復旧整備や崩壊の未然防止に

関する６つの事業を実施いたすことにしており

ます。

次に、208ページをごらんいただきたいと思

います （事項）保安林整備事業費で４億834。

。 、万5,000円をお願いいたしております これは

保安林において、その機能の維持強化を図るた

めに、植栽や下刈り、本数調整伐、これは間伐

でございますけれども、こういった森林整備を

行うものでございます。

次に、209ページをごらんいただきたいと思

います （事項）○治山・保安林ＧＩＳデータ。 改

整備事業費で497万6,000円をお願いいたしてお

ります。この事業は、治山施設や保安林区域の

電子データ化を行いまして、森林地理情報シス

テムの活用により、関係機関への情報提供と的

確な治山事業の実施に資するものでございま

す。

（目）狩猟費でございます （事項）鳥獣保。

護対策費の説明欄につきましては、210ページ

をごらんいただきたいと思います。その欄の中

の○10の特定鳥獣（シカ）緊急捕獲促進事業に新

つきましては、後ほど環境農林水産常任委員会

資料で御説明をさせていただきます。

次に （目）公園費でございます （事項）、 。

自然公園事業費でございます。説明欄につきま

しては、次の211ページの一番上の欄をごらん

いただきたいと思います。○９の安全・快適自改

然公園整備事業で1,617万円をお願いいたして

おります。この事業は、自然公園利用施設のリ

ニューアルやバリアフリー化等によりまして、

県民が安全かつ快適に利用できる施設の整備を

図りますとともに、市町村が実施をいたします

自然公園利用施設の整備に対しまして、支援を

行うものでございます。

次に （事項）九州自然歩道管理事業費でご、

ざいます。説明の欄の○２の自然に親しむ九州改

自然歩道整備事業で2,000万円をお願いいたし

ております。この事業は、九州自然歩道の利用

者の安全や利便性を確保するとともに、その利

用促進を図るために歩道や誘導標等の整備を行

うものでございます。

、（ ） 。最後に 目 林業災害復旧費でございます

（事項）治山施設災害復旧費で３億円をお願い

しております。これは、治山ダム等治山施設が

被災した場合に早急な復旧を図るための復旧費

でございます。

続きまして、先ほど説明を後回しにしており

ました２つの事業につきまして、環境農林水産
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常任委員会資料で御説明をさせていただきま

す。資料の14ページをお開きいただきたいと思

います。初めに、わが町のいきいき森林づくり

推進事業について御説明をさせていただきま

す。この事業は、森林環境税を活用した新規事

業でございまして、１の事業目的にございます

ように、林業就業者の減少や木材価格の低下な

どから、森林を森林所有者だけで支えていくこ

とが難しくなっている状況等を踏まえまして、

市町村が行います公益上重要な森林の公有林化

を支援し、森林の適切な管理保全を図るもので

ございます。

まず、15ページをごらんいただきたいと思い

ます。フロー図にお示ししておりますように、

森林・林業を取り巻く厳しい現状等から、無秩

序な伐採や、伐採後に放置される森林も見受け

られまして、災害の発生等住民生活への影響が

懸念されているところでございます。このよう

なことから、集落の上部や水源地など公益上重

要な森林につきまして、市町村による公有林化

を促進いたしまして、伐採の回避や速やかな植

栽はもとより、針広混交林化に取り組むことと

いたしたところでございます。

具体的な事業内容につきましては、14ページ

、 （ ）に戻っていただきまして ２の事業概要の ４

事業内容にございますように、中山間地域内の

市町村におきまして、山地災害の防止等のため

に伐採の回避等が必要な森林を市町村が取得す

。 、る場合に支援をいたすものでございます なお

対象地域と補助率につきましては、下段の表に

お示しをしておりますが、過疎地域や振興山村

地域では２分の１を、離島振興地域や半島振興

地域、特定農山村地域では３分の１を助成いた

すことにしております。また、予算額といたし

ましては （１）にございますように、1,600、

万円を予定いたしております。

最後に、特定鳥獣（シカ）緊急捕獲促進事業

についてでございます。資料の16ページをお開

きいただきたいと思います。この事業は、１の

事業の目的にございますように、シカによる農

林作物等への被害が増加をいたしまして、林家

の植林意欲や農家の営農意欲の低下を招く一因

となっていることなどから、シカの生息数が多

いシカ捕獲促進地域内において集中的に有害鳥

獣捕獲によるシカ捕獲を促進するものでござい

ます。

ここで17ページをごらんいただきたいと思い

ます。まず、１の被害の状況でございます。点

線の枠内に写真をお示ししておりますように、

シカの被害は、造林木の食害、樹木の皮はぎ、

農作物の食害などでございますけれども、18年

度には、上段の表にございますように、被害額

が１億円を超えておりまして、このようなこと

から今回新たに特定鳥獣（シカ）緊急捕獲促進

事業に取り組むことといたしましたところでご

ざいます。次に、２のシカ被害の防止対策につ

いてでございますが、県では、体系図にお示し

をいたしておりますように、ニホンジカの適正

な保護管理を図るため、被害防除及び個体数調

整の２つを柱に取り組んでおりますけれども、

、 、今回 個体数調整のさらなる強化を図るために

（ ）シカ捕獲促進地域内において○特定鳥獣 シカ新

緊急捕獲促進事業に取り組むものでございま

す。

再度16ページにお戻りいただきたいと思いま

す。事業の概要でございます。２の（４）にご

ざいますように、事業内容といたしましては、

シカ捕獲促進地域内において有害鳥獣捕獲によ

るシカ捕獲１頭につき5,000円以上補助する市

町村に、県がその２分の１以内を補助するもの
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でございます。該当する市町村は、下の表にご

ざいますが、21市町村でございまして、参考に

お示しをしております図面のピンク色の部分で

ございます。なお、予算額といたしましては、

（１）にございますように、500万円を予定し

ております。

当初予算については以上でございますが、続

きまして、特別議案について御説明をさせてい

ただきたいと思います。

説明は、お手元の同じ資料でございますが、

常任委員会資料のほうで御説明をさせていただ

きます。資料の22ページをお開きいただきたい

と思います。議案第26号「公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」についてでございま

す。これは、昨年６月の議会で公の施設にする

ことを御承認いただきました宮崎県川南遊学の

森につきまして （１）の改正の理由にありま、

すとおり、指定管理者制度を導入する施設とし

て定めるために、公の施設に関する条例の別表

第３に追加をするものでございます （３）の。

施行期日でございますが、４月１日を予定して

おります。次に （４）の宮崎県川南遊学の森、

の概要でございますけれども、この施設は、①

設置目的にありますとおり、森林に関する知識

や技術の習得の場、あるいは森林との触れ合い

の場を提供するための施設でございまして、位

置は、右のページの右下の地図に赤い旗でお示

しをしておりますけれども、その場所になるも

のでございます。なお、主要な施設につきまし

ては、22ページの下段及び23ページの写真等を

ごらんいただければというふうに考えておりま

す。

続きまして、24ページをお開きいただきたい

と思います。議案第29号「宮崎県における事務

処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」についてでございます （１）の権限移譲。

の概要にございますように、住民に身近な行政

サービスは、できる限り住民に身近な市町村で

担うことを基本に、市町村の希望、選択による

権限移譲を推進しているところでございます

が、去る11月の定例県議会でもお願いしたとこ

ろでございますけれども、今回、温泉法等に基

づく知事の権限に属する事務の一部について、

昨年12月に宮崎市のほうから追加要望があった

ことから、関係規定の追加を行うものでござい

ます。権限移譲のイメージといたしましては、

（ ） 、１ のイメージ図の右側にございますように

取り扱いを希望した市町村が直接住民サービス

を提供しまして、それ以外の市町村については

従来どおり県が住民サービスを提供するもので

ございます。今回、移譲を予定しております事

務は （２）にございますように、温泉法等に、

基づく各種申請等の受理に関する事務でござい

ます。これは、①の移譲する事務の概要にござ

いますように、温泉法等に基づく事務のうち、

アの土地の掘削、増掘または動力の装置の許可

申請等の受理に関する事務から、エの温泉の成

分分析機関の登録申請等の受理に関する事務で

ございます。これらの事務を②の宮崎市に移譲

しようとするものでございます。なお、施行日

につきましては、③にありますように、平成20

年７月１日を予定しておるところでございま

す。移譲する事務の内容につきましては、右側

のページの表のとおりでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

自然環境課からの説明は以上でございます。

よろしく御審議のほどをお願いいたします。

まず、森林整備課の平○金丸森林整備課長

成20年度当初予算につきまして、御説明いたし

ます。
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お手元の歳出予算説明資料で森林整備課の青

いインデックスがついておりますところ、213

ページをお開き願います。平成20年度の当初予

算といたしまして、一般会計で108億2,571

万2,000円、特別会計で３億6,038万2,000円、

合計では111億8,609万4,000円をお願いしてお

ります。なお、前年度６月補正後予算と比較し

ますと、100.7％となっております。

それでは、215ページをお開き願います。事

項別に主な事業を御説明いたします。初めに、

（目）林業総務費（事項）○公共工事品質確保新

強化対策費1,376万6,000円でございます。これ

は、入札制度改革の一環としまして、公共三部

における公共工事の施工体制監視を行い、適切

な現場指導と、発注者、受注者双方の技術力の

向上を図るものであります。

次に （目）林業振興指導費の（事項）ひな、

もり台県民ふれあいの森等管理費3,178万2,000

円でございます。これは、小林市にありますひ

なもり台県民ふれあいの森や、ひなもりオート

キャンプ場等の管理運営委託などを行うもので

ございます。

また （事項）県営林特別会計繰出金１、

億4,300万円でございます。これは、県有林及

び県行分収造林を造成管理するために借り入れ

た２つの特別会計の既往の借入金について、そ

の償還金の一部を一般会計から繰り出すもので

ございます。

次に、216ページをお願いいたします （事。

項 ○みやざき癒しの臨海松林整備事業費1,200）改

万円でございます。これは、平成19年度まで実

施しておりました海岸県有松林景観保全事業に

つきまして、県民参加の森づくり等の新規メ

ニューを加えて改善したものでございます。

次に、217ページをごらんください （目）。

造林費の（事項）森林整備事業費24億7,831

万6,000円でございます。これは、森林整備の

ための補助公共事業でありまして、造林や下刈

り、除間伐、高齢級間伐などに対して助成する

ものでございます。

この中で、新規事業であります７の植栽未済

地解消対策事業、８の70年の森林間伐実施事業
も り

につきましては、常任委員会資料で御説明させ

ていただきたいと思います。常任委員会資料の

６ページをお開き願います。事業名は、植栽未

済地造林緊急特別対策事業としております。事

業の構成は、補助公共事業の植栽未済地解消対

策事業と、後ほど予算説明資料で出てまいりま

、 、すが 非公共事業の植栽未済地抑制対策事業で

これらをあわせて特別対策事業としておりま

す。本事業につきましては、１の事業の目的に

ありますように、水源の涵養や土砂災害の防止

等、公益保全上重要な森林を対象に、林業公社

が市町村のあっせんにより森林所有者から施業

を受託して行う再造林や、植栽費用の負担軽減

を図ることにより、伐採跡地の速やかな再造林

を推進するものであります。事業内容でござい

ますが、２の（４）の①の植栽未済地解消対策

事業につきましては、植栽未済地の解消を図る

ため、７ページにお示ししていますけれども、

（１）のフロー図にありますように、水土保全

、 、 、林において まず 市町村と森林所有者が造林

保育等の覚書を締結いたします。次に、市町村

が林業公社に協定に基づく施業をあっせんし、

公社が森林所有者から施業を受託して、補助

率85％の国庫補助事業を活用しながら、造林を

推進するものであります。また、②の植栽未済

地抑制対策事業は、新たな植栽未済地の発生を

、 、抑制するため ７ページの２にありますように

森林施業計画等に適用されます補助率68％に７
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％の県費の上乗せを行い、森林所有者の負担を

軽減して、伐採後の計画的かつ速やかな再造林

を推進するものであります。

、 。次に 同じ資料の８ページをお開き願います

先ほど申し上げました70年の森林間伐実施事業
も り

でございます。本事業では、１の事業の目的に

ありますように、伐採時期を迎えている本県民

有人工林が一斉に伐採されることを防ぐととも

に、県土の保全や二酸化炭素吸収など、森林の

有する多面的機能を高度に発揮させるため、伐

期を超えた人工林について、皆伐をせずに定期

的に間伐を繰り返す長伐期施業への移行を図る

ものであります。事業内容につきましては、２

の（４）にありますように、長伐期施業に向

、 、け 36年から60年生の間伐に対して補助を行い

その実施による所得の確保を図りながら、伐採

量を平準化し、適正な森林整備を推進するもの

でございます。

再度、歳出予算説明資料にお戻り願いま

す。217ページであります （事項）林業公社。

費14億5,181万6,000円でございます。これは、

林業公社の償還原資として必要な資金の貸付金

等に要する経費であります。

新次に 218ページをお開き願います 事項 ○、 。（ ）

植栽未済地造林緊急特別対策事業費5,964万円

でございます。これにつきましては、先ほど常

任委員会資料で御説明いたしましたが、新たな

植栽未済地の発生を抑制するため、森林整備事

業の上乗せ補助を行い、森林所有者の負担を軽

減して伐採後の計画的な造林を推進するもので

ございます。

次に （事項）水を貯え、災害に強い森林づ、

くり事業費２億2,277万3,000円でございます。

この事業は、平成18年度から導入しました森林

環境税を財源として活用する事業でございまし

て、荒廃林地への広葉樹造林等の整備を行うも

のでございます。

次に （目）林道費（事項）森林保全林道整、

備事業費12億203万7,000円であります。この事

業は林道網の整備に要する経費でありまし

て、219ページにありますように、１の森林管

理道開設事業では、県営及び市町村営事業によ

り、美郷町の石峠線ほか５路線の整備促進を図

ることとしております。次に、２の森林基幹道

開設事業では、県営事業により、椎葉村の十根

川・三方界線ほか９路線の整備促進を図ること

としております また ３のフォレスト・コミュ。 、

、 、ニティ総合整備事業では 市町村営事業により

西米良村の上米良・大平線の林道改良を行うこ

ととしております。

次に （事項）道整備交付金事業費９億2,551、

万4,000円でございます。この事業は、地域再

生計画に基づく林道整備により、山村地域交通

のネットワーク化、森林施業の促進を図るもの

でありまして、県営及び市町村営事業により、

高千穂町の黒原・煤市線ほか25路線の整備促進

を図ることとしております。

新次に 220ページをお開き願います 事項 ○、 。（ ）

山のみち地域づくり交付金事業費７億円でござ

います。この事業は、19年度まで緑資源機構が

実施してまいりました緑資源幹線林道事業が機

、 、構の解散により廃止されたため 県が引き継ぎ

県営事業として国庫補助事業で実施することと

したものでございます。西米良村の小川・棚倉

峠線ほか２路線の整備を図ってまいりたいと考

えております。

、 。続きまして 221ページをお願いいたします

目 林業災害復旧費 事項 林道災害復旧費25（ ） （ ）

億376万円でございます。この事業は、平

成18、19年度の災害、いわゆる過年災分と過去
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の実績等に基づく現年災分の見込み額でござい

ます。

次に、222ページをお開き願います。特別会

計について御説明いたします。特別会計予算に

つきましては、議案第４号及び議案第５号でご

ざいますけれども、説明はこの資料でさせてい

ただきます。山林基本財産特別会計でございま

す。総額で１億3,162万6,000円をお願いしてお

ります。まず （事項）県有林造成事業費2,994、

万3,000円でありますが、これは、県有林の除

間伐などの保育事業等を実施するものでござい

ます。次に （事項）元金8,363万6,000円及び、

（事項）利子1,804万7,000円でありますが、こ

れらは、農林漁業金融公庫等からの借入金の元

金、利子の支払いに要する経費であります。

次に、224ページをお開き願います。拡大造

林事業特別会計でございます 総額で２億2,875。

万6,000円をお願いしております。まず （事、

項）県行造林造成事業費１億5,178万2,000円で

ありますが、これは、県行造林の除間伐等の保

育事業を実施しますとともに、計画的な伐採を

行い、森林所有者等と収益を分収するものでご

ざいます。次に （事項）元金4,381万7,000円、

（ ） 、及び 事項 利子3,315万7,000円でありますが

これらは、県有林と同じく、農林漁業金融公庫

等からの借入金の元金、利子の支払いに要する

経費であります。

以上が平成20年度の当初予算であります。

続きまして、議案第35号についてであります

が、お手元の常任委員会資料で御説明させてい

ただきます。委員会資料の最後のページになり

ます。26ページをお開き願います。議案第35号

「林道事業執行に伴う市町村負担金徴収につい

て」であります。これは、森林保全林道整備事

業ほか４事業の県営施工分につきまして、関係

、 、市町村より事業費の100分の10の負担を また

平成20年度新規事業の山のみち地域づくり交付

金事業については、事業費の100分の５の負担

をそれぞれ求めるものでございます。平成20年

度は県内７市町村が対象となっております。

森林整備課からの説明は以上でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

山村・木材振興課○楠原山村・木材振興課長

関係につきまして御説明いたします。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料、青い

インデックスの山村・木材振興課のところ、

ページで言いますと227ページをお開きくださ

い 平成20年度予算額は 一般会計が39億8,058。 、

万1,000円、林業改善資金特別会計が２億5,414

万8,000円、合わせまして42億3,472万9,000円

をお願いしております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。229ページをお開きください （事項）林。

業・木材産業構造改革事業費 予算額８億9,862、

万2,000円でありますが、１枚めくっていただ

きまして、５の林業経営構造対策事業費補助金

では、地域間交流拠点の整備としてコテージの

建設への支援、６の木材産業構造改革事業費補

助金では、地域の中小工場が連携しまして、需

要者ニーズに対応した共同での製品仕上げや効

率的な物流拠点整備に対しての支援、８の林業

再生に向けた新生産システム推進対策モデル事

業では、製材コストの低減はもとより、大ロッ

ト需要や大径材にも対応した効率的なラインを

有する大型製材工場整備の支援、○９の宮崎ス新

ギ大ロット安定供給体制推進事業では、中小の

製材業者が地域ごとに連携、集約化し、品質の

確かな杉製品を大ロットで安定的に出荷できる

管理システムの整備への支援、○10の森林保全新

型低コスト素材生産システム整備事業につきま
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しては、単独の素材生産事業体に対しまして、

高性能林業機械の導入等について支援を行うこ

ととしております。

次に （事項）県産材流通促進対策費、予算、

額1,894万4,000円でございます。説明１の力強

い宮崎スギ県外出荷体制づくり事業として、県

産杉人工乾燥材等の県外への出荷拡大や輸送体

制整備への支援を行うこととしております。

次のページ （事項）木材需要拡大推進対策、

費、予算額7,209万2,000円でございます。説明

１の木の香あふれる街づくり推進事業では、県

民の皆さんが多く集う学校や福祉施設等での木

造化、木質化に対する支援、机・いす等の木製

調度品の導入等に対する支援を行うものです。

○２のみやざき材海外輸出拡大推進事業では、改

輸出意欲の高い団体が取り組む普及ＰＲ等の輸

出促進活動や、海外での木造建築の推進に向け

た構造設計技術者の養成の支援、○４のみやざ新

きスギ国際情報発信事業につきましては、本年

６月に宮崎市で開催されます第10回木質構造国

、 、際会議におきまして 宮崎の森林・林業を初め

杉を中心とした県産材や、その利用技術を国内

外に広くアピールするものでございます。

（事項）木材利用技術センター運営事業費、

予算額１億3,377万2,000円でございます。説明

にありますように、木材利用技術センターの試

験研究に要する経費であり、施設の維持管理や

受託研究の事業費等を含んだものであります。

なお、木材利用技術センターは、平成13年度の

開設以来、人工乾燥技術の開発など、地元の企

業ニーズに即した実用的な研究に取り組みます

とともに、県内企業から技術相談や依頼試験も

年間を通して行われておりまして、地域に開か

れた研究機関としての役割を果たしているとこ

ろでございます。

次に、232ページをお開きください （事項）。

山村地域を担う林業後継者育成事業費、予算

額312万5,000円でございます。山村地域の中核

的役割を担っている林業後継者で組織します林

業研究グループの新規会員の加入促進や研修な

どのグループ活動を支援することとしておりま

す。

次に、233ページですが （事項）林業担い、

手対策基金事業費、予算額１億5,781万5,000円

でございます。宮崎県林業担い手対策基金を活

用しまして、担い手の確保育成に関する各種の

施策を実施するものであり、説明１の林業担い

手対策基金事業につきましては、高校生への育

英資金貸与等の人づくり、高性能林業機械の共

同利用等の基盤づくり、素材生産などを行う事

業体に対しまして、社会保険等の事業主負担へ

の助成による就労環境づくりの３つの柱により

まして、担い手の確保育成のための総合的な事

業を展開することとしております。なお、２の

林業担い手対策基金積立金につきましては、高

性能林業機械の共同利用事業により見込まれま

す利用料の収入を、後年度の機械更新費用のた

めに積み立てるものでございます。

（ ） 、事項 しいたけ等特用林産振興対策事業費

予算額2,636万9,000円でございます。説明欄に

ありますように、しいたけ等の特用林産物の振

興を図るため、生産の拡大や品質の向上に取り

組むものであります。

○１の特用林産物生産振興総合対策事業でご改

ざいますが、この事業につきましては、常任委

員会資料で説明させていただきます。委員会資

料の18ページをお開きください。１の事業の目

的ですが、しいたけ等特用林産物は山村地域の

貴重な現金収入源となっておりますが、生産者

の減少、高齢化等により、生産量の減少傾向が
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続いております。一方、産地偽装の問題等から

消費者ニーズが国内産へとシフトする中で、生

産拡大や安全ブランドの確立が求められており

ます。このため、生産基盤の整備等により生産

体制の強化を図るとともに、新規参入の促進や

安全ブランドの強化を図り、生産者の経営安定

などに資することとしております。２の事業の

概要、予算額にありますように、1,974万1,000

円をお願いしております。事業期間は来年度か

ら３カ年間、事業主体は市町村や宮崎県しいた

け振興会等であります。４の事業内容につきま

、 、しては ①の特用林産物生産体制強化事業では

生産コストの低減や品質の向上、しいたけ原木

の安定供給への取り組みの支援を、また②の特

用林産新規参入促進事業では、新規参入時の生

産に必要な資機材の整備等について、さらに③

のトレーサビリティ確立支援事業では、生産か

ら流通・加工に至る履歴が確認できるトレーサ

ビリティシステムに基づく認証品の販売促進

や、システムの整備等に対する取り組みについ

て支援してまいります。参考までに、19ページ

に取り組む背景や内容等を記載しております。

再度、20年度歳出予算説明資料の235ページ

をごらんください。特別会計について御説明い

たします。林業改善資金特別会計につきまして

は、議案第６号でございますけれども、説明は

この資料でさせていただきます （事項）林業。

・木材産業改善資金対策費、予算額２億5,414

万8,000円でございます。説明にありますよう

に、主な内容としましては、林業・木材産業の

経営改善や新たな生産方式を導入するための施

設整備等に対しまして、無利子の資金貸し付け

に係るもので、１の林業・木材産業改善資金貸

付金２億5,000万円などとなっております。

山村・木材振興課関係は以上でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。それぞれ質疑を受けたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

自然環境課にお伺いいたしま○松田委員

す。206ページ、新事業の荒廃渓流等流木流出

防止対策事業費2,500万がついておりますが、

県内一円どこに行っても、渓流というと山の中

の流れであろうというふうに解釈するんです

が、大概荒れております。この予算の中で今、

モデル地域を選定してあるのか。どういうふう

な形で荒廃渓流を選んでいくのか。それから、

流出防止対策といいますが、どのような形で、

例えば今も河川、渓流に横たわっている木を全

部除去するのか、それともそれをふさぐような

さくをつくるのか、その辺を詳しくお教えをい

ただきたいと思います。

まず、事業の対象箇所を○坂本自然環境課長

どういった形で選ぶのかといったことでござい

ますけれども、以前の16災、17災の箇所につき

ましては、ほぼ被災箇所等を把握いたしており

まして、治山事業で昨年度やったところなんで

すけれども、今回、海岸に流れ出た流木の主な

原因は、こういったときに残された木と、それ

からまた昨年台風４号、５号ございましたけれ

ども、このときに被災したところ、このあたり

から流れ出たものじゃないかというふうに考え

ておりまして、基本的には、今後どういうとこ

、 、ろを選定するかということは 細かい実施基準

採択基準等を整理いたしまして、進めてまいり

たいというふうに考えておるところでございま

す。

台風４号、５号の被災地を中心に○松田委員

これからそういったモデル地域といいましょう

か、該当地域を選択していくという形でよろ
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しゅうございましょうか。

そういうことで考えてお○坂本自然環境課長

ります。

何点かお聞きをしたいんです○外山三博委員

が、まず、先ほど説明いただいた特用林産物、

しいたけ、資料によると、10年前の約６割とい

うことのようですが、日本の国内でしいたけの

消費動向というか、どういうふうになっておる

んですか。ずっと下降しておるのか、それとも

輸入品がふえてきたから減ってきたのか、消費

動向はどうなんですか。

消費動向につきまして○江口国土保全対策監

は、そんなに大きい変化というのはないと考え

ております。ただ、消費者の意識の中におきま

しては、中国産におきます農薬の問題とかいろ

んな問題が、これはしいたけだけの話じゃござ

いませんけれども、出てまいっております。そ

ういう中で、今までは安い中国産ということで

中国産の購買というのが多かったわけでござい

ますけれども、国産品のほうへのシフトという

のが現在としては出てき始めているというふう

な状況で、単価も結構高い値段で推移している

というふうな状況でございます。

消費動向に余り変化はないと○外山三博委員

いうことのようですが、宮崎県産が10年前とす

ると６割に減ってきたということは、その分は

どこかに振りかわったわけですか。

基本的には、やはり安○江口国土保全対策監

い中国産のほうに持っていかれてしまったとい

う状況がずっと続いていたということでござい

ます。

生と乾燥の生産量の割合、今○外山三博委員

どんなふうになっていますか。

乾しいたけにつきまし○江口国土保全対策監

ては、御存じのとおり、若干ずつ減少をいたし

ております。生と乾しいたけの場合、どうして

も重さが違ってまいりますので、一概にその辺

の割合というのが比較できないというふうな状

況でございます。

しかし、現場で収穫するで○外山三博委員

しょう。その分の何割を乾燥に回したかどうか

というのはわかるでしょう。

いわゆる生の場合は、○江口国土保全対策監

現在、増加をしている菌床が８割ほどを占めて

おるんですが、その辺でずっと増加してきてい

。 、 、ると 普通の原木になりますと 値段の推移で

例えば乾しいたけが高くなりますと、それだけ

乾のほうに回していく。逆に言えば、乾しいた

けの分が価格が安くなりますと、その分、生で

早く出してしまうというふうな状況が見られる

ようでございます。

菌床栽培の分は全量、生で出○外山三博委員

荷なんですか。

そのとおりでございま○江口国土保全対策監

す。

菌床栽培の分については、数○外山三博委員

量の把握は県としてはできていないんですか。

菌床栽培の場合が、17○江口国土保全対策監

年と18年と比べますと 17年が本県の場合 786、 、

トンあったわけでございますが、18年度に

は1,288トン、生しいたけの場合は1,229トン

あったわけですが 1,622トンということで 17、 、

年が菌床栽培の割合が64.0だったんですが、18

年度は菌床栽培の割合が79.4というふうな状況

になっております。

乾しいたけの今のトン数、こ○外山三博委員

れは乾しいたけに仕上がった分のトン数です

か、それとも最初の生の分。

今申し上げましたの○江口国土保全対策監

は、生しいたけの分でございます。
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乾燥しいたけの出荷数量も言○外山三博委員

われましたね。

先ほど申し上げまし○江口国土保全対策監

た603トンは、乾しいたけの実際の重さでござ

います。

こういう事業を組み立てると○外山三博委員

いうことは、やっぱり目標がないといけないと

思うんです。乾燥しいたけのトン数もしくは金

額、どういう目標を設定してこの事業をやろう

ということなんですか。現在の売り上げの金額

と、目標の来年度の金額を言ってください。

乾しいたけにつきまし○江口国土保全対策監

ては、量的なものというのが今、下がっており

ますので、ぜひその量をふやしたいという目標

を持っております。それから、価格につきまし

ては、今現在が4,000円から4,800円程度まで値

段が上がってきております。ただ、生産者の方

にお話を聞きますと、大体3,500円というのが

ボーダーラインといいますか、生産をやってい

く上での最低ラインというふうなことでお伺い

しておりますので、そういう意味では、安定的

な価格の保持ということが必要ではないかとい

うふうに考えております。

私が聞きたかったのは、宮崎○外山三博委員

県で生産する乾しいたけの総額、出荷額がどの

ぐらいになっているかなんです。

ちょっと時間をいただ○江口国土保全対策監

いて……。

それは後ほどまた教えてくだ○外山三博委員

さい。

関連しますが、試験場に聞きたいんですが、

キノコの品種改良をやる事業がありますね。こ

れは、キノコは何をやられるんですか。

これは、しいた○黒木林業技術センター所長

け以外のキノコということでよろしいんでしょ

うか。今、当センターでやっていますのが、一

つは原木マイタケ マイタケというのは菌床―

栽培ですけれども、菌床栽培のマイタケをコナ

ラの原木を使いまして栽培するというやり方を

やっています。もう一つは、ハナビラタケとい

うのがあるんです。これは機能性キノコという

ことで、ベータグルカンの含有量が多いという

キノコですけれども、そういった研究を、これ

は菌床でやっているんですけれども、エス・ケ

イ・バイオという都城の会社があるんですけれ

ども、企業と共同で研究いたしております。そ

ういった研究を最近やっております。

しいたけの品種改良というの○外山三博委員

か しいたけはやっていないんですか。―

しいたけにつき○黒木林業技術センター所長

ましては、菌床栽培用の種菌の開発をやってい

ます。今まで平成４年度から菌床栽培の種菌開

発に取り組んだんですけれども、現在４品種を

開発しまして、既に企業等に技術移転をいたし

ております。

技術を移転した分の実績とい○外山三博委員

うのは出てきているんですか。

技術移転したの○黒木林業技術センター所長

が２年ぐらい前でございますので、今、実用化

栽培の段階というふうなことでございます。

菌床栽培は、さっきの説明で○外山三博委員

生しいたけで相当ウエートがふえてきています

ね。この技術は県の試験場から出した技術なん

ですか。それとも、全然違う民間の技術を中心

とした生産体制になっているんですか。

主として当セン○黒木林業技術センター所長

ターで開発した技術ということでございます。

菌床栽培につきましては、先ほど言いましたよ

、 、うに ハナビラタケというのもやっていますし

しいたけ関係につきましては、先ほど言いまし
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た種菌の開発、それから、最近やっていますの

が、これは焼酎メーカーとの共同研究なんです

けれども、雲海酒造さんと共同でやっていまし

て、焼酎かすを菌床栽培の培地として使えない

かというような研究を今やっております。主体

としては当センターのほうで開発をやっている

というようなことでございます。

菌床栽培と、昔からほだ木に○外山三博委員

種を植えたしいたけと、基本的には同じしいた

けでしょうが、違いというのはやっぱり大分あ

るんですか。

これは食べてみ○黒木林業技術センター所長

ればよくわかるんですけれども、原木栽培の場

合は香りが強いですね。それと歯ごたえがよろ

しいです。菌床栽培の場合は歯ごたえがちょっ

とないのと、しいたけ特有の香りが若干少ない

かなというような感じでございます。

私も、うちの家内がしいたけ○外山三博委員

をたまに買ってきて、食べるんですが、菌床栽

培なのか、木でとったのかというのは全然区別

がつかないんです。消費動向、そこあたりはど

うなんですか。価格も違うんですか。

今、たしかＪＡ○黒木林業技術センター所長

Ｓの改正がございまして、義務づけられていま

、 、して このしいたけは原木栽培でつくったのか

菌床栽培でつくったのかということで、スー

パーなんか行かれると、多分その表示がしてあ

るかと思いますので、買われるときにはそれを

見ればわかるかと思います。

私は買いに行かないから、表○外山三博委員

示は見ないんですが、食べるときに気をつけれ

ばわかるということなんですね。値段は違うん

ですか。

金額的には、乾○黒木林業技術センター所長

しいたけのほうが基本的には高いです。当然、

、 、乾燥費用等がかかっていますから 生しいたけ

乾燥しいたけを買われる場合は、乾しいたけの

ほうが価格的にはかなり高いです。

菌床栽培の生とほだ木で育て○外山三博委員

た生と値段に差があるんですか。

生しいたけの単価○楠原山村・木材振興課長

ですけれども、18年度で原木単価が、キログラ

、 、 、ムですけれども 649円 菌床のほうが868円で

生しいたけについては、現在、菌床のほうが若

干高い傾向が続いております。

さっきの説明だと、ほだ木の○外山三博委員

ほうが香りがあって、よさそうだけれども、値

段は逆に安いというのは何でですか。

菌床のほうが安定的な○江口国土保全対策監

量が出てくるということで値段が高くなってい

るというふうに聞いております。

これ以上続けませんが、一連○外山三博委員

のやりとりを聞いておりまして、菌床栽培とい

うのは、どこでも平地でできるわけですから、

後継者も割と入っていきやすいし、大量生産も

できますね。そして、価格も安定して、割と高

いということであれば、試験場のほうも菌床栽

培でつくるしいたけに香りをつけていくとか、

もうちょっと大きいのができるとか、それが研

究開発ですよ。そういうことで取り組んでもら

うといいがなと思います。

続けて、全然違う話ですが、資料の24ページ

の事務処理の特例に関する条例、宮崎市に温泉

等のということで移管するということで、これ

、 、を一つの例としてお聞きしたいんですが 最近

宮崎市が中核市になってから、県の権限移譲が

ずっと進んできましたね。これは、市町村が意

識的に自分ところの考えで移譲してほしいとい

うことでこういうふうになるんですか。それと

も、国の一つの指導で、これに関しては移譲し
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なさいということでなっていくんですか。

この条例に基づく権限の○鈴木環境森林課長

移譲につきましては、基本的には、市町村の希

望で移譲するということにしております。

しかし、こういう権限を宮崎○外山三博委員

市が移譲してもらって、宮崎市が何かメリット

があるのかなと思うんですが、仕事がふえる、

ふえれば職員も できたら県なんかにこうい―

う仕事はやっておってほしいと思うんだけれど

も、こういう形でどんどん権限が移譲していく

と、最近は、県会議員なんか要らんのじゃない

かと、そんな議論まで暴論を吐く人がおります

けれども、本当に宮崎市がこれが欲しいという

ことなんですか。

御存じのように、地方分○鈴木環境森林課長

権一括法が12年４月に施行されまして、それを

受けまして条例をつくったわけですが、具体的

には、考え方としまして、県と市町村との関係

と申しますのが、県は広域的な事務処理をすべ

きだと、身近な住民に関係する事務につきまし

ては、できるだけその市町村でやっていただい

たほうがいいんじゃないかということで、県の

ほうとしましては、対象事務をこんなものでは

どうでしょうかという一覧をつくっておりま

す。その中から市町村がこの事務が欲しいとい

うことでやられるわけですが、市町村、先ほど

委員おっしゃいましたように、メリットはとい

いますと、住民から市町村を経由して県に上げ

て許可をもらう、あるいはいろんなことが付与

される、あるいは自分ところのいろんな計画を

つくる上で県の審議会等の審議が要るというこ

とでございますので、許可も迅速にできるとい

うのが１点ございます。それと、いろんな計画

をつくる上で、いろんな権限があればそこら辺

は市町村が自分のところの問題として、都市計

あたりはそうなんでしょうけれども、そういっ

たものができるということで、市町村もある程

度統合という形で持っていかれて、そこら辺な

かなか厳しいところはあるんでしょうけれど

も、そういった部分について取り組んでいただ

くということで、市町村にとっては自分のとこ

ろでいろんな権限を持ってやられることについ

ては経費もかかりますが、メリットがあるとい

うことでございます。

非常に微妙な 今、説明聞○外山三博委員 ―

きますと、県がメニューをつくって、地方分権

の流れということで、市のほうも嫌々ながらか

どうか知らんけれども、こういう形で分権が進

んでくるというようなことでしょうね。

もう一点、お尋ねをいたします。植栽未済地

解消で７ページ、これをもとにお尋ねをしたい

んですが、まず、植栽未済地の定義、植栽未済

地というのは、何年間植えていないのを言うん

ですか。

植栽未済地は、人工林の伐○徳永計画指導監

採後３年経過して再造林していないか、また自

然の力で更新していないところというふうにし

ております。

３年というと、今度の新規事○外山三博委員

業で補助率が高まって、85％が補助ということ

になれば、山を切って３年以内に植えたら補助

率は少ない。４年目植えれば補助がついてきま

すね。その辺のところの不合理、意識的に４年

間置いといて、４年目に植えようと、そうする

と補助金がついてくるということになるんじゃ

ないですか。

この解消対策事業は、現在○徳永計画指導監

あります約2,000をねらい撃ちした事業であり

ますので、この2,000だけが対象になるという

ことになります。
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ということは、ことし以降に○外山三博委員

切った分はこの事業の対象じゃないということ

ですね。

そのとおりです。○徳永計画指導監

次に、この事業は林業公社に○外山三博委員

事業を移管というか、予算を持っていって林業

公社にやってもらおうということですね。とこ

ろが、林業公社は手足がないですね。林業公社

そのものが実際の事業は進行できない。林業公

社はどういう形で事業を具体的に進めていくん

ですか。

林業公社としまして○池田林業公社対策監

は、これまでも実施してきましたように、森林

組合に委託するということになろうかと思いま

す。

ということは、最初から森林○外山三博委員

組合に事業をぽんと持っていったほうが 林―

業公社を通すだけで林業公社がそこでしかるべ

きマージンというのか、手数料というか、抜い

てしまいますね。実際やる森林組合が中心にと

いうことになれば、そこに持っていったほうが

自然の流れ。どうも考えていくと、林業公社の

救済策の一環じゃないかというような流れに見

えてしようがないんです。

これは、林業公社が受○池田林業公社対策監

けられる高率補助を活用する事業というふうに

とらえております。例えば森林組合が実施しま

すと、最高の補助率は68％ということになりま

、 。すので やはり森林所有者の負担が大きくなる

林業公社がやることによって所有者負担は15％

で済むというような制度がございますので、そ

の制度を活用した、所有者負担を軽減するとい

う意味で実施するものでございます。

以上でやめておきます。○外山三博委員

関連。５ページの一番上の①の既○井本委員

存の植栽未済地2,000ヘクタールの解消という

ことで、ポツが４つあって、その一番上が植栽

未済地解消対策事業ですね。450ヘクタール。

それから、森林環境税を利用した広葉樹造林、

これは県。分収林制度等を活用した造林、これ

が823ですか。天然力の活用による更新490。こ

れ全部合わせて1,959ヘクタールということで

すね。この場合、広葉樹と針葉樹はどれとどれ

ということに割合はなるんですか。具体的に聞

かせてもらえますか。

広葉樹を植える可能性が一○徳永計画指導監

番あるのは 森林環境税を活用したこれでは196、

ヘクタールについてすべて広葉樹を植えるとい

。 、うことになります 天然更新は天然更新なので

広葉樹林に移行していくということになると思

います。もう一つ、一番新しい解消対策事業に

つきましては、一応補助の対象として広葉樹も

なっておりますので、それは森林所有者の意向

によるんだろうというふうに思いますが、しか

し、450ヘクタールにつきましては、針葉樹が

多くなるんじゃないかと。植栽未済地につきま

しては、針葉樹だけじゃなくて広葉樹も造成し

ていくというふうに考えているところです。

私も本会議で質問しましたよう○井本委員

に、宮崎は針葉樹を植え過ぎていると。61％か

あるということですからね。４割を超すと大型

動物はすめなくなるというのが通説であります

ので、できるだけ針葉樹を減らして、広葉樹を

ふやしていくという流れにしなきゃいかんの

じゃないかと思うんです。450、824ということ

は、1,300ぐらいが針葉樹という流れになって

しまえば、結局６割以上ということになりはせ

んですか。その辺のことはもうちょっと考えな

きゃいかんなという気がするんですが。

確かに本県は戦後、拡大造○徳永計画指導監
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林を進めまして、適地でないところに造林した

りしてあるところ等が、奥地に、急傾斜に植え

たりしたところがあります。それも含めて61％

ですが、今後は、いわゆる林業として、産業と

して成り立たないような場所、奥山とか、動植

物等の部分については広葉樹林化していく必要

があるということで、そういう方針で県も今、

、 、進めておるところで この450につきましては

林道等が通っておりまして、今後、再投資して

も林業として産業として成り立つところを選ん

で450ヘクタールと。林道等の生産基盤がない

ところについては広葉樹林化していこうという

ことで、考え方としてはそういうことでいって

おります。

具体的にどこがどこということは○井本委員

まだ決まっていないわけですか。

今、現地を調査しておりま○徳永計画指導監

して、大体これぐらいになるんじゃないかとい

う数字になっております。

わかりました。広葉樹をたくさん○井本委員

植える 急にばっと６割が４割というのはな―

かなか難しいかもしれんけれども、そっちのほ

うに今後大きな流れとして移行していかないか

んのじゃないかという気がします。

その下に70年の森林というのがありますけれ
も り

ども、私も不勉強ながら、70年というのはどこ

から出てくるわけですか。

70年の森林間伐実施事業○金丸森林整備課長
も り

についてでございますけれども、杉で言います

と、地域森林計画という計画がございまして、

そこで標準的な伐採林齢は35年としています。

その制度の中で、長伐期施業というのは何年を

一体目標とするのかというようなこともござい

まして、標準伐期齢の２倍以上ということで、

70年と。70年に収穫を行うということで施業体

系もつくっております。長伐期施業に持ってい

く場合は、何年が長伐期かといったら、標準的

には70年ということにしておりまして、それで

施業体系もつくり上げているということです。

その下の長伐期施業技術普及推進○井本委員

事業とこれとは重なり合っているということで

すか。

そうです。70年の森林つく○徳永計画指導監
も り

、 、 、りにつきましては 高齢級間伐 いわゆる36年

伐期を超えたやつを間伐していってお金にして

いこうということで、将来的に長伐期を志向す

るという森林を対象に考えております。所有者

によりましては、70年待たずに60年で切ってし

まうということもあるんだろうとは思います

が、目標としては長伐期施業、70年に向かって

の施業体系を示してあるということです。

関連で質問いたしますが、植○中野一則委員

栽未済地の定義で、伐採後３年以上植林してい

ないところ、天然林になっていないところとい

う説明でしたが、植栽未済地解消対策のうち

の2,000ヘクタールの約４分の１は、天然力の

活用による更新ということで490ヘクタールあ

りますね。もともと天然力の回復ができないと

ころが未済地だったということですね。それに

また天然力の活用による更新というのが４分の

１もあるというのは、ほっておけば天然力にな

るということですが、それが植栽未済地の面積

に何で入っているわけですか。

天然更新の基準は、１ヘク○徳永計画指導監

タール当たりに30センチの木が3,000本以上生

えたときに天然更新が完了したという基準をつ

くっております。調査時点でその基準を満たさ

ないので、この2,000ヘクタールのところにあ

りましたと。調査する中では2,000ヘクタール

の中に天然更新がある程度進んでいるところも
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ありますが、本県の地形からいきますと、約25

％は天然更新に、いわゆる経済林としてじゃな

くて、天然更新化する必要があると考えて、大

、体490ぐらいは天然化していこうということで

それ以外にも出てくるかもしれませんけれど

も、一応経済林として活用するところはあと75

％目指していこうという基本的な考え方を持っ

ているところです。

私の言いたかったのは、植栽○中野一則委員

未済地の定義の中に、自然に回復するところは

未済地じゃないはずだがなと、それがなぜ490

ヘクタールもあって、しかも天然力の活用によ

る更新ができる見通しがついているのに未済地

だと把握されていますね。未済地にする必要は

ないんじゃないのかなと思うんです。これから

抑制のこともどんどんされますね。ことし伐採

した、去年伐採した、来年伐採すると、どんど

んしていけば、必ずほっておけば自然に天然林

になるところはあるはずだと思います。それが

何でも未済地があるということになってしまう

面積に入ってしまえば、物すごい面積で未済地

があるようにとられて、誤解というか、わざわ

ざ書く必要はないんじゃないかと思ってしまう

んです。４分の１もあるわけですから。

この2,000ヘクタールは 18○徳永計画指導監 、

年に調査したわけですけれども、調査した段階

でまだ更新が完了していなかったと。恐らく更

新する場所なんですけれども、その段階ではま

だ3,000本の基準をクリアしていなかったもの

ですから、植栽未済地としてカウントしてあっ

たということになります。またこれから伐採し

た跡地が未済地になるかどうかは、３年間観察

、 、しまして 天然更新がその段階で済んでおれば

それは植栽未済地としてはカウントいたしませ

ん。しかし、３年過ぎてまだ3,000本の基準を

満たしていなければ、そのときに植栽未済地と

してカウントしていくということになります。

これから解消率が何％進んだ○中野一則委員

ということで把握されていきますね。その場合

に、天然で更新された部分については、解消す

るときの分母から引くんですか。

約2,000の中で天然更新で○徳永計画指導監

解消したというようなやり方をしていこうと考

えております。植栽を幾らして、天然更新で幾

らして、植栽未済地が解消していきましたとい

うことで進捗をとっていこうと考えておりま

す。

数字からいけば、解消率の進○中野一則委員

捗率25％は固定としてあるということですね。

今のところ、25％ぐらいの○徳永計画指導監

ところは、先ほど言いましたように、地形的な

ことで天然更新できる場所じゃないかなという

ふうに見込んでおりまして、これが30％になる

か20％になるかは調査を現在入れているところ

で、大体25％ぐらいになるんだろうというふう

に考えております。

関連。先ほどの針葉樹と広葉樹の○坂口委員

問題、確かに針葉樹がちょっと多いというのは

間違いないと思うんです。もともとこういった

ものに公的資金を投入していけるというのは、

多目的機能とか、国土保全とか言われるところ

だと思うんです。そうなると、公金を投入して

いくこの場所にはこういう役割を担わせると一

番機能が発揮できるとか、水源涵養なら水源涵

養、土砂流出防止なら防止 おのずと標高と―

か土質とか水分を含む含水量、日照とか、そう

いったもろもろの生育条件で本当にそこに適す

る木、そこに植栽しなければならん木というの

が見えてくると思うんです。そういった意味で

の大きい公益的機能を発揮するために一番有効
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な樹種と、公金を投入すべき箇所というものを

客観的に整理していって、理想的な宮崎県森林

整備計画のための場所と樹種、そういう大もと

から整理していく必要があるんじゃないかなと

思うんです。この箇所は当然水源涵養とか、ブ

、 、ナなり そういったものが必要だと思うときに

経済的に林道も整備されていて、出しもよけれ

ば距離も近いというようなところは、それは山

主さんは経済林に持っていきますよ。そこで補

助率を県単で調整しながら、誘導策としての補

助金を出していって、誘導的な計画造林をやっ

ていかないと、また将来同じことが起こると思

うんです。こういったずっと除間伐なり管理の

ための補助を出していければいいけれども、途

、 、中でとまったときに 70年育てようとしたとき

計画的に本当に縦なり横なりの溝を通しながら

の間伐ができるかと。必要な木だけ切る。そう

すると、風倒木でまた土砂崩れが起こるという

ようなことで、今の考え方を70年間 今後、―

財政状況がどうなるのか、あるいは公益的機能

に対しての国民の考え方がどうなるのかという

のが見通せないうちは、誘導策として、投入す

べきところは５割も６割も上げますよとか、経

済林でいくならば２割の補助しかありませんと

、 。いう 傾斜的な考えを持って誘導していけばと

その前に何よりも、宮崎県の公益的な森林空間

整備のための樹種、適地適木というんでしょう

か、そういう計画を組むことが必要かなという

気がするんですけれども、そういった考えとい

うのはまだ持っておられないんですか。

御存じでしょうけれども、○徳永計画指導監

うちの森林は３つのゾーンに、経済を重視する

ゾーン、水土、災害防止のゾーン、人と共生す

る、その３つのゾーンに森林を区別して施業を

やっておりますが、それだけではまだ不十分な

ところもありますので、昨年、今後の宮崎県の

森林の整備をどうしていくかということで指針

をつくりました。先ほど言いました植栽未済地

対策では、例えば尾根部は造林の補助の対象に

しないとか、渓流、いわゆる常水があって流木

のおそれがあるところ、そういうところは対象

にしませんよということで、補助金である程度

行政誘導をしていこうと、そういう方法は今後

も検討していく必要はあるんだろうと。一様に

どこでも同じ率で出すということではなくて、

補助金でどう誘導していくかというのは一つの

考えではないかというふうに思っていますし、

将来的に、委員のおっしゃるようなそういう山

づくりは目指していく必要があるというふうに

考えております。

例えば水が流出するような場所、○坂口委員

岩山、ここらは対象にしないということ、そう

いうことだったですね。僕はそれは間違いだと

思うんです。多目的な、例えばいやしとか、む

しろそういうところは表土を保全しておかんと

いかんと。そこには灌木類でもいいと思うんで

す。ツツジだの、あるいは紅葉をするような、

岩場に張りつくような樹種は、経済から離れれ

ばたくさんあります。だから、そういうものも

総合的に含めて、ここはどうしてもやらんとい

かんというところには県単ででも、ミツバツツ

ジでも何でもいいじゃないですか。そこは季節

になれば観光資源にもなるし、いやし資源にも

なるし、むしろ多目的な公益的機能というんで

すか、それを公として引き出していくとか、発

揮させるというために税を投入するのは当然の

ことと僕は思うんです。山を経済中心に考える

地主さんだけの感覚じゃなくて、誘導していく

という補助の上乗せのあり方というのも今後研

究されるべきじゃないかなという気がするんで
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す。

先ほど尾根筋、川筋に植え○徳永計画指導監

、 、ないと言ったのは 杉を植えないということで

そういうところには環境税で広葉樹を植えてい

くということを考えております。確かに森林は

税金を打ち込んでおりますので、公共財であり

ますので、所有者に対してもそういう認識を醸

成していきたいというふうに思います。

関連ありますか。○押川委員長

３つほど伺います。今、新たな植○松田委員

栽で、経済林、広葉樹林ということになってお

りますけれども、私も地元の方々に聞きます

と、15％の負担といえども、その中に広葉樹林

が入ると、やっぱり杉ばかり植えたいとか、役

せん木は要らないという声もあるんです。広葉

樹を経済林ではないという 成長すると材価―

も張るようなケヤキですとか、ヒトツバですと

か、そういった木というのもあります。今、予

定していらっしゃる広葉樹の中に将来的に、皆

伐はしないとしても、これは商品になるという

ような、山主さんたちの意欲を引くような広葉

樹というのはピックアップなされておりますで

しょうか。

現在、植えられておりま○金丸森林整備課長

す広葉樹ですけれども、造林補助事業でしてお

りますけれども、一番多いのはクヌギです。大

体同じぐらいの面積なのがカエデ、山桜、イチ

イガシ、ケヤキ、あとは、もろもろ出てまいり

ます。10数種類は補助の対象としておりますの

で、今申し上げました、例えばケヤキでも山桜

でも冬場になりますと紅葉します。紅葉します

。 、 、と景観的に非常にいいと かつ 木材としても

例えば100年以上たったら利用可能であろうと

いうふうに考えています。広葉樹につきまして

は、一般的に落葉広葉樹が多いということで、

多分森林所有者の方も、景観とか、100年後な

り200年後なりに材として使えるんじゃないか

ということも考慮されて植栽されているんだろ

うと思います。一方、常緑広葉樹も植栽されて

います。イチイガシ等が植栽されています。以

前からイチイガシはかたい木ということで利用

されていましたが、割合的には少なくなってい

ます。落葉広葉樹で材としてこれまで利用され

てきたというようなものが植栽されるような傾

向にございます。

提案なんですが、地元からあるの○松田委員

が、碁盤の原料でしたカヤ、これは大変少ない

ので、そういったものを入れてはどうかという

案、もう一つは、場所によりますけれども、護

岸に竹を植えてほしいと。昔ながらの竹やぶを

つくってはどうかという声もあちこちで聞きま

す。今伺っておる植栽地の中には、竹というも

、 、の モウソウとかコサンとかありますけれども

これは考えていらっしゃらないんでしょうか。

竹は、残念ながら造林補○金丸森林整備課長

助の対象としておりません。と申しますのは、

竹は、里山近郊によく見えますけれども、非常

に独占欲が強いといいますか、その他の樹種を

除くような傾向にあるみたいで、自分で単一の

群落をつくってしまうということがありまし

て、そういう意味では、ちょっと造林補助には

適していないんじゃないかというふうに考えて

います。

先ほどおっしゃいましたカヤにつきまして

は、造林補助事業の対象としております。実績

はわずかしかございません。苗木の生産に手間

がかかるということも一つの原因としてあるの

かなというふうに考えています。それと、以後

の保育管理がちょっと厳しいということだろう

と思います。
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最後になりますが、県行造林のほ○松田委員

うですが、たしかことしが契約満期が多いとい

うことを聞いておるんですが、契約の延長等々

の働きというのは今どうなっておりますでしょ

うか。

契約の延長につきまして○金丸森林整備課長

は、委員御案内のとおり、分収造林が、戦後の

拡大造林の結果、契約期間が40年、50年という

ようなことで、契約上の終期が平成20年以降集

中すると。そうなりますと、伐採するというこ

とになるんですが、森林所有者の方と協議を進

めながら、県行造林においても契約延長の協議

を進めております。本格的に３年ほど前から取

り組んでおりまして、今、約2,000ヘクタール

程度、契約延長の協議が完了したところでござ

います。今申し上げました数字は、手続が完全

に終わったということです。それ以外にも、ア

ンケート調査を実施したりとかいうことで森林

所有者に打診をしているところです。今後とも

積極的に進めていきたいというふうに考えてお

ります。

先ほど外山委員のほう○江口国土保全対策監

から御質問がありましてお答えできませんでし

た乾しいたけの産出額でございますが、平成18

。年次におきまして22億4,000万円でございます

それから、目標値のほうでございますが、県の

長期計画におきまして、乾しいたけにつきまし

ては、平成21年が650トン、平成26年は800トン

という目標値を定めております。

まだ関連があると思います○押川委員長

が、12時前になりましたので、午前中はここで

休憩を入れまして、午後からということでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

13時からということでよろしく○押川委員長

お願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

関連の方の意見を求めます。

植栽未済地対策の関連でお伺いし○満行委員

ます。５ページの④県民総力戦による森林づく

りの推進ですけれども、この中の県民ボラン

ティア等の活動ですけれども、予算書を見る

と、204ページの320万、森林環境税対策しか見

えてこないんですけれども、これで予算はいい

のか 新年度 ここに書いてある県民ボランティ、 、

ア等の推進というのはどういう事業を想定され

ているのか、お尋ねします。

県民ボランティアによる○坂本自然環境課長

森林づくりの推進ですけれども、県内には、河

川もボランティアとしておられますが、そのう

ち森林ボランティアということでは２万3,000

人ぐらいで、そういう方々に森林づくりも一部

を担っていただいておるわけですけれども、平

成18年度の実績で言いますと、163ヘクタール

ということで、このうち植栽が75ヘクタール、

保育等については88ヘクタール、こういった事

業に取り組んでいただいておるところでござい

ます。予算の中身につきましては、320万とい

うことで計上しておりますが、これは水と緑の

森林づくりのイベントの開催費として計上いた

しておるところでございます。

それ以外に、ボランティアや企業○満行委員

等の活動に対する補助というのはないわけです

か。

森林環境税の事業の中○坂本自然環境課長

で、企業の森林づくりということを進めており
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まして、昨年は旭化成と、もう１社ございまし

たけれども、本年度もまた、南九州コカコーラ

ボトリング株式会社、３月末になりますけれど

も、もう１社、延岡のほうの会社の方が企業の

森林づくりということで、企業が費用を負担し

ながら森林づくりを進めていくという事業に取

り組んでいただくということにしております。

県民ボランティアに対する補助と○満行委員

いうのは幾らですか。

県民ボランティアに対す○坂本自然環境課長

る助成ということでございますけれども、一つ

は、205ページのほうにございます。１の中で

森林づくり応援団活動支援事業でございますけ

れども、森林づくりのボランティアの団体とい

うのがございまして、県内の14団体の方々が

入っていただいておるところですけれども、こ

ういう方々がいろんなボランティアとしての活

動をしていただくということで、いろいろ研修

活動とか、情報発信とか、これはホームページ

等ですけれども、こういった活動に助成をいた

しておるところでございます。それから、２番

のところに団体等公募活動支援というところが

ございますけれども、ここにおいては、平成19

年度においては19団体の森林づくり活動、これ

に対して、一つの団体が100万円が上限でござ

いますけれども、そのうちの75万円、これは活

、 、動費なり 資材の購入費なりということですが

そういったボランティアの方々の活動支援を

行っておるところでございます。

205ページの（３）森林づくり資○満行委員

材供給支援というのは、苗木を現物支給すると

いう事業ですか。

申しわけございません。○坂本自然環境課長

説明が漏れたところでございますけれども、

（３）の森林づくり資材供給支援事業におきま

しては、これもいろんな県内のボランティアの

方々が、先ほど申し上げました14団体以外の方

々も含めてということですけれども、こういっ

た方々がボランティア活動でいろいろ苗木を植

、 、栽したりという活動 それについて苗木の提供

これは約３万5,000本ぐらいやろうかなという

ふうに考えておるところでございます。県民総

力戦による森林づくりということで、県民みん

なが森林づくりに取り組んでいただこうという

ことで進めておるところでございます。

わが町のいきいき森林づくり推進○満行委員

事業、自然環境課の予算ですね。森林環境税を

やっぱり使っていらっしゃるようなんですけれ

ども、この対象となる地域を中山間地域にした

理由というか、中山間地しかだめなのかなとい

う思いもあるんですが、それと、この対象とな

る地域等、前もって応募とかいう手法で今日に

、 。至っているのかどうなのか ２点お願いします

中山間地域ということで○坂本自然環境課長

限定をいたしております。ここに書いてござい

、 、 、ますように 過疎地域とか 振興山村地域とか

その他３法、基本的には中山間地域ということ

で５法に含まれるということで扱っておるわけ

ですが、この地域においては、本年度の県の重

点施策にも中山間地域対策ということで挙げて

おりますように、例えば人口の減少が非常に激

しいとか、また高齢化の進行、こういったこと

により地域の活力の低下が著しいということも

ございまして、そういった状況に加えまして、

かつ林野率、いわゆる森林率というのが非常に

高いといったこともございまして、この地域に

おいて現在担い手が減っているということに加

えまして、木材価格も落ちておりまして、非常

に厳しい、こういったことで森林の管理を放棄

される方がいらっしゃるということで、この地
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域内を重点的にこの事業で取り組んでいこうか

というふうに考えておるところです。

もう一点の募集の話でございますが、これに

ついては、現在、実施要領等を検討中でござい

まして、その辺がまとまったら、県内の各対象

市町村に投げかけまして、募集をして事業を進

めてまいりたいというふうに考えております。

公益上重要な土地を公有林化とい○満行委員

うことなんですけれども、具体的には、市町村

による森林の取得、管理となっているんですけ

れども、具体的に教えていただきたいというの

と、今から募集ということですが、1,600万円

でどれぐらいの事業ができるのか、お願いしま

す。

具体的に森林の管理とい○坂本自然環境課長

うことでございますけれども、この事業を考え

た前提、背景と申しますのが、管理を放棄され

た森林というのがふえてきていると。管理を放

棄してしまいますと、山崩れが起きたり、そう

いったいろんな影響が出てくるということがご

ざいまして、管理を放棄された森林について今

後どう管理するかといったときに、先ほど申し

上げましたように、担い手も減少している、木

材価格の低下によって山の管理が放棄される森

林もあるということで、管理が放棄された森林

について、これにかわって市町村が森林を購入

しまして、適切な管理はもとよりでございます

が、植栽とかそういったことも進めていこうと

いうことで考えておるところでございます。

1,600万の内訳につきましては、今ある山を

購入する分が20ヘクタール、伐採跡地の購入

が10ヘクタールということで考えております。

具体的に1,600万予算化されて、○満行委員

今からどこか手を挙げるところがあるのかどう

かという見通しはどうなんですか。

これまでも自主的に市町○坂本自然環境課長

村において、どうしても公有化して守らなけれ

ばいけないというか、そういう森林を公有林化

されてきた実績もございます。これに加えて、

いろいろ市町村にもアンケートという形で昨年

からとってみたところですけれども、この中に

おいても、各市町村においてこういった事業が

あれば非常に助かるといった御意見も強くて、

こういう事業を考えてみたところでございま

す。

ニーズが高いというか、手を挙げ○満行委員

るところがたくさんあれば、1,600万の枠内で

ことしは終わると。それとも補正まで考えてい

るのか。これは森林環境税の使途事業なので、

税の中ではそうなのかもしれませんけれども、

それ以上の展開というのはどのようにお考えで

しょうか。

現時点では、1,600万の○坂本自然環境課長

予定で本年度はいこうかということで考えてお

りますけれども、途中で大型の物件が出たりと

か、いろいろ要望が多かったりといったことに

なれば、またいろいろ財政当局とも相談しなが

ら検討を進めていく必要があるんじゃないか

と。ただ、環境税ということで税の収入の上限

がございますので、こことも相談する必要があ

るかなというふうに考えているところでござい

ます。

関連は以上です。○満行委員

ほかにございませんか。○押川委員長

常任委員会資料の今の議論です○権藤委員

が、５ページですが、先ほどの説明で未植栽20

ヘクタール、伐採跡地10ヘクタールという説明

もあったんですが、通常の場合には、水源地の

上とかにある森林で、水源にかなり重要な水量

をもたらすという森林等については、指定がさ
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れて、伐採計画とかも計画的にやるべきだとい

うようなのがあると思うんですが、20ヘクター

ルと10ヘクタールの把握については、そういう

ものからは漏れるんだけれども、その上流域に

あってやっぱり今のままではいかんと、手を入

れていこうと、そういう考え方かなと思うんで

すが、先ほどの議論を聞いていると、ふえそう

な話もあるんですけれども、一応調査をされ

て、20ヘクタール、10ヘクタールというのが出

てきたわけですね。

先ほども申し上げました○坂本自然環境課長

、 、が アンケート調査を実施いたしておりまして

アンケート調査の結果では、もう少し量的には

多かったかなというところでございますけれど

も、予算の関係等もございまして、現時点では

20ヘクタールと10ヘクタールということで考え

ているところでございます。

要するに、法的に水源を守るとい○権藤委員

う意味のものと今回の調査との関係はどうなる

んでしょうか、調査対象のアンケートで答えて

もらったというのは。

法的に森林を守るという○坂本自然環境課長

ことにつきましては、一つは保安林制度という

のがございまして、県内で約10万ヘクタールぐ

らい保安林に指定されております。そのほか、

市町村森林整備計画の中で水土保全林というこ

とで、各市町村において住民との関連の中で、

重要な森林についてはこういった市町村森林整

備計画の中で水土保全林ということで指定をさ

れておりまして、重点的に進められておるとこ

ろでございます。

そうしますと、今回のアンケート○権藤委員

調査の結果なりについては、１番目に言われた

保安林制度、２番目の水土保全林、そういった

ものでとらえていなかった部分なのかどうかと

いうことはどうなんですか。

こういった保安林である○坂本自然環境課長

とか水土保全林、基本的には水土保全林という

ところにきちんと数字として上がっているとい

うか、これが基本になろうかというふうに考え

ております。

そうしますと、1,600万を、20ヘ○権藤委員

クタール、10ヘクタールの整備ができるお金で

はない、20年度分だけの事業費というふうに考

えるべきなんですか。

20年度は1,600万という○坂本自然環境課長

ことで考えておりますけれども、今後とも環境

税の中でこの事業は進めていくべきだというふ

うに考えておりますので、引き続いて、来年

度、20年度の事業量等を見ながら、金額的には

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

、 、○権藤委員 私が今 端的に聞こうとしたのは

未植栽と伐採跡地、20と10という話をされまし

たが、それが1,600万で終わりませんねという

意味なんです。

確かに、伐採回避とかし○坂本自然環境課長

ながら、森林を購入していくということになり

ますと、かなりの面積もある場合も出てくるん

じゃないかと考えておりますけれども、一応予

算上では20ヘクタールほど上げておりますけれ

ども、こういう範囲の中で20年度は考えていき

たいというふうに考えておるところでございま

す。

余りこだわるといかんのですけれ○権藤委員

ども、要するに1,600万で20年度やりますよと

いう部分が、20年度が終わった時点で20ヘク

タールと10ヘクタールの整備が終わるというふ

うに考えていいのかどうかということです。

わが町いきいき森林づ○寺川環境森林部次長
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くり推進事業の内容が、市町村が森林を購入す

る場合の２分の１もしくは３分の１の補助とい

うことでございますので 20年度の事業は1,600、

万という補助金ですので、事業費は3,200万に

なりますけれども、それに見合う森林を市町村

が買い取るということで積算して予算要求させ

ていただいているということで、21年、22年と

森林環境税ございますけれども、その範囲で毎

年毎年このぐらいの事業量で補助していくとい

うことを考えております。後の整備は市町村が

やっていくということになります。

不在地主が所有する 森林組合○権藤委員 ―

等の取り組みということですが、これをもう少

し、わかるような気もするんですが、手順的に

御説明をお願いしたい。

森林施業長期受託実践○江口国土保全対策監

モデル事業でございますが、これは本年度から

。 、 、の事業でございます 具体的には 森林所有者

これは不在村地主も含めてということになって

まいりますけれども、所有者に対しまして、施

業プランの提案等を行いまして、ほかの所有者

とも連携をとりながら、まとまった管理を森林

組合のほうに任せていただければ、こういうふ

うな施業プランでいけますというふうな説明を

することで、契約まで持っていきたいという事

業でございます。本年度は初年度でございまし

たので、地区を特にどこというふうな指定はせ

、 。 、ずに 契約まで持っていっていただく そして

来年度、21年度には、地籍調査を実施していな

い森林を含む場所をモデル地区として、８森林

組合のほうでそれぞれ１地区ずつそういう契約

をとっていただく。平成21年度には、域内に所

有者のいない森林を含む地区を選定しまして、

やはりそれぞれの森林組合、８地区でそういう

契約までをやっていただく事業として本年度か

らやっている事業でございます。

これは実際に該当する市町村が綿○権藤委員

密に対応していくんだろうと思うんですが、特

に、所有権はあるけれども、本人たちはそこに

住んでいないというような問題等については、

よく自衛隊で長男の人がどこかに行ったと、そ

こにはだれもいないというような話があるんで

すが、そういう場合に、トータルで85％負担を

してくれて、非常にいい制度だと私は思うんで

すけれども、一部新聞の取材等でも出ておりま

すように、夫婦でそこに住んでいる、しかし年

金でも食えないというような、どこかの新聞の

シリーズ物がありましたけれども、そういう人

は、やってもらっても、自分たちは15％負担で

きませんと、放棄しますと、そういう意思表示

をされているのが取材等にあるわけです。そう

いう場合には、所有権と管理の15％と非常に難

しい問題がありますねという話で、そこらあた

りは森林組合か市町村かがかなり綿密に本人の

納得ずくでやらないと、納得していないのに切

られたとか 植えたとかいう そういう話になっ、 、

てくるような話もあるんです。

今、委員が言われまし○江口国土保全対策監

たように、地権者にとりまして、特に不在とい

うことになりますと、土地の状況、周辺の状況

もいろいろ情報として持っておられない方も多

いと思いますので、その辺、一番詳しい森林組

合が仲立ちをしてこういう施業プランをやって

いくということで、逆に、不在の所有者の方で

あってもある意味では理解していただける部分

もあるのかなと、提案しやすいのかなというこ

とでこういう事業を進めておりますので、ぜひ

協力をしていただきたいというふうに考えてお

ります。

関連でなくても御意見のある方○押川委員長
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はよろしくお願いしたいと思います。

委員会資料の10ページの一番下、○坂口委員

②の環境に優しい伐採方法、これは具体的には

どんなことを意味しているんですか。環境と

いっても幅広いし。

今これは植栽未済○楠原山村・木材振興課長

地の発生の原因にもなっていますけれども、高

性能機械なんかの普及に伴いまして、大規模伐

採がふえております。そういったところで、委

員の皆さんも御存じのように、山の中に機械を

縦横無尽に走らせるといったようなのが一部で

見られますので、素材生産業者みずからが災害

が起きないような伐採方法、そういったものを

ぜひ県としても指導していきたいという方向で

取り組もうということで考えております。

同じ資料、22ページ、遊学の森関○坂口委員

係です。指定管理者制度対象の施設になってと

いうことですけれども、具体的に指定管理者制

度を公募なりかけられて、民間に管理をさせて

いくということに今後なっていくわけですか。

指定管理者制度というこ○坂本自然環境課長

とで進めてまいりますと、民間の方々に幅広く

応募を募って、選定委員会等を開きまして管理

者として設定していくということになります。

最終的にはどういったところまで○坂口委員

を業務として受け持ってもらって、それに幾ら

管理料を払うという形になっていくのか、独立

採算制になっていくのかということと、現地の

状況、今、具体的に考えてみると、かなり県費

を持ち出さなければ、実際具現化するのかなと

いう気がするんですけれども、そこらのところ

は今後これの経費のあり方 それともかなり―

利用価値が出てきて、むしろそこの借地料なり

そういうものが取れるようなところを想定され

ているのか、そこらはどんなぐあいに、今、方

針は出しておられるんですか。

指定管理者でお願いする○坂本自然環境課長

分の事業の内訳ということでございますけれど

も、ここは森林環境教育のフィールドというこ

とで御説明もいたしたところですが、これに関

する事業といたしまして、年間12回の開催をい

たしておりまして、フィールドの一部の整備等

含めて約650万ぐらいを委託に出す内容という

ことで現在考えておるところでございます。

ということは、最終仕上げが終○坂口委員

わったという感覚でしょうけれども、ここが本

当に森林に関する知識や技術の習得の場とか、

触れ合いの場として、それだけの機能を持った

ところまで整備されているかどうかというとこ

ろがかなり疑問なんです。具体的に、どういう

知識とどういう技術があそこで習得できて、ど

ういう触れ合いができるのか。他の里山とどの

点が 今まで投資してきて付加価値が上がっ―

ているのかというと、どんなぐあいに判断され

ていますか。

遊学の森につきまして○坂本自然環境課長

は、平成16年、17年、そのあたりから国の生活

環境保全林という事業を導入いたしまして、23

ページにあるようなゾーニングをいたしまし

て、これに伴って森林の整備を進めてまいった

ところでございます。中身をごらんいただきま

、 、 、 、すと 体験林業の森 冒険の森 いにしえの森

炭焼き小屋とかも設備をつくっておりまして、

中には遊歩道等入っておりますし、また展望施

設等もございます。こういったところの中で、

今一番やっておりますのは、炭焼きの体験実習

、 、であるとか 小中学生の子供たちを対象にした

自然と親しむということでネーチャーゲームと

、 、か そんなことを中心に現在やっておりますし

また一般対象の方々には、草木染めと申しま
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しょうか、そんなこともやりながら、幅広く県

民の方々に利用していただくような行事を考え

ておるところでございます。

人の暮らしの豊かさにつなげるた○坂口委員

めの、まず、ここは出発点の場と理解したほう

がいいと思うんです。森林と触れ合うのには、

例えば日之影 綾なんていうのは フィトンチッ、 、

ドの健康といやしの森という事業を具体的に取

り組んでいるわけです。さっき言われた染め物

なんていうのもここで果たして もちろん混―

雑した町の中より草木染めとかはいいんでしょ

うけれども、ただ、触れ合いとか一つとったと

きにも、遊学の森と言いながら、最近行ってい

ないから、その後整備されたらごめんなさいで

すけれども、例えばウルシノキもあったり、い

ろんな危険な箇所もあったりとか、そんな触れ

合えるような場所じゃないんです。そういった

木に、木の名前の看板とか、さっき言いました

ように、健康といやしの森を想定すれば、この

木はこういうぐあいでこういったフィトンチッ

ドの効果を持った木ですとか、そういうものを

あそこできちっと整備をしていって、それで初

めてちゃんと知識を向上させることができます

というような機能で、これを今のままあそこを

民間にして、炭焼きを教えてやってくれとか、

そんなことをやったって、特段、知識だの技術

だのをうたえるようなそんなものはまだあそこ

は機能として持っていないと思うんです。木の

名前一つすらわからないし、せめて宮崎を代表

するような木とか、そういうものぐらいは置い

ていないと、果たしてこれだけの役割をし

て、650万も出していって民間に委託して、そ

れだけの価値はないような気が僕はしますけれ

ども、どうですか。普通の山と余り変わらない

ですよ。

確かに、どちらかといえ○坂本自然環境課長

ば、奥の深いところの森林と違いまして、里山

と申しましょうか、落葉樹も多いし、一部には

照葉樹もあるというところです。基本的には、

この森を活用しながら、森林環境教育というこ

とで、先ほど３つほど申し上げましたが、これ

に加えて野鳥と触れ合い、どんぐりで遊ぼうと

か、しいたけの栽培教室とか、こういったこと

も含めて、もう一つは、森林環境教育の教育推

進員の方々がおられますけれども、こういう方

々の実践活動の場という位置づけもございまし

て、いろんな森林環境教育というのを幅広くし

ていきながら、環境教育推進員の方の実践、自

分たちのわざを磨くというか、そういう場とも

しながら、ここを拠点にこういった活動も広げ

ていくということが大事であると。委員おっ

しゃったようなことも含めて、今後検討してま

いりたいというふうに考えております。

同じことなんです。そういうため○坂口委員

の場にしてほしいということなんですけれど

も、それはここでなくても神宮の森でもできる

ことです。それぐらいしかまだここは整備され

ていないということで、せめてそこにある主な

木ぐらいには名前が書いてあったり、これはど

ういったところからどういう 例えば熱帯雨―

林でもいいです。あるいは寒冷地の木でもいい

です。そういったものぐらいせめて説明したよ

うなものをまず整備すべきじゃないかとか、そ

ういうことなんです。何ら普通の山と変わらな

。 、 、い あそこに道を通して 炭焼き小屋を置いて

炭焼き小屋もハンバーガーを焼くような機械を

置いていて、それを指摘を受けたからやり変え

ただけのことで、最初の計画自体が、具体的な

最終的な落としどころを持っていなかったよう

。 、な気がするんです 炭焼き小屋と銘打ちながら
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ドイツ製か何かの、かなり高い機械がぽんと置

いてあっただけで、何だこれはということで指

、 、摘を受けて また今の炭焼き窯に変えただけで

最初から、どのレベルのどういった知識を身に

つけさせるために整備していったのか。今後こ

れを指定管理者に委託して650万払うなら、何

を期待してどういうところまで あそこだか―

らやれるんだというものじゃなかったら、神宮

の森のほうが来る学生も便利がいいです。そう

いうところまでここはいっているんですかとい

うこと。指定管理で出して、最終仕上げしてか

ら、民間にそこを管理させて期待できるものが

あるところまで整備されているんですかという

ことです。炭焼き小屋の下、例えば水路が流れ

ていて、下は昔の迫田の跡で、夏場になれば害

虫とかマムシとかそういうものがいる場所で

す。そういうことをどう考えてあそこを開放さ

れて民間に任されるのかということです。

先ほどもちょっと申し上○坂本自然環境課長

げましたけれども、非常に自然性の高い森林地

域です。おっしゃるように、じめじめしたよう

な草場も、池みたいなところもございますし、

また、シイ、カシの照葉樹林の大きなところも

ございますし、先ほども言いましたが、自然性

というのが残ったところでございますので、そ

、 、れを有効に活用しながら 森林環境教育の拠点

県央部についてはこういう拠点がないものです

から、県央部分におけるそういった森林環境教

育を進めていくための拠点という位置づけをし

ながら、先ほど言いました森林環境教育推進員

の実践教育の場なり、また近くの小中学生なり

を集めながら、また県民の方も集まっていただ

きながら、森林と親しむいろんな行事に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。

県央にはルピナスの科学公園とい○坂口委員

うのがあったんです。あそこも中途半端なこと

を目的持たずにやったから、今、施設を撤去し

たり 廃止したり 人も置かなくなったりとなっ、 、

てきているんです。ここもそういう中途半端な

整備状況で、将来にきちっとした見通しを置か

ずに民間に指定管理に出したって、中途半端な

ところになりはせんかと。財政問題が来たら最

初に切られていって、閉鎖して、山の入り口を

閉めますよということになるような中途半端な

見通しと計画じゃないんですかと。県央部、な

かったんじゃないんですよ。アグロポリス構想

の中のアグリトピア構想と、県の主要施策の中

で科学公園というのを整備したんですよ。ここ

はだんだん閉鎖の方向です。小動物との触れ合

いの場もなくした。今度は遊具施設も一部撤去

です。そういうことばかり繰り返すことにまた

これもなりはせんかと。どう見たって、あそこ

はまだ、知識だ、技術だ、触れ合いだというも

のをうたって、民間に任せて、十分県民にそう

いった利益をもたらせるような、楽しんでもら

えるようなところまでいっていない。地道でも

いいから、さっき言われた適当な湿地、それを

適当な湿りとか水と解釈すればいいんでしょう

けれども、やぶです。あそこらも石垣積みでも

何でもじっくり時間をかけながらやっていかな

いと、時期尚早じゃないんですかということを

言っているんです。完成したと言われるならい

いんです。僕は、完成と見ていないんです。

図面にもお示しをしてお○坂本自然環境課長

りますように、郷土の森であるとか、いにしえ

の森とか、こういうゾーニングをしながら進め

ておりますので、森林環境教育はここでもでき

ると、ここで可能だというふうに考えておると

ころでございます。

ここじゃないとできないというも○坂口委員
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のを指定管理に出すべきだと言っているんで

す。ここでもできるというところは幾らでもあ

るんです。指定管理にあえて出すんなら、ここ

でもできるという程度じゃだめだということを

言っているので、これは言ったって、考え方の

違いで切りがないことで、もうちょっと将来

しっかり責任持てるようなものをやって、目的

を持たせて物をつくっていってほしいというこ

と。自然環境課がじゃないんです。この前、農

政でも同じことをやっていたから、それを言っ

ているだけで、どう見たって中途半端過ぎるな

と。何か学校の行事でも組んで、学校の行事の

中で強制的に連れていかないと、なかなか人が

来るような施設になっていないですよというこ

とです。

この施設をつくった後○坂本自然環境課長

に、川南町の教育委員会のほうにも振興局と出

向いていきまして、ぜひ御活用くださいという

お願いもしておりますし、またその後のいろん

なイベントには地元の小中学生の方々も大変数

多く参加していただいておりまして、そういっ

た実績もございますので、委員のおっしゃるこ

とも踏まえまして、今後、本当にこの施設その

ものがきちんと活用されるように、方針を検討

しながら進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

関連。ことしの４月１日から指定○権藤委員

管理者を決めて運用し始めるということですか

ら、650万、どういう形でこんなにお金がかか

るのかなという気がするんです。民間でつくっ

ている施設を現状のまま丁寧に利用していただ

くという意味であれば、炭焼き体験とそれ以外

の施設は分離してでも、施設の清掃とか管理と

かそういうものはできるんじゃないかと思う

、 、し 炭焼きということ等についても 650万―

これは民間に委託すればまだ安くなるのかもし

れませんが、何をどうするというのが、さっき

の議論を聞いていてもちょっとわからないんで

す。

この施設につきまして○坂本自然環境課長

は、20年度中にいろんな検討を進めまして、当

然、指定管理者の選定委員会というのを部内に

つくりまして、まず、応募要領とかお示しをい

たしまして、その応募要領にのって応募した方

々が指定管理者として妥当かどうかという検討

をいたしまして指定管理者と決定して、仮に決

まれば21年度から実行されると。21年度からと

いうことでございます。

もう一つ、六百数十万円の内訳ということで

ございますけれども、先ほどから申し上げてお

りますように、遊学の森では月に２回程度いろ

んなイベントを開催しようということで考えて

、 、おりますが このイベントを開催いたしますと

講師の謝金を払ったり、現地の準備をしたりと

いうことでお金がかかります。これが約350万

程度、それから、一部にボランティアの方々に

植栽をしていただいたところもございます。そ

の辺の下刈りをするという手入れ、これが必要

なところもございまして、管理費用としての部

分も含めまして、650万程度を現在、予算化い

たしているところでございます。

そうすると、この650万というの○権藤委員

は、現行制度で20年はいくと、現行のまま、そ

の費用が650万ということ。

現在の予算に計上させて○坂本自然環境課長

いただいておりますのが650万程度ということ

でございまして、来年は指定管理者ということ

で受けていただくところが決まれば、さらにコ

ストダウンが図れたり、またいろんな民間のノ

ウハウを取り入れた環境教育というのが可能に
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なるんではないかというふうに考えておりま

す。

これはもう余りこだわりません○権藤委員

が、境目とかそういうのは、きちっとここから

ここまでが施設ですよという、そういうもの等

の管理を含めて、非常にゆったりと自然に親し

むというような、そういう施設だろうと思うん

です。そういう意味では、ここに書いてある管

理車道、林間歩道、展望施設、あずまや、トイ

レ、こういったもの等はどういう管理をしてい

くのがいいのかなと。あるいはその中で、炭焼

き体験施設というのは、かなりの知識のある人

が材料の提供から、本格的な炭であれば３週間

かかるとか、そういったこと等含めてどういう

ものをやっていくのかというのが、端的にイ

メージとして指定管理者にどういうふうにして

出していくのかなとか、そういうのは１年間検

討するということであれば、この650万につい

ては私は必要かと思いますけれども、なじむの

かどうかを含めて、本当にイメージがわからな

いんです。そういう意味では、指定管理者の条

項に川南遊学の森を加えることはやぶさかでは

ありませんが、本当にうまく運用していくため

にはどうしたらいいのかというのが我々素人か

ら見てもどうもきちっと 例えば青少年の家―

とかそういうものと何か違うような感じがする

ものですから、ことしじっくりと指定管理者に

外注できる条件整備をしていただかんといかん

のじゃないかというふうに思います。

そういったことも十分踏○坂本自然環境課長

まえまして、検討を進めてまいりたいというふ

うに考えております。

ほかにございませんか。○押川委員長

16ページですが、特定鳥獣、500○井本委員

万ですが、これが１頭について2,500円限度と

いうことで、大ざっぱに5,000円ということに

なれば、これでは１万頭と。たくさんシカがふ

えておるというのは、私も、いろんなところで

害が生じているというのは聞くんですけれど

も、実数というのは大体把握しているものです

か。

シカの調査については過○坂本自然環境課長

去からずっと、全県１区で毎年やっているとい

うことじゃございませんけれども、県内を４つ

か５つのブロックに分けておりまして、各ブ

ロックを毎年１カ所ずつ調査をいたしておりま

す。どういった調査方法かと申し上げますと、

人間みたいに戸籍というのがございませんで、

シカはふん粒法という方法を採用しておりま

す。ふん粒法という、ある一定の区域の面積の

中にシカのふんが何個落ちているかということ

で、それでもってシカの生息数を推計するとい

う統計的な手法でシカの数を調査いたしており

ますけれども、毎年１カ所ずつ繰り返しており

ますので、県といたしましては、大体県内にど

れくらいおるという数字は把握いたしておると

ころです。例えば平成15年ぐらいまでは若干ふ

えて、かなり大きな５万頭とか６万頭という数

字であったかと思うんですが、その後、猟期の

延長というのを平成15年にやりました。15年に

猟期の延長をやったところ、結果として約１万

頭ぐらい減ってきたかなという、一応下り坂に

なってきたわけです。平成17年ぐらいまで下り

坂でおったんですが、昨年度調査をいたしまし

たところ、またシカの頭数そのものがふえてお

りまして、近年では増加傾向に転じたというふ

うに感じておるところでございます。

数は把握してあって、これを大○井本委員

ざっぱに見れば、１万頭殺すということであれ

ば、自然界の生物ですから、何もかも殺せばい
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いというものじゃないでしょうけれども、ある

程度計画的に捕獲しようということでやってい

るのかということで、やり過ぎたら絶滅する危

険性もあるわけですから。

この事業では、2,500円○坂本自然環境課長

掛ける2,000頭ということで500万ほどお願いし

ておるところでございます。

１頭につき2,500円補助するんで○井本委員

しょう。2,000頭になるのかな。１万頭ぐらい

になるんじゃないですか。

2,000頭でございます。○坂本自然環境課長

ある程度そういうものを計画的に○井本委員

やらせていこうということでやっているんです

か。

シカの管理につきまして○坂本自然環境課長

は、特定鳥獣（シカ）保護管理計画というのを

つくっておりまして、生息密度そのものがある

一定程度、平均的に見て４頭程度かというふう

に考えておりますけれども、これを上回る地域

においては頭数の増加そのものが激しいという

ことで、そこについてはある一定の頭数まで落

とすような捕獲促進という施策を打っていきた

いと考えております。

今のシカの件からですが、12○中野一則委員

月の一般質問などを聞いていて、昭和40年ご

ろ、40年前ぐらいは、絶滅が心配されて保護せ

ねばいかんという話、40年たった今日は、有害

鳥獣で駆除に一生懸命なっているということで

すが、自然環境は40年ごろからすると回復した

ということになるんですか。また、昭和40年ご

ろは絶滅に至った経緯、絶滅にならんといかん

ぐらいの自然が崩壊していったのかどうかわか

りませんが、どうも私は、果たして今のこの捕

獲でシカの害を抑えるところまでいくのかなと

いう気がするんですが、昔からおった動物です

から、自然環境の中で生息していたと思うんで

すが、自然に淘汰されたり、生き延びたりする

環境というものはどういう状態のときにつくれ

るんですか。今言ったことをシカの増減の歴史

等を含めて教えていただけませんか。

シカの増減の歴史といっ○坂本自然環境課長

たことでございますけれども、以前は本県にも

シカがいなかったという話を私も聞いたことが

あるわけですけれども、しかしながら、最近は

どうもシカの頭数がふえ過ぎて、被害が多過ぎ

ているといった話で、それでは、なぜふえたか

というところあたりが問題になってくるのかな

と思うわけでございますけれども、いろんな学

者の方々、研究者の方々が諸説を持っておられ

まして、例えばある方に言わせれば、戦後の人

工造林があって、装置がふえたんだということ

ですね。装置がありますと、シカというのはえ

さがあれば繁殖力が大変強いという動物だそう

でございまして、えさがあればどんどんふえて

いく。そういったことも一つの要因であるとい

。 、 、うふうに言われております また もう一つは

近年、いわゆる伐採跡地がふえておって、伐採

跡地ということになると、成林するまで、例え

ば針葉樹でも成林するまでに草原の状態が続く

わけですけれども、結局そこがえさ場となりま

して、それをえさとしながら、シカがふえてき

たんじゃないかといったことを述べられる研究

者の方々もいらっしゃいます。先ほども述べま

したように、シカというのは環境変化の要因、

例えば全国的に見ますと温暖化による積雪の減

少、こういったことも要因ではないかというふ

うに言っておられる方もおられます。そういっ

た環境そのものが条件さえ整えばどんどん増殖

していくというようなシカの特性もございます

ようで、先ほど言いましたような理由の中でシ
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カもかなり近年ふえる傾向にあるというふうに

は見ておるところでございます。

218ページ、花粉の少ない苗○中野一則委員

木の生産促進事業というのがあったんですが、

花粉症で県庁職員でもマスクをする人が少しず

つふえて、その時期に来たと思うんですが、杉

の苗木の補助で246万4,000円でその対策が打た

れるものですか。苗木の全体量のどのくらいが

花粉症の原因にならない苗木を育てるというこ

とになっているんですか。

この事業では、国の試験○金丸森林整備課長

研究機関と県の林業技術センターで一緒に研究

しまして、花粉の少ない杉の品種を特定してお

ります。２品種あるんですけれども、その苗木

をふやしていこうというような事業でございま

す。18年度から取り組んでいます。18年度に穂

をとりまして、挿しつけたのが３万本ございま

す。これの活着率があるんですけれども、活着

が８割だったとしますと、２万4,000本という

ようなことで、大体１ヘクタールに杉は2,500

本ぐらい植えますので、18年度に採取した苗で

は10ヘクタール程度しかできないということに

なっています。初めての取り組みですので、少

しずつ供給していきたいというようなこと

で、18年、19年、20年、３カ年間かけて10ヘク

タールから15ヘクタール程度の供給ができるよ

うな苗木をつくっていきたいということです。

一方、母樹園の造成も取り組んでおります。

来年度約2,000本ぐらい穂をとりまして、母樹

園をつくりたいというふうに考えています。母

樹園につきましては、母樹になるまで７～８年

ぐらいかかりますので、そこから生産するとい

うことになりますと、本格的な生産は７～８年

後からになるということになります。おおむね

１本の母樹から40～50本ぐらいとれるというこ

とですので、10万本ぐらいは苗木がとれるとい

うことで、その母樹園の造成も20年、21年、22

年と、苗木の養成がうまくいくかどうかという

のを見て母樹園造成に着手したいというふうに

しております。

苗木の全体の生産量ですけれども、概数で申

しわけないんですけれども、杉がたしか全体

で400万本ぐらい生産していると思います。全

体で600万本弱ぐらい生産していますので、そ

のうち２割程度は県外に出荷しております。で

すから県内の需要量が500万本ぐらいというこ

とになります。面積に直しますと、植栽本数は

いろいろございますけれども、2,500本植える

とすると、2,000ヘクタールぐらいということ

になります。その分は民有林だけではございま

せんで、国有林のほうにも供給しておりますの

で、それらも含めた本数ということにもなりま

す。

全体からすると、わずかな本○中野一則委員

数になりますね。花粉症の原因は、天気予報で

も言うぐらいですから、大きな理由だと思うん

ですが、もっと抜本的にしないと、これは一つ

の公害だと思うんですが、もっと真剣に取り組

んでほしいと思います。要望しておきます。

それから、233ページ、林業就業者育成確保

対策事業ということで、林業の就業者の育成を

するという予算の項目がありますが、林研グ

ループへの加入促進や新メンバーの支援、こう

いうことを含めてという説明があったんです

が、林業の後継者、年間何人ぐらい育つという

か、就業されているわけですか。新卒あるいは

ＵターンとかＩターンとかありますが、そうい

うものを含めて何人ぐらいなんですか。

19年度の段階で今、把○江口国土保全対策監

握しておりますのが、緑の雇用の事業をやって
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おりまして、これは新規で研修等をやった18年

度分の採用者、それから、森林組合が採用した

分を足しますと100を超える数になっておりま

す。ただ、あとちょっと一般の企業、素材生産

業者がおりますので、それを入れてくるともう

少し大きい数になってこようかと思っておりま

すが、逆に、退職者の問題もありますので、ど

れだけ増加するかということになりますと、退

職者を引くということになりますので、そう大

きい数字にはなってこないというふうに考えて

おります。

20年度の重点施策の一つが中○中野一則委員

山間地域の対策でしたね。中山間地域の産業振

興という中にこの林業後継者育成事業というの

、 、があるんですが 中山間地域の産業を振興する

特に林業を、山を守る、いろんな面で理由を言

われましたが、このぐらいの人たちの就業で実

際、中山間地域、特に山を守るということがで

きるわけですか。

今現在、2,000ちょっ○江口国土保全対策監

との就業者ということで国調上はなっておるわ

けでございますが、実際、中野委員が言われま

した林業後継者育成事業、これはどっちかとい

いますと、現在、一生懸命に山村地域で林業に

携わっておられます林業研究グループのメン

バーの活動に対しまして支援していこうという

ふうな事業でございます。こういう方たちが

あって初めて山村地域というのも活性化されま

すし、いろんな意味ですそ野の広がる、例えば

新規に林研グループにも入っていただくような

施策を持っていきたいと思っておりますので、

そういうふうなことを通じまして、こういう中

核となるグループを育てていきたいというふう

に考えております。また、森林を担っていくと

いう意味でいきますと、伐採から育林までとい

うことを考えますと、やはり森林組合の存在が

大きくなると思いますので、その辺の充実とい

うことも含めて対策をとりながら、こういう森

林の担い手の確保を図っていきたいというふう

に考えております。

ぜひ積極的な対応をしていた○中野一則委員

だくように要望して、終わります。

さっきのに関連。品種が２品種言○坂口委員

われたですね。僕は、個体特性でそれを選んで

いるのかと思ったんですけれども、品種となる

と、どのレベルの品種かわからんけれども、例

えば今、宮崎はいろいろ試験研究に取り組んで

いる。飫肥杉を、ガリン、クロ、タノアカ、ト

サグロ エダナガ キタゴウアラカワだのといっ、 、

て、ずっとやって特性とっていますね。30年ぐ

らいでどうもタノアカとクロとが増体率が逆転

するんじゃないかとか、経済的な視点から品種

をやってきているじゃないですか。これとぴ

たっとたまたま一致すれば幸いなことですけれ

ども、そこらは今度はどう整理していかれるの

かが 僕は勘違いしていて、個体特性で選ん―

できていると思っていた。

委員のおっしゃったとお○金丸森林整備課長

りで、個体特性で選んでおります。昭和60年ご

ろから研究をしておりまして、10数年たってお

りますけれども、委員御案内のように、林木の

場合は選抜育種という形で優秀なやつだけをど

んどん次から次に増殖しながら、より花粉の少

ない苗木を選び出すといいますか、そんな作業

でやっています。高岡署１号というのと姶良20

号という名称をつけたものが花粉が少ないであ

ろうということで、それから穂木をとってふや

していくという作業で進めております。名称は

１号とつけていますけれども、系統的には高岡

署１号も飫肥杉系統です。そんなことで選抜し
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た品種から供給していると。品種といっていい

んだろうと思うんですけれども、花粉の少ない

苗木ということで高岡署１号という名称は国で

も認定していますので、それから採取していく

ということにしております。

基本的なところで笑われそうだけ○坂口委員

れども、高岡署１号、２号というのと、今まで

仕分けしてきていた飫肥杉、杉全体かな、エダ

、 、 、 、 、ナガ アラカワ タノアカ トサグロ ガリン

クロとかいって分けていたじゃないですか。そ

の特性を、何年で逆転して、増体は例えばタノ

アカのほうがここで逆転するとか、トサグロの

場合は材質としてひいたときに黒いから、

ちょっと人気がなくて経済価値が低いとかいう

ので絞り込みがされてきていたですね。そんな

のがいろいろまじったもの、その中で花粉が少

ないもの、そういう品種分けじゃなくて、また

そういうものを今度は花粉多い少ないに分け

て、その中から母樹を選んで、そういう品種の

分け方になるとまた広く広がっていくのか、そ

れとも、そういった中で増体、成長率というん

でしょうか、木の目とか、色とか、そういうも

ので経済的にいいと選定されたものの中にたま

たま花粉の少ないのが品種としてあって、それ

を今後伸ばしていくということなのか、どうな

るんですか。

委員の最初おっしゃった○金丸森林整備課長

、 。とおりでして まず花粉の少ない杉の木を選ぶ

それからだんだん選抜していくということで、

もとは例えばタノアカでしたら、タノアカの中

で花粉の少ないタノアカ、そういう形になりま

す。タノアカの中の突然変異なのか、突然変異

が正しいのか、よくわかりませんけれども、そ

ういう特徴を持ったものを育てていくと。基本

的にはタノアカ、その中から分かれた分派とい

うんでしょうか、ワンランク下がった形の品種

だというふうに理解しています。

とにかく遺伝形質としてその遺伝○坂口委員

はつながっていくということで、どういうこと

で誕生したかわからんけれども、つながってい

くということと、分け方が２つに整理されてし

まって、従来の杉の品種の分け方と、今度は花

粉の少ない多いでまた分けられたということ

で、共通したものじゃないということになるん

ですか。高岡署１号の中は、今までの分け方で

ない品種になっていくのか、それとも高岡署１

号の中に、今言われたように、タノアカなり何

なりが入り込んできているということになるの

か。

系統的に言いますと、例○金丸森林整備課長

えばタノアカという品種が、通常言われている

タノアカというのがありまして、タノアカの中

で花粉の少ないものについては高岡署１号と呼

びましょうということで分類はされてくると思

いますが、もとはタノアカの形質をとって花粉

をつけにくいというような品種だというふうに

御理解いただけばよろしいのかと思います。

いいが上にもいいということで理○坂口委員

解しておきます。

先ほどの担い手対策の部分と、ま○松田委員

た後返りまして、シカで関連で伺いたいと思い

ます。まず、林業担い手ですけれども、先ほど

対策監がおっしゃいました19年度の林業分野に

対する就業者数が 緑の雇用と林業組合等で100、

人を超すということでびっくりしたんですが、

たしか育英資金等また別にありましたね。育英

資金のほうの実態は今いかがでしょうか。

育英資金につきまして○江口国土保全対策監

は、徐々に給付の対象者が減ってまいっており

ます。平成18年の数字でございますが、54名と
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いうことで貸付奨学生がおります。それから、

進路の問題でございますが、進路につきまして

は、平成５年から17年の段階での395人を対象

に調べた数字で申し上げますと、林業関係に

行ったのが44人、大学進学して、その後、林業

関係に行ったのが11人ということで、395人の

うちの55人が林業関係というふうな数字を育英

資金関係ではつかんでおります。

平成５年からの数字ということで○松田委員

すが、それ以前の方々が林業関係につかれたと

いうような、そういったデータはとっていらっ

しゃらないんでしょうか。

手元に持ってきていな○江口国土保全対策監

いんですが。

育成資金ですので、ほかの他の一○松田委員

般の育英資金みたいに、林業関係以外に就職し

た場合には返還とか、そういった制度になって

いるんでしょうか。

林業のほうに一定期間○江口国土保全対策監

勤められた場合には返還が不要になるという制

度になっております。

ありがとうございます。では、も○松田委員

う一度シカのほうを伺います。私も県北のいろ

んな地域で未植栽地対策のことを聞きますと、

みんな「いいね」とは言うんですけれども、詳

細を聞きますと、３つあるいは４つの原因で、

なかなかそれはどうかという難色を示したりし

ます。山主さんの15％の手出しというのがある

ということが１点です。それから、県北におき

ますと、個人所有林ではなくて入会林が大変多

い。皆伐した入会林が多いものですから、後は

山ごと売ってしまおうというような、昔のたき

物山ですけれども、そういった林野が多いとい

うことがあります。あともう一つは、不在村者

有林が多いというのもあったんですが、やはり

近々の問題ですと、シカであります。植えても

すぐシカに食われるだろうというようなことが

あるんですが、今回、保護管理のほうでいろい

ろ伺ったんですが、植栽とシカ対策はセットに

しないと成り立たないと思うんですが、その辺

の施策はどのようになっておりますでしょう

か。

植栽地に対するシカ対策○坂本自然環境課長

ということでございますけれども、まずは、先

ほど私が申し上げました、頭数を減らすという

こと、次には被害の防止策かなということでご

ざいます。被害の防止策につきましては、これ

は森林整備課の事業で森林整備事業でやってい

ただいておりますけれども、造林地の周囲に高

さ1.6メートルぐらいの防護ネットを設置いた

しまして、シカの進入を防止するというのが一

つございます。それから、もう一つ、シカの忌

避剤ということで、水和剤が、薬品がございま

して、それをまいて、造林木からシカを遠ざけ

る、そういったこともあるようでございます。

、 、それからまた うちのほうの事業ですけれども

、 、電気さくというのがございまして 特に農作物

畑の周辺等については電気さくを設置いたしま

して、シカの進入を防止するというような事業

がございます。

電さくとか、シカネットとか、そ○松田委員

うすると、これからの植林地事業に対しまして

は、優先的に講じられるとか、そういうふうに

考えてもよろしいんでしょうか。

資料にございます植栽未○金丸森林整備課長

済地解消対策関係の事業の中では、ネット事業

も見込んでおります。参考までに申しますと、

年によって波があるんですけれども、300ヘク

タール前後はシカネットに対して助成しており

ます。300ヘクタールですから、おおむね２割



- 38 -

程度ぐらいかなと思います。それと、かさ上げ

措置等も見ておりますけれども、高率の補助、

これもちゃんと防護さくについては適用したい

というふうに考えております。

。 。○松田委員 ありがとうございます 以上です

ほかにございませんか。○押川委員長

ダブる分があるかもしれません○権藤委員

が、駆け足でお願いしたいと思います。常任委

、 、員会資料の10ページですが 事業の内容が①②

黒ポツ２つということになっておりまして 423、

万8,000円ということですが、３年間の事業期

間ではあるけれども、20年度分だけがもちろ

ん420万だという解釈でよろしいんですね。

20年度でございます。○鈴木環境森林課長

それから、①のところでは、５つ○権藤委員

の県内の流域に対して研修会の開催とかいろん

なものをやっていくのを支援するということの

ようですが、また立木伐採に関する指導監視と

いうところでは、再造林の働きかけということ

も説明されたようにあるんですが、①の黒ポツ

２つと②の連合会に委託するという部分の予算

の３項目はわかっておるんですね。

それぞれの金額でしょう○鈴木環境森林課長

か。ちょっと時間をいただけますでしょうか。

３年となっているので、研修会と○権藤委員

かそういうのを今から順次つくっていくのか、

こういうものをやるというのが今はっきりして

いるのか、指針みたいな、構想みたいな、そう

いうものがあれば示してほしいと思います。

２番のほうの研修につき○鈴木環境森林課長

ましては、11ページをごらんいただきますと、

県内８地区におきまして、造林素材生産事業協

同組合連合会に委託しまして、さっき言いまし

た環境に配慮した伐採方法、特に作業道とかそ

ういうものの抜き方とか、例えば間伐等で切っ

た枝あたりをどこら辺に持ってくるのか、そう

いったものを中心にやろうということで考えて

おります。

次に、12ページの、35年から70年○権藤委員

にして70年の森林ということですが、通常です
も り

と、私どもが35年前に計画したものであれば、

間伐材じゃなくて製品として出すんだという考

えできたと思うんですが、それが倍の期間にし

て、間伐材という名前でいいのかどうかわかり

ませんが、中間製品として出していこうという

ことですが、このあたりは計画的にとかいろい

ろ書いてあるんですが、採算面から見て、我々

が考えると、間伐材ということになると少量に

なって、ますますコストがかかってきて、70年

たった後にほとんどを切る、それまではちびち

びしか切りませんよというようなことで、皆さ

んが持っている山をちゃんとこちらの考えどお

りにやってくれるものだろうかと。そのために

は、少なくとも採算性の試算とか、あるいはま

た補助しますとか、そういうものがないと、70

年まではちびちびと言ってもという、そういう

初心者的な気持ちがあっての質問ですが、この

辺はめどとしてはどういう説明になるんでしょ

うか。

本年度、長伐期施業指針と○徳永計画指導監

いうのを作成いたしまして、その中で、短伐期

で２回やったときと70年で、今の材価で試算は

しております。それでいきますと、一遍切って

また植えるとなると２回コストが要りますの

で、70年終期でいったときに、短伐期、皆伐で

いったときに最終的なトータルとしてヘクター

ル140万ぐらいの収入があるということに対し

て、長伐期施業、70年で途中で３回ぐらいの間

伐をして収入を得ながらやったときに約290万

のヘクタール当たり収入があると。あくまでも
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これは今の材積に単価を掛けてコスト面を引い

たという単純計算でしたとき、こういうコスト

面の試算をしております。約２倍になるという

形です。

先ほど権藤委員のおっ○鈴木環境森林課長

しゃいました10ページの事業内容の金額の内訳

を申し上げてよろしいでしょうか。１番目の①

の最初のポツでございますけれども、協議会の

開催に要する経費につきましては、５流域に対

しまして186万円、それから、指導監視体制の

強化に対する支援というのが205万9,000円、最

後に 環境に優しい伐採方法の普及が31万9,000、

円という内訳になってございます。

先ほど外山委員のほうからしいた○権藤委員

けの質問がいろいろあったんですが、先ほどの

説明によりますと、18年度は22億4,000万の生

産額があったということですが、それを650ト

ン、800トンにしていくということですけれど

、 、 、も 原木等についても きっちりと見込んだり

計画を民有地まで管理するということは不可能

だと思うんですが、こういう５年計画、10年計

画といったもの等については、ある程度のめど

というのは立っておるんでしょうか。

いわゆる乾しいたけの○江口国土保全対策監

生産の安定化ということになろうかと思うんで

すが、やはり一番大きい部分といたしましては

対価の問題、一時期ずっと減って500トン台ま

で落ちていったのが、先ほどもちょっとお話出

ましたけれども、中国産の輸入というふうなこ

ともございまして、非常に単価が減ってきたと

いう状況がございます。私どもといたしまして

は、一つは、この事業の中にもありますが、ト

レーサビリティ、履歴のはっきりした宮崎製品

を出していこうということでこういう事業の支

援をやっております。履歴のはっきりした製品

を持っていくことで、消費者の安心・安全への

ニーズが強いですから、その辺で安定的な商品

につなげていこうと、そういうことで逆に乾し

いたけの生産者の経営安定にも、対価が安定し

てきて、先ほども申し上げましたが、3,500円

というのが一つラインとして生産者はおっ

しゃっているわけですが、今、一番直近のもの

では4,800円で市場では出ております。そうい

う意味では、今はいいんですが、そういうこと

ではなくて、安定的にきちっと出るような施策

を打つことで、先ほど目標で上がっておりま

す800トンにより近い数字に持っていきたいと

いうふうに考えております。

限界集落の議論でも、年金以外の○権藤委員

地域共通の何らかの所得ということがその集落

を維持していくためにも大変な一つの心の支

え、経済的な支えになるということが言われて

おりますので、ぜひこれは確立をお願いしたい

という一面があります。それから、一面では、

後継者の問題もありますし、先ほど言われた安

全から産地の確立、私は、もう一つは、皆さん

が直接林務で取り組んでほしいということより

も、連携をとってしてほしいというのは、しい

たけの健康面のＰＲとか、あるいはまたおいし

い料理の仕方とか、そういうものをぜひ研究し

ていただいて、量産がたくさんできるというよ

うなことをテーマにもまた挙げつつ、ほかの部

門と連携してほしいなということ、これは要望

だけしておきます。

もう一つ、この資料の26ページですが、山の

みち地域づくり交付金事業というのは、これだ

け端的に見ると、半分の事業費負担の比率にな

るし、過疎法何条とかいろいろ書いてあるんで

すが、説明によると、７市町村がこれの対象だ

ということは聞いたんですが、もう少し詳しく
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この事業の中身をお願いしたいんですが。

県営で実施する事業につ○金丸森林整備課長

、 、きましては 県が100％負担して開設する林道

それと市町村から、ここに御提案しております

けれども、１割なり５％の負担金をちょうだい

して代行して抜く林道がございます。過疎地域

の計画、それから山村地域の計画、これで幹線

的な道路と位置づけられたものにつきまして

は、市町村にかわって県が100％負担して開設

するようにしています。それ以外の林道につき

まして、事業量が大きいものにつきましては、

負担金をいただきながら、開設を県が代行して

行っております。それから、最後におっしゃい

ました山のみち地域づくり交付金事業ですけれ

ども、これは、前身が緑幹線林道事業でござい

まして、その当時にその事業の実施に当たりま

しては、市町村が５％負担をしておりました関

係で、県が引き続き実施する場合も５％という

ことでお願いしているところでございます。

それから、何ページかわからなく○権藤委員

、 、なったんですが 緑資源の話があったところで

県が事業を引き継いでやっていくという趣旨の

説明だったかと思うんですが、これについては

特に県として仕事の負荷がかかるとか、そう

いったことがあるのかないのか、あるいはまた

従前の事業とそんなに趣旨は違いませんよとい

うことなのかを含めて。

県が実施するに当たりま○金丸森林整備課長

、 、 、しては 国のほうで機構を廃止するという 今

廃止法案が上がっておりますけれども、機構が

継続して実施した幹線林道につきましては、地

方公共団体が開設できるような手当てをすると

いうことで、平成20年度の事業として創設され

た事業でございます。地方公共団体の受け皿と

いうことで創設された事業でありまして、特に

負担の問題が出てくるんですが、現在も直轄負

担金上げてありますけれども、従前でしたら県

の負担が10％でした。市町村が５％。今回のこ

の事業になりまして、補助率は原則３分の２で

すが、調整率等でかさ上げとか、更新地域での

かさ上げ、後年度の交付税措置ということを見

込みますと、県の負担が4.9％程度に理論的に

はなるという試算ができております。経費的な

面では、従前よりか負担が半分になったという

ことがあります。あと、先ほどおっしゃいまし

た人的な面ですけれども、県営の林道事業につ

きましても、計画的に事業が終了してきている

ところがございます。そんなことも兼ね合わせ

ながら、何とかやれるというようなことで取り

組むこととしたところでございます。

209ページ、狩猟費に関して○中野一則委員

２～３質問させていただきたいと思うんです

が、まず （事項）鳥獣保護対策費の中の７の、

野生鳥獣管理適正化事業、2,790万、予算があ

るんですが、具体的に中身はどういう事業です

か。

これは、先ほどからお話○坂本自然環境課長

に出ておりますが、シカの生息実態調査という

ことと、シカの体型がどういうふうに変化して

いるかということで、あごを採集しているとい

。 、うことです こういった調査をしておりまして

これに入れております。それから、先ほど電気

さくの話をしましたけれども、農林作物を野生

鳥獣害の被害から守るということで電気さくを

設置しておりまして、この設置費用をこの事業

の中で見ておるところでございます。

８番目のコシジロヤマドリ保○中野一則委員

護推進事業、これは80万2,000円と非常に金額

が少ないようですが、これは県鳥ですね。県鳥

として保護の推進事業ですが、どのくらい生息
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しておって、大体、保護は予算から見ても完了

したと見ればいいわけですか。

コシジロヤマドリにつき○坂本自然環境課長

ましては、生息数そのものは減少をいたしてお

ります。したがいまして、県では、県鳥でござ

いますので、何とか人工増殖はできないかとい

うことで取り組んでおりまして、80万という経

費の中で種鳥のふ化試験、こういった関連の試

験に取り組んでいるところでございます。

羽数はわかりますか。○中野一則委員

減少ということで答弁はありま○押川委員長

したけれども、大まかに。

大まかに申し上げます○坂本自然環境課長

と、昭和54年の時点では１万8,593羽おったと

ころですが、これが平成11年になりますと、１

万4,746という数字を把握いたしております。

近年、調査をやっておりません。

調査方法がどうなのかという○中野一則委員

ことと、もともと県鳥になったいきさつという

のは、どういうことで県鳥になっているわけで

。 、 、すか 県鳥だから もっとしっかりと保護して

少なくなっておればふえるように、ふえて困る

こともあるのかどうかわかりませんが、対策を

打たねばいかんと思うんですが、いきさつを含

めて教えていただけませんか。

いきさつについては、○坂本自然環境課長

はっきり私も勉強しておりませんで、申しわけ

ございませんけれども、コシジロヤマドリは国

のレッドリストの中でも準絶滅危惧種というふ

うに扱われております。県のレッドリストの中

でも準絶滅危惧種ということで扱っておりまし

て、非常に生息数の減少が問題になっておると

ころでございます。したがいまして、なかなか

人工増殖というのは難しいところなんですけれ

ども、種鳥を例えばえびのとか高岡町から採取

いたしまして、この種鳥の交配試験ということ

で、専門家に頼んで交配をしながら、新しいひ

なの誕生を見ておるところでございます。最近

、 、は ひな鳥が10羽ほど成功いたしておりまして

これを養殖しながら、いわゆる放鳥ができるよ

うな事態まで技術を高めていきたいというふう

に考えております。

次のページになるんですが、○中野一則委員

鳥獣保護施設整備費の中の鳥獣保護施設整備事

業164万5,000円ですが、これはどういう内容で

すか。

鳥獣の保護管理をしてい○坂本自然環境課長

く上で、鳥獣保護区とか休猟区、これを新設し

たりいたします。来年度は19地域ほど予定して

おるわけですけれども、この地域における制札

等の設置、この区域は鳥獣保護区ですよといっ

た看板、こういう費用をこの事業の中で見てい

るところでございます。

（目）狩猟費ということで合○中野一則委員

わせて921万4,800円ですね （事項）鳥獣保護。

対策費、その中に実際は野生猿被害防止対策事

業とか、あるいは○10で特定鳥獣、いわゆるシ新

カの緊急捕獲促進事業とか、こういうのがあり

ますね。もともと狩猟費の中に保護対策費があ

る。保護対策の中に取り締まるような項目があ

る。事業内容そのものが矛盾というか、保護な

のか、捕獲促進なのか、保護したいという気持

ちがあるのかないのかわからんような、どちら

かというと捕獲のほうに予算が入ったり、その

調査に予算が多くあったりして、果たしてこれ

が鳥獣保護対策費なのか。項目を本当は分けね

ばいかんのじゃないですか。そのほうが見やす

いような気がするし、目的にかなっているよう

な気もするんですが、どんなものでしょうか。

おっしゃるとおり、保護○坂本自然環境課長



- 42 -

と駆除と申しましょうか、数を減らすというこ

と、相対することだというふうに考えておりま

す。しかしながら、基本的には、数が減れば保

護していかなくちゃいけないし、また仮に数が

ふえていって農林産業への被害といったことが

出てまいりますと、今度は駆除をしていかなく

ちゃいけないしということがございまして、確

かに相反することを一つの項目の中で取り扱っ

ていて、矛盾しはしないかという御意見はあり

ますけれども、基本的に、保護管理というもの

の中で保護をいたしますし、また駆除と申しま

しょうか、いわゆる生息数の調整、こういった

ことを進めてまいりたいと思います。

その目的からすれば （目）○中野一則委員 、

狩猟費という上げ方が果たしてそれでいいかな

という気もしますが、これは昔からの流れで

しょうが、この項目はもともと林務にあった事

業なんですか。環境のほうにあった事業なんで

すか。

もともと環境保全課です○坂本自然環境課長

か、歴史が古いんですが、そこに猟政係という

のがございまして、そこの事業を引き継いでお

ります。

できたら、分け方を含めて検○中野一則委員

討してください。どうも人間の身勝手な事業み

たいで、私の良心にちょっとかないませんでし

た。

関連。どんなにして生息数をカウ○坂口委員

ントしたのかというのがまだ説明なかったと思

うんです。１万8,000と１万4,000。

失礼しました。野鳥の会○坂本自然環境課長

のほうにお願いいたしまして、カウントやって

いるところでございます。

多分、何倍掛けぐらいでやってお○坂口委員

られるんだと思うんです。野鳥の会でもなかな

かこの鳥は出会えないんです。人目に触れない

ところに難しさがあるわけで、80万で本当に守

れるのかというのとか、今の中野委員の指摘の

ように、狩猟費の中で一くくりにしたというこ

とは、あくまでも駆逐の感覚しかなくて、保護

の感覚はないんじゃないかと、金の多寡だけ

じゃなくて。

例えばコシジロヤマドリをどういういきさつ

でと今あったけれども、これなんか最初の選考

の仕方から、メジロとか、ヒヨドリとか、コシ

ジロヤマドリの写真を見せて、県民の皆さんど

れがいいですかで、変な鳥がおるって飛びつい

ただけなんですね。親をつかまえてから、ふ化

、 。させたと言われるけれども 本当にそうなのか

僕の感覚では、むしろ山に産んでいる卵をちゃ

んと採取してきて、それを人手で、タヌキとか

キツネの食害に遭わないようにまずは卵を守る

ことからじゃないと、これはテリトリー意識が

、 、物すごく強い鳥で 他を追っ払ってしまうから

なかなか交配のチャンスがないというのが一

つ。そういう珍しい鳥を県鳥に指定させたもの

だから、亜種なんですね。亜種だから混血が進

んでいることと、どうしても生存競争に弱いか

ら追いやられていくことで、本当に深刻な状況

なんです。今言われたのは、まさにその考え方

の基本のところを指摘していると僕は思うんで

すけれども、狩猟費とくくれること自体が大変

な問題です。県庁の前のフェニックスだって、

あれも絶滅する寸前だけれども、あれだけ手を

かけてやっているじゃないですか。あれが本当

の保護です。これなんて亜種で生息域も限られ

。 。ているんです 県内の一部にしかいないんです

今の根本から、まず、目の考え方からして、守

るべきものに対して、ちゃんと目でとっていっ

て、それなりにしっかりやっていく。本当に親
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鳥からの受精卵がふ化されて10羽ぐらい成功さ

れているんなら、大したものだけれども、そう

簡単にいくかなという気がしてならんのですけ

れども、それと、生息数の確認というのはもう

ちょっと真剣にやってもらわないと、僕らが聞

くコシジロヤマドリの目撃情報からしたら、こ

の20年余りで１万8,000から１万4,000という

と、80％ぐらい、２割ぐらいしか減っていない

勘定になるけれども、そんなものじゃなくて、

絶滅の危機に来ているぐらいの個体数しかいな

いんじゃないかと思うんです。そこに責任持た

れれば別ですけれども、どうも責任が持てない

数字となったときは、早速、正式な個体数の調

査をやるべきだと思うんです。

目の取り扱いについても○坂本自然環境課長

しかりでございますが、ただいまの生息数の調

査についてもしかりでございますけれども、十

分検討させていただきたいと思います。

以上をもちまして、環境森林課○押川委員長

ほか３課の審査を終了いたします。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後２時40分休憩

午後２時47分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

環境管理課の当初予算につ○堤環境管理課長

いて御説明いたします。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の青い

インデックスの環境管理課のところ、191ペー

。 、ジをお開きください 環境管理課の当初予算は

総額で６億6,479万9,000円をお願いしておりま

す。

それでは、主な事項について御説明いたしま

す。193ページをお開きください。まず （事、

項）環境保全推進費100万5,000円であります。

説明欄１の地域環境管理推進でございますが、

環境影響評価法及び環境影響評価条例の対象と

なります環境アセスメントにつきまして、指導

及び助言を行うものであります。

次に （事項）地球温暖化防止対策費422、

万8,000円であります。説明欄２の○地球温暖改

化対策実践行動促進事業につきましては、二酸

化炭素の排出量削減に向けて、県民、事業者、

団体、行政が一体となった実践的な取り組みを

促進するものであります。

次に （事項）大気保全費7,896万1,000円で、

あります。説明欄１の大気汚染常時監視につき

ましては、大気汚染の未然防止を図るため、県

内13の測定局で二酸化硫黄や二酸化窒素などの

常時監視を行うものであります。２の大気汚染

常時監視テレメータシステム運営につきまして

は、測定局からデータを収集し、大気汚染の状

況や花粉・紫外線に関する情報提供を行い、県

民の健康保護や生活環境の保全を図るものであ

ります。

次に、194ページをごらんください。説明欄

５の（３）の○衛生環境研究所環境監視機器整新

備事業でありますが、酸性雨調査に必要な分析

機器を更新するものであります。

次に （事項）水質保全費4,146万2,000円で、

ありますが、河川等の公共用水域の監視や、工

場、事業場の排水規制を行うことなどによりま

して、水質の保全を図るものであります。

次に （事項）騒音悪臭等対策費404万4,000、

円であります。説明欄１の（３）の○自動車交改

通騒音常時監視事業につきましては、県内の主

要な道路の交通騒音を測定することにより、生

活環境の保全を図るものであります。

次に、195ページをごらんください （事項）。

化学物質対策費2,728万8,000円であります。説
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明欄１のダイオキシン類対策事業につきまして

は、大気や河川等のダイオキシン類の調査を行

い、ダイオキシン類による環境汚染の未然防止

を図るものであります。

次に （事項）公害保健対策費の１億364、

万4,000円であります。この事業は、高千穂町

土呂久地区に係る公害健康被害者への補償給付

と指定地区住民の健康観察検診などを行うもの

であります。

次に （事項）河川浄化対策費660万9,000円、

であります。196ページをごらんください。説

明欄２の○未来につなぐ「ふるさとの水辺」再改

発見事業につきましては、後ほど新規・重点事

業で説明させていただきます。

次に （事項）合併処理浄化槽等普及促進費、

３億7,895万1,000円であります。説明欄４の浄

化槽整備事業でありますが、地域の特性に応じ

た生活排水処理施設の整備を促進するため、合

併処理浄化槽の整備に対する助成を行うもので

あります。

最後に （事項）環境保全の森林整備費1,500、
も り

万であります。これは、一ツ瀬川及び小丸川の

濁水長期化を抑止するため、県、市町村、電気

事業者で拠出する資金及び民間募金により、両

河川上流域の森林整備の促進等を行うものであ

ります。

次に、平成20年度主要新規・重点事業を御説

明いたします。常任委員会資料の20ページをお

。 「 」開きください 未来につなぐ ふるさとの水辺

再発見事業であります。１の事業の目的であり

ますが、ふるさとの水辺を体験するイベント等

の情報を県民に発信することにより、水辺の魅

力を再発見する機会をふやし、県民だれもが触

れ合い親しめる水辺環境づくりを推進するもの

。 。（ ）であります ２の事業の概要であります ２

予算額は761万6,000円であります。具体的に

、 。は 21ページのイメージ図で御説明いたします

、 。まず イメージ図の上のほうをごらんください

国、県、市町村、ＮＰＯ等が実施するカヌー教

室や水辺環境調査などの水辺体験イベントや、

県民が持っている水辺情報を一元化して、県民

にインターネット等で情報発信を行ったり、ま

た、夏休み前に小中学校へ直接、情報提供をす

ることとしております。次に、イメージ図の中

ほどをごらんください。水辺再発見の機会創出

であります。県民は、これらの一元化された情

報を入手することにより、水辺環境に触れ合う

機会が得やすくなります。また、県では、県民

からの情報を得て、水辺環境調査結果をまとめ

たマップを作成したり、県民が選ぶ親しめる水

、 。辺を選出し その情報を県民へ提供いたします

さらに、河川浄化活動を実施する団体等への支

援やワークショップを開催することにより、水

辺再発見の機会の創出につなげていくととも

に、市民団体等の組織強化やネットワーク化を

進めてまいります。これらの取り組みにより、

県民の川を大切にしようという意識の向上を図

り、だれもが触れ合い親しめる水辺環境づくり

を進めていくものであります。

環境管理課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

環境対策推進課の当○飯田環境対策推進課長

初予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

ス、環境対策推進課のところ、ページで言いま

すと197ページをお開きください。環境対策推

進課の平成20年度当初予算の総額は６億2,606

万8,000円をお願いしております。

それでは、主な事項について御説明いたしま

す。199ページをお開きください。まず （事、
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項）一般廃棄物処理対策推進費7,283万2,000円

であります。説明欄の２、宮崎県ごみ処理広域

化推進支援事業につきましては、延岡・西臼杵

ブロックにおける焼却施設整備に対する交付金

であります。

次に （事項）産業廃棄物処理対策推進費４、

億7,907万2,000円であります。まず、説明欄の

２、産業廃棄物処理監視指導の（２）廃棄物適

正処理推進ネットワーク強化事業についてであ

りますが、これは、保健所などに廃棄物監視員

を配置いたしまして、不法投棄などの不適正処

理に対する監視体制を強化するとともに、民間

団体との情報提供ネットワークを図ることによ

り、不法投棄の早期発見、指導、原状回復など

の徹底を図るものであります。次に、６の宮崎

県廃棄物処理計画進行管理推進事業につきまし

ては、排出事業者に法律上義務づけられている

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告内容

をデータベース化するとともに、宮崎県廃棄物

処理計画の中で定めた排出量、再生利用、減量

化の各目標値に対する進行管理を行っていくも

のであります。次に、７の公共関与推進事業で

ありますが （２）の公共関与支援事業につき、

ましては、事業主体であります財団法人宮崎県

環境整備公社に対して運営費を補助するもので

あります。また （３）の産業廃棄物啓発学習、

等推進事業につきましては、産業廃棄物の処理

施設エコクリーンプラザみやざきにおきまし

て、産業廃棄物に係る啓発学習などを実施する

ものでありまして、当該施設を運営する財団法

人宮崎県環境整備公社に委託をするものであり

ます。具体的には、展示施設などを活用した産

業廃棄物に係る環境教育、啓発学習のほか、産

業廃棄物処理の必要性及び安全性の県民へのＰ

Ｒ、及びリサイクル資源の販路、流通開拓など

を行うものであります。８の産業廃棄物基金積

立金につきましては、産業廃棄物税の税収及び

基金利息の合計２億6,395万9,000円から、徴税

費用1,781万6,000円を除いた２億4,614万3,000

円を産業廃棄物税基金に積み立てるものであり

ます。

続きまして 200ページをお開きください 11、 。

の産業廃棄物施設整備適正化支援事業につきま

しては、産業廃棄物税の課税の公正化、適正化

を図るため、産業廃棄物処理業者などが設置す

るトラックスケールの設置費用の一部を補助す

るものであります。12の電子マニフェスト普及

促進事業につきましては、産業廃棄物の排出事

業者、処理業者への周知徹底と、モデル事業に

よる導入促進策を講ずることにより、電子マニ

フェストの普及を促進し、産業廃棄物の適正処

理の推進を図るものであります。

次に （事項）廃棄物減量化・リサイクル推、

進費7,416万4,000円についてであります。これ

は、廃棄物の減量化やリサイクルを推進するた

めの経費が中心となりますが、１の産業廃棄物

リサイクル施設整備支援事業につきましては、

産業廃棄物のリサイクル施設の整備などを行う

事業者に対しまして、県内企業情報やリサイク

ルに関する研究開発などの支援ノウハウを有す

る財団法人宮崎県産業支援財団を通じまして、

その事業に要する経費の一部を補助するもので

あります。２の廃棄物処理施設等における再生

利用促進事業につきましては、廃棄物処理施設

などから排出される焼却残渣を土木資材として

有効活用するための研究開発を行うものであり

ます。具体的には、エコクリーンプラザみやざ

きなどから排出される焼却残渣の溶融スラグ及

び飛灰につきまして、土木資材として活用する

ために課題となります製品の強度などの品質や
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環境に対する安全性を宮崎大学、県、民間企業

等が連携して研究開発するものであります。４

の廃棄物適正処理等総合啓発事業につきまして

、 、 、は マスメディアの活用 パンフレットの配布

事業者に対する講習会、不法投棄防止啓発キャ

ンペーン等を通じまして啓発を行い、廃棄物の

減量化やリサイクル、適正処理の推進を図るも

のであります。

環境対策推進課につきましては、以上であり

ます。よろしくお願いいたします。

執行部の説明が終わりました。○押川委員長

質疑はございませんか。

194ページ、水質保全費の５○外山三博委員

番の都城盆地硝酸性窒素削減対策事業、これは

具体的にはどういうことをやられるんですか。

都城盆地におきましては、○堤環境管理課長

基本計画をつくって その後 実行計画をつくっ、 、

て対策を行っているところですけれども、環境

管理課といたしましては、90本ほど井戸を測定

いたしております。モニタリング井戸というこ

とで、同じ井戸を継続的に測定いたします。こ

の測定に要する費用でございます。

都城市はこういう事業を全然○外山三博委員

やっていないんですか。

この事業は、環境森林部、○堤環境管理課長

農政水産部、都城市、三股町、鹿児島県の曽於

市、一緒にやっております。

この件については前にも委員○外山三博委員

会で議論したと思うんですが、都城盆地は畜産

が盛んなところで、堆肥から亜硝酸窒素が出て

くる、そういう因果関係があるという話だった

と思うんです。農政の畜産のほうとこの環境の

ほうの地下水の汚染との調整というか、その辺

の話をしないと先に行かないですよという話を

したと思うんです。その後、農政のほうとはこ

の件について協議はしておられますか。

これは協議会をつくってお○堤環境管理課長

りまして、毎年、これまで１年間実行してきた

こと、来年度の事業計画をそれぞれ協議会の中

で話し合い、またモニタリングデータ等も公開

して一緒に協議し、対策を講じております。

ことし、また１年、調査され○外山三博委員

るということですが、今でも地下水が汚染され

ておるという実態はあるわけですね。それを踏

まえて、どうしたらこれをとめることができる

かというところに入っていかないと、調査だけ

ずっとしていったって、余り意味がないです。

将来どうするかを企画するための調査だろうと

思いますから、次のステップはどうするかとい

うことを来年度中にきちっと出すという認識で

この調査はやっていただきたい、これは要望し

ておきます。

ほかにございませんか。○押川委員長

199ページの一般廃棄物処理対策○井本委員

推進費の２の宮崎県ごみ処理広域化推進支援事

業、延岡のほうに今度、産業廃棄物処理場をつ

くると。買収か何かでとまっているという話を

聞いたことがあったけれども、うまくいったん

でしょうか。

焼却施設につきまし○飯田環境対策推進課長

ては、既存のところがございまして、その隣接

地にやっておりますので、買収が難航している

ということはございません。最終処分場のこと

では従前あったと思うんですけれども、ただ、

最終処分場につきましても、場所が確定したと

いうふうにお聞きしております。

買収でごたごたしたといううわさ○井本委員

を聞いていたけれども、その辺は。

委員おっしゃるのは○飯田環境対策推進課長

最終処分場のほうということでよろしいでしょ
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うか。それについても、ある程度場所も確定し

て、買収の見通しもついたということでお聞き

しております。

これは最終処分場の予算じゃない○井本委員

んですか。

これは焼却施設で○飯田環境対策推進課長

す。

最終処分場はどれに入っているん○井本委員

ですか。

これにつきまして○飯田環境対策推進課長

は、焼却施設だけでございますので、最終処分

場は入っておりません。基本的には、最終処分

場につきましては、県単の交付金はございませ

ん。

もう一つ、200ページ、産業廃棄○井本委員

物減量化・リサイクル推進費ですが、説明の１

の産業廃棄物リサイクル施設整備支援事業の内

訳はどんなものですか。

これにつきまして○飯田環境対策推進課長

は、産業支援財団を通じまして、そこにリサイ

クル施設を整備するという方々が応募されまし

て、予算上は２施設ということで、補助限度額

を1,500万ということでつくっています。対象

事業3,000万ということです。そういうもので

ございます。

リサイクルの対象物は何ですか。○井本委員

例えば19年度の事業○飯田環境対策推進課長

につきましては、例えば野菜の残渣をリサイク

ルいたしまして肥料にする、そういう事業を採

択させていただいているところでございます。

あと、減量化とかそういうものがあれば、リサ

イクル製品ということで最終的に処分場に埋め

るのが少ないという事業であれば、例えばリサ

イクル率の高いとかそういうものについては採

択していくということで考えておるところでご

ざいます。２事業ということでございます。

20年度はまだはっきり対象は決○井本委員

まっていないんですか。

先ほど申しました産○飯田環境対策推進課長

業支援財団のほうに事業を委託しておりますの

で、そこのほうに業者の方々が手を挙げて、今

から審査して決定していくということになって

おります。

ほかにございませんか。○押川委員長

産業廃棄物に関連して伺います。○松田委員

焼酎のかすですけれども、先年度、県内の焼酎

の生産石数が最高だったということで、たしか

焼酎かすから消臭剤でしたか、そのようなもの

をつくる事業が以前あったように覚えておるん

ですが、それも含めまして、焼酎かす等はリサ

イクルの対象でどのような取り組みになってお

りますでしょうか。

いろいろと今、焼酎○飯田環境対策推進課長

廃液につきましては新聞等も出ておりますけれ

ども、リサイクルということで、鹿児島県は非

常にリサイクル施設整備がおくれておりますの

で、かなりやっておりますけれども、本県にお

きましては、例えば飼料とか肥料とか、そうい

うものにリサイクルしているという現状でござ

います。

リサイクル利用率は全体の何％ぐ○松田委員

らいになりますでしょうか。

産業廃棄物で見ます○飯田環境対策推進課長

と、再生利用率というのが37.5％という状況で

ございます。

ほかにございませんか。○押川委員長

環境保全についてお尋ねいた○中野一則委員

しますが、宮崎県の海岸線あるいは海中につい

てのいろんな対策という欄がないようですが、

宮崎県の海岸線あるいは宮崎の海中についての
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汚染状況というものはいかがなものでしょう

か。先日テレビを見ておったら、日本海側が中

心で、北は北海道から南は鹿児島まで、かなり

汚染されて、漂着物が多かったり、あるいはそ

ういうものが海中にあって、海の生物への影響

が大きいというのがテレビでありましたが、特

に、物は韓国製のものが多かったから、宮崎県

に影響はないだろうと思うんですが、宮崎県の

海岸線あるいは海中についての汚染状況、そう

いうものはあるのかないのか、それと日ごろの

管理というか、監視がされているのかどうか。

海域の水質に関してですけ○堤環境管理課長

れども、県では43の地点で海域の水質測定を

行っております。現状では環境基準をすべてク

リアしている状況でございます。

委員のおっしゃるの○飯田環境対策推進課長

は、例えば韓国製品のポリバケツとかそういう

ことだと思うんですけれども、本県の場合につ

いては、今のところ、そういう情報というのは

入っておりません。ただ、御承知のとおり、例

えば台風災害の後に流木とかそういうものが流

れ着いて、この前、延岡で生けす等に被害を与

えたということはございます。

宮崎県は今のところ余り心配○中野一則委員

ないということですね。

私のほうでは、今の○飯田環境対策推進課長

ところ心配ないと考えております。

次に、199ページ、産業廃棄○中野一則委員

物の処理対策推進ということで、産業廃棄物処

理監視指導という中の（２）ネットワーク強化

事業ということで5,615万5,000円、これは不法

投棄の早期発見云々という説明をされました

が、現実に産業廃棄物の不法投棄箇所、どのく

らいあるものですか。あったところは全部解決

済みなんでしょうか。

例えば18年度のデー○飯田環境対策推進課長

タで申しますと、件数として93件、総数が１

、 、万6,860でございますが 20年３月11日現在で

その分につきましては、未解決件数が６件、ト

ン数としまして137トンというような状況でご

ざいます。これにつきましては、最初の投棄総

量が非常に多いということで、１万6,860とい

うふうに申しましたけれども、これについては

不適正処理ということも含んでおりまして、木

くずとかいうのが大量にございましたので、そ

れについては完全に撤去させたと。その結果、

先ほど申しました６件の137トンというような

状況でございます。

県の場合は産業廃棄物の監視○中野一則委員

だと思うんですが、一般廃棄物でいろいろまた

監視しなければならんところがあると思うんで

すが、それは市町村ですね。県はどのくらい指

導とか、監視の援助とか、そういうのをされて

いるわけですか。

委員おっしゃるとお○飯田環境対策推進課長

り、一般廃棄物につきましては、市町村のほう

が処理をされるということになっておりまし

て、県のほうにつきましても、例えば技術的な

、 、支援とか どういう撤去をしたらいいのかとか

そういう相談につきましては、我々のほうで指

導させていただいているというような状況でご

ざいます。

悪質な事例とか、そういうの○中野一則委員

はないものでしょうか。

例えば有害廃棄物と○飯田環境対策推進課長

いうことで硫酸ピッチとか、そういう環境保全

上非常に影響を及ぼすというものについては、

現在のところ把握しておりません。

ここに関係あるのかないのか○中野一則委員

わかりませんが、先日、新聞で放射能の何とか
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いう、私の勘違いかな、外に持ち出して何とか

というのがあったですね。ああいうのはどこが

県は管理しているわけですか。

宮大で持ち出したですね。○押川委員長

関係なければいいんですが。○中野一則委員

基本的には、本県に○飯田環境対策推進課長

おきましては、そういう施設はございませんの

で、産業廃棄物の中から放射能物質というのは

除外されております。

ほかに。○押川委員長

河川浄化対策費、説明資料のほう○坂口委員

ですけれども、20ページ、改め事業になって、

この前は新規をいつごろ立ち上げられてどうい

う、何かこういう事業がいっぱいあったなとい

うのは頭にあるんですけれども、どういう事業

名だったのかというのと、そこでの成果と積み

残した課題、改善事業で今度組まれたというこ

とで。

これまでは、17年から美し○堤環境管理課長

い川きれいな水事業というのを行っておりまし

た。そこでは県独自の、一般にＢＯＤとかそう

いう化学分析で行っておりますけれども、一般

の県民の方がわかりやすいような指標をつくろ

うということで、例えば１メートルのメスシリ

ンダーで見て何十センチ見えるかというような

事業を行ってきております。それをＮＰＯに委

託しまして、普及を図ってきて、指導者等育成

を行ってきております。それを17年から19年ま

で行って、今後はそれを一部生かして、また県

内でいろいろイベントが行われていますけれど

も、そういったものを情報収集して発信しよう

という事業を行うこととしております。

発展させて対象人口を広げていこ○坂口委員

うということかなと思うんですけれども、この

３年も当然ながら、これから見るとソフト事業

だけなんですね。県単となっているからどうか

なと思うんですけれども、国交省あたりもここ

の説明資料の中に出てきていますし、他県なん

かも同じような取り組みをやって、全国的な取

り組みが始まっていると理解していいんです

か。

新しい指標というのは、各○堤環境管理課長

県いろいろばらばらですけれども、私ども知っ

ているところでは、16ぐらいでそういった指標

だとかをつくって、わかりやすいような河川浄

化活動といったものをしているようでございま

す。

県民が持っているいろんな情報を○坂口委員

仲介して、それをまた発信してあげて、県民が

選んで、そして親しめるようにしていこうとい

うことですね。これは一つのステップとして必

要と思うんですけれども、今後、県民が選ぶと

いうよりも、県民が望む水辺環境とか、それか

ら県内じゃなくて県外の河川なんかと比較して

もまだ宮崎の河川を選べるというぐらいの全国

並びでの優位性とか、その優位性の中にはどう

しても機能を回復させる必要があると思うんで

す。

今の現実の宮崎の河川では、潜在的な能力を

一つ持っているというのと、昔持っていたけれ

ども、完全に失った能力をこの川なら回復でき

ると。そのためには条件を何ぼか満たしてあげ

ないと、例えば水量とか水質とか河川の護岸の

工法とか……。最終的にはこの事業はぜひハー

ドに結びつけてほしいという、その３年間に

持っていっていただいて、今まで親水事業のた

めのソフト事業というのはいろいろやってこら

れたんですけれども、結果的にこの宮崎の川を

どうするのというハード面まで行っていないん

です。大きくは、水利権の更新のときに、水利
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というものを今後どうまた利害関係者が配分し

ていくかというような大きいところまで持って

いって、河川が本来持っていたはずの機能をど

れだけ取り返せるか、回復できるかといったと

き、観光資源だったり、水産資源だったり、い

ろんな資源をとにかく取り戻すようなところま

で結びつけていただきたいなと。３年終わって

また新たに３年組まれたわけだから、河川課も

当然そこに入っておられますし、そういったよ

うな次につなげるようなステップを今後も含ん

だ事業なのか。それとも、先ほど言われた３カ

年の美しい川きれいな水、それで一たん成果が

あったから、それを県民に提供してあげて、県

民が川で親しみ始めたら大体完了だなというこ

とで、完成年度が３年後に来る事業なのか、そ

このところは今の時点ではどう判断されていま

すか。

、 、○堤環境管理課長 確かに おっしゃるように

そのような方向まで行くというのが理想的だと

いうふうには考えております。私どもは、再発

見して、いろんな立場から、例えば景観がどう

だとか、水の濁りがどうだとか、そういったも

のを県民の方に意識していただいて、次の次の

段階には、河川についてはハード事業をうちで

できないんですけれども、こういったハード事

業をここでやってくれないかとか、そういう形

につながることを期待して実はこの事業をやっ

ておるところでございます。

ぜひそこまで発展させてほしいな○坂口委員

と思うんです。川でも最近、局所というか、ポ

イント的にですけれども、例えばえびの方面で

は天然石が多いものですから、天然自然石の連

結工法なんていって、コンクリートを使わずに

石を連結しながらやっていく。魚の生息環境が

格段に変わってきているというのと、水が堤防

に当たるのをやわらげていくものですから、侵

食からも守れるとか、そういった昔の知恵を取

り戻してきつつあるんです。そのほかにも、ま

だ古来工法で牛枠工法とか、間伐材を使って、

現地にある資材、骨材を使って、なおかつ川が

それで機能回復してきたとかいうのがあると。

先ほど入れかえ前に、例えばシカの食害問題が

出たんですけれども、上流部の河川の工事なん

かやったり、がけ崩れがあって、のり面をやっ

たときなんかも、単純に種子を吹きつけたりす

るんじゃなくて、シカの食害を忌避させる特徴

を持った草の種類なんていうのは解明されてい

るんです。マツ何とかという草があったんです

が、そういったものを取り入れたりとかで、ぜ

―ひとも将来これはハード事業に、河川課に

協力してやっておられますから、次の事業に拡

大するとよろしいなということで、要望で終わ

ります。

もう一つ、環境対策推進課の200ページ、10

番のポリ塩化ビフェニール廃棄物処理推進事

業、要処理、今後処理を必要とするようなＰＣ

Ｂというのは県内にどれぐらい推定されている

んですか。

18年度の届け出○飯田環境対策推進課長

で893台ということになっておりまして、主な

ものを申しますと、高圧トランスが20事業で54

台、高圧のコンデンサーが250事業で838台とい

うようなことになっております。

、○坂口委員 これは1,800万余りですけれども

その中のどれぐらいが来年度で処理できること

になるんですか。

これは九州と山口の○飯田環境対策推進課長

ほうで計画が立っておりまして、本県につきま

しては、 22年度から搬入と、北九州になって※

※51ページに訂正発言あり
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おりまして、今のところお金を積み立てている

だけという状況でございます。

ここのところ、僕は余り詳しくな○坂口委員

いというか、わからないんですけれども、まだ

使用ができ得るトランスなりコンデンサーなり

も当然あるわけですね、今実際働いているそう

いったトランスとかコンデンサーというのは。

基本的には、そうい○飯田環境対策推進課長

うものについては保管していただくようになっ

ておりまして、実際動いているかどうかについ

ては把握しておりません。

先ほど22年ということで申し上げました

が 21年から入っておりまして それと23年 24、 、 、

年、26年ということで本県の場合は搬入が予定

されております。訂正させていただきたいと思

います。

1,800万というのは持ち込み処分○坂口委員

料のための、前もって蓄えておくということに

なるんですか。

中小企業のほうでＰ○飯田環境対策推進課長

ＣＢを保管している場合につきまして、大体７

割程度を補助するために、これは各県積み立て

ておると。基本的には人口割でやっているとい

うような状況でございます。

環境対策推進課、200ページ、廃○満行委員

棄物減量化・リサイクル推進費の○２の3,000新

万円、もう一回説明いただけませんか。

これにつきまして○飯田環境対策推進課長

は、焼却いたしますと、例えば溶融施設を持っ

ている焼却施設につきましては、スラグという

ものが出てきます。それと、焼却灰というのが

出てくるわけでございますけれども、そういう

ものを例えばコンクリートとまぜて路盤材にす

るとか、コンクリートの２次製品とか、そうい

うことで使えないかどうかということの研究を

。 、宮崎大学とか連携しながらやっていくと ただ

公共事業に使う場合におきましては、飛灰とか

そういうものを溶出しますと、鉛とかそういう

ものが出てくるものですから、そういうものの

サンプルをとりながら、どういう状況の中にお

いて適切なものが使えるかどうかについての研

究をやっていくという事業でございます。

具体的には、どこかに研究委託費○満行委員

みたいに出しているのか、それとも県も入って

研究会つくって、その負担金なのか。

基本的には、エコク○飯田環境対策推進課長

リーンプラザのほうから材が出ます。それと宮

崎大学、土木のほうの技術センターがございま

すが、あそこで強度試験とかやっております。

衛環研、いろんな分析をやっているところでご

ざいますので、基本的には衛環研がコーディ

、 、 、ネーターをやりながら 宮大とか 事業者とか

そういうことでやりながら研究をやっていく

と。県としましても、衛環研とか技術センター

とか、そういうところが入っております。

次、お願いします。環境管理○満行委員

課、193ページの地球温暖化防止対策費422

万8,000円ですが、そのうちの300万、１のこど

も地球温暖化防止活動推進員事業、これは国策

なので、国の金なので、実質的には地球温暖化

防止対策というと、本県の対策費は○の119万改

だけということなんですか。

こども地球温暖化防止活動○堤環境管理課長

推進員事業も県単事業でございます。

その他特定303万7,000円というの○満行委員

はどこから来ているんですか。

これは宝くじの財源の振り○堤環境管理課長

かえということでございます。

大分前から全都道府県でやってい○満行委員

る事業じゃないですか。
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国の事業といいますのは、○堤環境管理課長

各県で地球温暖化防止活動推進センターという

のを指定しておりますけれども、そちらのほう

に啓発事業として流れてまいります。県のほう

に直接流れてくるんじゃなくて、推進センター

のほうに流れて啓発事業を行うということに

なっております。

県単持ち出しというと119万だろ○満行委員

うと思うんですけれども、地球温暖化、大変、

２今、注目されているんですが、本県ではＣＯ

対策としては電気製品の更新でいくというふう

にお考えなのかもしれないですけれども、この

予算ではちょっと寂しいような気がするんです

けれども、原課としてはどうお考えなんでしょ

う。

地球温暖化対策全体を私ど○堤環境管理課長

ものほうで実施するわけではなくて、例えば農

政水産部あたりの新規事業等もございましたけ

れども 県の中では 体系的には 新エネルギー、 、 、

等であれば地域生活部、総合交通についても地

域生活部、バイオマス等については農政水産部

とか、それぞれ分かれております。私どもは、

県民、事業者への啓発ということで事業を実施

しているところでございます。

総体的な部署が環境森林部なんだ○満行委員

ろうと思うんですけれども、啓発はわかるんで

すけれども、こどもが300万としても、啓発費

というのは110万円じゃないんですか。

こども地球温暖化も、子供○堤環境管理課長

のときから地球温暖化に対する興味を持って実

践してもらうという啓発事業でもございます。

今度の実践行動促進事業といいますのは、これ

は事業者の力もかりながら、推進していくもの

でございまして、中身的には、３本立てでござ

いますけれども、スーパーなどでレジ袋の削減

を行っていこうというもの、これはスーパーの

ほうでも経費削減になりますので、スーパーの

ほうも協力していただくということを考えてお

ります。それから、エコオフィス促進事業とい

うのがございまして、事務所等からの排出量が

非常にふえているということで、登録事業所と

して登録をしていただいて、登録していただく

事業所に対しましては、専門的な省エネ対策の

研修を行って、事業者みずからが実施していた

。 、だくというような事業でございます もう一つ

運輸関係ということで、運輸事業者がございま

す。石油価格も非常に高騰しておりまして、運

輸業者にとっては燃費向上というのが一番大切

な状況になっているわけですけれども、燃費を

向上させるためのエコドライブの専門家、ある

いは国内で優秀な取り組みを行った事業者等か

らの研修をして、そして県内の事業者に取り組

んでいただく、そういうような事業でございま

して、県民や事業者の取り組みを促進するとい

うものでございます 結果としては １年間やっ。 、

てみて、どのぐらい各事業所で二酸化炭素が削

減されたかという数値まで出して、啓発を図っ

ていこうという事業でございます。

300万円はこどもですが、これは○満行委員

推進員の活動なので、幅広く全体に展開されて

いる啓発事業じゃないと私は認識しているんで

すけれども、100万で３つ、今、事業を言われ

ましたけれども、何か寂しいような気がするん

。 、です もっと啓発できるイベントとか事業とか

ほかの事業課は実際のバイオとか新エネとかと

なるんでしょうけれども、広く県民に啓発する

ためにはもうちょっといろんな事業展開があっ

てもいいのかなと、そのために環境森林部があ

るのかなと思うんですけれども、どうなんで

しょうか。
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先ほども申し上げましたけ○堤環境管理課長

れども、国の補助金等は、地球温暖化防止活動

推進センター、これはＮＰＯでございますけれ

ども、そちらに流れてくるわけでございます。

広く県民啓発というのはそちらのほうでやると

いうことになっております。県も指定をしてお

りますので、ＮＰＯとの共同で実施していくと

いうこととしております。

ほかにございませんか。○押川委員長

１点だけお伺いしたいと思う○山下副委員長

んですが、193ページの大気保全費の中の大気

汚染常時監視ということで13カ所が設置して

あって、いろいろ情報をとっておられるだろう

と思うんですが、とられた情報はどこに出され

ておりますか。

大気汚染のデータは、１時○堤環境管理課長

間ごと出てまいります。紫外線とか花粉も１時

間ごとにデータ出てまいります。それを県庁の

ホームページのほうで公開をしております。

気象庁あたりとの連携はとっ○山下副委員長

ておられないわけですか。例えばテレビ等でも

ＮＨＫ等でずっとこういうのは情報として出し

ていると思うんですが、全く別個なんですか。

花粉、紫外線のデータにつ○堤環境管理課長

いては、気象台やテレビ局であるとか、医師会

であるとか、幼稚園、保育園、こういったとこ

ろにも周知して、こういったデータ出しますよ

ということはお知らせしております。また、大

気汚染に関して申し上げますと、光化学オキシ

ダントというのが今、問題になっていますけれ

ども、これについては気象台と連携をとって、

気象状況等の情報をもらいながら、将来の予測

をしていくということにしております。

ちょっとわからないんです○山下副委員長

が、県独自でされて、ホームページに出すため

にこれはやっているわけですか。

大気汚染の常時監視と申し○堤環境管理課長

ますのは、法律に基づいて県が常時監視するこ

とになっています。そのデータをテレメーター

で毎時収集しているんですけれども、毎時収集

している根拠といいますのは、緊急時のために

注意報等を出すことになりますので、そのため

。 、に収集しているということでございます また

環境省のほうでは全国のデータを収集しまし

て、公開をしております。

もう一点だけ、私たちはほと○山下副委員長

んどテレビでいろんな情報は見ているんですけ

れども、それとは全く別個ということでよろし

いんですか。何かがあったときに県が情報を

とっているということで理解の仕方はよろしい

んですか。

それは紫外線とか花粉情報○堤環境管理課長

ということでしょうか。テレビとかあるいは医

師会等でも測定しているんですけれども、医師

会などは屋上に測定器を置いて、そして顕微鏡

で見て数えるという方法です。実際には１日ぐ

らい情報というのはおくれます。テレビの場合

は、あくまで予報でございまして、あしたは花

粉が多いでしょうというものでございます。私

どもテレビのほうにも採用してくれというのは

申し上げているんですけれども、なかなかデー

タを採用してもらえないんですが、私どものほ

うは、今の、例えば12時から１時までの花粉は

どのくらいですよと、そういったことをリアル

タイムで提供するというふうにしております。

花粉症の方は外に出かけるときに見ていただけ

れば、きょうは花粉が多いからマスクしようと

か、そういった対応ができるということで提供

しているものでございます。

195ページの高千穂の土呂久の砒○松田委員
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、 、素中毒のことなんですが 今現在の認定患者数

認定者数は幾人ございましょうか。

現在50名いらっしゃいま○堤環境管理課長

す。

先日、経年して発症するパターン○松田委員

もあるので、新しい患者が生まれたというんで

すか、そういうことも伺いましたが、それは幾

人だったでしょうか。

平成19年度、20年の２月に○堤環境管理課長

認定審査会を行いました。そこで２人認定をさ

れております。

最近の土呂久の水質調査はいかが○松田委員

でしょうか。以前にまた砒素がちょっと出たよ

うなことも伺いましたが。

土呂久地区は、現在、高千○堤環境管理課長

穂町、国とで坑内水の改善を行っておりますけ

れども、まだ実際には途中でございまして、水

質的には現在も環境基準を超している状況でご

ざいます。

わかりました。ありがとうござい○松田委員

ます。

196ページ、教えてください。○押川委員長

合併処理浄化槽でありますけれども、説明の４

番、説明では、地域に合った、合併浄化槽に補

助するということだったと思うんですが、もう

少し具体的に管理課長、お願いいたします。

生活排水処理施設と申しま○堤環境管理課長

すと、合併処理浄化槽以外に公共下水道や農集

排がございます。合併処理浄化槽は、公共下水

道とか農集排の対象になっていない地域につい

て整備されるということになっております。

今回どこらあたりを対象とされ○押川委員長

て補助されるのかということで、具体的にあれ

ば教えていただきたいと思います。

合併処理浄化槽は、市町村○堤環境管理課長

が地域の住民の方に補助して、それに対して、

国、県が３分の１補助するという制度でござい

まして、30市町村、すべての市町村で補助事業

は実施されます。

ことしどのくらいの計画を見込○押川委員長

んでおられるわけですか。

個人設置型が3,098基、市○堤環境管理課長

、 。 、町村設置型 綾町が20基でございます ほかに

補助対象ではございませんけれども、延岡市と

宮崎市が合わせて65基、市町村設置型を計画し

ております。

ありがとうございました。○押川委員長

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

環境管理課と環境対策推進課を終わります。

引き続き総括質疑に入りますので、準備のた

め、暫時休憩いたします。

午後３時42分休憩

午後３時46分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

説明及び質疑がすべて終了いたしましたの

で、総括質疑に移ります。環境森林部の当初予

算関連議案全般につきまして、質疑はございま

せんか。

環境森林課にお尋ねしたいんです○満行委員

、 、 、けれども 去年 不適正な事務処理が発生して

連絡調整課に各部のプールみたいな資金をとい

う話だったと思うんですけれども、それはどの

ようになっているのか、お尋ねします。

平成20年度歳出予算説明○鈴木環境森林課長

資料の188ページでございますが （事項）連、

絡調整費というのがございます。これは、部内

及び出先機関との連絡調整に要する経費でござ
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いますけれども、３番目に調整事務費というの

、 、が入っておりますが これが50万ということで

備品購入費50万をここに設定しております。

昨年の当初は500万ちょうどで、○満行委員

ことし560万なので、この差でいくと60万しか

ないと思っていたら、50万しか枠はないわけで

すね。それで対応というふうに考えていいわけ

ですね。

50万の設定につきまして○鈴木環境森林課長

は、財政のほうで、いろいろ緊急に要する事業

経費といいますか、主に備品ですけれども、そ

ういったものを調査をしまして、基本的には50

万から100万ぐらい要るんじゃないかというこ

とで、そういう調査結果に基づきまして、中身

を言いますと、農政と福祉が100万、環境森林

部、ほかの部は50万ということで、一応ここに

調整事務費として設定されたところでございま

す。

我々も出先まで行きましたけれど○満行委員

も、かなり高額な備品が正規じゃないルートで

購入されていますね。高額な備品もたくさん

あったわけで、確かに必要だから購入をされて

いるとは思うんですけれども、50万円という範

囲では 今まで、これはいいことじゃないん―

ですけれども、プールされていつでも使える金

がある。今回は50万しかない。それで本来の事

務処理に戻ると今までやっていた事務に支障を

来す、そういうことには50万円ではならないと

いうことでよろしいわけですね。

現実にここに50万を設定○鈴木環境森林課長

、 、したところでございますが 部によりましては

今後やっぱりこの金額では足りない部分も出て

くるかとは思うんですが、一応初年度としまし

て、50万を設定されたところでございます。

部によって、出先機関があるとこ○満行委員

、 、 。ろ ないところ かなり差はあると思うんです

現場のラインがあるところはかなり動くでしょ

うから、そういう意味では、年に４回の補正、

流用という分をすると、かなり窮屈な予算執行

を強いられるところもあると思いますので、ぜ

ひ今までどおり現場が仕事ができるように、今

までの行政サービスが低下することのないよう

に、予算執行については配慮いただきたいと思

います。要望しておきます。

関連。なかなか窮屈だと思うんで○坂口委員

す。実際この議会が終わって、部長が総務部に

備品購入計画リストを出されますね。財務規則

上、それが24～25日ごろまでには出されること

になるのかなと思うんです。それにリストアッ

プするものというのは、実際どういうぐあいに

して最終的に備品購入計画書にはリストアップ

されるんですか。

備品購入要求は、当初予○鈴木環境森林課長

算の中で、積算の中で備品購入というのを計上

しておりますので、それに基づきまして、必要

な備品の要求をするということになっておりま

す。

財務規則では、予算が認められた○坂口委員

後１週間以内に購入予定備品の計画書を総務部

長に提出しなければならないという規則はな

かったですか。

委員おっしゃるとおりの○鈴木環境森林課長

規則になっております。

１週間以内にどうやって年間必要○坂口委員

な備品というのをそこにリストアップされるの

かと。選考というか、当然乗っかるもの、切ら

れるもの、出てくると思うんです。最終的にど

ういうぐあいに 作業の段取りでいいんで―

す。必要性をどうしてそこで判断されてリスト

アップされるのかということです。
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備品の要求につきまして○鈴木環境森林課長

は、まず予算を組む段階で要求をいたします。

、 。私たちとしましては こういうものが必要だと

その部分でカットされる分もありますし、認め

、 、られてくる 減額される分もありますけれども

そういったもので予算案をつくりまして、予算

が議決されますと、それから備品の要求書を出

すというシステムになっております。

現実の作業としてはそうなると思○坂口委員

うんです。財務規則上は予算が決まってから提

出と。だから、どっちにしても一緒なんですけ

れども、問題は、１年間のものを１年以上前に

見通せるかということですね。本当に必要なも

のなのかと。今度は、50万というのは本当に必

要なものに対応する金です。それが過去の例か

ら見ると、８つや９つの部が50万、60万持って

も、とても対応できる金じゃないんです。１つ

の備品買っても飛んでしまうかもわからない金

額です。足りんかもわからん。それよりかむし

ろ、法的にこれは自治法とか、今の会計法上可

能なら この備品購入計画書を１週間以内に―

提出しなければならないというところに問題が

あると僕は思うんです。予算査定の折に提出は

して、それなりのヒアリングをやって、必要な

ものをそこで確保したにしても、ある程度それ

は柔軟性を持った年間備品購入枠としての解釈

で、部長決裁、課長決裁あるいは次長決裁、出

先の所長決裁で、こういったものについてはあ

るいは幾ら以下のものについてはここで決裁で

。 、きるという柔軟性を持たせないと…… 頭から

そういう精査をしてきて、年間これだけの備品

を購入すると、一つはこれが正しい作業だとい

うことで計画書が策定されるわけですね。それ

でも正しくないかもわからないということで、

つかみ取りで50万まくなんていうのは小手先の

対処法でしかなくて、これは根本的に、本当に

必要なものをそこで協議を重ねて、もう一回総

務部長のところまで決裁が行かなくても、そこ

で本当にわかっている担当と課長とで決裁でき

るとか、部を超えなければ部長で決裁できると

いうような、そういう会計システムをつくった

ほうがむしろ実態に即していると思うんです。

ただ、僕は、自治法とか会計法わからずに、財

務規則だけを見て、窮屈さから今したんですけ

れども、そこらはどうなんですか、実際。

引き続き委員会を継続いたしま○押川委員長

す。

今回の対応につきまして○髙柳環境森林部長

は、全庁的にいろいろ問題を踏まえまして、私

ども今回のシステム上につきましては、20年度

当初予算においては、予算の流用を行う暇がな

くて緊急に備品の購入が必要になった場合とい

う、その場合に迅速に対応できるようにという

ことで今回調整事務費というのが50万円措置さ

れていると。委員おっしゃいましたように、ま

た財務規則等の改正も行いまして、20年度から

は同一目内での節間の予算流用については総務

部長への申請を不要とするとか、部局内での決

裁によって対応が可能であるというような改正

等もされております。今回こういう形で示され

ておりますので、私どもこれを運用して、実際

やっていく中でいろいろ問題点等があれば、ま

たいろいろ総務部等にも要望要求はしていきた

いとは思っておりますが、現時点ではそういう

形です。

僕は、その考え方が正しいと思う○坂口委員

んです。一応枠として確保して、こういう理由

でこういうものが必要という予定はもちろん要

るんですけれども、その中で優先 １年のう―

ちには変わっていくし、その場で対応しなきゃ
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ならんような、試験研究のさなかに高額な部品

が壊れたとか、あしたでも必要という、それは

少なくとも部の中で完結できて転用できるとい

うようなシステムになっていって……。こう

いったいわばつかみ取りですね。今これだけ財

政改革やってきているんです。県単の何十万と

いう道路保全でさえ、なかなか出先ではやれな

い。部は違いますけれども、そういったせっぱ

詰まったものでさえ、財政改革のさなかで予算

がありませんと言いながら、何に使うかわかり

ません、必要が出てきたら使いますという50万

を、しかも、それは行政側が自分らの仕事を進

めやすいから、今はわからないけれども、確保

するんですというのは、僕は、ルールとして決

して正しい方法じゃないと思うんです。これは

総務部に言うべきなんですけれども、たまたま

ここがそこのところをどう理解されるかで、今

後、庁内の予算の編成のあり方で これは邪―

道としか思えないんです。これ以上言っても意

味ないことですけれども、そういう方向を出さ

れたんなら一安心です。

ほかにございませんか。○押川委員長

２点ほどお尋ねをしたいんで○外山三博委員

すが、どこに聞いていいかわかりませんので、

第１点は森林環境税の歳入、きょうずっと歳出

の説明だけなんですが、この歳入の予定額はど

のくらいですか。

平成20年度の森林環境税○坂本自然環境課長

の歳入予定ということでございますが、個人

が50万8,000人、法人が２万1,600社ということ

で これをトータルいたしますと 約２億9,500、 、

万の徴収を予定いたしております。

これは目的税ですね。○外山三博委員

森林整備を目的とした○坂本自然環境課長

目的税でございます。※

そうしますと、環境森林部が○外山三博委員

全部この２億9,500万というのを預かって、こ

れを区分けしていくんだと思うんですが、森林

環境税というのは、環境森林部にわたる事業

だったら何でも使えるんですか。それとも、使

える事業と使えない事業の区別があるんです

か。

この税をつくったとき○坂本自然環境課長

に、税の目的、これは先ほど森林整備というお

話をいたしましたが、森林の公益的機能を維持

増進するための事業に使うということで進めて

おります。

非常に抽象的な表現という○外山三博委員

か、規則だから、ある意味では相当な事業に使

えると思うんですが、これを今度予算組みされ

るとき、どこのどの事業にどういうふうに使お

うかというのは、どういう協議をされて決めら

れたんですか。大分さっきの説明でもありまし

たね、これを使うというのが。それはどういう

ような仕組みというか、協議で決められていっ

たんでしょうか。

予算の時点では、例えば○坂本自然環境課長

平成19年度に平成20年度の予算を作成していく

わけですけれども、そのときには、環境税の収

入がどれくらいあるか、また積み残し分がどれ

くらいあるか、こういったものを十分精査をい

たしながら、では次年度の事業については、例

えば先ほど申し上げましたように、公益的機能

を重視した森林づくりということで、これが大

半を占めておるわけですけれども、この事業に

幾らぐらい充てようと、またもう一つは、県民

の理解と参画による森林づくりの推進というこ

とで柱を立てておりますけれども、この事業の

中に幾らぐらい充てようということ、これを部

※60ページに訂正発言あり
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内のほうで協議しながら進めております。もう

一つは、次年度の事業等についてどういう事業

に取り組んだらいいかという話については、森

林環境税の検討委員会をつくっておりますの

で、こちらのほうの意見もお聞きしながら進め

ているところでございます。

細かくはいいんですが、事業○外山三博委員

としては、２億9,500万、幾つ事業に振り分け

られたんですか。

大きく申し上げますと、○坂本自然環境課長

まず一つが、公益的機能を重視した森林づくり

の推進ということで、この中身が４つございま

して、水を貯え、災害に強い森林づくり事業、

それから、先ほどから話が出ておりますが、花

粉の少ない苗木生産等促進事業、わが町のいき

いき森林づくり事業ということで、先ほど申し

上げました公有林化の事業でございます。もう

一つが、うちの事業でございますが、荒廃渓流

等流木流出防止対策事業ということで、こう

いったものを含めて約２億7,000万ぐらい使う

予定にしております。もう一つは、ソフトの分

野になりますけれども、ソフトの分野が３つほ

ど分かれておりまして、一つが森林づくり応援

団育成支援事業ということで、森林づくりボラ

ンティア関係団体等の支援、もう一つが、森林

環境教育推進事業ということで、地域や遊学の

森等における森林環境推進事業、環境教育です

ね。もう一つが、水と緑の森林づくり推進事業

ということで、県央で１カ所、地域のほうで２

カ所ということで森林づくりの推進ボランティ

アの集い、こういったイベントを開催いたして

おるところでございます。こういった費用に使

うことにしております。

これを使った場合、事業に○外山三博委員

よっては国庫補助の対象になるんですか。

森林整備関係につきまし○金丸森林整備課長

ては、国庫補助の対象としてでも扱うことはで

きます。ただ、環境税の場合は県が事業主体に

なっておりますので、その点はちょっとありま

すけれども。

金額は、２億9,000万という○外山三博委員

のは考えようによっては非常に大きな金額です

ね。そして、事業によっては国庫補助も対象に

なるということであれば、来年度の予算内容、

先ほど細かくおっしゃいましたけれども、広く

、 、使うというのもあるけれども 場合によったら

これを生かすという意味では、思い切ってぼん

とこれをメーンの何か事業に使っていくという

あり方も……。だから、来年度に向けては、も

う２年目ですね、これを生かすという、財政に

握られて、財政のほうであっち行け、こっち行

けじゃなくて、ここ単独で動かせる財源ですか

ら、そういう使い方をされたほうがいいんじゃ

ないかと思います。

もう一点、満行委員から先ほども出ておりま

したが、地球温暖化、ＣＯ 対策について環境２

森林部に関係ある部分をちょっとお尋ねしたい

んですが、これはだれに聞いていいかよくわか

りませんが、専門家がおられるから、詳しい人

に答弁してほしいんですが、森林の持つ浄化作

、 、用 これは非常に大きいと言われておりますが

２具体的には宮崎県の場合、どのくらいのＣＯ

対策になっておるんですか。数値がわかれば数

値まで。

平成18年の３月に環境基本○堤環境管理課長

総合計画におきまして、二酸化炭素の目標を設

定しております。平成22年度に森林で93万トン

吸収をするという計画でございます。率で申し

上げますと、基準年であります平成２年度の二

酸化炭素排出量の12％に相当するものを森林で
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吸収するという計画でございます。

それでは、12％の分母が宮崎○外山三博委員

県のＣＯ の総排出量ということになるんです２

ね。それもわかったら教えてください。

平成２年度の二酸化炭素の○堤環境管理課長

排出量が778万8,000トンでございます。

森林のＣＯ の吸収量、これ○外山三博委員 ２

は、県庁なんかにもあるクス並木や雑木林や宮

崎県全部の木が吸収するＣＯ と考えていいん２

ですか。

計画書にありますＣＯ の○徳永計画指導監 ２

算出方法ですが、条件がありまして、人工林に

ついては、ちゃんと管理をしている山でないと

だめですよというのがありまして、例えば間伐

をやっているとか、そういうのを対象にいたし

まして、その面積に成長量を掛けて炭素の量を

出すというのが１点。それから、天然林につき

ましては、保安林とか制限林 伐採できない―

とかそういう規制をかけているやつが対象に

なっております。一応本県では41万あるんです

が、対象としては、計算に入っているのが、民

有林の森林面積が41万ある中で、そのうちの

約30万をカウントしているということになって

おります。今までの実績からしまして、植えた

人工林の78％を今まで手を入れてきましたの

で、そこをカウントしていると。あと22％につ

いては、人工林も放置された部分、手を入れて

いないということで、そこはカウントせず計算

したときに、約30万の森林で93万トンの二酸化

炭素を吸収すると。

民有林と言われたけれども、○外山三博委員

国有林はカウントの数字には入っていないんで

すか。

今の計算は、民有林だけで○徳永計画指導監

計算してあります。

そうしますと、国有林も相当○外山三博委員

あるんじゃないですか。

国有林もあるんですが、計○徳永計画指導監

画上は民有林だけで計算をしております。

せんだって、数日前か、新聞○外山三博委員

読んでおりましたら、林野庁のほうが、市街区

域にある雑木林を温暖化に対応させるためにこ

れから考えて保護していかなくちゃいけないと

いう記事があったんですが、今の話だと、ちゃ

んと除間伐をして管理しておる森林だけがこの

カウントですけれども、実際、神武さんの森と

か市民の森とか相当あると思うんです。そうい

うところを入れると、相当この数字は上がって

くるんじゃないんですか。

本来は全部の森林が同じよ○徳永計画指導監

うに吸収はしているので、この数字よりは大分

上だと思います。数的には93万以上あるんだろ

うと。ただ、国が考えている国際約束の中で、

算入できる森林というのはこういうものですよ

という規定があるものですから、それによって

算出はしてあります。

それから、新聞の都市林の話ですが、大都市

部で緑地帯として森林の区域として外されてい

る部分があるわけです。本県では、里山も含め

て都市近郊の山、固まりとして0.3ヘクタール

あれば森林として位置づけておりますので、う

ちの里山で森林として抜けているところはほと

んどないということになります。

あと１～２教えてほしいんで○外山三博委員

すが、木も幼木からだんだん大きくなっていき

ますね。ＣＯ の吸収力というのは若いほうが２

あるということを聞いたんですが、実際はどう

なんですか。

大体20年生ぐらいが吸収の○徳永計画指導監

ピークに来まして、それからだんだん落ちてい
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くというような形になっております。20年から

だんだん落ちていく、こういう曲線を描くとい

う形になります。

夜は、光合成をしないから、○外山三博委員

吸収じゃなくて炭酸ガスを出しますね。昼は逆

になりますね。その辺のバランス、昼吸収する

分と、夜は炭酸ガス出すからマイナス効果です

ね。その辺はどうなんですか。

光合成と呼吸は、公式が逆○徳永計画指導監

のほうになるわけです。量的には、吸収する分

と光合成は同じです。植物は、夜は二酸化炭素

を多く放出していると。うちの杉等の成長が早

いというのは、日照時間が長くて光合成を多く

するということだろうというふうに考えており

ます。

吸収で12％というのは大きな○外山三博委員

数字ですね。宮崎県は森林県だから、日本の中

では非常に全体的に寄与しておると思うんで

す。ここで聞いたらちょっと違うかもわかりま

せんが、周辺には草とか農作物、特に稲なんか

。 、田んぼに時期的には植えますね こういう作物

例えば稲、これなんかは炭酸ガスの吸収はしな

いんですか。

植物は、すべて二酸化炭素○徳永計画指導監

を吸収して光合成を行います。植生については

すべて二酸化炭素を吸収するということになり

ます。

ということは、夏から秋にか○外山三博委員

けて田んぼに稲を植える、これは非常にプラス

効果になっているんでしょうか。

どれだけ吸うか、ちょっと○徳永計画指導監

把握していないんですが、植物をつくるという

ことは吸収源対策にはなっているんだろうとい

うふうに思っています。

１点だけ訂正をさせてい○坂本自然環境課長

ただきたいと思います。大変申しわけございま

せん。外山委員の御質問の中に、森林環境税は

目的税かということでお尋ねがありました。私

も目的税ということでお答えをいたしましたけ

れども、ちょっと勘違いがございまして、よく

調べてみましたら、法定普通税ということでご

ざいまして、これは、基金をつくりまして、基

金の中で目的化をしているということでござい

ます。

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

。 、環境森林部を終了いたします 執行部の皆さん

御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時13分休憩

午後４時15分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

農政水産部の審査は明日に行いたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○押川委員長

す。午前10時の開会といたします。

その他何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上を○押川委員長

もちまして本日の委員会を終わります。

午後４時16分散会
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平成20年３月12日（水曜日）

午前９時58分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

西 田 二 朗
農政水産部次長
（ 総 括 ）

黒 岩 一 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

佐 藤 信 武
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 玉 置 賢

服 部 修 一
農 水 産 物
ブランド対策監

団 体 調 整 監 義 成假 屋

地域農業推進課長 岡 崎 博

担 い 手 対 策 監 土 屋 秀 二

営 農 支 援 課 長 米 良 弥

農業改良対策監 吉 村 豊

消費安全企画監 吉 田 周 司

農 産 園 芸 課 長 小八重 雅 裕

畜 産 課 長 荒 武 正 則

家畜防疫対策監 押 川 延 夫

農 村 計 画 課 長 佐 藤 公 一

技 術 検 査 監 桑 畑 政 廣

国営事業対策監 矢 方 道 雄

農 村 整 備 課 長 原 川 忠 典

水 産 政 策 課 長 桑 原 智

漁 業 調 整 監 那 須 司

漁港漁場整備課長 関 屋 朝 裕

漁港整備対策監 野 田 和 彦

総合農業試験場長 齋 藤 尚

県立農業大学校長 松 尾 通 昭

畜 産 試 験 場 長 児 玉 盛 信

水 産 試 験 場 長 田 代 一 洋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

政策調査課主査 千知岩 義 広

委員会を再開いたします。○押川委員長

今回、当委員会に付託されました当初予算関

連議案について部長の説明を求めます。

農政水産部でございま○後藤農政水産部長

す。よろしくお願いいたします。

それでは、今議会にお願いしております平

成20年度当初予算に係る議案等についてでござ

いますが、お手元の環境農林水産常任委員会資

料を１枚お開きいただきたいと存じます。左側

の説明項目をごらんください。Ⅱにございます

ように、本日、農政水産部からは議案といたし

まして、議案第１号から36号までの５件と委員

会報告事項１件を予定いたしております。

それでは、議案第１号から第11号までの平

成20年度宮崎県当初予算に係る部全体の概要に

つきまして、私のほうから説明させていただき
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ます。

資料１ページをごらんください。説明項目Ⅰ

の平成20年度農政水産部予算編成の基本的な考

え方についてでございます。まず、１の農水産

業・農漁村を取り巻く情勢につきましては、農

水産業は、食料の安定供給や国土保全等の多面

的機能を有し、県民生活の向上と安定のために

不可欠な役割を果たすとともに、経済波及効果

も大きく、本県の基幹産業として地域経済に重

要な役割を果たしております。しかしながら、

近年、ＷＴＯやＥＰＡに象徴される国内外の産

地間競争の激化を初め、担い手の減少や高齢化

の進行、さらには山間地域の疲弊など、構造的

な課題に加えまして、水産業における新しい海

洋秩序の成立や資源悪化等による漁業生産の減

少、さらには、地球温暖化の進行や原油及び飼

料価格の高騰など、新たな課題が顕在化してお

り、これらの課題への的確な対応が求められて

おります。

このような中で、２に記載しておりますよう

に予算編成の基本方針といたしまして、平成20

年度の当初予算の編成におきましては、第六次

宮崎県農業・農村振興長期計画及び宮崎県水産

業・漁村振興長期計画の着実な推進を図るとと

もに、新みやざき創造計画に位置づけられた新

たな取り組みを進めるための予算を編成いたし

ております。また、極めて厳しい財政状況の中

で、宮崎県行財政改革大綱2007の趣旨を踏まえ

まして、選択と集中の理念のもと、平成20年度

重点施策や地球温暖化の進行、さらには飼料価

格高騰などの顕在化している新たな課題につい

て積極的に対応することとしております。

３に重点推進分野を記載しておりますが、ま

ず、①の農業部門におきましては、長計に基づ

きまして、５つの柱としております、まず、明

日の宮崎農業を支える意欲あふれる担い手づく

り、安全・安心・健康な食を供給する個性あふ

れる産地づくり、消費者の信頼に支えられた食

と農の絆づくり、環境とともに歩む循環型農業

づくり、ふるさとの宝を生かす地域づくりに重

点的に取り組んでまいります。

資料２ページをお開きいただきたいと思いま

すが、②の水産部門におきましても、長期計画

の５つの柱に基づきまして、豊かな資源の確保

と持続的利用の推進、競争力のある経営と消費

者に信頼される水産物の供給の推進、果敢に挑

戦する、多様な担い手の確保、多面的機能を発

揮する、快適な生活・交流空間である漁村・内

水面の創造、元気のいい水産業を支える水産技

術開発の推進に重点的に取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、３ページをごらんください。議案第１

号、第10号及び第11号の平成20年度当初予算関

係でございます。農政水産部の平成20年度の当

初予算につきましては、一般会計が424億3,408

万6,000円、対前年６月補正後比で90.8％、特

別会計が５億4,568万4,000円、対前年６月補正

後比で99.6％、農政水産部合計で429億7,977万

円、対前年６月補正後比で90.9％となっており

ます。課別につきましては、下段の表をごらん

いただきたいと思います。

次に、資料４ページをお開きいただきたいと

。 、思います ４ページから６ページにかけまして

第六次宮崎県農業・農村振興長期計画及び宮崎

県水産業・漁村振興長期計画に基づく重点事業

等の体系表を掲載しております。本日は、この

中の網かけのあります当初予算に係る主要な事

業の概要及び当初予算の詳細、それから、資料

８ページ、９ページになりますが、議案第23

号、10ページ、11ページの議案第36号、12ペー
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、 、ジ 13ページの委員会報告事項等につきまして

、 。この後 関係課長から説明させていただきます

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

引き続き農政企画課、地域農業○押川委員長

推進課、営農支援課の審査を行いますので、関

係の方だけお残りいただき、ほかの方は待機を

お願いしたいと思います。

準備のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

まず、農政企画課長から順次よろしくお願い

いたします。

農政企画課でございま○玉置農政企画課長

す。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の青い

インデックス、農政企画課のところでございま

す 285ページになります 農政企画課の平成20。 。

年度当初予算額でございますけれども、一般会

計のみでございまして、25億3,361万4,000円を

お願いしているところでございます。

主な内容につきまして御説明を申し上げま

す。287ページをお開きいただきたいと思いま

す 事項 農業情報・技術対策費9,300万2,000。（ ）

円でございます。288ページの３にございます

産学官連携による宮崎県農水産試験研究機能発

揮促進事業についてでございますが、これにつ

きましては、産学官連携による共同研究体制を

整備いたしまして、より重点的で戦略的な技術

開発の加速化や緊急性の高い試験研究課題への

取り組みにより、本県農水産業の優位性の確立

を図るため、引き続き実施するものでございま

す。

続きまして （事項）新農業振興推進費の１、

億6,082万5,000円でございます。２と３とござ

いますけれども、２の○きらり輝く山間地域農新

業活性化プロジェクト事業及び３の○地球温暖新

化対応産地構造改革モデル実証事業についてで

ございますけれども、これにつきましては、後

ほど別冊の新規・重点事業説明資料のほうで御

説明を申し上げます。

次に （事項）新みやざきブランド推進対策、

事業費4,014万7,000円でございます。２のみや

ざきブランド向上プロモーション強化事業につ

いてでございますけれども、これは 「みやざ、

」 、き で支持される消費者の信頼をかち取るため

今年度、新規事業として創設したものでござい

ますが、全国への情報発信対策の強化や魅力あ

る本県農水産物の海外輸出促進等により、みや

ざきブランド対策を引き続き推進していく事業

でございます。３のみやざきブランド安全・安

心総合推進体制整備事業についてでございます

けれども、今年度の新規事業といたしまして整

備してございますＪＡ宮崎経済連農畜産物総合

、 、検査センターにおきまして 検体数の拡大など

残留農薬分析、機能性分析の強化に向けた取り

組みを進めることによりまして、消費者から信

頼される産地づくりの取り組みを引き続き促進

していくことにしてございます。

次に （事項）総合農業試験場管理費の２、

億8,864万9,000円から、290ページになります

けれども （事項）農業研究機能高度化推進対、

策費の71万5,000円まででございますが、以上

の項目につきましては、総合農業試験場の管理

運営費用や試験場で行う試験研究費用等を引き

続き計上させていただいているところでござい

ます。

それでは次に、お手元に配付してございます
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平成20年度予算案の主な新規・重点事業説明資

料、１ページ目をお開きいただきたいと思いま

す。きらり輝く山間地域農業活性化プロジェク

。 、ト事業でございます この事業につきましては

担い手の不足や地域活力の低下によりまして荒

廃が懸念されております山間地域の活力再生を

図る取り組みを推進するため、農業という産業

面から、地域活性化に向けた創意工夫をオー

ダーメードで支援しようとするものでございま

す。このため、20年度の重点推進分野でござい

ます中山間地域対策に位置づけまして、農業分

野のみならず、加工分野や林業分野などとも連

携を図りながら、県が事業メニューを提示する

のではなく、地域ないしは集落からの提案型の

事業として実施していきたいというふうに考え

ております。

具体的には、２ページ目に絵が出てございま

すけれども、集落がみずから活性化に向けた取

り組みを話し合っていただき、それを集落企画

書のような形で提案をしていただくというもの

でございます。第三者機関による審査を経まし

て、県と市町村で設置いたします山間地域農業

活性化支援基金というところから基金の取り崩

しを行うことによって柔軟な支援を行ってまい

ります。また、集落企画書につきましては、県

における支援本部、また地域段階における支援

センターなどを整備して認定するという形に

なってございます。実際、集落企画書で提案さ

れる事業として想定してございますのは、ラナ

ンキュラスや夏イチゴなどのような新たな品目

の産地化への取り組みや、出荷労力を軽減する

ような簡易な集荷出荷施設の整備、他地域から

加工業者や担い手を誘致し、地域農業を活性化

させるような取り組みなど、地域の特徴を生か

した取り組みを想定しているところでございま

す。また、支援後についても活性化につながる

よう、農林振興局等で引き続き、先ほど言いま

した支援センターなどでフォローしていくこと

にしてございます。本事業を実施することによ

りまして、山間地域の集落が主体的に地域活性

化の方策を検討する中で、他産業などとも連携

しながら、産地の育成、地域の発展が図られる

ことを目標としてございます。

１ページにお戻りいただきまして、本事業に

つきましては、平成20年度から22年度の３年間

を事業期間と考えております。実際の基金等、

先ほど説明しましたが、関係市町村の御協力も

いただきながら、３年間、総額で３億円の基金

の積み立てを想定しているところでございまし

て、平成20年度につきましては、そういった基

金の拠出も含めて１億476万6,000円を予定して

おるところでございます。

続きまして、３ページをお開きいただきたい

と思います。地球温暖化対応産地構造改革モデ

ル実証事業についてでございます。

４ページの資料を見ていただきたいと思いま

すけれども、近年、地球温暖化が急速に進行し

てございまして、異常気象等による農産物の収

量・品質の低下、家畜等の生産性の低下、また

海水温の上昇による藻場の減少、魚種の変化な

ど影響が顕在化してございまして、自然条件に

大きく左右される農水産業の最重要課題の一つ

というふうになってございます。このため、本

事業では、暑さから農水産物を守る対策、暑さ

を生かす対策、温暖化を抑える対策という３つ

の視点から、温暖化に対応していきたいと考え

てございます。

具体的には、長期的、短期的という取り組み

に分けて考えてございまして、長期的な取り組

みといたしましては、総合農業試験場内に設置
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する研究センターを中心に、産業界や大学など

との連携も進めながら、温暖化の影響把握、情

報の集積、対応策の検討などを行っていきたい

と考えてございます。また、短期的な取り組み

といたしまして、温暖化の影響を受けにくい生

産、経営の実証を進めるとともに、木質ペレッ

ト暖房機などの導入実証やバイオディーゼル燃

料の生産・利用システムの構築など、温暖化を

抑制する対策にも取り組んでいきたいと考えて

ございます。これらの取り組みにより、地球温

暖化に対応した宮崎モデルの農水産業への構造

転換を進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。

３ページ目にお戻りいただきたいと思いま

す。本事業につきましては、事業期間を平成20

年度から22年度までの３年間としておりまし

て、20年度の予算額につきましては、5,298

。万1,000円を予定しておるところでございます

なお、このほかに、前回の常任委員会で資料

要求のございました事業仕分けの委員会関係の

資料につきまして、お手元にあると思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

農政企画課は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。

地域農業推進課でご○岡崎地域農業推進課長

ざいます。

歳出予算説明資料､291ページをお開きくださ

い。地域農業推進課の当初予算額は、一般会計

で33億3,500万円 特別会計で１億6,530万1,000、

円、合わせまして35億30万1,000円をお願いい

たしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。293ページをお開きください。一般会計で

ございます。まず （事項）農業会議・農業委、

員会費１億4,864万9,000円についてでありま

す。これは、県農業会議や各市町村農業委員会

が実施いたします農地の利用調整や、新規参入

者、農業法人等に対する指導活動促進のための

国からの交付金等であります。

次の（事項）青年農業者育成確保総合対策事

業費１億434万円についてであります。このう

ち、294ページの４の産地を担うニューファー

マー確保・育成事業は、新規就農者の確保育成

を図るため、就農相談や技術習得研修、経営開

始に必要な機械・施設の導入などの総合的な支

援を行うものであります。

次の（事項）女性農業者育成総合対策事

。 、業1,043万1,000円についてであります これは

農業・農村の担い手として指導的役割を担って

います農村女性指導士の活動を支援し、パート

ナーとしての経営参画や起業への取り組みな

ど、女性農業者が中心となった活動の強化を図

り、農業・農村における男女共同参画の推進等

を図るものであります。

次の（事項）中山間地域活性化推進費９

。 、億4,325万8,000円についてであります これは

中山間地域等におきまして、農業生産の維持を

図りつつ、農業・農地の持つ多面的機能を確保

するとともに、耕作放棄の防止を図るため、集

落等に対する直接支払い等を実施するものであ

ります。

次に （事項）農業経営構造対策事業費３、

。 、億5,636万4,000円についてであります これは

地域の担い手となる経営体の確保育成を図るた

め、生産、加工、流通等の施設を総合的に整備

するもので、平成20年度は宮崎市の日向夏ハウ

スなど４地区の実施を計画いたしております。

次の（事項）新山村振興等農林漁業特別対策

事業費8,310万4,000円についてであります。こ

れは、山村等中山間地域の振興を一層促進する
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ため、地域の個性を生かした農林漁業の振興や

生活環境の整備などを実施するもので、平成20

年度、諸塚村の集落道など２地区の実施を計画

いたしております。

295ページをごらんください （事項）担い。

手育成総合対策事業費3,445万4,000円について

であります。このうち、１の担い手育成・確保

推進体制強化事業は、県担い手育成総合支援協

議会の機能を強化するため、事務局体制を一元

化し、地域担い手育成総合支援協議会への支援

強化を図るとともに、認定農業者や農業法人の

育成、集落営農の組織化、法人化を推進するも

のであります。２のみんなでつくる魅力ある集

落営農総合支援事業につきましては、後ほど資

料で御説明いたします。

次に 事項 農業大学校費２億7,200万7,000、（ ）

円についてであります。これからの本県農業を

担うすぐれた農業経営者や農業指導者を養成す

るための研修教育や、県民の農業に対する理解

を深めるための体験学習等を行うものでありま

す。

次に （事項）構造政策推進対策事業費２、

億2,875万4,000円についてであります。１の担

い手農地情報活用集積促進事業は、ホームペー

ジによる空き農地情報の提供や、担い手への面

的な農地集積の促進など、優良農地の確保等に

取り組む経費であります。３のみやざきフロン

ティア農地再生事業につきましては、これも後

ほど資料で御説明いたします。

296ページをお願いします （事項）農地保。

有合理化事業費６億4,254万5,000円についてで

あります。これは、農地流動化の推進施策であ

る農地保有合理化事業に取り組む県農業振興公

社、ＪＡ等、農地保有合理化法人の事業推進費

及び事業に要する経費であります。

297ページをごらんください 議案第10号 農。 「

業改良資金特別会計」でございます （事項）。

就農支援資金対策費１億6,530万1,000円につい

てであります。これは、就農希望者が新たに農

業経営を開始するために必要な資金を無利子に

より貸し付けを行い、就農促進を図るものであ

ります。

次に、お手元の平成20年度主な新規・重点事

業説明資料をお開きください。５ページをお願

いいたします。みんなでつくる魅力ある集落営

農総合支援事業についてであります。

６ページをごらんいただきたいと思います。

集落におきましては、認定農業者を初めとして

さまざまな形態の農業者による農業生産活動が

展開されておりますが、小規模農家や、女性、

高齢農業者も地域農業の担い手として重要な役

割を担っています。このため、地域での話し合

い活動をもとに、集落ぐるみで農業を営む集落

営農を目指し、担い手や集落の将来像などを明

確にした集落ビジョンの作成、集落営農組織の

法人化を支援してまいります。また、この集落

営農組織の経営多角化を図るため、集落営農経

営多角化支援事業により、定年帰農者を含む高

齢農業者の技術研修や、圃場、施設のバリアフ

リー化など、高齢者の能力活用を支援するとと

もに、地域農産物加工推進モデル事業により、

女性農業者を中心に地域農産物を活用した加工

開発などの起業活動を支援してまいります。

５ページの概要にありますとおり、予算

額1,324万1,000円をお願いしており、事業期間

が平成20年度から平成22年度となっておりま

す。

次に、７ページをお願いいたします。みやざ

きフロンティア農地再生事業についてでありま

す。
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これにつきましても、まず、８ページをごら

んください。担い手の高齢化や減少に伴いまし

て、耕作放棄地は増加しており、2005年農林業

センサスでは4,685ヘクタールとなっておりま

す。このうち、市町村が定めました優良農地と

して再生活用すべき農地は1,033ヘクタールと

なっています。このため、本事業では、こ

、の1,033ヘクタールを優良農地に再生するため

県と地域段階にプロジェクトチームを設置し、

耕作放棄地の所有者に対し、再生活用すべき農

地であることを通知するとともに、担い手への

農地の利用権等の設定が円滑に進むようコー

ディネーターを設置いたします。さらに、これ

まで県単独事業で実施してきました耕作放棄地

の再生整備を国庫事業で整備できるよう、県農

業振興公社が事業主体となり、一元的に整備い

たします。また一方、再生された耕作放棄地の

受け皿となります農業法人を積極的に育成する

ため、他産業からの農業参入を支援する国の事

業を活用し、農業機械・施設整備費の一部を助

成いたします。また、認定農業者の農業法人へ

のステップアップを加速させるため、新規農業

法人の経営安定に必要な農業機械・施設整備費

の一部を助成いたします。

７ページにお戻りいただきまして、２の事業

の概要にありますとおり、予算額は１億6,211

万4,000円をお願いいたしております。また、

事業期間は平成20年度から平成23年度までとい

たしております。

次に、平成20年２月定例県議会提出議案（平

） 。成20年度当初分 の９ページお願いいたします

債務負担行為であります。地域農業推進課から

は１件お願いいたしております。これは、県農

業振興公社が農地保有合理化事業による農地取

得等を行うために必要な資金を金融機関等から

借り入れるため、損失補償として６億200万円

を限度に債務保証を行うものであります。

地域農業推進課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

営農支援課でございま○米良営農支援課長

す。

お手元の歳出予算説明資料の299ページをお

開きください。営農支援課の当初予算額は、一

般会計分が25億3,251万6,000円、農業改良資金

特別会計分が２億657万円でございまして、合

計で27億3,908万6,000円をお願いしておりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。301ページをお開きください （事項）農。

畜水産物加工体制確立対策費の○地域農産物加新

工推進モデル事業659万7,000円についてでござ

います。当事業は、農村女性等が生産・加工・

販売関係者等と連携しまして、地域農産物を活

用した加工開発に取り組む体制を構築し、企業

体として自立を目指す産業振興型加工グループ

への誘導・育成に向けた総合的支援を行うこと

によりまして、加工活動を通じた地域産業の活

性化を図るものでございます。

次に 事項 新農業振興推進費のうち ペー、（ ） 、

ジをめくっていただきまして、２の○みやざき改

食の安全・安心確保総合対策事業でございます

けれども、これにつきましては、後ほど平成20

年度予算案の主な新規・重点事業説明資料によ

り説明いたします。

次に、３の食ルネサンス「いただきます」推

進事業1,656万8,000円についてでございます。

当事業は、地産地消と食育を一体的に進めるみ

やざきの食ルネサンス運動のより一層の定着を

図るため、家庭、学校、地域等において「いた

」 、だきます を合い言葉とした県民運動を展開し
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県産農産物の消費拡大や健全な食生活の実現を

図るものでございます。

次に （事項）協同農業普及事業推進費につ、

いてでございます。地域における農業改良普及

事業及び営農支援課広域指導担当の活動費でご

ざいます。

次に （事項）農業改良普及活動特別対策事、

業費のうち、１の○活力ある担い手・産地をつ改

くる普及活動強化事業1,005万4,000円について

でございます。これは、地域を支える担い手の

育成、革新的な技術導入支援、集落営農の推進

等の課題に的確に対応するため、直接農業者に

接する普及指導員の能力向上を図るとともに、

普及指導協力委員の活用によりまして、農業者

ニーズの多様化や高度化に対応した円滑な普及

活動を展開するものであります。

次に、303ページをごらんください （事項）。

農業経営改善総合対策費のうち、１の元気な農

家をつくる経営健康診断事業4,536万1,000円に

ついてでございます。これは、本県農業を支え

る経営改善意欲の高い農家群に対しまして、将

来の経営の目標となる経営革新プランの作成支

援や、毎年の計画と実績を定期的にチェックす

る経営健康診断などを実施することによりまし

て、元気な本県農業の担い手の育成確保及び経

営体質の強化を図るものでございます。

次に （事項）農業金融対策費についてであ、

ります。これは、各種農業制度資金の融資の円

滑化を図るための利子補給等に要する経費でご

ざいます。このうち、１の利子補給金・助成金

の（７）農業経営基盤強化資金利子助成金と次

のページの２の農業経営改善促進資金無利子貸

付金につきましては、近年の資金需要が堅調に

伸びていることを踏まえまして、融資枠を農業

経営基盤強化資金は前年度より10億円増の40億

円に、農業経営改善促進資金は前年度より１億

円増の９億円に、それぞれ設定いたしておりま

す。

次に、304ページをお開きいただきたいと思

います （事項）災害資金対策費のうち、２の。

宮崎県農業災害資金利子補給金についてでござ

います。この利子補給金は、台風等の災害によ

り被災した農業者の経営再建を支援する緊急対

策のものでありますが、その中で、原油・家畜

飼料価格の高騰に伴って経営に影響を受けた農

業者の支援についても対応することといたして

おります。

次に （事項）環境保全型農業総合対策費の、

うち、２の○「宮崎産なら安心」産地体制確立改

、 。事業につきましては 後ほど説明をいたします

次に、305ページをごらんください （事項）。

重要病害虫防除対策事業費のうち、２の野生猿

被害防止総合対策事業1,907万1,000円でござい

ます。この事業は、中山間地域から平たん地ま

で広範囲に拡大している野生猿等による農作物

被害を防止するため、モデル地区を設置し、野

生猿対策専門のアドバイザー等の診断に基づく

地域ぐるみでの被害対策の実証及び検討を進め

るとともに、県内全域を対象に低コストで効果

の高い鳥獣被害防止施設の導入を支援いたすも

のでございます。

次に （事項）農産物高品位生産指導対策費、

の１の農産物安全・安心日本一推進事業2,532

万円でございます。平成18年５月にスタートし

ましたポジティブリスト制度に的確に対応しま

すとともに、本県が消費者から信頼される食料

供給県としての役割を担っていくため、適正な

農薬使用の推進と安全・安心な農産物を確保す

る産地体制の確立を図ってまいります。

、（ ） 、次に 事項 病害虫発生予察事業費のうち
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４の○宮崎県病害虫リスク管理強化事業1,393改

万6,000円でございます。農業現場においては

温暖化等の気象変動や種苗の流通の広域化等に

より、新規病害虫の発生や重要病害虫の突発的

発生による被害リスクの高まりが懸念されてお

ります。そこで、新しい病害虫予察手法の開発

や迅速な病害虫診断体制の整備とともに、農薬

だけに頼らない総合的な病害虫防除体系を確立

し、病害虫リスクの低減と農業生産の安定化を

図ることとしております。

次に、306ページをお願いします。農業改良

資金特別会計でございます （事項）農業改良。

資金対策費２億657万円です。担い手が農業経

営の改善を目的として、新たな分野等にチャレ

ンジすることを支援するための無利子の資金と

して２億円の融資枠を設定しております。

、 。次に 主な新規・重点事業を説明いたします

お手元の平成20年度予算案の主な新規・重点事

業説明資料をお願いします。９ページをお開き

ください。みやざき食の安全・安心確保総合対

策事業であります。当事業は、食品関係者の食

の安全・安心に対する意識の醸成を図り、食品

の品質表示の適正化を推進するため、食品関係

者に対する法令遵守の徹底や、県産品の表示状

況に対する監視指導体制の強化など、生産から

販売に至る食の安全・安心を確保する取り組み

を実施するものでございます。

具体的には、10ページをごらんください。ま

、 、ず 食の安全・安心に係る普及啓発を図るため

食品関係者を対象とした研修会等を開催するこ

ととしております また 食品表示ウオッチャー。 、

の配置や個別巡回調査の実施、並びに必要に応

じましてＤＮＡ等の分析検査の実施、これらを

実施することによります監視指導体制を強化し

ますとともに、県外におけるみやざきブランド

品目を中心としました県産品の表示状況を監視

するブランドＧメンを新設しまして、食品表示

に係る監視指導を徹底することとしています。

これらの総合的な取り組みを通しまして、予算

額340万1,000円をお願いしているところでござ

います。

次に、11ページをごらんください 「宮崎産。

なら安心」産地体制確立事業でございます。こ

の事業は、本県農業全体を環境保全重視の農業

に転換していくとともに、本県農産物の品質・

安全性及び信頼向上を図るため、エコファー

マーの認定や環境保全型農業技術の集団的な取

り組みを推進するとともに、適正な農業生産工

程管理手法、ＧＡＰと言いますけれども、ＧＡ

、 「 」Ｐの導入を支援し 消費者が 宮崎産なら安心

とする産地体制の確立を図るものでございま

す。

次に、事業内容でございますけれども、右側

のページのフロー図をごらんいただきたいと思

います。最初に、①のエコ農業産地拡大事業で

ございますが、減化学肥料あるいは減農薬等の

エコ農業の拡大を図るために、新たな技術開発

を進めますとともに、現地での技術の実証、検

討を行い、地域への普及を図ることとしており

ます。また、ＪＡ等の生産者部会が事業主体と

なりまして、産地全体で新たな環境保全型農業

技術の導入・実証及び生産された農産物の有利

販売等に取り組むモデル産地を育成支援するこ

ととしております。また、環境保全型農業の担

い手となるエコファーマーの認定を推進します

、 、とともに 有機農業推進法の施行に伴いまして

本県における有機農業のあり方を検討すること

といたしております。次に、②のＧＡＰ総合支

援事業でございます。安全・安心な農産物を提

供し、消費者の信頼を得るためには、エコ農業
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の生産拡大やファイナルチェックであります残

留農薬検査体制の強化とともに、農産物生産に

係るすべての工程でのリスク管理が求められて

おりまして、その手法として農業生産工程管理

（ＧＡＰ）の普及が重要となっております。し

かしながら、農業現場でのＧＡＰの認識はまだ

低く、その取り組みも一部の産地に限られてい

ますことから、農業者や農業技術者等に対する

ＧＡＰの普及啓発を進めますとともに、ＧＡＰ

の導入に取り組む産地の活動を支援し、ＧＡＰ

の普及拡大を図ることとしております。また、

農業者の安全や農作物の安全を確保するため、

農業機械の適正利用や無人ヘリによる農薬飛散

防止について推進を図ってまいります。これら

の事業を一体的に進めることによりまして、農

業生産工程管理を土台にしたエコ農業産地の拡

大を進め、本県農産物の品質や安全性、信頼性

等の向上を図り、消費者が「宮崎産なら安心」

とする産地体制の確立を図ってまいりたいと考

えております。予算額は1,983万6,000円をお願

いしております。

最後に、債務負担行為について御説明をいた

します。別冊の平成20年２月定例県議会提出議

案をお願いします。９ページをお開きいただき

たいと思います。第２表の債務負担行為の追加

でございます。これは、平成20年度における農

業近代化資金等の各制度資金の融資に対する20

年度以降に必要な利子補給額を債務負担行為と

して設定するものでございます。

営農支援課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

。 。た 質疑のある方はよろしくお願いいたします

きらり輝く山間地域農業活性○中野一則委員

化プロジェクト事業についてお尋ねいたしま

す。山間地域農業活性化ですが、基金も造成さ

れての事業ですけれども、市町村の数はどうで

しょうか。

対象としております市町○玉置農政企画課長

村は、山村振興法の振興山村の計画がある地域

でございまして、合併後の現市町村数からいた

しますと、17市町村という形で考えています。

ただし、振興山村並みの条件が厳しいというよ

うな形が認められれば、違う地域も認定してい

きたいというふうに思っております。

基金の拠出ということです○中野一則委員

が、その市町村も含めて３億円造成するんです

か。３年間に３億円。

県と市町村、３対１の割○玉置農政企画課長

合、３年間で総額３億円という形で考えてござ

います。

ちなみに、えびのは入ってい○中野一則委員

るんですか。

振興山村には計画がござ○玉置農政企画課長

いませんが、先ほど言いましたように、振興山

村並みというふうな形があれば、地域の要望に

応じて検討していきたいと思っております。

その場合には改めて基金を造○中野一則委員

成せないかんわけでしょう。例えば来年からス

タートした場合には、初年度に返って基金造成

に加わるわけですか。

この事業は１年度目から○玉置農政企画課長

入っていないといけないというわけではござい

ません。基金の積み方も年度ごとによってそこ

は変えていきたいと思っておりますので、その

企画が実行されて、ある程度これで事業ができ

るという段階において基金の積み立て等をお願

いすることになると思います。

その場合には３億を超える基○中野一則委員

金になるというふうに理解しておけばいいです
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ね。

基本的には３億を考えて○玉置農政企画課長

ございまして、２年度目、３年度目、市町村か

らどのぐらい基金を募るかということは、その

事業の進捗状況を踏まえまして検討させていた

だくことになると考えます。

次に、294ページ、新事業の○中野一則委員

地域連携グリーン・ツーリズムビジネスモデル

支援事業というのがありますが、もっと具体的

に説明をいただけませんか。

この事業につきまし○岡崎地域農業推進課長

ては、県内のグリーン・ツーリズムを推進する

ということから、地域が一丸となった、まずグ

リーン・ツーリズムのビジネスモデル地区を組

織したいというふうに思っています。大体１年

間に３地区を目標にビジネスモデル地区を構築

したいというふうに考えています。ビジネスモ

デルという意味は、グリーン・ツーリズムは単

体でやった場合、実際の収入とか、来られる方

、 、の増加になかなかつながりませんので 地域で

いろんな方がいらっしゃいますので、地域ぐる

みで一丸となってつくっていきたいというふう

に考えています。あわせまして、つくるときの

ためにアドバイザーを設置いたしまして、現地

におけるアドバイス、運営、受け入れ体制の指

導等をやっていきたいというふうに考えており

ます。

その３地区は決まっているん○中野一則委員

ですか。

まだ決まっておりま○岡崎地域農業推進課長

せん。今からということになります。

県の本年度の重点施策の一つ○中野一則委員

に中山間地域対策事業が入っていますね。その

目玉の一つだと思うんですが、地域づくりとい

う面での事業だと思うんですけれども、観光・

リゾート課もふるさとツーリズム推進事業をし

ているんですね。それとの連携というのはとれ

ているわけですか。

ふるさとツーリズム○岡崎地域農業推進課長

の観光・リゾート課の協議会の中に私どもも

入っております。観光・リゾート課は県外から

お客さんを呼んでくるほう、我々は受け入れる

側、農山漁村の受け入れる側というふうに整理

してございます。

グリーン・ツーリズムという○中野一則委員

ことですから、我々が昨年調査した西臼杵のあ

あいうのをあと３カ所、県内につくりたいとい

うことですか。

夕日の里が一番いい○岡崎地域農業推進課長

例だと思いますけれども、西都とかあちこちで

芽が出てきておりますので、そういうのをさら

に発展させていきたい、あるいは新しくそうい

う芽をつくっていきたい、農家民泊等を含めて

やっていきたいというふうに考えています。

今、西都という話がありまし○中野一則委員

たが、西都から手が挙がっているんですか。

たまたま例で出した○岡崎地域農業推進課長

だけで、他意はございません。失礼しました。

わかりました。○中野一則委員

ほかにございませんか。○押川委員長

288ページですが、農業協同組合○満行委員

指導費、県と農業協同組合、農業共済団体との

関係、そして１、２、３、予算が組んでありま

すが、この主な使途、事業の概要を教えてほし

いんですが。

まず、農業協同組合検査○玉置農政企画課長

費でございますけれども、常例検査というのを

行っておりまして、農協法に基づいておおむね

２年に１回周期で実施しているところでござい

ます。そういった常例検査に係る費用を主に計
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上しているものでございます。

農業組合指導費でございますけれども、これ

につきましては、検査専門員というものを置い

てございます。専門性が非常に高まってござい

ますので、公認会計士等ですけれども、専門員

を設置いたしまして、一緒に検査体制を充実さ

せるための報酬等の経費をここに計上してござ

います。

農業共済団体指導費につきましては、これに

つきましても、共済組合に対しての常例検査が

ございますので、そういった関係の指導経費に

つきまして計上しておるところでございます。

具体的に、１番の検査費の353○満行委員

万4,000円、旅費とかそんなのですか。

常例検査費が245万その○玉置農政企画課長

、 、うちありまして 普通旅費等が200万ですので

大部分が旅費等に計上されているところでござ

います。

301ページ、営農支援課、農畜水○満行委員

産物加工体制確立対策費729万6,000円、２番の

○地域農産物加工推進モデル事業、これはビジ新

ネスモデルというか、経営体に移したいという

、 、 、 、ことですけれども 具体的には 仕入れ 加工

販売すればルートとか、経理とか、いろんな専

門的なことの指導が要ると思うんですけれど

も、指導者とかコーディネーターとかいうのは

どこが担われるわけですか。

モデル事業につきまして○米良営農支援課長

は、ＪＡが基本的には事業実施主体になりまし

て、加工グループを中心に生産者、販売業者、

流通業者、あるいは専門の加工業者、そういう

方々と連携しまして、検討する協議会をつくる

というのが一つございます。その中でいろんな

御意見を伺いながら、その加工グループ等が商

品開発をやっていくということでございます。

その中にコーディネーター等を配置して、その

コーディネーターを中心にいろいろ調整をやっ

ていくという形で考えております。

具体的にこの720万は委託料なん○満行委員

ですか。それとも直接経費なのか、協議会の運

営費というのは直営でやっていらっしゃるの

か、よくわからないんですけれども、そのあた

りをお願いします。

まず、１の加工対策総合○米良営農支援課長

推進費、これは県の事務費でございます。２の

地域農産加工推進モデル事業の（１）の開発推

進体制整備事業、これは補助金でございます。

（２）の加工開発条件整備事業、これも補助金

。（ ） 、でございます ３ の加工販売戦略支援事業

これは県の事務費と一部委託費でございます。

補助の相手先は協議会ですか。Ｊ○満行委員

Ａですか。

（１ （２）はＪＡ等と○米良営農支援課長 ）

なっております。

わかりました。○満行委員

287ページ、農政企画課、連絡調○坂口委員

整費のところの見方です。当初を19年度と比べ

ると倍以上で、予算が圧縮されていく中でとい

う見方でまず一つはいいんですね。部内連絡調

整費、10分の10、県単となっているところの理

解と、19年度の全体、現計を見てもですけれど

も、これをはるかこの分だけで超しているとい

うのの解釈は。

増の要因でございますけ○玉置農政企画課長

れども、実は農林振興局の公用車が10年、10万

キロ以上走って、かなり古い状態になってござ

、 、いまして それが４つの振興局でございまして

その４台分が428万4,000円分ございまして、そ

れが去年とは新たに違う部分で増額という形に

なってございます。
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車が連絡調整費とかで上がってく○坂口委員

るわけですか。

連絡調整費の中に、一般○玉置農政企画課長

事務費等々、電話の基本料金等あるんですけれ

ども、農林振興局の事務費というものがありま

して、そういった観点で備品購入費として出て

くると。

感覚的に、車が調整費という仕分○坂口委員

けをされるというと、普通は、例えばあれは資

産登録しますね。消耗品と考えていいのかどう

かというところの整理の仕方、予算書から車と

いうのが全く見えてこないですね、普通の感覚

でやっていくと。全庁的にそういうカウントの

仕方をしているんですか。管財課あたりはどん

なぐあいにやっているんですか。やっぱり資産

として登録する……。

基本的に備品購入費とし○玉置農政企画課長

て予算計上してございまして、基本的にはこう

いう形で全庁的には整理されているというふう

に考えてございます。

こちらでどうするという判断すべ○坂口委員

きものじゃないと思うんですけれども、予算の

審査のあり方として、今初めて気がついたんだ

けれども、調整費あたり僕はどうしてもソフト

をイメージしますね。ほかの備品と違って、あ

、 。れは課税対象にもなり 資産でもあるんですね

そこらが調整費のカウントで……。これは内部

での全庁的な、特に総務あたりの予算の仕分け

の仕方というのを考えてもらう必要があるん

じゃないかと思います。それにしても、それ

が400万余りふえても、まだ1,000万というと、

そのほか何かそういったものがここに入ってき

ているわけですか。

もう一つは、調整事務費○玉置農政企画課長

という３番の項目がございます。これにつきま

、 、しては 不適正な事務処理の関係で20年度より

緊急に備品等が必要になった場合に、連絡調整

課というか、その部の中で対応できるような形

で農政水産部としては100万円計上しておると

ころでございます。

ことごとく対農家支援含めて、補○坂口委員

助金、中には市町村なんかへの誘導的な補助金

あたりもあるのかもわからないですけれども、

全体的には減額方向ですね。100万持っておら

れるというのは、今の時点で何に支出するかも

ない、特定の使い先がないものの連絡調整、行

き詰まったとき、ぱっと自分らが手軽に進めよ

うかという性格の金ですね。そういうものをこ

こで計上して大丈夫なんですか。自分らが支出

していく金なんですよ、これは。圧縮に圧縮を

重ねて、ちょっと我慢してください、こういう

財政状況ですからということで農家に対しての

支援なんかは全体が減額の方向です。そこで使

いもしない、いまだ使い先もわからない金を

プールしているという解釈になるんですけれど

も、当初予算でそういうことを計上してくるこ

とというのは 感覚的にどうですか 僕はちょっ、 。

と理解できないですね。

農政水産部としては必要○玉置農政企画課長

な予算を頑張って計上していこうと思っており

ますけれども、今回、全庁的に、調整事務費に

ついては各部こういう形で整理をするというこ

とで方針として決められたことでございまし

て、我々としては、当然必要な備品等について

は当初でちゃんと予算計上していくという形に

してございますけれども、緊急対応ということ

が必要な場合に、全体の部としては調整事務費

として計上するという形で整理をされましたの

で、農政水産部も従いまして、計上させていた

だいているということでございます。
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緊急的というのは、その場になっ○坂口委員

て発生するわけですね。今、100万、緊急性も

何も、使い先もないわけですね。裏金再発防止

策を検討するという約束で県民に説明したわけ

ですけれども、突発的にあすにでも100万が支

出されることになって、ゼロになったとします

ね。これから１年、仕事をやっていくわけです

ね。その間にまた同じ状況が起こらんとも限ら

ないから、100万持っていたからって再発防止

にならないわけです。再発防止策を検討して、

二度と起こらないようにするといった割には

今言われたように、１年間これから仕事を―

やっていく上で必要な備品を購入するためのも

のは、しっかり精査して、備品費としてそれぞ

れ今計画を持っていると。それ以外に突発的な

ものが出てきてと、説明されていることはわか

るんですよ。ただ、問題は、今、１年間で必要

なものが本当に精査できるかということ、１年

間の間に要らなくなるものがあったから予算の

流用というものが出てきたわけで、最終までそ

の予算を、その備品を確保しなくても、１年間

仕事はできてきたわけですね、流用した部分に

ついては。

例えば、何でもいいですよ。事務用の５万な

り10万の品物を購入する予定で予算を計上して

いた。でも、それが要らなくなったから、ほか

のものに、ユニフォームに変わったりとか、い

ろんなものに変わった。でも、１年間行政は進

んできて 何ら支障なかったと思うんです あっ、 。

たら問題です。ということは、１年間のものを

精査してから、絶対必要なものを予算通過後１

週間ぐらいで部長が総務部長に計画リストを出

せるわけがないんです。部長、そうなっていま

すね。議会最終日から１週間以内に年間の備品

購入計画書というのを総務部長に提出するよう

になっていますね。その中には具体的にずっと

入っていくわけですね。その仕組みを変えな

きゃだめだと思うんです。原則的にそういう積

み上げたもので何千万必要というのは、備品１

年間必要というのは出てきます。ただ、その中

でも、執行していく中で優先順位が変わってき

たと。どうしても今これが必要となったという

ときは、あるものは部長決裁、あるものは課長

決裁、あるものは主幹決裁でもいいと思うんで

すけれども、その中でやっていって、それが１

年間行き着かずに100万不足が出た、備品費が

なくなってしまった、そのときに100万円を確

保すべきで、これはやっぱり財政方が持ってい

るべきだと思うんです。それか工面すべきだと

思うんです。何に使うかわからない、必要性が

出たとき使うんですよというのを当初予算で確

保しておきながら、一方では、財政を減らして

いっているんです。これは総務部に言わなきゃ

だめなことだけれども、各部共通してそういう

認識でやっていかないと、何の改善策にもなっ

ていないということです。１年間過ぎて100万

残りましたとなるかもわからない。何日か先に

は、急にリストにないものの購入が必要になり

、 、ました 試験場で試験機器の備品が壊れました

全体が動きませんということになれば、当然購

入せざるを得ない。きょうにでも購入せざるを

得ない。あしたから100万ないわけです。だか

ら、改善策につながる予算の計上の仕方ではな

いと思います。改善策としてそういうことを

やっていきますということだったですね、柔軟

性、緊急性を持たせるための工面を予算の編成

のあり方で考慮しますということで。これで本

当にそういうことに対応できますか。

全庁的な取り組みとして○玉置農政企画課長

もう一つございまして、予算流用の手続の簡素
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化というものもございます。同一の目内で節間

の予算流用について、今までは総務部長に申請

していかなきゃいけなかったところをその申請

を不要として、連絡調整課の中で審査をして使

えるということがございますので、必要な場合

には、こういった目間流用の中でまず措置をし

た上で、例えば100万を使う事態が出てくれ

ば100万のほうにという形で、全体を調整しな

がら対応していくというふうに考えておりま

す。

僕は、それ一本に限るべきだと思○坂口委員

うんです。現実的にそれでやっていって、連絡

調整の中でといったら、どういう決裁をやって

いくかわからんですけれども、持ち回りなり、

電話での説明なりで決裁とかできると思うんで

す。それにたけた人たちだけだから、何を話し

ているかというのは即座に判断できると思うん

です。そうなったときに、やっていって、なく

なった時点でいいじゃないですか。次の予算な

くなるなと、年度途中でなくなるなとなったと

きに、そのときに追加で財政方と話をする。こ

ういう理由で尽きていくけれども、今後まだ当

初に上げた備品がこれだけ購入できていない

し、何月何日には必要になってくると。そのと

きに予算がないと言えば、正規の今までの査定

というか、財政方とのこれは要求になるんで

しょうか、そういう過程を経て100万なりを確

保する、あるときは500万なりを確保するとい

うのが本来の正しいやり方じゃないかと思うん

です。逆に、ずっとその100万を支出する必要

がなかったと、当初見込んだとおりで年度末に

いきそうになったとなると、査定でけられてい

る、最初、どうしても欲しいけれども予算で認

めてくれなかったというものにその100万は支

出されがちです。結果的にこの100万は毎年支

出されていくようなことになっていくと思うん

です。だから、これは本当の意味での抜本的な

改革じゃなくて小手先と思うんです。環境森林

部にもこれは言ったんですけれども、こんなの

は財政なり予算の考え方の抜本的な改革をやっ

たというんじゃなくて、僕は小手先でしかない

と思うし、とにかく予算の考え方として、使途

目的が決まっていないものを当初予算で確保し

ておいて、必要が出たら使いますということで

しょう。緊急性はここには認められないと思う

んです。一方では、僕らはいろんな要望を地元

で受けながら、わかるけれども、金がないんで

すよという断り方をたくさんやらされているん

です。これはどうしても理解できる予算の仕組

みじゃないと思うんですけれども、部長、こう

いう現実をどう考えられますか。

坂口委員御指摘の考え○後藤農政水産部長

方、そういう視点というのも確かにあると思い

ます。これは県庁部内の予算の編成の仕組みを

一応モデルとして示されている中で、今回はこ

こに計上しているということですので、枠とし

て認められる予算というものの是か非かという

、 、点で言えば 例えば金融の枠等もございまして

そういう立て方もあるのかなということは私ど

もは考えております。ただ、おっしゃいますよ

うに、ほかの予算が全体的に厳しい、予算がな

いという中では、目間の流用を含めて、そちら

で工夫できるところを工夫した上で、そして最

後に例えばこれを使っていくとか、やっぱり使

い方の一定のルールを明確にしていく必要があ

るかなというふうに思いながら聞いておりまし

た。

くどくなってしまいますけれど○坂口委員

も、あと２点だけ、一つは、連絡調整範囲内で

、 、流用というか 備品の購入の入れかえというか
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どれぐらいの時間がそれにかかるのかというこ

、 、 、と もう一つは 同じように査定を受けてきて

備品をこれまで財政は認めましょうということ

で年間の備品購入の予算というものが合計額が

決まりますね。一番先で購入する、年度当初４

月１日にすべて購入じゃないはずですから、３

月31日までの間の購入計画というのがあるで

しょうから、一番下期に来るものの中から100

万円については流用してもいいですよと、仮に

流用した理由とかそういうものが、当然決裁方

式は要りますが、それが財政方が納得できるも

のであれば、時期が近づいたときに当初計画し

ていた備品については購入できることを保証し

ましょうというなら、工面がなされると思うん

です。でも、上げていて、いざというときやっ

てくれといったら、後でそれを査定して財政が

それはだめだから返せということはできないと

思うんです。その工面がここには仕掛けられて

いないということです。一方では連絡調整で流

用できるというのをつくったら、なぜそれを

しっかりした流用の考え方に置いて即対応でき

るようにしなかったかということです。農政水

産部に言ってもしようがないんですけれども、

そういう指摘があったということをしっかり部

長会議なりに持ち帰ってほしいということで

す。

ほかにございませんか。○押川委員長

常任委員会資料でもらいました中○権藤委員

の、先ほど一部質問もあったんですが、きらり

輝く山間地農業のところですが、これは全国等

で先進地とかモデルになるようなところがあっ

てという、そういう例があるのかどうか、全く

全国で初めての取り組みなのかという点はどう

ですか。

このように提案型の事業○玉置農政企画課長

というのは全国でも例がない形だと思っており

ます。我々の調べた範囲ではこういった事業は

余りないと思っています。山間地域対策はいろ

いろありますけれども、こういった提案型とい

うのはまれに近いというものでございます。

今までも問題意識は物すごくあっ○権藤委員

たんだけれども、なかなか現状が改善されない

ということで時間がたってきたなという、我々

自身も責任を感じているわけですが、そういう

中に新しい試みとしてということで、ただ、集

落とか市町村とか、そういったところが第一線

になることは間違いないわけですが、そういっ

たところを後押ししようという考え方かなとい

うことで、やってみていい結果が出ることを期

待するんですが、その中で外部評価組織、第三

者委員会、既に大体の構想は固まっているんで

すか。

具体的な形には構成して○玉置農政企画課長

ございますけれども、今想定している、考えて

、 、いることとしては 例えば学識経験者ですとか

県に産業支援財団というのがございますけれど

も、そういったところのコーディネーターさん

とか、地域の方々などにも入っていただきなが

ら、総合的に、決してチェックだけではなく、

いろんな指導、御助言もいただけるような組織

としてつくり上げていきたいと思っておりま

す。

先ほどの説明の中で、振興山村○権藤委員

が17市町村プラスアルファという話で、えびの

は当然入っているのかなと思ったら、入ってい

ないということだったんですが、17市町村とい

うのはちなみにどういったところですか。

長くなりますが、読み上○玉置農政企画課長

げますと、綾町、北郷町、日南市につきまして

、 、は一部集落 串間市についても一部集落が該当
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都城市につきましては旧山之口町が該当、小林

市につきましては旧須木村が該当、西都市につ

いても一部集落、西米良村は全体、木城町も全

体、延岡市につきましては旧北方町、北川町、

北浦町が該当、日向市については旧東郷町、諸

塚村、椎葉村は全体、美郷町についても旧３村

、 、 、全体 高千穂町については一部集落 日之影町

五ヶ瀬町が全体という形になってございます。

１対３の割合で基金を３億円造成○権藤委員

するというのは、３億円は県が出す分だけとい

う考え方で、４億円になるんですか。

３億円の内訳として県が○玉置農政企画課長

３、ですから２億2,500万、残りが市町村とい

うふうに考えてございます。

集落の力が衰えていくのを防ぐと○権藤委員

いう意味でも何らかのいい方向にいってほしい

なと願うわけですが、実際には、やってみない

となかなかわからんのかなということですが、

３年がかりでやってもらうわけですから、ぜひ

うまくいくようにやってほしいなというふうに

本当に思います。

それから、引き続きで６ページですが、農家

、 、 、も 認定農家とか言いながらも 中小の農家は

疲弊というと言葉が悪いけれども、実質的には

高齢化と疲弊はしていると思うんです。こうい

うところで共同作業とかそういうのがうまく回

らなくなるんじゃないかというような心配のも

とに、これをうまく元気づけていこう、こうい

うことかなというふうに思うんですが、これに

ついての県の役割と、これも地域なり市町村が

前面に出ていくのかなというふうには思うんで

すが、ことしは1,300万かけて取りかかるわけ

ですが、県の果たす役割を、失礼な言い方だけ

れども、担い手育成支援協議会とか書いてある

んですが、もう少しわかりやすく説明してほし

いと思うんですが。

今、委員おっしゃい○岡崎地域農業推進課長

、 、ましたとおり 集落に担い手というのが少ない

その中で、小規模農家あるいは女性あるいは高

齢者、この方々がみんなで集落の農業はもとよ

り、集落の維持発展を図るという必要がござい

ます。そのためには、まず集落で話し合いをし

ていただいて、集落の将来のあるべき姿、ある

いはどういうふうに集落をやっていこうかと、

それが一番大事だと思いますので、ここをまず

。 、やっていただこうと 県の役割でございますが

県は、当然県のほうの全体の担い手の協議会を

持ちまして、どうやろうかという大きな方針を

つくります。地域では、市町村はもとより、普

及センター等々入った地域の担い手協議会をつ

くっております。この話し合いに対して必要な

助言指導がどうしても出てきますので、そのあ

たりをみんなでサポートしていこうというふう

に考えてございます。ちなみに、ビジョンにつ

きましては、１年間に30地区ぐらいでつくって

いきたいというふうに考えています。

３年がかりですから、30地区ぐら○権藤委員

いの集落を指定するんですか。対象地域として

３年連続して見ていこうということでしょう

が。

集落ビジョンを30地○岡崎地域農業推進課長

区ぐらいでつくっていただきたいと。ビジョン

まで行く段階いろいろございますので、目標と

しては30地区ぐらいでそういうビジョンをつ

くっていただいて、そのビジョンの中で必要な

ものについて、上のほうにあります事業、ある

いはほかの事業などを入れまして、総合的に支

援していきたいというふうに考えております。

これも30ぐらいの市町村があるわ○権藤委員

けですが、大体行政単位で１つとか、その選び
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方等についてはまだ絞ってはいないわけです

か。

これは別に１市町村○岡崎地域農業推進課長

から１つとかそういうことを決めておりません

ので、そういう機運が盛り上がらないと、官主

導でやってくださいといってもなかなか難しい

ところがございますので、そのあたりの仕掛け

を地元の農業委員会なり、あるいは普及セン

ターなり、あるいはＪＡなり、そういうところ

で入っていただけたらなというふうに考えてい

ます。

次に進みますが、７ページのみや○権藤委員

ざきフロンティア農地再生事業、これについて

は県の農業振興公社が主体になってやるという

ことのようですが、今まで私は、県の農業振興

公社の役割が具体的にわかっていなかったわけ

ですが、これを見てみますと、例えば土木建設

から来た農業法人等についても、手伝ってもら

おうじゃないかということ等も入っているよう

ですけれども、当面はどこか目標としてやると

いうところをことしは決めているとか、そうい

うことは具体的にはどうなんでしょうか。

まず、ことしは、予○岡崎地域農業推進課長

算成立後にプロジェクトチームを各支庁・振興

局単位でつくりたいと思っています。これにつ

きましては、特に地域段階では、８ページの一

番上にございますが、支庁、振興局、普及セン

ター、当然市町村とか、農業委員会、ＪＡ等、

そういう関係者が入ったまずプロジェクトチー

ムをつくりたいというふうに考えています。

。復元すべき農地等1,033ヘクタールあります

これは農業委員会のほうでそういう情報を持っ

ておりますので、まず、耕作放棄地になってい

る農地の所有者にお手紙を出したいというふう

に考えています。あなたの農地は荒れています

と、したがって、これは復元していただきたい

と思っていますと、つきましては、その農地を

復元していただけませんかというのと、貸して

いただけませんか、あるいは売っていただけま

せんかと、そういうのをあわせていきます。そ

、 、 、れから さらに 御本人の同意が要りますので

復元した農地を売るなり貸すなりしたときにそ

ういう情報を出していいですかと、そういうの

もあわせてやっていきたいと思っています。

公社を絡めたのは、農地保有合理化事業、こ

れは農地を買ったり借りたりする中間保有がで

きるような事業ですけれども、これを県全域で

やれるのは県の公社だけですので、そこが全体

的にそういうこともやるということでつなげて

いきたいと。解消するだけではまた荒れますの

で、それを担い手なり必要な者に集積していき

たいと。法人の事業を挙げているのは、今まで

解消してきた農地の売り渡し先、貸し先といい

ますか、それを見てみますと、約５割が農業法

人が利用いただいております。そういうことも

ありまして、やはり農業法人というのは大きな

力でございますので、農業法人の育成支援も、

認定農業者の農業法人へのステップアップ含め

た、そういう事業をあわせて一体的にやりたい

というふうに考えております。

土地の集約を目的として、例えば○権藤委員

従来の例でいくと、北浦町かどこかに農業法人

があって、実質的には40幾つの市町村のうちで

機能していたのはそこだけじゃないかというよ

、 、うな認識でおったりしたんですが 市町村には

土地の集約等について機能する法人とか組織は

今のところなくて、県の振興公社ということな

のか、それはそれでありますよということなの

か、そのことはどうなんでしょうか。

市町村段階には、市○岡崎地域農業推進課長
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町村が先ほど言われましたやつが２つ、それか

らＪＡ等がやるのがございます。ただ、そこの

ところは貸し借りのみを扱っておりまして、売

買は県の公社だけでございます。

２点お尋ねをしたいんです○外山三博委員

が、１点は、303ページの経営改善意欲の高い

というので２番目の革新的技術導入経営体支援

事業、これは具体的にはどんな技術的革新を想

定しているんですか。

革新的技術導入経営体支○米良営農支援課長

援事業は、農業改良普及センターが意欲的な農

家等への経営改善指導 経営改善計画を作成―

する支援をしたりする普及センターの事業でご

ざいます。

革新的技術導入経営体支援と○外山三博委員

書いてあるから、革新的技術導入というのはど

んなことなんですか。

例えば施設園芸で言いま○米良営農支援課長

すと、水耕栽培とか、あるいは新しい品種を導

入するとか、そういうことによりまして自分の

経営改善を図っていこう、あるいは規模拡大を

やっていこうというようなとき、いろんな新し

い技術を使ってやっていくというのを支援する

ということでございまして、今申し上げました

ような水耕栽培とか、養液栽培とか、あるいは

養液土耕とか、あるいは天敵を使って農薬を減

らすとか、そういういろんな技術を開発してお

りますので、そういう技術導入を農家に対して

支援していくということでございます。

その際、試験場との連携とい○外山三博委員

うのは当然あるわけでしょう。

技術の開発、例えば天敵○米良営農支援課長

利用とか、あるいは養液土耕の栽培技術確立と

か、こういう基本的なものにつきましては、当

然試験場のほうでも開発していただいておりま

すし、それをもとにして普及センターのほうで

現地で実証圃を設置しながら、農家のほうに技

術移転をしていくということでございます。

もう一点。幅広く深く聞いて○外山三博委員

いきたいんですが、農業大学校についてお尋ね

したいんですが、現状、今、農業大学校での卒

業生は何名いるんですか。

この前、卒業式をやりま○松尾農業大学校長

したけれども、学科生、高校卒業して２年間勉

強した学生が62名、それから専攻科といいまし

て、学科を卒業して２年間また専門的に勉強し

た学生が４名、66名卒業しております。

学部というのか、学科という○外山三博委員

のかは幾つあるんですか。

学科としては３つござい○松尾農業大学校長

ます。農産学科、園芸学科、畜産学科、コース

として農産学科に水稲畑作と茶業、園芸学科に

野菜と花と果樹、畜産学科に肉用牛と酪農がご

ざいます。

卒業生の卒業した後の進路、○外山三博委員

どこにどういうふうに行っていますか。

ことしの例で言います○松尾農業大学校長

と、法人の就農、自家に就農とか、そういうも

のを含めて即就農が学科62名のうち27名になっ

ております。研修後就農するというのが７名、

農業団体に行くのが10名、関連産業が５名、進

学等６名、就職等が３名、まだ決まっていない

学生が４名ということになっております。

農業大学校という名前です○外山三博委員

が、学校法人、専門学校とかいろいろあります

ね。宮崎県の農業大学校の位置づけ、法的には

学校なんですか。

いわゆる学校教育法に基○松尾農業大学校長

づくものではないですね。

ということは、どういうふう○外山三博委員
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。 。に理解したらいいんですか 研修所なんですか

法的な位置づけは何もないんですか。

農業改良助長法に基づく○松尾農業大学校長

研修施設というふうな位置づけになっておりま

す。

ということは、ここを出て単○外山三博委員

位というか、修業が終わった段階で資格が取れ

るものは何かあるんですか。

今のところ、学科卒業生○松尾農業大学校長

については宮崎県農業経営士という称号は与え

ております。

ここでやっておられる研修の○外山三博委員

レベルがどのくらいのものか私、わかりません

が、例えば就農した人が20数名ということで、

家に帰っていく。畜産も施設園芸もいるんで

しょうが、ここで研修する内容、例えばバイオ

技術を使った茎頂栽培なんかもここで習得でき

るんですか。

科目の中でバイテクの勉○松尾農業大学校長

強はしております。

勉強するのは勉強しますが、○外山三博委員

自分で帰って施設園芸をやるとき、茎頂栽培を

自分でできるのか。例えば育種の勉強をして、

品種改良まで交配してするレベルの勉強もここ

でやっているのかどうかということなんです。

あくまでうちの場合は、○松尾農業大学校長

我が家に帰って実践的なそういう技術を磨くと

いいますか、そういうのが主体でやっておりま

すので、研究とかそこまではいかないと思って

おります。

大体レベルはわかりました。○外山三博委員

もう相当たちますね。相当広い土地ですね。50

ヘクタール以上あるのかな。広さを教えてくだ

さい。

農大校の敷地、研修セン○松尾農業大学校長

ターもございますけれども、88ヘクタール程度

ございます。

これは全部使っているんです○外山三博委員

か。

全部使っております。○松尾農業大学校長

細かくはいいけれども、どう○外山三博委員

いう形で使っておられますか。

例えば畜産あたりの放牧○松尾農業大学校長

地が結構広いのがございますし、水田もかなり

広く使っておりますので、今のところあいてい

る土地というのはほとんどない状況です。

ここの予算が２億7,000万、○外山三博委員

これは運営管理費ですね。職員が40名だと、２

億7,000万の管理維持費と職員の人件費が３億

ちょっとぐらいでしょうか。使っているお金が

全部合わせますと６億前後になると思います。

そこで、６億を使うと10年で60億になるわけで

。 、すね 何を私が言わんとしているかというのは

６億毎年使っていって、ここで研修した人たち

が出ていく、その費用対効果というか、農業大

学校にこれだけの広い土地があって、これだけ

の費用を使って今あるわけですが、本当にそれ

だけの費用対効果があるのか。今までこういう

形でやってきたから、惰性でただやらんといか

んということでやっていることはないのか。そ

、 、の辺のところの感じ もちろん当事者ですから

しっかりやって、それだけのことはありますと

いうお答えでしょうけれども、どうですか、正

直なところ。

うちの場合は推薦入学と○松尾農業大学校長

一般入学とあるんですけれども、すべて学校か

らの推薦ということで、意欲を持っている高校

生を入学させていますので、そういうことはな

いというふうに考えております。

卒業していった卒業生、それ○外山三博委員
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を受け入れた地域、団体、企業等からの評価と

いうか、フィードバックしてくる声というのは

あると思うんです。そういうものがあれば聞か

せてほしいんですが。

就農した場合はほとんど○松尾農業大学校長

ＳＡＰに入って活動しておりますし、この前、

高岡の酪農をやっている石川君ですか、農林水

産大臣賞をもらったんですけれども、彼も大学

校の卒業生でございます。それから、ＪＡあた

りも行っていますけれども、悪い評判は聞いて

おりません。

大体今やっておられるレベル○外山三博委員

というか 内容はわかりました それなりにちゃ、 。

んとやっておられると思うんですが、その中で

一歩進めてほしいと思うのは、最初に聞きまし

た位置づけ、学校ではない、研修所でもいいん

ですが、今、資格の社会になっていますね。こ

こを卒業したら資格がこういうものが取れると

いうような何か位置づけというか、そういうこ

とにはいかないんですか。経営士の資格だけは

あるということですが、国の資格を取れるよう

な学校にできないのかどうか。

各県に農大校ございまし○松尾農業大学校長

て、専修学校への位置づけというのをやってい

る学校もあります。例えば大学のほうに行ける

とか、そういう資格になるんですけれども、今

のところ、うちとしては、やはり地域に帰って

地域で農業をやるんだという、就農するという

のを大きな目的にしてやっていますので、今の

ところそれは考えていないところです。

せっかくこれだけの予算を○外山三博委員

使ってやっているんだから、今あなたが言われ

たことも必要ですよ。プラスそういう資格が取

れる分があればもっと生きてくると思うんで

す。ぜひこれは前向きに検討してもらいたいと

思いますが、部長、どうですか。

外山委員おっしゃる趣旨○後藤農政水産部長

はよく理解できます。農大校を当初、改築しま

したときに、当時の農業改良助長法がございま

して、その中では農大校の卒業生も農業改良普

及員の受験資格は取得できるようになっており

。 、 、ました ところが 助長法の改正がありまして

受験資格が変わってきたものですから、その意

味で、農大校の出身者が今現在それを直接には

取れないという形に変わってきているところで

す。当初は確かに、おっしゃいますように、受

験資格を認められるような形でスタートしてお

りますので、またいろいろなほかの関係団体等

の調査等も行いながら、将来像を少し明確にす

る必要があるかなというふうに思います。

ひとつ前向きにこれは検討し○外山三博委員

ていただきたいということを要望しておきま

す。

それから この農大校に関して私 前から言っ、 、

てきたことがあるんですが、この施設を利用し

て、特に東南アジアの青年たちに開放して、受

け入れて、ここで研修をさせたらどうだろうか

と。特に今は安心・安全ということが食に関し

。 、て世界的なテーマになっていますね その中で

日本の安心・安全に取り組む技術というのは非

常にレベルが高いものがありますね。温暖化対

策も、さっき話がありましたように、作物の品

種改良含めていろんなことをやっておられる。

そういう現状を考えたときに、農大校のこれだ

けの施設がありますから、東南アジアの青年た

ちを受け入れて 中国を含めた 東南アジアずっ、 、

とありますが、宮崎発というか、宮崎に来て農

大校でそういうことを研修したということで、

食の安全という意識を持った青年たちが東南ア

ジアにずっと広がっていくと、宮崎の農業に関
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するリーダーシップというか、そういうものが

出てくるんじゃないかと。せっかくこういう施

設があるからですね。今の段階でこの事業の予

算の中でそういうことはありませんが、来年度

に今、私が言ったようなことをぜひ研究検討し

てもらいたいと思うんですが、いかがでしょう

か。

海外の農業に資すると、○後藤農政水産部長

そして宮崎県の農業のステータスを上げていく

というのは方向としてあるんだろうというふう

に思います。ただ、今一番海外との関係で問題

になっていますのは、種苗、こういったものの

知的財産権の保護、それから海外で直接栽培さ

れることによる競争力の問題、そういった問題

もいろいろ背後に控えるかと思いますので、そ

ういった点もあわせて検討をしてみたいという

ふうに思います。いろいろな海外をどう育てる

かということは、やはり基本的には日本国内に

返ってきますので、そういった大きな視野でい

ろいろと検討してみたいと思います。

私は、そういう視点で宮崎の○外山三博委員

農業を組み立てていくことが宮崎の農業を世界

に売っていくベースになると思うんです。今、

部長は検討してみたいということですから、来

年度に入って適当な時期にまた、どの程度検討

されたか、お聞きいたします。

重点説明資料の９ページです。み○松田委員

やざき食の安全・安心確保総合対策事業という

ことで、営農支援課、次のページに「宮崎産な

ら安心」産地体制確立事業があります。これは

食品関係者ですとか生産者向けの施策と思うん

ですが、今一番関心のある食の安全・安心、消

費者に向けての取り組みは、部全体ではどこが

どういうような形で今回おやりになるんでしょ

うか。

私どもの課では、特にＪ○米良営農支援課長

ＡＳ法を中心に所管しておりまして、ＪＡＳ法

の業者さんへの啓発とか、そういうのを主に

。 、 、やっております ただ 消費者につきましても

特に適正な表示がされているかということで、

食品表示ウオッチャーというのを県内に80名お

願いしておりますが、この方々は消費者でござ

います。そういうウオッチャー活動を通じて一

つは啓発をさせていただいているというのがご

ざいます。また、食と農を考える県民会議で地

産地消、食育等を推進しておりますけれども、

そういった中でも当然、食の安全性とか、そう

いった意味の啓発をやっているところでござい

ます。

食品表示ウオッチャーというのが○松田委員

たしか平成14年から活動しているということで

すが、今回新しくみやざきブランドＧメンがあ

りますね。これは食のウオッチャーの県外版と

いうふうに考えてよろしいんでしょうか。

基本的にはそういうふう○米良営農支援課長

に考えておりまして、東京、大阪等で、そこに

書いておりますように、県の関係者あるいは農

業団体の関係者、それにあわせて今おっしゃら

れましたようなウオッチャーをやっていただく

方、こういう方々で編成したいというふうに考

えております。

、 、 、○松田委員 東京 大阪 福岡で選定というと

これから選定されますか。

今、東京も大阪も福岡○吉田消費安全企画監

も、せんだっても帰ってきてもらって、事務所

の皆さん方とも意見の交換をしております。特

にその中で、消費者からそれぞれ６人選ぶこと

にしておりますので、選び方等についても今、

検討しているところでございます。

みやざき応援隊というものが観光○松田委員
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・リゾート課のほうで150人ぐらい選考いただ

いています。定期的に宮崎県の農産物も無料で

、 、送っておりますし いろんな情報が行っていて

県出身者あるいは県外出身者で宮崎を愛する人

たちの団体ですので、そういう方への配信とい

うのもされると、より充実したウオッチャー、

。 。Ｇメンになるかと思います 提案しておきます

営農支援課、305ページの重要病○満行委員

害虫防除対策事業費、この中に野猿が入ってい

るというのもどうなのかと思うんですけれど

も、さっきの坂口委員の話じゃないですけれど

も、病害虫に野猿、入れるところがないからこ

れなんだろうと思うんです。我々には要望して

もこれを変えるという権限はないので、そちら

の権限でやられるしかないと思うんですが、こ

れは営農支援課に言っているわけじゃないです

けれども、予算書は皆さん方がつくられるし、

執行されるんですけれども、これは県民のもの

ですから、だれが見てもわかるように、努力し

ていただきたいなと。事項もずっと変わってい

ないわけで、これはぜひ県庁として工夫してほ

しいなと。審査する側としても大変中身がわか

らない。聞いてみてそうなんだということが結

構あるので、それは要望申し上げておきたいと

思います。

本題に入りますが、２番の野猿被害防止総合

対策、アドバイザーをということになっていま

したが、アドバイザーはどういう方々なのか。

ほかの部局との調整というのはどうされている

のか、２点お尋ねします。

まず、アドバイザーにつ○米良営農支援課長

いてでございますけれども、野生猿の専門家と

いう方々をモデル集落のほうから要請していた

だきまして、アドバイスをいただくという形に

しておりまして、例えば宮崎野生動物研究会の

会長さんはもともとフェニックス動物園等で

ずっと働いていらっしゃいまして、猿の専門家

でございますので、そういう方々に、猿の生態

からその地域の中でどういった防除策が有効な

のかというアドバイスをしていただくというこ

とにしております。

この事業は、環境森林部が同じような事業を

持っておりまして、役割分担の中で農作物被害

を私どものほうでやりまして、全体的な総合調

整を環境森林部のほうでやるという形にしてお

ります。

協議会みたいな中に県の各部が○満行委員

入っているのが県庁内にあるんですか。

県庁内で、環境森林部、○米良営農支援課長

農政水産部等も入りまして、鳥獣被害対策会議

を持っております。

農政企画課にお願いしたいんです○満行委員

けれども、不適正な事務処理がありまして、我

々、現場も行きました。備品の購入のあり方に

ついてかなり議論もしましたし、議会として知

事に対して申し上げているところですけれど

も、今回、予算が提案されていますが、備品購

入費のあり方というのを知りたいので、総括の

ときで結構ですが、備品購入費、部全体の19年

度当初予算と決算見込み、新年度の予算額、18

節の備品購入費を調査したいので、いただきた

いと思います。よろしくお願いします。

ほかにございませんか。○押川委員長

仕分け委員会の資料のことで○中野一則委員

……。

仕分け委員会の前に、ほかにご○押川委員長

ざいませんか。

これは教えてもらいたいことです○坂口委員

が・・・残留・・・国内登録の農薬基準とか各

（ ）国の・・・認めていきながら・・・ 聴取不能



- 84 -

産地からの出荷がとまったという事例が全国で

幾つかあったのかというのと、それからもう一

つは、今のように暫定的に厳しくなっていくも

のとすれば、どのステップまで来ていて、今後

どういったスケジュールになっているのかとい

うのを教えていただきたい。ちょっと心もとな

くなったものだから。

制度としては、各国で○吉田消費安全企画監

基準のあるものはそれを踏襲しましょうと。な

いものについては一律基準で0.01でいきましょ

うと。それは決まっておりますので、我々から

すると、0.01でずっといかれるのは、逆に言う

ときついので、早く検査をどんどんしてもらっ

て、緩和してほしいという要望はしているんで

すが、今のところは、一律基準と決まっている

もので分かれてございます。それと、制度が始

まってから10数件とか、違反で公表されている

ものがございます。

そうしたら、今の基準、残留農薬○坂口委員

の濃度というんですか、登録外が0.01ppm、そ

のほか、国内登録の農薬の日本の基準のほうが

ハードルが高かったような気がするんです。こ

れは海外のほうがちょっと緩かったような気が

するんですけれども、その国家が決めている基

準がポジティブリスト制度での基準にそのまま

使われるんですよね。

そのとおりだと思いま○吉田消費安全企画監

す。決まっているものは、それをまず守る。そ

こに入っていないものについては一律基準でい

くというふうに整理がされていると理解してお

ります。

暫定的に緩和されていくんじゃな○坂口委員

くて、これで固定ということになってくるんで

すか。

今のところはそうだと○吉田消費安全企画監

思っております。我々はできたら、0.01という

一律基準を何とか、どんどん検査して、0.1以

内とかそういうことに直してもらえんだろうか

という要望をしているというところです。一律

基準というのは、基準のないやつは全部一律と

言われているものですから、逆に言ったら、基

準を明確につくってもらうとありがたいなとい

うふうに思っております。

303ページですが、農業金融対策○権藤委員

費ということで金利分が５億円ぐらいあるんで

すが、これについて、勉強不足で申しわけない

、 、んだけれども 例えば融資のパターンとしては

農業している人であれば農協、ＪＡに申し込ん

でそういったものの一部を負担していますよ

と、そういうものが類型的に幾つかあるんだろ

うと思うんですが、そういったことと、県のほ

う、あるいは国からおりてくる助成金等との関

係が、ここで一括して書いてあるんですけれど

も、どういった類型であるのかという部分を教

えていただければと。

農業金融対策費の中の○米良営農支援課長

（１）の農業近代化資金利子補給金、これは農

業近代化資金という資金でございますけれど

も、基本的には、農業近代化を図るための施設

・機械の導入、あるいは牛、果樹、それらの育

成導入、こういうものに使える資金でございま

す。これは基本的には農協等が融資機関になり

まして、貸し出すと。それに対して県と市町村

で利子助成するという形でございます。主なも

ので申し上げますと （７）農業経営基盤強化、

資金の利子助成金でございます。農業経営基盤

強化資金というのは、認定農業者等が施設の近

代化を図るために資金を優先的に使うものでご

ざいますけれども、これは農林漁業金融公庫が

直接、農業者に貸したり、あるいは農協を通じ
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て貸し付けていく、そうしたときの利子助成、

こういう農協を通じてやるのと、農林漁業金融

公庫を通じてやるという、大きな流れ、２つご

ざいます。

みやざき食の安全・安心確保の件○井本委員

で、これとは直接じゃないんだけれども、この

前、中国のギョーザ、農薬がどうのこうのと、

今、スーパーに行くと、中国産や宮崎産と全部

書いてあるんだけれども、あれを加工してしま

うと、例えばデパ地下なんか行くと総菜屋さん

が多いですが、そこには何も表示していないわ

けです。あの辺はどういうふうに今後なるのか

なと。実際何を使っているかわからんというこ

、 。とで うちのかみさんなんか心配するわけです

あの辺は何か問題になっておりますか。

確かに総菜屋という○吉田消費安全企画監

か、目の前で出しているのには特に定めという

のはないんですが、ただ、外食産業等にもガイ

ドラインというのがございまして、特にレスト

ランだとか何かは、きょうのうちの肉はどこど

このを使っていますとか、きょうの野菜はどこ

どこ産を使っていますというのを積極的に表示

しようとされています。多分これから先、我々

が余り言わなくても、商売をやっていく上で表

示することが販売促進につながるということは

大いにあると思われますので、これから先はど

んどんそういう表示が表に出てくるだろうとい

うふうに思っております。

出てくると思うじゃなくて、規制○井本委員

か何かを デパートの地下や、でき合いのも―

のがたくさんあるじゃないですか。

できれば本当は全部し○吉田消費安全企画監

たいんですが、ただ、その時々によって、入っ

てくる日にちによって、物によって違うとか、

その総菜を扱うときにあちらこちらかき集める

ので、それを全部しろと規制するというのは厳

しい問題があるだろうと思っています。ここは

そういうところを主に出していくようにという

ことで、ガイドラインで示していますので、そ

ういう指導はしていきたいと思っております

が。

ガイドラインがあるわけですか。○井本委員

外食等につきまして○吉田消費安全企画監

は、国のほうがガイドラインをつくっておりま

して、積極的に公表していこうという姿勢はご

ざいます。

レストランじゃなくて、デパート○井本委員

の地下とか総菜屋さんがたくさんあるでしょ

う。うちは中国産使っていませんとか、それだ

けでもいいんだけれども、そんなの表示せんで

しょう。実際使っているかもしれんし、その辺

は心配するわけです。そういうものに対して検

討しているのかという話です。全然検討はして

ないですか。

今は外食その他ですか○吉田消費安全企画監

ら、総菜も含んでですが、ガイドラインではそ

ういうことをやっておりますので、我々として

は積極的に公表されるように指導を検討してみ

たいと思います。

検討してください。○井本委員

農政企画課にお聞きしたいと○山下副委員長

思うんですが、重点事業説明の１ページ、きら

り輝く山間地域農業活性化ですが、過去、宮崎

県サンシャイン農業だったか、そういう取り組

みの中で、中山間地域対策で、高低差を利用し

て例えばホオズキとか菊とか、そういう宮崎農

業の展開をやるんだということで、10数年前に

なるのか、そういうことがあっただろうと思う

んですが、それと同じような事業になるのか。

それと、宮崎の中山間地農業を推進してきた経
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過、どういう実態で、どこまでブランド化がで

きてきたのか、そしてさらに定着しているのか

どうか、そこの実態をお知らせいただくとあり

がたいと思います。

これまでも立体園芸とい○玉置農政企画課長

う形で、中山間に合った、寒暖の差、気象条件

に合った作物ということで、先ほどの資料の中

にも夏イチゴ、ラナンキュラス等の花という、

小規模でもある程度収益性の上がるような作

物、そして涼しいところでも十分できるような

ものについて、積極的に農業試験場においても

実証試験をしたりしながら、また販路も確保し

ながら、定着に向けた取り組みをしてきたとこ

ろでございます。その成果をちゃんと生かしな

がら、今度はそれを核として、農家の取り組み

を地域全体に波及させながら産地化を目指すと

か、またそれを踏まえて、もっと加工に取り組

むとかいうのをもう少し幅を広げて、それを集

落でみずからどういうふうにしていこうかとい

う取り組みとしてまず地域に考えていただくと

いったような事業ですので、これまでのそう

いった県が進めてきた成果を地域の中でまたど

うやって発展させていくかといったような観点

での事業として発展をさせていきたいというも

のでございます。

産地づくりというのは、定時○山下副委員長

・定量・安定出荷というのが、品質もそうで

しょうけれども、ぜひそれにプラスになった取

り組みをしていただくとありがたいと思ってい

ます。

それから、営農支援課にお聞きしたいんです

けれども、302ページ、食ルネサンス「いただ

きます」推進事業ですが、今、井本委員からも

あったんですけれども、地産地消という言葉が

出たんですけれども、地産地消という形で一番

これをわかりやすく取り組みたいということ

は、学校給食だろうと思うんです。地域の中で

地産地消を進める中で、学校給食に取り入れる

ことの難しさというのは何回か我々も壁にぶち

当たってきたんですが、不特定に野菜を納入し

なければならない、農家というのをどういうふ

うに選定していくのか、それと価格の面、これ

がいろいろ問題点があって、なかなか進んでき

ていないんですけれども、ここでテーマとして

「いただきます」ということは、やはり学校給

食が前提になるような気がいたすものですか

ら、その辺との連携をお知らせいただくとあり

がたいんですが。

最近は延岡市で一校一○吉田消費安全企画監

農運動というのもやられています。綾町ではＪ

Ａとうまくマッチングができて、給食に取り入

れられているという例がございます。我々もそ

ういうことで直接、今、ＪＡに、窓口になって

もらうところをしっかりして、ＪＡからそうい

うところに入れられるような仕組みもぜひ検討

してみたいというふうに考えて、なるべく地元

のものを学校給食に出せるようにというような

システムを考えたいというふうに考えてござい

ます。

補足ですが、ちなみに、○米良営農支援課長

食ルネサンス「いただきます」推進事業の中で

も、学校給食に地元の食材を使ったメニューを

出していただこうということで500万ほどの補

助をやっております。

学校給食で、まさか中国の製○山下副委員長

品というのは過去使っていなかったんでしょう

ね。例えば冷凍食品とか。

教育委員会のほうで○吉田消費安全企画監

は、使っていないということでございました。

中国の農産物というのが加工○山下副委員長
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品もひっくるめて今回大きな問題になったんで

すが、そういう不安が募っている中で、国産の

ものが値上がりしているんです。ニラなんかも

かなり値上がりしているということですが、給

食関係で、素材の値上がりがかなり出てくるよ

うな気がするんです。そのことでＰＴＡ関係、

、 、保護者 この辺との相互理解を得ていかないと

安全・安心、地産地消の給食の提供というのが

難しくなると思うんですが、その辺の見通しな

んかはどう検討されておりますか。

確かに今、国産のもの○吉田消費安全企画監

は高くなっています。我々農業サイドの人間か

らすると、国産のものが高くなることは結構な

ことだというふうに思うんでございますが、片

一方、今おっしゃられるように、学校給食の側

からすると、１食二百数十円でやられる中では

なかなか厳しいものがあるんだろうと思ってい

ます。学校給食あたりも今、たくさんとれて安

い時期のものを冷凍等をして対応するだとか、

そこはいろいろな工夫をされていると伺ってお

ります。

学校給食会というのがあるん○山下副委員長

です。そこが県内のそういう給食の素材という

のは、すべてじゃないんでしょうけれども、か

なりなものを取り入れて窓口になっておられる

だろうと思うんですが、国産というものを使っ

ていけば値上がりしてくるんだと。それは生産

者側の皆さん方の立場でありますから、父兄の

人たちにも、学校教育関係の人たちにもその辺

の理解を求めていく必要があるのかなというこ

とを考えているものですから、未納者も多いと

かいろんな問題は抱えておるようであります

が、子供たちに安全・安心なものを食べさせる

ためにはやはりこれだけの負担も必要だと、そ

ういうことをＰＲしてほしいなという部分もあ

るものですから、よろしくお願いしたいと思い

ます。

委員の皆さん方にお諮りをした○押川委員長

いんですが、本日、事業仕分け委員会の資料等

も出ておりますけれども、総括質疑の中で説明

をいただいて、質問をいただくということでよ

ろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

農政企画課、地域農業推進課、営農支援課の審

査を終了いたします。

午後からということでありまして、暫時休憩

をさせていただきまして、13時から再開いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

午後０時１分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

農産園芸課です。○小八重農産園芸課長

お手元の歳出予算説明資料､307ページをお開

きください。農産園芸課の当初予算額は、一般

会計で24億1,635万7,000円をお願いしておりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。309ページをお開きください （事項）農。

産物流通体制確立対策費であります。５の青果

物流通販売パートナーシップ構築事業でありま

すが、長期的視点に立ち、名実ともに宮崎県青

果物としての地位を確立するため、ＪＡ系統と

県内卸市場との協力体制を構築し、産地の生産

力の維持拡大を図るもので、41万4,000円をお

願いしております。６の京浜向け青果物安定輸

送緊急対策事業でありますが、平成19年９月に

大分―横須賀航路が休止したことに伴い、京浜

向けについては代替輸送手段として宮崎―大阪
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南港航路の輸送枠を確保し、海上コンテナによ

る京浜向けの輸送を支援するもので、500万円

をお願いしております。７の選ばれるみやざき

青果物高品質・安定輸送対応事業ですけれど

も、本県青果物の輸送の効率化を図るために、

拠点流通施設への集約化と前日受け入れ翌日出

荷に向けたコールドチェーン体制の試行等を支

援し、高品質で安定的な輸送体系の確立に向け

た取り組みを推進するもので、485万円をお願

いしております。

次に、310ページをお開きください （事項）。

強い産地づくり対策事業費であります。この事

業は、国の強い農業づくり交付金関係の事業で

ありまして、野菜、果樹、畑作物のハウスや選

果機、防霜ファン等の産地競争力強化のための

施設整備等の事業で、12億5,191万8,000円をお

願いしております。

次の（事項）新みやざき園芸産地再生事業に

ついては、後ほど資料によって説明します。

次の（事項）活動火山周辺地域防災営農対策

事業費についてであります。この事業は、桜島

降灰による被害を防止するための防災営農施設

の整備を行うもので、降灰防止、降灰除去施設

等整備事業として8,182万7,000円をお願いして

おります。

次の（事項）主要農作物生産対策事業費であ

ります。この事業は、品質向上等による売れる

米づくりの推進と、優良種子の安定供給体制の

整備を進めるほか、新たに、２にあります○宮新

崎コシヒカリ信頼回復対策事業でありますが、

これは、昨年の台風の被害を受けて品質の低下

をしたわけですけれども、宮崎コシヒカリの信

頼回復を図るために、効果的なＰＲ対策と現地

情報の提供を行い、販売環境の改善を行うもの

で、単年度として予算額145万円をお願いして

おります。これを含めて867万8,000円でありま

す。

次に （事項）みやざき米政策改革推進対策、

支援事業費についてであります。この事業は、

現在進めています米政策改革推進対策を円滑に

進めるための指導体制整備や水田農業の担い手

育成のための条件整備、さらには市場ニーズに

応じた米生産体制の整備などを進める事業であ

ります。予算額としましては１億1,746万3,000

円をお願いしております。

次に、311ページの（事項）元気みやざき園

芸産地確立事業費であります。この事業は、輸

入に打ち勝つ競争力のある産地確立を図るた

め、野菜の産地強化計画に基づき、低コストや

高付加価値化、さらに効率化に向けた機能強化

ハウス等の施設・機械整備や省エネルギー対策

等を進め、また産地育成を図るものであり、予

算額は１億9,321万5,000円をお願いしておりま

す。

次に （事項）青果物価格安定対策事業費に、

つきましては、後ほど資料で説明します。

続きまして、312ページをお開きください。

新（ ） 。事項 花き園芸振興対策事業費であります ○

２「花咲き。みやざき」需要開発促進事業をお

願いしております これは ＩＦＥＸとか ジャ。 、 、

パンフラワーオークションとか、そういう見本

市への出展を通じて高品質でオリジナル性の高

い県産花卉のＰＲを行うとともに、県内で宮崎

の花の祭典等の花卉消費拡大キャンペーン等を

展開し、花に囲まれた安らぎと潤いのある生活

を推進するもので、予算額は735万円をお願い

しております。

次に （事項）果樹農業振興対策事業費であ、

ります。この事業は、宮崎を代表する果樹とな

りました宮崎マンゴーの栽培技術 「太陽のタ、
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マゴ」50％、収量2.5トンという技術を確立す

るとともに、日向夏などの特産果樹の条件整備

を進めて安全・安心なブランド確立を推進する

もので、予算額は全体で3,687万5,000円をお願

いしております。

次に （事項）茶業奨励費ですけれども、こ、

れについても後ほど資料によって説明します。

（ ） 。事項 特用作物生産改善推進費であります

これは、葉たばこ、原料用カンショ等の特用作

物を主幹作目とする土地利用型の農業経営に対

して、経営基盤強化を支援し、畑地帯における

特用作物の生産振興及び農家経営の安定向上を

図るもので、予算額として992万5,000円をお願

いしております。

続きまして、新規・重点事業説明資料の13

ページをお願いします。新みやざき園芸産地再

生事業です。14ページにありますように、本県

の施設園芸は全国有数の産地でありますけれど

も、その取り巻く状況は、価格低迷、さらには

コスト増、さらには担い手というあらゆる面で

厳しい状況がありまして、このままでは生産力

の減退に伴う産地の縮小を引き起こし、また施

設園芸技術の伝承も難しくなり、本県施設園芸

にとって厳しい状況になることも懸念されま

す。このため、本事業では、施設園芸に重要な

技術伝承と、小規模経営のために、農業をした

いけれども、就農に迷っている後継者が就農で

きるように支援して、本県施設園芸の維持拡大

を図ろうとするものであります。具体的には、

地域内の農業者と就農に迷っている後継者で技

術研さんのための技術研究会を結成し、その技

術実証のためにＪＡ等がハウスの実証圃とリー

スを行い、産地内の先進熟練農家から技術伝承

を受けるとともに、後継者を残すものであり、

施設等のリースに対する支援を行います。単年

度で県下で４集団程度の研究会を育成すること

としており、事業期間は20年度から22年度まで

の３カ年でありまして、20年度予算額として

は2,143万5,000円をお願いしております。

続きまして、15ページの青果物価格安定対策

事業についてであります。この事業は、野菜の

価格の低落時に生産者へ価格差補給金を交付

し、農家経営の安定と消費地への野菜の安定供

給を図るものであります。この青果物価格安定

、 、対策事業は 国の助成事業であります指定野菜

さらには特定野菜、県単事業というふうに大き

く分かれております。それぞれの対象産地の要

件、さらには対象野菜、市場平均価格をもとに

算出された補償基準額と下回った価格との差額

の補てん率の80％、90％については資料のとお

りであります。④の改善事業についてでありま

すが、この事業は、野菜価格が長期低迷してい

る状態をかんがみて、農家経営の安定強化、さ

らには生産体制の強化による野菜産地の維持拡

大を図るため、10％の補てん率の強化を実施す

るものであります。80％は90％、90％は100％

補てんするという形になります。中身としまし

て、価格安定強化事業につきましては、県が推

進する品目で、特定野菜制度、県単事業の価格

安定対策に取り組み、産地強化計画を策定して

構造改革に取り組む産地を対象としまして、対

象品目にあります重点推進８品目と戦略品目９

品目に対して10％の強化を行うものでありま

す。指定野菜安定強化事業につきましては、指

定野菜の中で国の強化対策には要件上のりそう

にない、夏秋ピーマン、夏秋キュウリ、夏秋ト

マト、冬春里芋の４品目で産地強化計画を策定

して、同じく構造改革に取り組む産地を対象と

して10％の強化を行うものです。米印のところ

に、本事業の対象とならない指定野菜、括弧書
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きにあるような品目については国の事業が制定

、 。されましたので 国の事業に移行を推進します

事業期間は平成20年度からの３カ年間で、予算

額は1,500万円をお願いしております。本改善

事業を含めて青果物価格安定対策事業としまし

て、全体では３億1,490万4,000円をお願いして

おります。

続きまして、17ページの魅力あるみやざき茶

産地総合対策事業についてであります。この事

業は、全国４位の生産量を誇っておりますけれ

ども、知名度としては十分でないみやざき茶の

銘柄確立と産地拡大を図るため、高収益で安定

した茶業経営体の育成と、宮崎茶業全体の振興

を図るため、生産者、茶商、市場などの茶の関

係機関・団体が一体となった取り組みが必要と

の認識から、昨年９月に組織化されましたみや

ざき茶推進会議が取り組む生産から消費までの

戦略的な対策の推進を支援するものでありま

。 、す 右のほうに事業の内容がありますけれども

みやざき茶生産条件整備事業につきましては、

高収益で安定した茶業を経営するために、茶苗

木の新植・改植支援や共同利用機械・施設等の

導入支援を行うものであります。みやざき茶生

産流通ＰＲ対策事業におきましては、みやざき

茶推進会議が取り組む生産から消費までの戦略

的対策を支援するものであります。事業期間は

平成20年度から22年度までの３年間で、20年度

の予算額は2,544万5,000円をお願いしておりま

す。以上であります。

畜産課でございます。○荒武畜産課長

お手元の歳出予算説明資料の315ページをお

開きください。畜産課の20年度当初予算額は、

一般会計で43億4,838万5,000円をお願いしてお

ります。

主な内容について御説明いたします 317ペー。

ジをお開きください （事項）畜産経営環境保。

全対策事業費でございます。

次の318ページ、１の○耕畜連携による資源改

循環型農業確立事業の１億2,250万円について

であります。この事業は、耕畜連携による良質

堆肥を使用した資源循環型農業を推進するた

め、家畜排せつ物処理施設等の整備を行うもの

であります。次に、２の○良質堆肥生産利用機改

能強化事業の3,018万円についてであります。

この事業は、堆肥化技術の向上や製品情報等の

収集提供などによりまして、耕種部門の多様な

ニーズに対応できる堆肥の供給体制を整備しま

して、良質堆肥の有効活用を促進するものであ

ります。

次に、319ページをごらんください （事項）。

肉用牛生産対策費のうち、３の○肉用牛繁殖基改

盤強化対策事業の１億1,056万5,000円につきま

しては、後ほど別添資料で説明させていただき

ます。

事項 酪農振興対策費であります 320ペー（ ） 。

ジをお開きください。７の酪農経営活性化事業

の5,066万3,000円についてであります。この事

業は、学校給食用牛乳の安定供給等により県産

牛乳の消費拡大を図りますとともに、良質な牛

乳を供給するための検査体制を整備するもので

あります。

改次に 事項 養豚振興対策費のうち ２の○、（ ） 、

宮崎ハマユウポーク生産・流通再編整備事業

の4,184万2,000円についてであります。この事

、 、業は 宮崎県産の豚肉の販売促進を図るために

宮崎ハマユウポークの一層のブランド化の推進

や生産拡大のための種豚導入を行うものであり

ます。

（事項）養鶏振興対策費のうち、３の○地域新

養鶏振興対策事業の2,682万円についてであり
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ます。この事業は、本県養鶏の生産基盤を強化

するために、それぞれの地域に適応した飼料高

騰対策や防疫強化のための取り組みについて支

援を行うものであります。

次に、321ページをごらんください （事項）。

飼料対策費のうち、２の○飼料価格高騰緊急対新

策事業の6,576万4,000円につきましては、後ほ

ど別添資料で説明させていただきます。

次に （事項）公共畜産基盤再編総合整備事、

業費のうち、１の畜産基盤再編総合整備事業の

４億8,441万9,000円についてであります。この

事業は、飼料基盤に立脚した畜産経営体の育成

を図るために、西諸県や霧島南部、西都・児湯

地区で草地造成や牛舎整備などを行うものであ

ります。

次に、323ページをお開きください （事項）。

家畜保健衛生所費のうち、３のみやざきの畜産

を衛る家畜保健衛生所機能強化事業の４億969

万円についてでありますが、この事業は、バイ

オハザードに対応した検査棟を宮崎家畜保健衛

生所に新設し、検査機能を強化するものであり

ます。

次に、資料がかわりまして、平成20年度予算

案の主な新規・重点事業説明資料をお願いいた

します。19ページをお開きください。肉用牛繁

殖基盤強化対策事業についてであります。１の

目的ですが、肉用牛生産は、本県農業の基幹作

目として地域経済を支える重要な産業でありま

、 。して 一層の生産振興が必要となっております

このために、遺伝的能力の高い繁殖雌牛の保留

や受精卵を活用した改良手法によりまして、肉

用牛生産基盤を強化することとしております。

まず、優良繁殖雌牛の保留対策として、一定以

上の能力を有する繁殖雌牛の保留経費の一部助

成を行いまして、優良雌牛の県外流出を防止い

たします。次に、受精卵移植の活用では、各地

域の受精卵移植協議会における採卵に要する経

費の一部助成を行いまして、優良牛の増頭を

図っていきたいと考えております。これらの事

業に取り組むことによりまして、畜産農家の経

営安定、肉用牛繁殖基盤の強化、宮崎牛のブラ

ンドの維持発展を図るものであります。２の予

算額でございますが、１億1,056万5,000円、期

間は22年度までの３カ年を予定しております。

次に、21ページをお開きください。飼料価格

高騰緊急対策事業についてであります。まず、

１の事業の目的ですが、バイオエタノール需要

の急増によりまして、配合飼料価格が急騰し、

年間180万トンを消費する県内の畜産農家の経

営は危機的な状況にあり、その影響緩和は急務

となっております。このような状況にあること

から、県といたしましては、関係団体とこの緊

急事態に対応した対策を検討いたしまして、自

給飼料、家畜の生産性、食品残渣等の飼料化、

この３本の柱にそれぞれ５％アップすることを

目標として、以下の事業に取り組むことといた

したところでございます。まず、自給飼料増産

対策では、トウモロコシ等の飼料作物の作付を

年630ヘクタール拡大しますとともに、水田裏

作等利用されていない土地の集約化の推進や、

広域に飼料を生産しておりますコントラクター

組織を育成していきます。また、トウモロコシ

等を効率的に調整することが可能な可変型サイ

ロや飼料作物生産機械の導入を支援します。さ

らに、耕作放棄地での放牧モデル集団の育成や

定着を図ってまいります。続いて、家畜生産性

向上対策では、養豚の生産性向上を図るため

に、10戸のモデル農場において慢性疾病対策を

重点的に指導してまいります。未利用資源の飼

料化対策につきましては、焼酎かす等の飼料化
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を一層推進することが重要でございますので、

既存事業で対応していくことといたしておりま

。 、す ２の予算額につきましては6,576万4,000円

期間は22年度までの３カ年を予定しておりま

す。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。お手元の平成20年２月定例県議会提出議案

の９ページをお開きください。畜産課の欄でご

ざいますけれども、１つ目は、平成20年度に金

融機関が宮崎県農業振興公社に整備事業資金を

融資したことによりまして、損害を受けた場合

の損失補償でございます。20年度の借入限度額

、 。は３億3,600万円 利率3.5％以内でございます

２つ目は、平成20年度の畜産特別資金融通助成

事業に係る利子補給でございまして、畜産農家

の経営負担を軽減するための利子補給を行うも

ので、2,743万円の債務負担をお願いするもの

でございます。

最後に、使用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例について御説明いたします。お手

元の平成20年２月定例県議会提出議案の第23号

になりますけれども、内容につきましては、環

境農林水産常任委員会資料で説明をさせていた

だきたいと思います。９ページをお開きいただ

きたいと思います。家畜保健所において実施す

る家畜の検査手数料区分に、新たに「その他の

疾病」を追加するものでございます。昨年、馬

インフルエンザが全国的に発生しまして、本県

においても検査を実施したところでございます

けれども、今後このような突発的な疾病の検査

を緊急的に実施するに当たりまして、必要な手

数料を徴収するための条例改正であります。

畜産課は以上でございます。よろしくお願い

いたします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。委員の皆さん方の質疑を受けたいと思いま

す。

農産園芸課長にお尋ねしたい○外山三博委員

んですが、重油の高騰で木質ペレットの実験、

西都ではヒーターというのか、一度委員会で行

きましたね。その後どうなんですか。燃費の効

率、一番新しいデータ、どんなふうになってい

ますか。

２つについては今も実○小八重農産園芸課長

証を続けております。燃油については、１月ま

では比較的暖かかったわけですけれども、２月

が結構たいていまして、非常に農家としては負

担が多かったんじゃないかと思います。

この事業予算の中に支援事業○外山三博委員

はどこか入っているんですか。

最初にありました木質○小八重農産園芸課長

ペレットなりヒートポンプについて直接の予算

はまだ組んでおりません。ただ、重油高騰対策

で、例えば４段サーモとか、周りにあるビニー

ルシートとか、そういう資材に対しては「元気

みやざき」の中で対応できるようにしておりま

す。

先ほど農政企画課のとき○玉置農政企画課長

に審議いただいた事業の中で、温暖化の予算が

あったかと思いますけれども、そこの中で木質

ペレットの導入実証とかヒートポンプの実証に

ついて措置をしたいと思っています。

今期は、このシーズンはもう○外山三博委員

対応できないわけですけれども、来年度の施設

園芸に、油は今のこの市況では下がらないです

よ。そうなると、木質ペレットなりヒーターに

関する機械というのか、これが普通の重油ボイ

ラーの３倍ぐらいですね。これを何か支援をす

るような事業をどこかに入れないと、当初には

これは入っていないみたいですが、その辺、非
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常に効果があって、ランニングコストが半分ぐ

らいで済むというような見通しがあれば、当初

には入れなくても、補正ででも支援策をどこか

事業として組んでいく必要があると思うんです

が、その辺の考えはどうですか。

県単事業について農政○小八重農産園芸課長

企画課長が説明しましたけれども、国の事業の

。中で３億6,500万という予算が組んであります

それについて宮崎県にも導入できるように、現

在、農業団体と一緒になって国等と話を始めて

いるところです。できればそれで木質ペレッ

ト100台程度は導入したいと。ただ、いかんせ

ん、３億6,500万という金ですので、もっとほ

かに対しても国に対しては何らかの措置をお願

いしたいということで団体と話をしています。

それと、ヒートポンプについては、ＮＥＤＯと

いう制度の中で導入できますので、これについ

ても公募が始まるということで、３分の１の補

助ですけれども、宮崎県でも積極的に導入でき

るように対応していきたいと思います。

この前、圃場を見たときに、○外山三博委員

木質ペレットのほうはそんなにコスト下がって

いなかったけれども、ヒーター兼用のほう、ラ

ンニングコストが半額ぐらいですね。だから、

あっちのほうがあの時点ではいいかなという気

、 、がしたんですが これからの数字を見ていって

今言われたように、タイムリーに制度をつくっ

、 、 、ていかないと 後手後手に回ると 来シーズン

全然これが動かないようになりますから、ぜひ

臨機応変に対応してもらうようにお願いをして

おきます。

環境森林部のほうでも○小八重農産園芸課長

導入できるような事業もありますし、国のほう

の動きもアンテナを高くして、ぜひ先ほど言わ

れました20年度秋からに間に合うように対応し

ていきたいと思っています。

ほかにございませんか。○押川委員長

肉用牛繁殖基盤強化対策事業です○井本委員

が、宮崎の牛が日本一になって、これは恐らく

この何十年かの皆さんの努力もあって、もちろ

ん農家の人たちの努力があって、ああいう結果

が出たことだろうと思うんです。みんなが努力

してまた今度、しかし、またほかの県もそれ以

上にまた努力しているわけですから、よりまた

プラスのやっていかないかんと。今度この事業

をやっていっているんですけれども、改善とい

うことでありますけれども、どの辺が今以上の

ものであるのか、お聞かせ願いますか。

宮崎県では現在、年間に雌牛○荒武畜産課長

を３万7,000～8,000頭生産しております。これ

につきましては、能力の高いものから低いもの

まで既にわかっておりますので、その能力の高

い５％程度の牛、2,200頭前後ですが、これを

宮崎県内に保留、残せば、その遺伝的優位性、

他産地との優位性は保たれると考えておりまし

て、そのための対策を打っております。その中

でも一番能力の高いものを、今おっしゃいまし

た事業の中で670頭程度、1.5％ぐらいに当たり

、 。ますけれども これで手当てをしていきたいと

残りの部分についてもほかの事業で手当てする

ということで、宮崎牛のブランドを確立してい

きたい、さらに高めていきたいというふうに考

えておるところでございます。

今までこれをやっていたんじゃな○井本委員

いの。どこがどう違うの。

引き続きやっていくというこ○荒武畜産課長

とでございます。

今までと同じことをやっていたん○井本委員

では、後ろはだんだん追っかけてきているわけ

だから、今以上のことをやらないかんと思うん
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です。今以上のことはどんなことがあるのか、

私もよくわからんけれども、例えばこの666頭

にしても、本当に666頭が必ずというぐらい精

度の高いものなのか、今まで大ざっぱに666頭

といったのをより確率の高い、精度の高い666

頭にしていくとか、そういう方策が考えられる

と思うんです。その辺のことはやっているのか

という話です。

委員御指摘のありました件が○荒武畜産課長

特に大切でございますので、それにつきまして

は、宮崎県の和牛につきましては、育種価とい

う遺伝的なレベルの高いものの序列が決まって

、 。おりますが 各地域に残っている数は違います

各地域と十分意見を交わしながら、この地域に

おいては1.5％、非常に能力の高い牛を選定し

、 、ていただいて それを残すというようなことで

ぜひ他産地との競争に負けないような、遺伝的

優位性が保てるような、そのような保留の対策

、 。を打っていきたい そのように考えております

受精卵のこっちのほうはどうなん○井本委員

ですか。これも今までとは違うことをやってい

るんですか。

これも引き続き行う事業でご○荒武畜産課長

ざいますが、受精卵移植につきましては、先ほ

ど言いましたように、宮崎県の牛はすべてが優

秀な牛でございませんので、非常に優秀な卵を

とりまして、言ってみれば能力の若干劣る牛に

それを移植する、そういうことによって能力の

高い牛が確保できますので、そういうことを各

地域の協議会で、県内７つの協議会があります

けれども、そこで取り組まれておりますので、

その協議会が受精卵を活用して牛の改良を行う

という事業を引き続き支援していくという事業

でございます。

頑張っておられるんでしょうか○井本委員

ら、より一歩プラス、より上に向けてひとつ努

力のほどを、部長のほうはこれについてお詳し

いから。

今、優良牛については大体事前に○坂口委員

まず大別はできている、こういった牛群の中に

というようなことでわかっているということで

すけれども、それにしても客観的な判断基準は

あると思うんです。そのときに、数字なり、あ

るいはそういったもので最終的に判断されての

優秀なものがまず大まかに分けられるというこ

とだと思うんですけれども、具体的にはどう

いったものを評価していって、そこに至るんで

すか。

母牛の能力は、10万頭おりま○荒武畜産課長

すけれども、これにつきまして遺伝的能力がほ

ぼ固まっておりますが、その母牛から生まれた

子牛が肥育されますが、そのときの肥育の成績

がございます。どれだけ早く大きくなるかとい

うのと、サシがどれだけ入るかというのがあり

。 、ます その情報をすべて統計処理いたしまして

育種価というもので母牛のすべて序列が決まっ

ているということでありまして、そういうこと

を活用して、今の雌牛よりもさらに能力の高い

牛をつくっていきたいというふうに考えておる

ところでございます。

例えば間接検定だ、直接検定だと○坂口委員

いう、一応県として位置づけしたいろんな視点

からの評価、点数が出るものがありますね。そ

れは具体的にはどういったのをクリアしてき

て、どこまで行ったときにこの成績状況評価で

優良と判定することになるんですか。どこを通

過していっているんですか。

子牛が肥育されまして、枝肉○荒武畜産課長

。 、 、になります その枝肉の成績 太りやすいのか

品質が４等級、５等級なのかということを総合
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的に判断して、育種価というものをつけており

ます。その牛の遺伝的能力の序列をつけている

ということです。総合的な観点でやっておりま

すが、その序列で一番高いのは、枝肉成績の中

でもサシが非常に重要でございますので、どれ

だけ脂肪交雑が入るかということを重要視しな

がら選抜を行っております。委員おっしゃった

ように、それの一番大もとは、種雄牛をそれで

つくっていっておりますので、雌牛と種雄牛の

かけ合わせでまた評価が変わってきますから、

その評価を一回一回検証しながら、どういう組

み合わせのときがいいのかということを検証し

、 、ながら さらにさらに改良を進めていっている

そういう状況でございます。

そこのところですけれども、限ら○坂口委員

れた種雄牛のものの範囲内しか囲めないという

ことになるのかなと。県が種雄牛を登録なら登

録というんでしょうか、認定というんでしょう

か、そのストローから生まれた系列の牛しかか

ぶらないということになるのか。枝肉がすぐれ

ていれば、すべてがその選定の対象になってい

、 。くというのか そこのところが知りたいんです

枝肉の成績は母牛と種雄牛と○荒武畜産課長

のかけ合わせによって出てまいりますので、両

方の成績を総合的に勘案したものが枝肉という

ものに出てくるということでありますので。

そうじゃなくて、例えばどこのど○坂口委員

ういう牛かわからないけれども、枝肉成績がよ

かったというものはそこでテーブルに載ってく

るのか。じゃなくて、県が、改良事業団なり何

なりでいいんですが、そこがこれが宮崎の種牛

なんだと認めたものから生まれた、あるいはそ

の血を引いているものしかその資格はないんで

すよという決め方をやっているのかということ

です。

委員のおっしゃるとおり、県○荒武畜産課長

の改良方針にのっとったものを拾っていますの

で、今おっしゃったとおりでございます。

そうすると、こぼしていく可能性○坂口委員

があると思うんです。今もう雄牛の購入をやめ

たわけでしょう。今まではそういうもので人が

つくり上げて、本当に優秀なものと思っていた

けれども、これから先は県でそれをやらなく

なったわけですね。やめたはずですよ。500

万、600万出して買ってきて、10頭に１頭も役

に立つのがいないからやめるんだということに

なって、いつの委員会だったかわからないけれ

ども、今後は個人のブリーダーのそこらにも視

点を当てた新たな、今、井本委員が言われたと

おりですけれども、新たな視点から優良牛を育

てていかないとじり貧になっていかないかと。

鹿児島あたりは民間育種家のそれで成功してい

ますね。だめなんだと、県がこれだと言ったも

の以外は目もくれないんだということで、保留

牛への補助というのはやっていっているのかと

いうことを聞きたいんです。

県外からの種雄牛の購入の件○荒武畜産課長

につきましては……。

そうじゃなくて、県外だろうとど○坂口委員

こだろうと、民間が育種した牛で本当にいい子

を産んでいるのってあるんです。市場で肉が評

価されている。そういうものは今、対象になっ

ていないという説明だったと思ったから、そう

なると、そこらを対象にするほうがいいのか悪

いのかを今後検討していかないといけないん

じゃないかという入り口を話しているんです。

遺伝的な多様性を確保すると○荒武畜産課長

いうことは大変重要だと思っています。そうい

うことで、県としましても、県有牛を兵庫県か

ら現在でも買ってきております。そういう多様
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性は確保しております。ただ、今言われた民間

にもおりますので、そこらについては、宮崎牛

が日本一になったということは、今までのずっ

とやってきた改良は評価されたということもあ

りますので、それプラスさらに改良を進めるた

めに、現在民間でやられているものも検討した

ほうがいいのかどうかということについては、

関係者とも十分今後は検討を進めていかないと

いけない問題だと思っています。

今でも買っていますか、県外。間○坂口委員

違いないですか。

18年度と19年度でそれぞれ１○荒武畜産課長

頭ずつ但馬系を購入しております。

途中でやめた年はなかったです○坂口委員

か。

近年では、その18と19だけで○荒武畜産課長

ございます。

途中でやめた年はあったんです○坂口委員

か。何年やめていますか。

４年間ほど購入を中止してい○荒武畜産課長

るということであります。

それは僕が監査のときに指摘した○坂口委員

んです。500万も600万も出して買ったものを10

頭のうち１頭ぐらいしか物になっていないか

ら、どうするんだと言ったら、今後これはやめ

ていくという方針を県は出したんですよ。その

後また再開したという説明は議会にはあってい

ないです。どういう手順を踏んでそんなことを

始めたんですか。

議会に報告していないという○荒武畜産課長

ことを私、承知していません。まことに申しわ

けないと思っておりますが、先ほど言いました

とおり、種雄牛の多様性を確保するためには、

何らかの格好で外部導入は必要だと考えており

ます。いろんな検討した結果、県外から導入す

るということになったのではないかと考えてお

ります。

そんな基本にかかわることを、監○坂口委員

査の指摘を受けたりそういうことを総合的に勘

案してからやめるということを一たん決断した

わけですから、それが自然にまた再開されると

いうのは 多様な遺伝性を確保しながら、そ―

の中でよりすぐれたものを確保していかない

、 、と 血が濃くなってきて弊害が出るというのは

経験上わかっているんです。新たな血を組み込

みながらやっていかなければいけないというこ

ともわかっていて、何で民間の育種家あたりの

そういった能力もその中に貢献させながらとい

うことを並行して検討しなかったんですか。ま

た安易にもとに戻ってしまったんですか。委員

会で僕はそのことも確認したら いつだった―

―か忘れたけれども、委員会もありますよ

やっていかないということ、今後、民間にも目

を広げるという説明、それは今のこのメンバー

の常任委員会だったと思うんですけれども、そ

こらがその都度の説明だったら、これはちょっ

と問題視せざるを得ないと思うんですけれど

も、これは大きい方針ですよ。

種雄牛の外部購入につきまし○荒武畜産課長

ては、従来から予算化をしているということだ

そうでございます。その中でいろいろ県の改良

方針に沿って購入するかどうかの議論の中で４

年間は購入していないと。18、19年につきまし

ては購入したということでございます。

児湯振興局長もやられた畜産課○坂口委員

長、あのとき、わざわざ表をつくって見えたん

です。そういう説明だったんです。やっぱりそ

うでしょう。優良種雄牛ということで県外から

持ってきて、その確率はすごく悪いじゃないで

すか。どちらが効率的か、民間の確率と比較さ
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れましたか。それをやってから、これ以上、今

の手法ではだめだということで一たん休止した

んです。適当な牛を探したけれども、いなかっ

たから執行しなかったというやめ方じゃなかっ

たんです。だから、４年も休んでいるんです。

安易にまた戻ってしまっていますね。ここでど

うだこうだと言わずに、慎重にもう一回そこは

基本に戻って検討し直してほしいということ。

少なくともそのときはリストまで持って見えた

んですよ。過去何頭か、これとこれがようやく

宮崎の種牛として成功しただけで、10分の１ぐ

らいの確率だと。１頭5,000万ぐらいついてい

るんですよということ。それを廃牛として処分

するときはたったこれだけですよという説明が

あって、だから、今後これについては休止する

んだという説明で、リストまで持って見えたん

です。そこらの引き継ぎがなされていない可能

性があります。たまたま購入しなかったという

説明なんかがここで出てくる。たまたま４年間

も適当な牛がいなくて、また引き続きその年に

出てきたといったら、今度はその根拠の説明が

要りますよ。４年一生懸命探してもいなかった

ものがまた続々連続して出てきだすなんて、ど

ういう環境の変化があったのかと。

それから、今言いたかったのは、そういうぐ

あいでまだまだ縄張りを狭くしていると、民間

のブリーダーからのいい牛が出ても、それが俎

上にも上れないということは、そこから生まれ

てきた子牛は保留牛としての15万の対象になっ

ていないんじゃないかということを心配するん

です。どんなになっているんですか、そこの仕

組みは。

15万の保留牛につきまして、○荒武畜産課長

先ほどありましたとおり、県の改良方針にのっ

とって県の種雄牛を使うことが前提になってお

りますので、おっしゃるとおり、対象にはなら

ないと考えております。

だから、そこで民間からの種雄牛○坂口委員

も対象にして広げたんだったら、実際まだ民間

が開発した牛が県の種雄牛として確保されてい

なくても、民間に存在している種雄牛の血を引

いた牛だって、優秀な牛だったら補助対象にし

てそれは県内に保留させるべきじゃないか、こ

れは僕の判断です。考え方です。県はそうじゃ

ないと、県が持っている牛の血を引いたものし

かだめだということになれば、それはそれでい

いかもわからないけれども、少なくとも今の時

代にあって、前向きにいろんな広い視点から検

討していくんだという説明をこれまでしてきて

いるのなら、既に検討はなされてなきゃだめ

じゃないかと思うんです。あくまでも閉鎖的に

今後ともやっていこうということで、変えよう

とする姿勢がないんじゃないかというのを感じ

るから、今言っているんです。

宮崎牛の今後の大きな改良方○荒武畜産課長

針にかかわる問題でありますので、地元とも十

分そこについて、御意見がありましたというこ

とを踏まえて、検討してまいりたいと考えてお

ります。

この問題は利権が、利害が絡むん○坂口委員

。 、 、です すごく難しいから 地元ということは今

対象にしている人たちだけだから、そこらは

やっぱり県の責任でもってどういう方向がいい

んだという方向を出して、それでこうだから皆

さん理解してくれというやり方をやっていかな

いと、おくれる心配があるんじゃないか。正し

い正しくないを言っているんじゃないんです。

僕はその心配をしているということだけを申し

上げて、どちらがいいかわからないことです。

それで成功されてきて日本一になったことも事
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実なんです。ただ、今の井本委員に対しての説

明が、もうちょっと広く今後は考えていくんだ

と、そしてよりよいものを目指すんだというけ

れども、やっていることはやっぱり同じことを

やっていると、説明したことと実際これから進

んでいくことが違うんじゃないかなという心配

を持ったものだから。

それはまた検討していただい○押川委員長

て、宮崎のよりよいものをつくっていただくと

いう方向の中で、段階的に報告ができればお願

いしたいと思います。

ほかにございませんか。

常任委員会資料の21、22ページ、○権藤委員

飼料価格高騰緊急対策事業ということですが、

①とか②とかアイウエオという形で項目が挙げ

てあるんですが、もう少し具体的に、飼料増産

整備事業というのがどこに機械をどうするのか

とか そういった具体性を含めた形のこの6,500、

万の中身を説明していただければと思います。

まず、21ページの事業内容の○荒武畜産課長

ところの飼料増産推進事業でございますけれど

も （ア）の飼料稲、飼料米等の面積拡大とい、

うことにつきましては、年間に630ヘクタール

の増加面積に対する支援を、これは種代相当で

すけれども、それについて支援をしていこうと

いう事業でございます （イ）の水田裏の集約。

化の推進につきましては、200万円ほどでござ

いますけれども、10カ所の集団に対して、これ

は地代相当分について助成していこうというも

のでございます （ウ）のコントラクター組織。

につきましては、20組織につきまして、作業料

の一部を助成していこうというものでございま

す。

あと全部お願いしたいんだけれど○権藤委員

も、大型機械、小型機械、どこにどうするのか

とか。

イの飼料作物の収穫機械につ○荒武畜産課長

きましては、大型機械につきましては、国庫補

助事業を活用いたしまして、飼料用米の種子を

採取するための機械導入が１台ございます。そ

のほか、可変式サイロといいまして、普通の土

木工事用のＬ型の擁壁がございますが、そこら

辺を活用することによって低コストでできるサ

イロ３基を４集団、12基を計画いたしておりま

す。大型機械につきましては、10組織に入れて

いきたいと。小型機械につきましては、20組織

について導入を図っていきたいということを考

えております。

今のでどこを想定しているんです○権藤委員

か。地域的に、例えば西都とかそういうのがあ

れば。

これにつきましては、まだ今○荒武畜産課長

からでございまして、地域は県域全体でやって

いきたいと考えております。

放牧体制等については、従来から○権藤委員

放牧期間とかそういったものを含めてある程度

の実績があると思うんだけれども、そういうも

のについて今回、強化事業という名前でどうい

うことをするのかということと、あと、焼酎か

すの飼料化推進ということだけれども、これは

まだ全然実績がないのか、今までやってみて、

こういったものを食べさせることによって肉質

がどうだとか、そういうデータなりがあるのか

とか、そういうことですね。

もう一つ、②については、疾病総合対策と書

いてあるんだけれども、従来から疾病がこうい

う比率であるんだけれども、今後はこういう形

で改善していって生産性を上げるんだというよ

うなものが具体的にあるのか。

放牧につきましては、４～５○荒武畜産課長
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年前までは全くございませんでした。ここ２～

３年で西臼杵地区を中心にやっと普及が始まっ

、 、たばかりでございまして これにつきましては

耕作放棄地に牛を放つことによって活用が図ら

れますので、推進していきたいということでご

ざいまして、今回特にダニ対策、放牧するとダ

ニがつくんですが、それによって家畜が病気に

なってしまいますので、そこらについて重点的

に取り組んでいくということでございます。

エコフードにつきまして、今回考えておりま

すのは 養豚農家が具体的に 焼酎かす等をベー、 、

スに、食品残渣なり、パンくずとかそういうも

のを収集いたしまして、養豚用の液状のえさを

つくりたいということで、20年度の予算に計上

いたしているところでございます。

養豚農場における疾病○押川家畜防疫対策監

の割合とかそういったものは具体的にはここで

は申せませんけれども、生産率、例えば出荷率

というような形で見ますと、豚は年間に2.3回

転ぐらいいたします。2.3産するというような

状況でございますから、子豚が通常10頭生まれ

れば、23頭年間に出荷できるという体制になり

ますが、現状では16頭とかそういった数字で、

慢性疾病で打撃を受けておりまして、今、非常

に下がってきております。そういったものをき

ちんととらえて生産率をアップしていこうと、

病気対策を講じてアップしていこうというよう

な形で今回取り組もうとしておるところでござ

います。

先ほど畜産課長のほうで放牧は初○権藤委員

めてだということでしたが、県としては初めて

かもしれないけれども、北川等では鏡山に牧場

があって、そこに放牧をしてきたというような

こと等も含めて、またゼロから始めてダニだ何

だということが、データがなければ仕方ないん

だけれども、県が直接やっていなくても、北海

道では何度になったら放牧をやめるとかそうい

うもの等はかなりあるんじゃないかということ

も含めまして、これはもうここで議論をすると

いうことじゃないんだけれども、放牧をすれば

肉がどうなるのかとか、あるいは飼料代がどん

なに安くなるのかとか、そういったことを含め

ての研究だろうと思いますから、そういう目標

にかなった形の基礎データはかなりあるんじゃ

ないかというふうにも思いますので、そういう

ものもまた参考にしながら、効率的なモデル事

業を進めてもらえばいいのかなと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

農産園芸課、310ページの（目）○満行委員

農作物対策費（事項）強い産地づくり対策事業

、 、費 この事業は国庫補助が入っているんですが

３つありますけれども、中身についてもっと詳

しく、国がかかわっている理由というのをお願

いします。

この事業は、先ほど言○小八重農産園芸課長

いましたように、強い農業づくり交付金という

ことで、20年度では野菜のほうで８カ所を今の

ところ予定しております。中身としましては、

低コスト耐候性ハウスが５カ所、集出荷施設が

３カ所、農産物加工施設がダブって１カ所あり

ますので、１カ所ということで、８カ所で延べ

９つの事業をやります。果樹で低コスト耐候性

ハウスを１カ所、畑作物において、茶で加工施

設が２カ所、防霜ファンが３カ所、茶の複合管

理機というのを３カ所予定しております。そう

いうことで12億何がしかの予算をお願いしてい

るところです。

地元２分の１、国２分の１、県２○満行委員

分の１なんですが、これじゃないですね。

国の事業が２分の１で○小八重農産園芸課長
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す。地元が２分の１ということです。

足すと12億4,400万ですね。国庫○満行委員

支出金は12億4,000万ですね。見方がわからな

くて。

国庫支出金が 1 2○小八重農産園芸課長

億4,000万ですので、基本的には、事業として

はその倍の事業をやっているということです。

交付金ですけれども、県に来ていますから、国

の補助事業という形でありませんので。２分の

１が12億ということです。だから、倍の事業で

すね。

国は直接地元とか行っているとい○満行委員

うことですか。

交付金は県に来ていま○小八重農産園芸課長

すので、県が国の金を使って、補助は県を通し

て出しているということです。直接採択ではあ

りません。

倍の仕事ができるということで○押川委員長

すね。

そうです。○小八重農産園芸課長

補助事業を利用して、県単でも○押川委員長

補助するから倍の仕事ができるわけです。

12億ここで受け入れて12億支出と○満行委員

いうことは、24億になるんですか。県が事業主

体だったら、24億の予算になるんじゃないんで

すか。

先ほど言いました事業○小八重農産園芸課長

主体は農協なり営農組合ですので、２分の１は

農協なりが出していると。例えば園芸施設で、

今度ＪＡはまゆうがキュウリの集出荷貯蔵施設

をつくりますけれども、それが１億3,000万で

すけれども、実際は２億6,000万かかっている

と。その半分がこの交付金で来ている、支出す

るということです。事業主体はＪＡはまゆうで

すので、ＪＡはまゆうが２分の１を出します。

県は全く事業としては出していないです。交付

金ですから県の金という形になっていますけれ

ども。

県の２分の１というのがどこに行○満行委員

くわけですか。これで見ると、ほとんどないで

すね。

右側のほうに４つ書い○小八重農産園芸課長

てありまして、書き方があれですが、左側の国

の２分の１と地元の２分の１はハードの事業で

す。それに推進事務費がついていますので、そ

、 、 、れについては国２分の１ 県２分の１ だから

県の推進事務費の場合は国が２分の１で県が２

分の１ということですね。県も事業を推進する

ためにいろんな計画書をつくったりとかそうい

う事業をしていますので、そのための推進事務

費がついています。それについては県が２分の

１出していますということです。

その分が一般財源の945万という○満行委員

ことですね。この事業、ほとんど国ですね。

312ページ、花き園芸振興対策事業費 「今、

だ！ラナンキュラス日本一産地づくり事業 、」

これは、去年ネーミングがおもしろいといって

話をしていたんですが、ことしの状況は、２年

目になると思うんですけれども、去年からする

と、予算は２番がふえているからふえているん

ですか。どういう状況なのか、３番の進捗状況

を教えてください。

事業としては順調に進○小八重農産園芸課長

んでいます。予算については、当然減というこ

とで、要求のときに減らされていますので、そ

の分、昨年の19年度予算からすると減っていま

す。事業そのものは順調に今、事業どおりいっ

ています。

今でも人気があるんですか。ある○満行委員

という話で我々は楽しみにしていたんですけれ
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ども。

ラナンキュラスについ○小八重農産園芸課長

ては、中山間、午前中からあります山間地の有

望な作物だと思います。この品種は秋口の暑さ

に、定植のときの暑さに非常に弱いんです。中

山間地であれば暑くないですので、非常に向い

ていると。その後の温度については暖房なりと

いうことで、何ら平たん地でも問題ないんです

けれども、定植のときの問題。私たちは、日本

一ということで、全体からすると、平成19年度

は日本で２番目ぐらいの面積ですけれども、日

本一を目指して頑張っているところです。

市場が受けているかどうかという○満行委員

ことです。市場が広がっているのかどうか、都

城でも、園芸屋に行くけれども、なかなか見当

たらないんです。

全国レベルからする○小八重農産園芸課長

と、切り花としてのラナンキュラスというのは

まだ緒についたところだと思います。ラナン

、 、 、キュラス自体は 皆さん御存じのとおり 鉢物

球根物での苗鉢が中心だったんですけれども、

それが育種改良で茎が長くなって切り花として

向いてきているということです。都会では、結

婚式のブーケ等で非常に人気があるということ

で、バラと同じような形をしていますので、バ

ラにかわるものということもあって、徐々に人

気がふえてきているところです。

次の（事項）果樹農業振興対策事○満行委員

業費、これは去年当初1,300万で4,700万になっ

たんですけれども、ことし3,600万、去年の当

初からすると、どういったところがふえて３倍

近くなっているわけでしょうか。

当初というのは、右側○小八重農産園芸課長

の11月を見ていただきますと、現計の4,783万

からすれば3,600万で、当然予算要求減で、事

業執行としてはふえてはいません。

結局、今年度と同程度というふう○満行委員

に見ればいいんですか。

予算としては、今年度○小八重農産園芸課長

よりは２割程度減っております。

減った理由を教えてください。○満行委員

要求減に伴うものでし○小八重農産園芸課長

て、財政課からのシーリングの中の何％要求減

という、それだけです。

ほかにありますか。○押川委員長

私も先ほどの権藤委員の関連にな○松田委員

るんですが、飼料用稲のことになります。飼料

用米のほう、これは種代相当の補助でしたね。

生産コストはどれぐらいのものなのか、主食用

米と比べて、飼料用稲のほうは生産コストどん

、 。なものなのか 教えていただきたいと思います

現在のところ、飼料用○小八重農産園芸課長

稲の値段はキロ30円というふうに聞いていま

す。主食用が200円ぐらいしますので、それか

らすると非常に厳しい状況ですけれども、その

中で飼料米をつくるということで、一つはそう

いう米そのものの値段、わらの値段、それと、

当然転作としてつくりますので、産地づくり交

付金ということが２万5,000円から４万円ぐら

い、地域によって違いますけれども、あと、耕

畜連携の１万3,000円、新しくことし飼料米に

取り組むということでは、20年当初に３年間の

５万円というお金が緊急対策で出ますけれど

も、そういうことで何とか埋めて、主食用米ほ

どにはなりませんけれども、いろんな機械を一

緒に使えるとか、いろんなコストを下げること

によって十分ペイできるように20年度に早急に

検討するということで、私たちと畜産課と一体

となって取り組んでいるところです。

地元のほうでも大変期待をしてい○松田委員



- 102 -

たんですが、生産コストが余り変わらないとい

うことで、なかなか厳しいという声も出ており

ます。生産費の補てんのほうをこれからもより

一層考えていただきたいと要望しておきます。

ほかにございませんか。○押川委員長

309ページ、京浜向け青果物○中野一則委員

安定輸送緊急対策事業がありますが、先ほどの

説明で京浜向けのコンテナ輸送支援ということ

でしたが、これは船会社に支援金を出すのか、

それとも、京浜までということだから、大阪か

ら京浜までのトラック輸送のトラックのほうに

支援するのか、ぽっきり500万という事業なん

ですけれども、どちらですか。

この事業は、先ほど言○小八重農産園芸課長

いましたように、大分―横須賀航路というのが

ありまして、2,000トンぐらいそれに載ってい

たわけですけれども、それが全く輸送手段がな

くなりましたので、現在、南港航路を使ってい

。 。ます そのときにキロ５円ぐらい高くなります

南港航路まで船で行って、その後トラックと。

その５円の2,000トン分の約1,000万という分の

２分の１を、輸送手段をいろんな形で検討して

いますけれども、解決がつくまでの期間という

ことで２分の１の500万を補助しようというこ

。 。とです 結果としては生産者の負担が減ります

そのお金はコンテナ会社に行○中野一則委員

くわけですか。

お金自体は運送会社に○小八重農産園芸課長

行きます。

トラックの運送会社ですね。○中野一則委員

わかりました。

次のページ、活動火山周辺地域防災営農対策

事業ですが、いわゆる桜島の降灰による降灰防

止とか除去の事業ですが、これの補助地域は県

下どの地域になるわけですか。

県内では南那珂と北諸○小八重農産園芸課長

しか対象になりません。

これの国の事業というのはな○中野一則委員

いわけですか。

国の事業でありました○小八重農産園芸課長

けれども、先ほどと同じ交付金に変わって、県

の事業で行っています。

、○中野一則委員 一般財源100％の事業ですが

距離からすれば桜島に近いのは西諸、直線で

引っ張ったら近いと思うんです。国の事業でし

ておったときにはいろいろ制約があったと思う

んですが、せっかく一般財源化でするわけだか

ら、これを西諸区域まで区域の見直しとか拡大

というか、それはできないものですか。

個人的感想としては、○小八重農産園芸課長

そういうのはあってもいいかなと思いますけれ

ども、いかんせん、この事業、３年計画で３年

ごとにやっているわけですけれども、その計画

の審査は国がしていまして、国の審査を通らな

いと次年度以降もできないと。ちょうどことし

見直しの時期でして、第９次が20年から始まる

わけですけれども、それについても、先ほど言

いましたように、北諸と南那珂を対象というこ

とで国の審査を受けているところです。

県の一般財源だから、県が単○中野一則委員

独で引き続きしたというわけじゃないわけです

。 。ね 国がかかわっている事業ということですか

財源は一般財源化され○小八重農産園芸課長

ていますけれども、その審査なりというか、個

別の計画そのものはいろいろあるわけですけれ

ども、要するに３年パターンの３年ごとの計画

については国の厳格な審査があるところです。

それと、被害が10％ないといけないという条件

がついていまして、西諸がそれに当たるかどう

かわからないですけれども、今のところ先ほど
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言ったとおりです。

降灰除去の場合は被害10％云○中野一則委員

々でしょうが、防止の場合、えびのは特に姶良

、 、郡に近くて 隣の吉松にはこの事業が該当して

うちには該当しないんです。いつもこれが昔か

ら問題になっていたんですが、市郡単位に事業

が分けられて、西諸には関係なくてもえびの市

には該当する、そんな方向をとっていただきた

いんです。これは振興局か普及所単位でされて

いるものだから、西諸全域としてのえびのが除

外されているというふうに思うんです。

そこの経緯はわかりま○小八重農産園芸課長

せんけれども、そういうことがあるということ

を含めて、機会がありましたら国にお話しした

いと思います。

ぜひ前向きに検討してくださ○中野一則委員

い。

新次は 320ページ 養鶏振興対策費ですが ○、 、 、

地域養鶏振興対策事業が2,600万あるわけです

けれども、生産基盤強化で飼料対策という説明

だったと思うんですが、具体的にはどういう事

業になるわけですか。

県内のブロイラーは昨年、鳥○荒武畜産課長

インフルエンザに感染したこともありますの

で、緊急的に防疫の強化をしないといけないと

いうことで、特にネズミ対策ですけれども、こ

れについての支援していきたいということが一

つでございます。もう一つは、飼料がかなり高

くなっておりますので、その代替飼料として飼

料米とかそういうものについて給与実験の支援

をしていきたいということでございます。その

２本立てでございます。

これはブロイラーですか。普○中野一則委員

通の採卵鶏は関係ないわけですか。

ブロイラーの農家を対象とし○荒武畜産課長

ていきたいと考えております。

採卵鶏についてはないわけで○中野一則委員

すね。

ブロイラーの食鳥会社のそれ○荒武畜産課長

ぞれ集団ごとにグループをつくって対応してい

きたいと考えております。

ぜひ鶏卵も、系統のものにつ○中野一則委員

いて考えてください。お願いしておきます。

322ページ、自衛防疫強化総合対策事業費の

中の豚コレラ撲滅体制確立対策事業というの

が218万5,000円あるんですが、豚コレラについ

ては撲滅されて清浄性が100％確立されたとい

うことなんですが、撲滅体制確立対策なんてい

うのを、済んだものをまだされるということで

すが、ちょっと矛盾するような気もするんです

が、対策監、お願いします。

これにつきましては、○押川家畜防疫対策監

御指摘のとおり、12年10月から予防注射をやめ

ております。日本には豚コレラありませんとい

う宣言のような形になるわけでございますが、

そうは言いましても、やはりきっちりと、ない

ということを今後も確立していくという、裏づ

けをとっていくというようなことで、検査事業

をやっている事業でございます。あるからやっ

ているんじゃない、ないことを確認しながら

やっている事業でございます。

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

農産園芸課、畜産課の審査を終了いたします。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後２時17分休憩

午後２時22分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

次に、農村計画課、農村整備課の審査を行い

ます。
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農村計画課でございま○佐藤農村計画課長

す。よろしくお願いいたします。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の325

ページをお開きください。農村計画課の当初予

算額は52億8,205万3,000円をお願いしておりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

。 。 、す 資料の327ページをお開きください まず

（事項）公共工事品質確保強化対策費でありま

すが、1,376万6,000円をお願いしております。

これは、公共事業の品質を確保するため、施工

体制監視チームによる施工現場の重点点検を実

施し、適切な現場指導を行うことにより、発注

者及び受注者双方のさらなる技術力の向上と不

良不適格業者の排除を図るものであります。

次に （事項）公共農村総合整備対策費であ、

りますが、１億5,029万9,000円をお願いしてお

ります。これは、農業生産基盤と農村環境基盤

を計画的かつ総合的に整備するための計画策定

や、農業の一層の発展を図るため、総合的に整

備された国営造成施設等を適正に管理するもの

であります。まず、１の農村振興整備計画につ

きましては、県営中山間地域総合整備事業を実

施するための実施計画を策定するものでありま

す。

328ページをお開きください。２の国営造成

施設管理体制整備促進事業につきましては、国

や県で造成した施設について地域における多面

的機能の発揮を促すために管理体制の強化を図

るものであります。次に、３の基幹水利施設管

理事業につきましては、ダムなどの大規模な国

営造成施設に対しまして、農業用水の安定供給

や農村地域の防災等の機能強化を支援する事業

であります。

次に （事項）国土調査費でありますが、７、

億6,210万円をお願いしております。これは、

土地に関する最も基本的な調査である地籍調査

事業を実施することにより、土地所有に関する

権利の保全や明確化を図るものであります。

次に （事項）土地改良計画調査費でありま、

すが、4,666万9,000円をお願いしております。

まず、２の県営ほ場整備等計画費補助につきま

しては、土地改良事業の計画を策定している市

新町村へ助成する事業であります。次に、６の○

みやざき農業生産基盤整備事後評価手法確立事

業につきましては、農業農村整備事業の完了地

区における事後評価手法を確立し、事業効果の

検証結果に基づく効果を示すことにより、農業

生産基盤の整備促進を図るものであります。

329ページをお開きください。７の○農業水新

利施設ストック緊急整備調査事業につきまして

は、老朽化が進みつつある県営造成農業水利施

設の実態を緊急的に調査し、ストックマネジメ

ント対策基本計画を策定することにより、施設

の長寿命化を図るための更新事業を計画的かつ

円滑に導入するものであります。

次に （事項）大規模土地改良計画調査費で、

ありますが、1,468万1,000円をお願いしており

ます。これは、大規模土地改良事業の円滑な推

進を図るため、各種調査や地域農家への畑かん

営農の啓発推進を行うものであります。

次に （事項）土地改良事業負担金でありま、

すが、35億2,922万2,000円をお願いしておりま

す。まず、１の国営土地改良事業負担金につき

ましては、大淀川左岸地区ほか６地区の国営土

地改良事業に係る県及び地元の負担金でありま

す。次に、２の緑資源機構事業負担金につきま

しては、都城区域の緑資源機構営事業に係る県

及び地元の負担金であります。

次に （事項）農地調査費でありますが、496、
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万5,000円をお願いしております。これは、農

地の売買や賃貸借など、その権利移動に係る利

用関係の調整を行うことにより、優良農地の確

保等を図るものであります。

最後に （事項）農業経営基盤強化事業事務、

費でありますが、884万円をお願いしておりま

。 、 （ 、 ）す これは 自作農財産 国有農地 開拓財産

の管理処分及びこれに伴う債権の管理、徴収事

務等を行うものであります。

農村計画課の当初予算につきましては、以上

でございますが、続きまして、委員会報告をさ

せていただきます。委員会資料の12ページをお

開きください。一ツ瀬川土地改良区における帳

簿外現金及び目的外水利用についてでございま

す。本件につきましては、さきの11月議会にお

きまして、経緯等について御報告をしておりま

すが、その後の調査の結果、水利用の実態等が

明らかとなりましたので、改めて御報告させて

いただきます。

まず、１の概要でございますが、当土地改良

区における帳簿外現金と畜産用水等の目的外水

利用の存在について、実態調査を行いました結

果、以下の問題点が明らかとなりました。

２の問題点でございますが、まず、帳簿外現

金についてであります。土地改良区の収支予算

は、土地改良法に基づき、総代会の議決を経る

必要がありますが、議決を経ていない現金処理

の存在が確認されております。なお、帳簿外現

金の中には県からの補助金が含まれていないこ

とは確認済みであります。次に、目的外水利用

についてであります。１つ目は、土地改良法に

基づき、土地改良施設を他の目的に使用する場

合に必要な所要の手続がなされていなかったこ

と、２つ目に、河川法に基づき、かんがい目的

で農水省が水利権を取得いたしておりますが、

かんがい以外の水利用の存在が確認されたこと

などの問題点がございます。

続きまして、３のこれまでの対応状況等であ

ります。まず （１）の調査の状況であります、

が、①の帳簿外現金関連につきましては、県に

おきまして、平成12年度から平成19年度分まで

を調査いたしました結果、総代会の議決を経て

いない帳簿外現金として処理されていた現金が

存在することを確認いたしたところです。この

中には、多目的水利用の一部6,454万円が帳簿

外で管理されておりました。また、規程に定め

のない期末手当などが帳簿外現金から6,016万

円支出されておりました。

次に、13ページの②の目的外水利用関連であ

ります。九州農政局では、平成19年度の水利用

、 、の実態を調査した結果 農業関係の利用111件

農業関係以外の利用36件、計147件の目的外水

利用の存在を確認しております。このことにつ

きましては、九州農政局より２月15日に、河川

管理者である県の河川課へ報告がなされており

ます。河川課はその報告を受けまして、独自に

確認調査を行い、目的外水利用が確認されたと

して、昨日でございますが、11日に九州農政局

に対しまして、目的外水利用に関する是正指示

を行っております。

、（ ） 。次に ２ の関係機関への対応であります

①の土地改良区への指導等といたしましては、

コンプライアンス等に関する研修会を実施する

とともに、総代会で帳簿外処理の実態を明らか

にすることや、適正な運営を確保するための必

。 、要な措置を講じるよう指導しております なお

改良区は２月21日に臨時総代会を開催し、公認

会計士を交えた特別委員会を設置し、帳簿外現

金について外部監査を行うことを決定しており

。 、ます ②の関係市町への対応といたしましては
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農政水産部では、関係市町で構成する一ツ瀬川

用水対策検討委員会に対しまして指導助言を

行っております。なお、検討委員会は、目的外

水利用の実態や地域の状況を踏まえた今後の対

応等について検討するため、各水利用者に対す

る聞き取りあるいは現地調査を実施いたしてお

ります。

最後に、４の今後の対応であります。まず、

（ ） 、１ の土地改良区に対する対応でありますが

今後、土地改良法に基づく検査を実施いたしま

して、是正を求める予定であります。次に、

（ ） 。２ の目的外水利用に対する対応であります

基本的な是正方針といたしまして、まず、目的

外水利用を行っているもののうち、他水源への

切りかえ等により目的外取水の中止が可能なも

のについては使用を中止するものといたしま

す。また、水利用を継続せざるを得ないものに

ついては、関係市町や地元の意向も踏まえ、土

地改良法に基づく多目的使用のための所要の手

続を踏んで対応することとし、さらに河川法に

基づいて新たな水利権獲得に向けて関係機関と

協議していきたいと考えております。なお、目

的外取水を即刻中止することは農家経営や地域

に及ぼす影響が大きいことから、目的外取水の

他水源への切りかえの措置や、あるいは目的外

水利用に対する是正が完了するまでの間につき

ましても、取水を継続できるよう関係機関と協

議してまいりたいと考えております。今後、河

川課から農政局へ出された是正指示を受けまし

て、九州農政局が是正計画を策定することが必

要となりますが、いずれにいたしましても、目

的外水利用に対しましては、必要な農業用水の

確保という観点から九州農政局や関係市町とも

十分協議を行いながら、慎重に対応してまいり

たいと考えております。

説明は以上であります。御審議のほどよろし

くお願いします。

なお、先ほどの補正の常任委員会で外山委員

からの要求のありました総合評価落札方式に関

する資料を提出資料の３ページから５ページに

添付しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。以上でございます。

農村整備課でございま○原川農村整備課長

す。

平成20年度歳出予算説明資料の331ページを

お開きください 農村整備課の当初予算額は159。

億9,709万3,000円をお願いしております。

主な内容について御説明いたします 333ペー。

ジをお開きください （事項）公共農村総合整。

備対策費でございます。これは、農業・農村の

一層の発展を図るため、農業生産基盤や農村の

生活環境基盤を総合的に整備するもので、11

億4,900万9,000円をお願いしております。その

中の３の農業集落排水事業では、日向市の美々

津地区ほか１地区を、また４の中山間地域総合

整備事業では、椎葉村のひえつき地区ほか７地

区で実施することとしております。

次に、335ページをお開きください （事項）。

県単土地改良事業費でございます。これは、小

規模団地の土地基盤等を整備するもので、５

億6,709万円をお願いしております。その中の

１の県単独土地改良事業でございますが、これ

は、国庫補助の対象とならない小規模な農地や

農業用施設の整備を行うものでございます。ま

た、５の農地・水・環境保全向上対策事業につ

きましては、後ほど別冊の資料で御説明いたし

ます。

次に （事項）公共土地改良事業費でござい、

ます。これは、農業用水路や排水路の新設改修

及び圃場整備等を行うもので、65億6,718
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万4,000円をお願いしております。その中の２

の○県営基幹水利施設ストックマネジメント事新

業でございますが、これは、過去に整備した農

業水利施設の有効活用や長寿命化を図るため

に、施設の機能診断を行うとともに、機能保全

計画を策定し、経済的、効率的な機能保全対策

を行うもので、国富町の綾川地区で実施するこ

ととしております。次の３の県営畑地帯総合整

備事業では、宮崎市の中尾地区ほか20地区で実

施することとしております。また、４の県営経

営体育成基盤整備事業につきましては、後ほど

別冊の資料で御説明いたします。

次に （事項）公共農道整備事業費でござい、

ます。18億9,840万円をお願いしております。

次ページをお開きください。１の県営広域営農

団地農道整備事業では、串間市の沿海南部４期

地区ほか２地区で、また、２の県営農林漁業用

揮発油税財源身替農道整備事業、いわゆる農免

農道では、清武町の船引２期地区ほか６地区で

実施することとしております。

次に （事項）公共農地防災事業費でござい、

ます。これは、農地や農業用施設の崩壊侵食及

び自然災害の発生を未然に防止するために、排

水路やため池等の整備を行うもので 18億2,464、

万3,000円をお願いしております。２の県営特

殊土壌対策事業では、都農町の新今別府地区ほ

か６地区を、４の県営中山間地域総合農地防災

事業では、椎葉村の栗の尾地区ほか３地区を、

また５の県営ため池等整備事業では、宮崎市の

備後上・下地区ほか20地区で実施することとし

ております。

次に、337ページをごらんください （事項）。

耕地災害復旧費でございます。これは、農地・

農業用施設の災害復旧事業費として31億1,039

万5,000円をお願いしております。

続きまして、平成20年度の新規・重点事業に

ついて御説明いたします。別冊、平成20年度主

な新規・重点事業説明資料の23ページをお開き

ください。農地・水・環境保全向上対策事業で

ございます。この事業は平成19年度から始まっ

たものでございまして、社会共通資本である農

地・農業用水等の資源や環境を良好な状態で保

全するため、地域ぐるみの効果の高い共同活動

と、農業者ぐるみでの先進的な営農活動を一体

的かつ総合的に支援するものでございます。営

農支援課とあわせまして、平成20年度からの新

規採択地区も視野に入れまして 対前年比118.1、

％の１億4,330万4,000円をお願いしておりま

す。

次に、25ページをお開きください。県営経営

。 、体育成基盤整備事業でございます この事業は

優良農地の有効活用と経営体の育成を図るた

め、農地の流動化と一体的に生産基盤の整備を

行うもので、35億2,800万円をお願いしており

ます。平成20年度は、高原町の狭野地区ほか19

地区で実施することとしております。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。別冊の平成20年２月定例県議会提出議案

の10ページをお開きください。農村整備課の欄

のまず土地改良負担金償還平準化事業（平成20

年度設定分）でございます。これは、土地改良

区が借り入れる農業基盤整備資金の償還を後年

度に繰り延べる際に発生する利子全額につい

て、国、県が助成するもので、限度額として91

万円をお願いしております。

続きまして、農道整備事業で４件、限度額と

いたしまして合計30億円をお願いしておりま

す その中の県営広域営農団地農道整備事業 西。 （

） 。 、臼杵４期 について御説明いたします これは

平成20年度から23年度までの工期で発注予定の
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トンネル工事に伴うもので、限度額として23億

円をお願いしております。

最後になりますが、常任委員会資料に戻って

いただきまして、10ページをお開きください。

議案第36号「農政水産関係建設事業執行に伴う

市町村負担金徴収について」でございます。こ

れは、平成20年度農政水産関係建設事業に要す

る経費に充てるために市町村負担金を徴収する

ことについて、土地改良法第91条第６項等の規

定により議会の議決に付するものでございま

す。このページに載せております19の事業につ

いて、それぞれ右側に記載してあります率の市

町村負担を予定しております。なお、この負担

金の設定に当たりましては、あらかじめ対象と

なる市町村の意見を聞き、同意を得ているとこ

ろでございます。

農村整備課につきましては、以上でございま

す。

執行部の説明が終わりました。○押川委員長

質疑はございませんか。

327ページ、○公共工事品質○中野一則委員 新

確保強化対策事業というのがありますが、説明

で施工体制監視に要する経費という説明でした

けれども、これは新規事業ということですが、

今までこういう関連の事業はなかったんです

か。

土木のほうが昨年実施し○佐藤農村計画課長

ておりまして、私どものほうで予算措置をした

関係上、私どもとしては新規事業扱いというふ

うなことになっております。

いわゆる入札制度が強化され○中野一則委員

たわけですが、それでいろいろ問題が出ており

ますね。そういうことで入札制度の行き過ぎと

まではいきませんが、諸問題が出たので、こう

いう心配事も改めて発生したというふうに理解

しておけばいいわけですか。

委員がおっしゃったこと○佐藤農村計画課長

もあると思います。入札落札率も下がってきて

おりますけれども、17年度に品確法が施行され

まして、価格だけじゃなくて品質そのものを重

視するようなことになりまして、品質重視の取

り組みをしなければならないというふうなこと

でございます。

次に、提出議案の10ページ、○中野一則委員

県営一般農道整備事業（下大河平４期 、21年）

度まで２億の債務負担行為とありますが、とい

うことは、この事業は21年度で完全に終了する

というふうなことになるわけですか。

これにつきましては、こ○原川農村整備課長

の地区の中の橋梁の上部工の工事について債務

負担行為をお願いしているということでござい

ます。

21年度、その事業で完了する○中野一則委員

わけですか。

地区全体の完了は平成22○原川農村整備課長

年を予定しております。舗装工事等一部ござい

ますので。

その件はわかりました。○中野一則委員

、 、 、次に 常任委員会資料 13ページの中ほどに

２月21日に臨時総会を開いて帳簿外現金につい

て外部監査を行うことを決定ということで、外

部監査を今から実施するわけですね。外部監査

の実施ということは、先ほどの説明の中で、県

が帳簿外現金について実態調査を行ったという

ことで問題点が説明がありました。その中に帳

簿外現金云々とあったんですが、このことを改

めて監査するということですか。

県独自の調査を12月に○原川農村整備課長

行ったわけですけれども、２月21日の臨時総代

会におきまして、総代さんのほうから、やっぱ
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り自分たちみずから調査した上で実態を解明し

なきゃいけないという意見が出まして、そうい

うことで、総代みずから再度調査を実施したい

ということが決定されたということでございま

す。

みずからということは内部監○中野一則委員

査になるんじゃないですか。

公認会計士も含めた上で○原川農村整備課長

外部監査という形でやることになったというこ

とでございます。

目的外水利用ということで急○中野一則委員

にはやめられないわけですね。やめられない分

については、これも将来とも帳簿外現金管理を

することになるわけですか。

当然、土地改良区の収支○原川農村整備課長

予算は総代会の議決を経なきゃいけないことに

なると思います。今後、新しく水利権を取って

多目的使用でやるとしても、その収入分につい

ては表の一般会計に入れて管理していただくと

いうことになります。

ということは、帳簿外の現金○中野一則委員

は発生しないということになるわけですね。

そういうふうになるよう○原川農村整備課長

に県としてもしっかり指導していきたいと思っ

ています。

。 、○中野一則委員 その点はわかりました 私は

そのところの部分を外部監査されるというふう

に思ったものだから、このことを聞いたわけで

す。ということは、逆に言えば、県がせっかく

いろいろと実態調査をしたのに、みんなはいま

いち納得しなかったというふうに思ったから、

やはり自分たちで公認会計士も含めた外部監査

をしたいということで総会があったということ

ですね。

そういうこともあったか○原川農村整備課長

もしれませんけれども、やっぱり過去何年かに

上って自分たちが知らないところでお金が管理

されていたということがございますので、この

際みずから調査をして、公認会計士も活用して

はっきりさせたいという意向が強くて、臨時総

代会でそういう決定がなされたんじゃないかと

いうふうに思っています。

関連。外部監査次第では刑事事件○井本委員

になる可能性もあるわけですか。

組合員から特別の告発と○原川農村整備課長

かそういうのがあればまた別だと思いますけれ

ども、今のところそういうことは考えておりま

せん。

あなたが決めることなの。考えて○井本委員

おりませんと言うけど。

帳簿外現金につきまして○原川農村整備課長

は、土地改良法に違反しておりますので、土地

改良法上、適切な措置をしなきゃいけないとい

うふうに思っています。その措置につきまして

は、13ページの４番の（１）に書いてございま

すが、土地改良法に基づいて検査を県として実

施する予定にしております。その上で、是正の

指示を出すことになるわけですけれども、その

指示に従わない場合は、例えば役員の改選請求

とか、役員の解職請求とか、そういうふうな手

続をとっていくことになるというふうに思って

おります。

事と次第によっては、帳簿外現金○井本委員

なんだから、自分で勝手にポケットに入れて

おったとか、そういうことがある可能性もある

わけでしょう。その辺はまだ全然調べていない

わけですね。

、 、○原川農村整備課長 この土地改良区は 実際

畜産用水として利用している水利用者から個々

に契約を結んで利用料を徴収していたというこ
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とでございます。その個々の契約に基づく徴収

自体は違法性はないということは弁護士にも相

談して確認しているというところです。

徴収したお金を自分たちで勝手に○井本委員

配っていたということはないのかという話をし

ているわけです。

今回、帳簿外現金として○原川農村整備課長

管理されたお金がどういうふうに支出されてい

るかというのも12月に県として調査をいたしま

した。12ページに書いていますけれども、その

ほとんどが土地改良施設の整備補修とか管理費

に充ててあったわけですけれども、一部につい

ては、12ページの一番下に書いていますけれど

も、規程の定めのない期末手当みたいにも使わ

れていたということがございます。そういうも

のについては、資料に書いていますが、１月31

日に指導いたしまして、帳簿外現金すべて不適

切なんですけれども、その中でも特にそういう

規程に定めのない手当なんかを出しているとい

うものについては、改良区へ返還するというふ

うな措置を含めて、いろんなことを検討してい

ただきたいという旨の指導を行っているという

ことでございます。それに向けて返還措置も含

めてどういう対応するかということをこの特別

委員会で検討がなされるということでございま

す。

事と次第によっては刑事事件にな○井本委員

る可能性もあるんじゃないんですか。そんなこ

とは全くないとは言えんのでしょう。わからん

だろうけれども。

現時点では……。○原川農村整備課長

県がやった調査ではまだ不満足だ○井本委員

ということで公認会計士が入るということに恐

。 、らくなったんでしょうね 事と次第によっては

実態がもっと浮き彫りされてきたら、一遍着服

したものを幾ら返しても、着服した事実は事実

で消えんわけだから、そうなれば刑事事件に展

開する可能性があると思いますよ。そちらもそ

の辺のことはよく考えながらひとつやっていた

だきたいと思います。

関連してお聞きしたいんです○外山三博委員

が、同じような国営事業がありますね。例えば

大淀川右岸・左岸、これも土地改良施設なんで

すかね。

同じでございます。○佐藤農村計画課長

ということは、今度のような○外山三博委員

ケース、例えばこの水を畜産の牛でも豚でも飲

ませたら、同じようなケースになるということ

ですか。

そうでございます。今、○佐藤農村計画課長

国営事業をやっておりますところは、前回も申

し上げますとおり、あくまで作物の生育に必要

な水ということで計算されて水利用が決められ

て、そして土地改良事業が実施されていると。

水利権につきましても、その量で水利権を取っ

ているというふうな状態で事業を進めています

ので、同じようなこととなります。

私も今度、土地改良施設とい○外山三博委員

う中で目的外使用したということで法に触れた

ということを初めて認識したんですが、例えば

大淀川左岸の流域で畜産をやっておる人が左岸

の水を牛に使いたいと、その人は手続をして、

、 、―手続というのは これは畑かん事業だから

そういうことで了解もらえば使えるという認識

なんです。しかし、きょうの説明聞くと、そん

なものじゃなくて 目的外使用の申請をすれ―

ばこれはできるんですか。

土地改良法上では、目的○佐藤農村計画課長

外、多目的の使用というのが、農業用水を阻害

しない範囲内で多目的使用ができると、所定の
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手続を踏めばできるようになっております。も

ちろん地元のいろんな意向とか、進めています

事業内の受益者の意向とか市町村の意向とか、

そういったもの全部整理がされた上でのことで

ありまして、そういったところで土地改良法上

は所定の手続を踏んでいかなければならない

と。また、さらに河川法の制約もございますと

いうことであります。

畜産の場合、堆肥は畑に還元○外山三博委員

する。そして、畜産飼料を畑でつくっていくと

いうことは、関連があるんですね。そういう理

屈というか、流れをきちっと整理して、だから

牛にこれを飲ませてもいいんじゃないかという

目的外使用の申請をしたときに、循環をずっと

考えていったら、私は認めてもいいような気が

するんです。

委員おっしゃるとおりで○佐藤農村計画課長

ございまして、確実に畜産用水が使われて、農

地のほうに循環してすべてが還元される、農業

用水を利用したものがしっかり農地に還元され

るということであれば、農業用水のほうで利用

されたというふうにみなされるということに解

釈できると思います。

非常に含蓄のある、中身のあ○外山三博委員

ることを聞きました。今まで１件もそういう申

請はないでしょう。

ございません。○佐藤農村計画課長

わかりました。今後、畜産農○外山三博委員

家に対しては、きちっとその辺のところを整理

して、申請を上げれば可能性はあるかもしれん

よというような話はしましょう。

関連で確認。帳簿外現金の調○中野一則委員

査されたわけですが、一ツ瀬川土地改良区とい

うのはいつ設立されたんですか。

昭和49年でございます。○原川農村整備課長

調査は平成12年度分からとい○中野一則委員

うのは、この前のものは時効が発生しているか

ら調査の対象にならなかったということです

か。

もともとこの問題につき○原川農村整備課長

ましては、11月27日の報道があったわけですけ

れども、そのもとになったのが、いわゆる告発

文書みたいなのが出ておりました。その内容が

平成12年からのそういう帳簿外現金の実態につ

いて記載してありましたので、それが正しいか

どうかという意味も含めて、５年以上さかの

ぼって平成12年から一応確認の調査を行ったと

いうことでございます。

ということは、時効とは関係○中野一則委員

なかったわけですね。

そうです。○原川農村整備課長

ということは、平成11年度ま○中野一則委員

でも帳簿外現金は、こういうのはあったんで

しょうか。

額については確認してお○原川農村整備課長

りませんけれども、あったというふうに思って

おります。

あったんだと思いますが、12○中野一則委員

年度発生分からの告発があって、その分からを

調査されたわけですか。

とりあえず告発文の事実○原川農村整備課長

を確認する意味ということもあって、12年から

調査したということでございます。

12年度分の中には、前年度ま○中野一則委員

での繰越金もあったはず。ということは、それ

で幾らぐらいあったかというのはわかると思う

んですが、金額を聞こうとは思いませんが、以

前もずっと前からあったというふうに理解して

おけばいいですね。

そういうふうに理解して○原川農村整備課長
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いただいても結構でございます。

13ページ 先ほど報告をされた147○権藤委員 、

件が111件と36件とか言われたような気がした

んですが、これはどういう……。

農業に関する利用と農業○佐藤農村計画課長

外利用で111件と36件、147件の内訳を申し上げ

ました。

そうすると、農業用の目的外使用○権藤委員

というのもあったということですか。

そうでございます。○佐藤農村計画課長

どういうことですか。○権藤委員

例えば車の洗浄とか庭木○佐藤農村計画課長

の散水とか、そういったたぐいのものです。

それと19年度までの簿外の現金と○権藤委員

の関係ですが、36件が簿外につながっているの

かどうか。

36件の内訳を、例えばどういう○押川委員長

ものだということをおおむね話していただくと

わかるんです。

改めて質問しますが、36件と19年○権藤委員

度分の帳簿外の現金、これとの関係はどんなふ

うになるんですか。

帳簿外現金と目的外水利○原川農村整備課長

用の関係でございますけれども、目的外水利用

の使用料金を改良区が徴収しております。その

一部を帳簿外現金として管理していたというこ

とでございます。

36件が帳簿外に結びついていると○権藤委員

いう解釈は不正確なんですか。

帳簿外現金と目的外の中○原川農村整備課長

の農業用利用と農外利用、そことの関係は特に

ございません。

余りわからないけれども、今の件○権藤委員

はいいです。

先ほど大淀川右岸・左岸○原川農村整備課長

における畜産用水への利用についてのことが

あったと思いますけれども、基本的に、大淀川

右岸・左岸もかんがい目的に事業が行われてお

ります。そういうことで、畜産用水に利用する

ということは、一ツ瀬川地区と同じで、目的外

利用になるということになります。そういう意

味で、今後、畜産利用に使えるかどうかにつき

ましては、関連事業もまだ動いているというふ

うな地区の実情もございますし、本来かんがい

用の目的でつくられておりますので、かんがい

用の目的を妨げない範囲であれば、畜産用水を

、 、必要とする者が 土地改良法の多目的使用許可

また畜産用水としての水利権を取るという前提

のもとに、そういうふうな手続を行う必要があ

るということでございます。例えば水利権を取

るについても、その地区において将来にわたっ

てかんがい用水の余剰が生じていて、そのかん

がい用の水量が減少しても問題がない、またそ

ういうかんがい用水を減量することを農家の

方、土地改良区が理解していただくという前提

のもとに新たに畜産用の水利権が取れるという

場合については、必要な手続をとれば畜産用水

として使えるようになるということでございま

す。

関連。お聞きしたいと思うん○山下副委員長

ですが、今後の対応で、我々都城も土地改良区

が立ち上がって、今から県営工事をずっと進め

ていくんですが、畜産地帯でありますから、ぜ

ひこの水利用については畜産地帯では使えるよ

うに制度化してほしいことと、それと、今後の

対応の中で、目的外水利用の中でここに書いて

あるんですが、目的外取水の中止が可能なもの

については使用を中止するということですが、

これが地元の理解が得られるのか。もう一点、

畑かんからいただいていた水道料金、利用料で
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しょうけれども、それと、一般の公的な水を引

いた場合の金額差はどれほど出るのか、その辺

を確認したいんです。

前半の御質問につきまし○佐藤農村計画課長

、 。ては 地元との調整はまだ終わっておりません

市町を代表とします一ツ瀬川用水対策検討委員

会なるものを立ち上げております。その中で個

別の案件につきましては、今後どういうふうな

処理をするのか、十分地元の意向を整理すると

いうことで、その中で検討がなされるというふ

うになっております。今後、受益者の中でのい

ろんな、現在、畜産農家だけじゃなくて全体の

受益者がおるわけですけれども、その受益者の

理解とか、そういったものも今後求めていかな

ければならないということになります。

それから、後半のほうは、水道料金等は今、

ちょっと範囲があると思うんですけれども、ト

ン当たり110円ぐらいだと思っております。今

回の一ツ瀬の場合がトン当たり40円というふう

な料金を取っております。今後の処理につきま

しては、民法上の観点から10年間に遡及して使

。 、用料を取るというふうな整理がなされると 今

検討中でありますけれども、そういうふうな整

理の仕方になるだろうと思っています。農政局

のほうと協議中でございます。

335ページの先ほど説明いただい○権藤委員

た中の小規模団地の土地基盤整備事業が県単で

２億2,000万ほどことしも上がっているんです

が、私、農政の委員会には17年のうちで２回目

ですが、これは毎年これぐらい上がっているも

のなのか。それから、採択の基準があるんだろ

うと思うんですが、そこら辺をわかりやすく説

明してください。

県単土地改良事業でござ○原川農村整備課長

いますけれども、まず、予算規模につきまして

は、実は、平成20年度の予算の方針で県単独の

公共事業というものはマイナス５％というシー

リングがかかっております。その中で予算の編

成をしているということでございますので、対

前年と比べたら、予算が減額傾向にあるという

。 、ことでございます 事業の内容につきましては

例えば圃場整備とか、圃場内の排水改良で暗渠

排水の整備とか、水路の整備とか、いろんな工

種がございます。それぞれの工種については国

庫補助事業というものがありますけれども、そ

の採択要件を満たさないもの、通常、国庫補助

は、例えば受益面積が20ヘクタール以上とかそ

ういうのがありますけれども、そういうのを満

たさないものについて大体国庫補助と同様な工

種ができるような制度になっております。

そうすると、かなり件名とか適用○権藤委員

地域というのは広範にわたっているというふう

に考えて、何年もかかってやるという意味では

単年度の金額等も、金額は余り大きくないとい

うふうに解釈してよろしいんですか。

工期についてはそういう○原川農村整備課長

ふうに思ってもらってもいいと思いますし、例

えば地区数についても、平成19年度は86地区で

やっております。

、 、○権藤委員 次に 常任委員会資料の23ページ

これは19年度から５年間でやるという事業のよ

うですが、一部先ほどの説明のときに採択地区

云々というようなことで、19年度については適

用されている部分も大体めどが立っていると思

うんですが、金額を含めて19年度の適用の状況

と、私たちから見ると、従来の集落の活動とい

うのが順調にいっていればこういうものをわざ

わざ助成しながらやらなくても、昔はうまく

いっていたんじゃないかと思われる点も多いわ

けです。今回、国の事業としてわざわざ農業が
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環境保全を含めて取り上げられて、それに国か

らも県からも助成をする、こういうことですか

ら、そういう認定のためのある程度の基準等を

含めて、19年度の適用状況等を含めて御説明い

ただければと思います。

19年度でございますが、○原川農村整備課長

地区数は197地区、農用地面積に置きかえます

。と１万383ヘクタールを対象にやっております

先ほど指摘があったとおり、従来の活動をやる

だけでは当然事業採択にはなりませんで、幾つ

かの要件がございます。一つは、活動組織をつ

くってくれということで、今、農業者が高齢化

して人数が少なくなっているということで、農

業者以外の地域住民、自治会、子供会、多様な

主体と言っていますけれども、そういう方をぜ

ひ活動組織の中に入れてくれという要件がござ

います。従来から水路の草刈りとか、泥上げみ

たいなのはやっておりました。それだけの活動

じゃなくて、例えば水路がちょっと壊れたとか

古くなったと、大規模なやつは補助事業で対応

するんですけれども、小規模な自分たちででき

るやつは自分たちで補修してくださいと、それ

を一定以上やってくださいと。さらに、農地と

か農業用水は、いろんな多面的機能が言われて

おります。環境についてもいろんな皆さんの意

識が高まっております。そういうことで環境活

動についても一定以上行ってくださいと。そう

いうことが基本的な要件になって、そういうの

をクリアしたものについて採択を認めていると

いうことでございます。

そうしますと、今後の理想的な姿○権藤委員

としては、認定農業者という農家がこの核に

なってあると。それに、サラリーマンがおるか

どうかわかりませんが、そういうところが一体

となって、村の事業を協力し合いながら運営し

ていく、そういうところをこの助成対象とし

て200カ所近く19年度は認定した、そういうこ

とですか。

もともとこれは今年度か○原川農村整備課長

ら始まった、例えば品目横断的経営安定対策、

いわゆる担い手を育てていくというふうなもの

に対する地域振興策として、車の両輪というふ

うな位置づけになっているんですけれども、

ちょっと乱暴な言い方すれば、野球を考えた場

合も、プレーヤーが力強く育っていっても、そ

、 、れが多分品目横断 担い手対策だと思いますが

その土台となるグラウンド、これは農業で言え

ば農村になると思いますけれども、そこの農地

とか農業用水、そういう生産の基礎となる分が

きちんと保全されないと、幾ら上のプレーヤー

が頑張っても、農業・農村というのはなかなか

うまくいかないというふうな趣旨でこの対策を

活用していくことが必要じゃないかと思ってお

ります。

そうしますと、大体19年度も１○権藤委員

億3,000万前後というふうに見ていっていいん

ですか。現在行われている予算規模というか、

そういうのも20年度も一緒というふうに考えて

いいんですか。

予算的には20年度は118○原川農村整備課長

％程度伸ばしたいというふうに思っています。

そういうことで 19年度と比べて3,000ヘクター、

ルぐらいは新たに取り組んでいただきたいとい

うことを考えてこういうふうな予算を計上して

いるということでございます。

関連。これは堰なんかには適用な○井本委員

いんですか、井堰を整備する場合。

基本的には、農地や農業○原川農村整備課長

用水路、農道、ため池、そういうものの保全活

動に使っていただければいいと思っています。
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各活動組織の中で、堰についても当然対象にし

たいということであれば、地域で話し合って対

象にしていただければいいということでござい

ます。

関連して、品目横断を気にしてい○井本委員

たんだけれども、品目横断は県の政策の中には

どこにあるんですか。今までずっと見てきて私

は気がつかなかったんだけれども、今度変わっ

たんじゃないですか。国のほうで検討されたと

聞いていたから、その辺、聞きたいと思ってい

たんですが、どこになるんですか。

まず、品目横断安定○岡崎地域農業推進課長

対策につきましては、国のほうの事業でござい

まして、県のほうは資金の管理ということでご

ざいますので、この事業そのものの予算は上げ

てきておりません。それから、変更点でござい

ますが、今までは小規模農家切り捨てじゃない

かとかいろいろございましたので、市町村特認

今までも面積特認とか経営特認とかいうの―

はあったんですが、加えまして、市町村長の判

断で面積に達しない方も入ることができるとい

うふうな点が大きく変わった点でございます。

わかりました。○井本委員

農村計画課の中野委員の質問に関○坂口委員

連してですけれども、公共工事品質確保強化事

業、これは品確法に基づいてということで、当

然一般競争入札を始めたこともあるけれどもと

いう説明だったんですけれども、農政企画課

、 、だったと思うんですけれども 工事検査専門員

あそことの兼ね合いというのはどうなるんです

か。

工事検査専門員は、設計○佐藤農村計画課長

書に基づく工事の出来高検査が主になります。

その中で工程管理、品質管理、出来高管理等あ

わせて検査していくと。しっかり品質ともに成

果品として受領するというのが検査専門員の基

本です。点検強化事業の監視員というのは、下

請にしわ寄せが行くような体制になっていない

かとか、あるいは施工体制がしっかりなされて

いるかとか、現場代理も含めて監理技術者、主

任技術者等がしっかり配置されているか、そう

いった視点で監視チームのほうは行っていくと

いう格好になっております。

今言われたことの中で下請対策を○坂口委員

ちょっと外してほかの部分というのは、今まで

の専門員とか、最初の契約時点での審査とかで

対応できる部分だと思うんです。品質を確保す

るための一般論だと思うんです。特に下請に対

してとか施工体制というのは、その都度、段階

確認の中でやっていくことで、今の専門員なり

担当なり、あるいは総括責任者なりというので

。 、それぞれ対応できる部分と思うんです だから

言われたように、競争が激化したことによって

安い価格で契約を結ぶものだから、新たな心配

が出てきたから、そこをさらに強化してダブル

チェックしていこうということで、中野委員の

言われたとおり、一般競争入札を始めたことに

よって新たに必要性が出てきて、それに対応す

るための監視という理解のほうが正しいのかな

という気がするんですけれども、これは一つこ

こで置いといて、余り難しく考えずにですけれ

ども、せんだっての補正のときに、例えば１社

だけしか応募してきていない工事があったん

じゃないかという事例と入札率をお尋ねして、

そのとき、説明がなかったんですけれども、そ

れが今わかっておれば、まずそれを。

１社応札の案件が11件ご○佐藤農村計画課長

。 。ざいました 落札率が94.5％になっております

そうなってしまうと思うんで○坂口委員

す。85％以下の契約と、あとは間がなくて99％
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に近い契約、１社のみと。だから、ここで設計

の工夫というのが、規格表示から機能表示に変

えなきゃだめだと思うんです。商標登録とか特

許工法とかのせいで自分ところ以外は絶対この

物件に手が出ないからというのがわかれ

ば、99.9で来ます。検証期間中にこの弊害が一

つ見えてきているということで、早速是正して

いく必要があると思うんです。

それからもう一つ、不調不落が小さい工事で

集中して出ているというのがある。単一要因

じゃなくて、いろんな要素はあるけれどもとい

うのがあったですけれども、その中の一つに、

赤字が出る現場に手を出さなくなったんだと、

指名じゃなくなったからと、それも一つの原因

だと思うんですけれども、今までの一般競争入

、 、札の落札結果を 事前の予定価格が公表された

契約が結ばれた後に入札価格と最低制限率とが

公表されたのをずっと見ていくと、まず工種ご

とに最低制限価格率が違ってくるのかなという

のが見えるんです。今まであった事例をずっと

整理していくと、その中で、金額によって同じ

工種でも率が変わってきているというのが見え

るんです。素人感覚では、例えば農業構造改善

事業なら、その中での一般土木なりの中で、農

道なら農道をつくっていく農道建設工事となっ

たときに、最低制限価格率というのは、500万

の工事であろうと、１億の工事であろうと、お

かしいんじゃないかというのがあるんです。そ

れがどうも500万ぐらいのときに80％ぐらいか

ら始まっていって、だんだん85に近づいていっ

て、すっとそのままになっていく。工種を拾っ

て分析していくと、限りなく85に近づくような

感じに見受けられるんです。そういう理解でい

いんですか。同じ工種であっても、予定価格と

いうか、工事金額の大きい小さいによって最低

制限価格率も変わるという考え方でいいんです

か。

よろしいと思います。○佐藤農村計画課長

そうなると、今度は歩掛かりの考○坂口委員

え方、それと設計の時点での単価の考え方、こ

れは、客観的な根拠に基づいて、この物をつく

るためには標準的な技術力と経営力を持ったと

ころが品質を確保するために標準的な工事をし

ていけばこれだけの人間が要る、機械が要る、

資材が要るということで出されてきた極めて客

観的な数字と思うんです。それが金額によって

なぜ最低制限価格の率が変わっていって、金額

が大きければ大きいほど制限価格率が高い85％

に近づいていくのか。80％近くから小さい工事

が始まっていく。80から85にするとされている

中で80％に満たない最低制限価格も何ぼか見れ

たんですけれども、これは置いといて、そこの

ところの理解ができないんですけれども、どう

いうことなんですか。

僕は、こう思うんです。実際、工事をやって

物をつくり上げていって、しっかりそこの後片

づけまでする、そのためのお金を支払うわけで

すけれども、大まかに分けると、いわゆる直接

工事費 現場でその物をつくるためにその工―

程ごとに必要となっていく材料費、労務費、仮

、 。 、設費 それが一つありますね それから今度は

その現場内で使うけれども、この湯飲みをつく

るために必要とした仮設じゃなくて、この物を

つくったり、幾つかの工程や箇所を兼ねること

ができるけれども、この現場で要る経費、共通

仮設費というものも整理されていますね。それ

をまず純工事費として、現場で純然たる工事に

係るお金ですよと。今度は、その周辺で必要と

なるガードマンを立たせたり、現場の安全や、

工事目的のための現場で必要とするもろもろの
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経費を見るのに現場管理費というのもまたやっ

ていますね。あとは、会社の経営とかに係る一

般管理費。それだけシビアに積み込まれてきた

根拠のある数字でやられていて、しかもさっき

言った共通仮設費とか現場管理費というのは、

これもずっとかなりな数の現場で直接経費を調

べて、例えば共通仮設費にすれば、600万以下

についてはこの工種では何％の一律率計算です

よと。600万を超して10億までは金額ごとに率

が変わっていって率計算と。10億を超したら一

律の率計算、さらに必要なものは積み上げ経費

として設計に入れるという、一つ一つ根拠のあ

る数字を積まれていくわけです。現場管理費と

なると、これは率計算だけで同じように700万

まで横でいって、20億までいって、横で20億以

上いくということになるから、こういった物す

ごくシビアに積んだものが、最低制限価格率が

金額によって変わってくるというのは一体どう

いう考え方なのか。

標準的に500万の工事はこれだけかかる、５

億の工事は標準的に今のような考え方でシビア

に見てこれだけかかるということで、しかし、

品質に影響しなければ、会社の競争力によって

これぐらいは差があるだろうから、何％以上な

ら、予定価格を切ってしまっているけれども、

そこより安いけれども、あんたのところと契約

しても大丈夫かなという考え方が最低制限価格

の率ですね。そこで、なぜ小さい工事は80％に

近づいていくのか。赤字が出るから、そんなも

のかかり合わないよということが実際そこで起

こるのか。ここのところはどんなぐあいに分析

されていますか。評価されていますか。率の考

え方。

県土整備部のほうがやっ○佐藤農村計画課長

ているものですから、その仕組みについては

ちょっと理解しかねているんですが、ただ、予

定価格は、標準的な現場に応じた価格というこ

とでしっかり設計されていると。最低制限価格

につきましては、必要最小限必要な経費で出て

いることは間違いないと思うんですけれども。

説明しろといってもなかなか難し○坂口委員

いかなと思うけれども、現実はそうなっている

んです。小さい工事には手を出さないという実

態がそこにあるというので、設計の基本的に考

えられている積算の考え方と、それに使う数字

と、県が決める最低制限価格率の決め方のとこ

ろに、どうも実態と違う部分が本当はあるん

じゃないかと。もう一回ここを研究しなければ

いけない、まだ検証期間中の率じゃないかと。

この考え方というのが全国一律じゃないんで

す。

きょう、漁港漁場整備課なりがおればもっと

わかりやすかったんですけれども、例えば農地

整備あたりでもですけれども、防風フェンスで

すか、風よけの鉄塔を建ててネットを張る工事

が一時期、構造改善であっていたですね。あれ

を今やっておられないなら別ですけれども、あ

れで一遍、最低制限価格を出してみられません

か。今度は、土工事なんかでがんとやったりす

、 、る 労務費とか仮設費とか経費がぐんと占める

材料代がほとんどないやつ、これで最低制限価

格をやってみませんか。特に港なんかで防舷ゴ

ムなんかを買ってきて岸壁にぱんと張りつけて

いくやつとか、あるいは滑動防止なんかでアス

ファルトマットを敷いて消波ブロックを載せて

いくだけの部分というのを一回試行的に積算を

やって、最低制限価格を出してみませんか。小

さい金額で85％行くはずです。それ以下に抑え

、 。るためには それを曲げざるを得ないはずです

ということは、絶対これは考え方に矛盾があり
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ます。これは後で研究してくださいということ

だけお願いしておきます。

だから、この監視強化制度が必要になってく

るんです。本当は地方自治法と品確法とを照ら

―し合わせたとき、最低制限価格を設けたら

原則は最低制限価格を設けちゃだめなんです。

公金支出のとき、一番安い人と契約しなきゃだ

めなんです。でも、安いがゆえに損することを

防止するために、品質が悪かったりすると困る

から、これ以下のものは信用できんからやらな

いよというのが最低制限価格です。ここに監視

強化チームが入るのは、この最低制限価格が本

当に品質を確保できる価格じゃないのか、契約

相手方がこの価格では品質が確保できない、標

準的な企業ならできるけれども、標準以下の企

業だったか、どこかが本当は矛盾があるから、

そういうことをせざるを得ないんです。監視強

化チームなんて必要ということは、最低制限価

格をなくして、自分らなりの目安を持って、こ

れ以下ではちょっと常識的には無理というとこ

ろに監視強化に入っていくのか。それかもう一

つは、不当廉売防止法の観点です。こんな金額

で物を売っていたら、あるいは買おうとしたと

きは、絶対手抜きせんと合わない、コスト割れ

だと、そういう価格を求めることは不当廉売防

止にひっかかる可能性がありますね。そこらを

整理して、この監視強化チームがなぜ低い入札

価格のときに必要ということを事前に県は予測

されているのか。そういうことが心配がある価

格では、最低制限価格を知事が決めることがで

きるという裁量権の行使はできないということ

です。そういうものを排除するために設けるこ

とができるということで、義務じゃなくて裁量

ですから。ここをもうちょっと真剣に考えてい

かないと、業者はばたばたつぶれていっている

んです。この次、また県の考え方が間違ってい

て、これは85、90％だったなんてことになった

ときは、そういう工事をやったおかげで何社か

が飛んでいる可能性があるんです。これはぜひ

とも最低制限価格の率の決め方というのはいま

一歩 高くしろとか安くしろじゃないんで―

す。本当に合理的なことと合法的な根拠に基づ

いて決めないとだめじゃないかと。

防舷ゴムとか、鉄塔にフェンス張るだけの作

業では、恐らく小さい工事でも85％に限りなく

近づいて、上限を切ったものだから、それを抑

えていかざるを得ないと、そういうことになる

と思うんです。それは不自然です。なぜそうい

、 、 、うことになるかというと 恐らく 現場管理費

共通仮設費、労務費というものに対しての重大

性を県が認識していないということです。こん

なもの外していって材料さえ買わせれば後はど

んげかなるわということ。だけど、しっかりと

いろんなことで枠を課せられて、このためには

労働安全衛生法ですか、それ以上これはやらざ

、 、るを得ないという どうしても必要な経費とか

建設業法上ここに置かざるを得ない、生産性を

生まない人たちが要るとか、そういうものが組

み込まれたのがいろんな名目で、経費の考え方

も大きく４つありますが、そこそこで考えられ

て必要とされている経費です。これは経費で、

物を買う金じゃない。あるいは二次製品を買っ

、 、てきたり 骨材を買ったりする金じゃないから

こんなもの企業が努力すれば、なくても現場は

上がるわという安易な考え方での最低制限価格

だったとしたら、監視強化チームがどうしても

必要になってくるけれども、それは法律上もお

かしい、合理性がないということをもう一回研

究してもらいたいと思うんです。多分フェンス

工事はないにしても、防舷工事というのはどこ
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かであるはずだから、あれを一回試算されてみ

ると、すぐ見えてくると思います。これは要望

にしておかないと、公共三部での検討課題で

しょうけれども、ぜひそこのところは急いで考

え方をやっていかないといけないですね。これ

は要望に終わります。

そこで、一つ質疑ですけれども、事後公表か

事前公表かというのが本会議でも随分議論にな

りましたね。事前公表をいま少し続けていきな

がら、検証をして今後判断したいというのが県

土整備部長の答弁だったんです。これも横田議

員だったですが、何を検証する必要があるんで

すかと、事前か事後かの判断材料としてという

質問も再質問みたいなことで言っておられたで

、 、すけれども 事前公表での検証結果というのは

かなり事前公表やってきているから出てきてい

ると思うんですけれども、今の時点で把握した

事前公表に係るいろんな検証結果というのは、

どれぐらい整理されているのがありますか。

具体的な今のお話は、○佐藤農村計画課長

ちょっとお答えしかねるんですが。

検証結果というのは、僕が一つ○坂口委員

言ったのが最低制限価格が大体見えてきだした

。 、ということですね 入札すればそこに近づいて

それを探して入札してくるということで、県が

決めている最低制限価格に限りなく札が集中し

始めだしたということが、今までの一般競争入

札の予定価格の事前公表の検証として、これは

県は把握されていないとまずいと思うんです。

何を言っているかというと、今の企業がやって

いる入札の金額決定という作業は、県の最低制

限価格探しの競争をやっているということで、

品質を確保するためにとか、最大限競争力を発

揮して自分ところでは幾らでできるとか、この

工事には最低幾らもらわないと自分ところの経

営は成り立たないという、会社の経営あるいは

品質の確保といった視点からの積算がなされな

くなっているということですね。予定価格から

最低制限価格を引き出す計算をやって企業は入

札をせざるを得ない仕組みを今、県はやってい

るということ、今まででそういうことはまだつ

かんでおられませんか。

私どものほうでは、つか○佐藤農村計画課長

んでおりません。

そうしたら、どこかでいいんです○坂口委員

けれども、今まで公表された分の入札結果、最

低制限価格の合格失格、そしてその間に何社が

応募してきて、何ぼの範囲内で札が集中してい

るかというのは、これはわかりますね。事前公

表やられて、インターネットで出しておられる

わけですから、その集計というのは手元にどこ

かにあると思うんですけれども、これをまず見

ていただきたいと思います。

わかればあすでも総括質疑で。○押川委員長

、 。○坂口委員 いや そんな難しい問題じゃない

公表しているから、僕が言った話というのは、

そういうのを見て、見えた結果を言っているん

だから、素人の僕でさえわかる。契約の元方が

持っていないわけがない。

最低制限価格付近の落○佐藤農村計画課長

札、それが集中してきているというのは、そう

いう傾向にあるということはわかっておりま

す。

それはよい傾向と思われますか。○坂口委員

悪い傾向と思われますか。

いい傾向ではないと思い○佐藤農村計画課長

ます。

さっき言いましたように、積算と○坂口委員

いう作業じゃなくて、最低制限価格の作業に来

ているということですね。そこにぴったり当て
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る競争を今、業者はやっているということ。だ

、 、から 品質確保のための監視チームであるとか

途中で工事をやめて、ケツを割ると言いますけ

れども、現場を放棄してしまうとか、契約を解

除してしまうとか、こういうことが検証されて

いるんです。それでもなおかつ、事前公表を今

後どうしようかとさらに検証しようとするのは

必要ないと思うんです。ほかに何があるか、理

解できないんです。あとは、コンプライアンス

と言われますけれども、これはコンプライアン

。 、スを徹底するというわけでしょう そうしたら

、 、隠すべきだし それが徹底できないんだったら

今言いましたように、予定価格を事前に公表し

ても最低制限価格に近いところに張りつくとい

うことで、最低制限そのものが割り出せるとい

うところまでは行っていないですね。でも、最

低制限価格は 入札前に発注者 その金額によっ、 、

て所長なり課長なり、その人はしっかり計算し

た最低制限価格を封をして入札させるまでは保

管しておかなければならない、早目に決めてお

かなければいけない数字ですね。これもやっぱ

り同じ こっちは隠していて絶対漏れない こっ。 、

ちのほうは隠していて漏れる可能性があるなん

ていうのは、理由として成り立たないと思うけ

れども、こちらが漏れたって、致命的じゃない

。 。 。です 近くに行く これが漏れれば致命的です

この人に決まるんです。そうすると、コンプラ

イアンスがどうのこうのという理由は、事前公

表と事後公表の言いわけには使えないと思うん

です。そこらに対してどう思われますか。公表

するほうがいい、公表しないほうがいい 公―

表するから、その数字をもとに、81.2345678％

という数字を掛けて安易にぽっと来るわけで、

これが公表されていなければ、八十何.何ぼを

掛けるという分母がないわけですから、やっぱ

。 、り積算せざるを得ないです 事後公表にすれば

現場でどういう工程を組んで、何人作業員を入

れて、どこから何を買ってきて、何日にはどう

いう工程に進んでというのを立体的に描いて施

工計画組んで、実行予算を組んで積算をして

いって、もうけは放出して、最低これでいこう

ということで、本当の意味での競争価格での入

札が導けると僕は思うんです。そこらのところ

をもうちょっと あれだけ商工建設常任委員―

会の委員長が質問した、そこまでせっぱ詰まっ

ているんですから、公共三部で、部長、ぜひ責

。 、任持って…… そういう実態に我が社はあると

張りついてしまって、制限価格探しの競争入札

になってきていると、品質とかそういうものを

考慮してから入札はできないということで、こ

れを回避するためには総合評価方式と事後公表

しかないと僕は思うんです。それをダブルでや

ることが、万全とは言えないけれども、かなり

改善されることにつながると思うんですけれど

も、もし課長、何かコメントできればコメント

していただいて、できなければ、こういう指摘

があったということで。

いろいろ入札制度が変○黒岩農政水産部次長

わって、最近、業界の方々からも、今の制度の

中で一つ変えられるものがあるならば、予定価

格を事後公表にしてくれんかという意見はある

んです。その方々がおっしゃるのは、せっかく

自分たちが自分の経営の能力で積算をして入札

をしようとしているのに、委員さっきおっ

しゃったような、とにかく落札するためにはと

いうことで、自分の経営能力を度外視した札を

入れざるを得ないような状況があるということ

は聞いています。したがって、今後、事後公表

にするか、今のままいくのかということについ

ても検討がなされると思いますから、そういっ
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た場で私たちのほうも意見を上げていきたいと

思っております。

ぜひそれは一日も早くやるべきだ○坂口委員

と思うんです。総合評価というのは、いろんな

パターンとか、どういう点をどう評価するとい

う、これはシビアなまだ検討が要ると思うんで

すけれども、事前か事後かというのは、やるか

やらないかの判断で、検証を１年やる、２年や

るといった問題じゃなくて、新年度から即やる

やらない、判断はその２つに１つだと思うんで

す。そこをぜひ早急に三部で検討していただい

て、正すべきは正していく。そして、まだあく

までも検証期間です。すべて一般競争入札だ何

だと言っているけれども、発注者も体制もでき

ていない。検証期間だから、改めるべきは勇気

を持って、年度途中からでも気づいた時点で改

めていくというのが正しい一般競争入札と。そ

して、本当に残るべき優良企業を残せる入札制

度になって、今のままじゃ、本当に優秀なとこ

ろを残せるかどうか、まじめなところを残せる

かどうか、甚だ欠陥のある入札制度改革で、改

悪と言っても間違いないぐらいの制度の変わり

方だと思うんです。これも要望して、ぜひ早目

にここのところはより理想的なものに近づけて

ほしいと思います。

、 、○押川委員長 以上をもちまして 農村計画課

農村整備課の審査を終了させていただきます。

執行部の皆さん、御苦労さまでございました。

では、水産は明日10時からということでよろ

しくお願いいたします。

以上をもちまして本日の委員会を終わりま

す。

午後３時50分散会
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平成20年３月13日（木曜日）

午前10時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

西 田 二 朗
農政水産部次長
（ 総 括 ）

黒 岩 一 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

佐 藤 信 武
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 玉 置 賢

服 部 修 一
農 水 産 物
ブランド対策監

団 体 調 整 監 義 成假 屋

地域農業推進課長 岡 崎 博

担 い 手 対 策 監 土 屋 秀 二

営 農 支 援 課 長 米 良 弥

農業改良対策監 吉 村 豊

消費安全企画監 吉 田 周 司

農 産 園 芸 課 長 小八重 雅 裕

畜 産 課 長 荒 武 正 則

家畜防疫対策監 押 川 延 夫

農 村 計 画 課 長 佐 藤 公 一

技 術 検 査 監 桑 畑 政 廣

国営事業対策監 矢 方 道 雄

農 村 整 備 課 長 原 川 忠 典

水 産 政 策 課 長 桑 原 智

漁 業 調 整 監 那 須 司

漁港漁場整備課長 関 屋 朝 裕

漁港整備対策監 野 田 和 彦

総合農業試験場長 齋 藤 尚

県立農業大学校長 松 尾 通 昭

畜 産 試 験 場 長 児 玉 盛 信

水 産 試 験 場 長 田 代 一 洋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

政策調査課主査 千知岩 義 広

委員会を再開いたします。○押川委員長

次に、水産政策課、漁港漁場整備課の審査を

行います。

水産政策課でございま○桑原水産政策課長

す。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の339

ページをお開きください。水産政策課の当初予

算額は、一般会計で17億1,737万6,000円、沿岸

漁業改善資金特別会計で１億7,381万3,000円、

合計で18億9,118万9,000円お願いしておりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。341ページをお開きください。初めに （事、

項）漁業基本対策費の説明欄３の離島漁業再生

支援交付金事業1,885万6,000円についてでござ

います。この事業は、農業の中山間地域直接支
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払制度の水産業版と言えるもので、本県では延

岡市島野浦島の漁業集落が対象となっておりま

す。離島集落の維持及び離島漁業の再生を図る

ため、離島集落が行う植樹・魚つき林の整備、

海岸・海底清掃などの漁場の生産力向上に関す

、 、る取り組みや 低利用・未利用資源の活用など

創意工夫を生かした新たな取り組みなどを支援

するものでございます。

次に （事項）水産金融対策費の説明欄１の、

漁業近代化資金利子補給金１億1,444万1,000円

についてでございます。この事業は、基幹漁業

の振興、担い手の確保等、本県が推進する重要

施策を資金面から支援する漁業近代化資金貸し

付けのための利子補給金でございます。

次に、342ページをお開きください （事項）。

水産物流通加工対策費の説明欄３、次のページ

になりますが 「みやざきの魚」販売力強化・、

。情報発信事業1,085万円についてでございます

この事業は、本県水産物の付加価値向上と販路

拡大を図るため、ブランド推進体制を強化する

とともに、消費者評価の検証に基づくブランド

認証品等の効率的な販売方法の検討及び効果的

な情報発信への取り組みを支援するものでござ

います。

次に （事項）地域漁業経営改革対策費1,663、

万8,000円についてでございますが、この事業

については、後ほど別の資料で御説明いたしま

す。

次に、344ページをお開きください （事項）。

漁業取締監督費４億3,709万2,000円についてで

ございます。まず、説明欄３の宮崎県内水面振

興センター経営基盤強化対策資金３億1,000万

円でございます。この事業は、財団法人宮崎県

内水面振興センターに運転資金として無利子の

短期貸し付けを行うものでございます。なお、

同センターの財務状況等が改善していることか

ら、昨年度より2,000万円減額してお願いして

おります。次に、４の密漁防止体制強化対策事

業9,594万6,000円についてでございます。この

事業は、内水面の秩序維持や流通の適正化を図

るため、県が行うシラスウナギ密漁取り締まり

の補助的業務、及び「うなぎ稚魚の取扱いに関

する条例」に基づく立入検査等の補助的業務を

内水面振興センターに委託するとともに、セン

ターがみずから行う内水面秩序維持に関する取

り組みを支援するものでございます。

次に （事項）水産試験場管理費の説明欄５、

の水産試験場試験研究機能保全事業248万6,000

円についてでございます。水産試験場は昭和45

年に整備され、設置後36年が経過し、施設の老

朽化が著しいことなどから、本館の耐震化工事

のための調査設計を行うものでございます。

次に 事項 水産業試験費１億2,911万2,000、（ ）

円についてでございます。これは、水産試験場

の本場及び小林分場の試験研究に要する経費で

ございます。まず、説明欄１の資源部でござい

ますが、水産物の資源管理や漁業効率化技術に

関する研究、また漁況及び漁場形成に関する研

究などを実施しております。次に、２の増殖部

では、マダイやカサゴ等を放流して資源をふや

す栽培漁業の技術開発、また藻場造成技術開発

などを実施しております。次に、３の生物利用

部では、新しい魚種の種苗生産技術の開発、ま

た水産物の鮮度保持技術や加工技術の開発、さ

らに、養殖業における飼育技術や疾病予防技術

の開発などを実施しております。最後に、４の

小林分場では、アユ、ヤマメなどの内水面養殖

魚の種苗生産技術の改良及び系統保存の研究

や、チョウザメに関する研究などを実施してお

ります。
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次に、346ページをお開きください。沿岸漁

業改善資金特別会計１億7,381万3,000円につい

。 、てでございます この特別会計につきましては

議案第11号として提出させていただいておりま

すが、このページで説明させていただきます。

沿岸漁業改善資金特別会計は、沿岸漁業改善資

金助成法の規定に基づき、昭和54年に設置した

ものでございます。この資金は、沿岸漁業従事

者等に対しまして、経営等改善資金、生活改善

資金及び青年漁業者等養成確保資金を貸し付け

るものでございます。なお、貸付枠は昨年度と

同額の１億7,300万円をお願いしております。

次に、平成20年度予算案の主な新規・重点事

業説明資料の27ページをお開きください。地域

漁業経営改革対策事業について御説明いたしま

す。１の事業の目的でございます。地域漁業の

活性化を図るため、漁協や意欲ある担い手グ

ループ等が相互に連携し、地域漁業全体として

行う新たな操業・生産体制の導入によります収

益性の向上や、経営の規模拡大に向けた取り組

みを支援することとしております。２の事業の

。 。概要でございます 右側の図をごらんください

この事業は２つの事業で構成しております。①

の地域漁業経営対策事業は、県漁業経営管理指

導協会がこれまで実施してきました本県主幹漁

業の経営調査や経営分析、指導に加えまして、

漁協や意欲ある担い手グループ等による地域漁

業の活性化のための経営改善計画策定への助言

指導を行うものでございます。次に、②の地域

漁業経営改革支援事業でございますが、県の認

定を受けた経営改善計画を実践するため、漁業

者等が共同して行う新規性、モデル性のある経

営規模拡大と収益性向上のための取り組みを支

援するものでございます。この事業の実施によ

りまして、漁協や意欲ある担い手グループ等に

よる地域漁業の活性化を図ってまいりたいと考

えております。予算額は、合計で1,663万8,000

円をお願いしておりまして、事業期間は３年間

でございます。予算の内訳でございますが、①

の地域漁業経営対策事業は、補助率２分の１、

予算額は263万8,000円、②の地域漁業経営改革

支援事業は、同じく補助率２分の１、予算額

は1,200万円をお願いしております。

次に、債務負担行為についてでございます。

お手元の平成20年２月定例県議会提出議案、10

ページをお開きください。中ほどの水産政策課

のところに掲げてございますが、平成20年度漁

業近代化資金利子補給ほか３件につきまして、

期間及び限度額を設定するものでございます。

続きまして、議案第23号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」についてでご

。 、ざいます 議案書は71ページからでありますが

環境農林水産常任委員会資料で説明させていた

だきます。常任委員会資料の８ページをお開き

ください。初めに、１の県立高等水産研修所宿

泊施設等使用料についてでございます。改正の

理由でございますが、宮崎県財政改革推進計画

において使用料・手数料等の見直しが掲げら

れ、歳入対策の一つとされていることから、体

育館の使用料を新設するものでございます。使

用料金は１時間につき500円でございまして、

。 、施行期日は４月１日を予定しております 次に

２の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申

請手数料ほか４つの手数料についてでございま

す。改正の内容でございますが、漁業法及び水

産資源保護法の改正に伴い、手数料徴収の根拠

規定となる該当条項が変更されていることか

ら、右側のページに記載しておりますように、

該当部分の変更を行うものでございます。

水産政策課は以上でございます。よろしくお
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願いいたします。

漁港漁場整備課でご○関屋漁港漁場整備課長

ざいます。

お手元の平成20年度歳出予算説明資料の347

ページをお開きください。漁港漁場整備課の平

成20年度の当初予算額は 一般会計で42億7,169、

万2,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。349ページをお開きください （事項）漁。

場保全対策費の534万7,000円でございます。こ

れは、漁場環境の保全に影響を及ぼす水質汚濁

、 、などを監視するほか 安全な養殖魚生産のため

養殖場などの漁場環境の把握と適正利用のため

の指導を行うものであります。

次の350ページをお開きください （事項）。

内水面漁業振興対策費の6,748万円でございま

す。これは、河川の資源維持を図るため、アユ

やウナギ、ヤマメ等の稚魚の放流を行うほか、

コイヘルペスウイルス病の蔓延防止対策や、ブ

ラックバスなどの外来魚の駆除を実施するもの

であります。

次に （事項）栽培漁業定着化促進事業費、

の9,964万9,000円でございます。これは、つく

り育て、管理する漁業を推進するため、財団法

人宮崎県水産振興協会におきまして、マダイ、

ヒラメ、カサゴ等の種苗生産や放流を実施する

ほか、カンパチの種苗生産実用化事業や藻場の

回復支援のための事業を実施するものでありま

す。また、６のバイオコントロールによる稚魚

の生産技術向上事業の新規事業では、種苗生産

時期に善玉菌活用等のバイオコントロール技術

導入を図りまして、仔稚魚の免疫機能を高める

など、医薬品に頼らない安全で安定的な種苗供

給を図るものであります。

次に （事項）漁業経営構造改善事業費の１、

億810万2,000円でございます。これは、漁業共

同利用施設整備や持続的漁業生産環境整備に対

して助成するもので、平成20年度は、串間地区

において養殖用係留施設の整備を、日南地区に

おきましてイセエビの漁場整備を予定しており

ます。また、３の漁港の高度利用のための整備

事業の新規事業におきましては、プレジャー

ボート専用の係留施設の整備に対し助成するも

のでありまして、平成20年度は延岡地区を予定

しております。

次に、351ページをごらんください （事項）。

種子島周辺漁業対策事業費の３億1,133万6,000

円でございます。これは、ロケット実験に伴う

影響緩和のための漁業施設整備に対して助成す

るもので、平成20年度は南郷地区において水揚

げ・荷さばき施設の整備等を予定しておりま

す。

次に （事項）沿岸漁場整備開発調査事業費、

の１の豊かな日向灘創出プロジェクトの新規事

業でございますが、これにつきましては、新規

・重点事業といたしまして、後ほど別資料で御

説明申し上げます。

また、次の（事項）水産基盤（漁場）整備事

業費でございますが、これも後ほど別資料で御

説明をいたします。

次の352ページをお開きください （事項）。

県単漁港維持管理費の１億2,283万3,000円でご

ざいます。これは、漁港区域内施設の維持補修

や、航路・泊地のしゅんせつを行いまして、漁

港施設の機能回復を図るものであります。

次に、353ページをごらんください （事項）。

水産基盤（漁港）整備事業費でございますが、

これも後ほど別資料で御説明いたします。

次の354ページをお開きください （事項）。

公共海岸保全漁港事業１億5,900万円でござい
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ます。これは、津波や高潮等から漁港区域内の

海岸を防護し、国土の保全と後背地住民の民生

の安定や財産の保全を図るものでありまして、

平成20年度は土々呂漁港ほか２港におきまし

て、護岸や陸こう等の海岸保全施設の整備等を

行うものであります。

次に （事項）漁港災害復旧事業費の１、

億7,422万8,000円と次のページの（事項）水産

施設災害復旧事業費の6,859万4,000円でござい

ます。これらは、台風等で災害が発生した際の

調査費や復旧工事費に要する経費をそれぞれ計

上させていただいております。

歳出予算説明資料の説明は以上であります。

続きまして、平成20年度の新規・重点事業に

ついて御説明いたします。別冊の平成20年度予

算案の主な新規・重点事業説明資料の29ページ

をお開きください。まず、豊かな日向灘創出プ

ロジェクトでございます。本県では、沿岸漁業

の生産基盤であります漁場の生産性の向上を目

的として、天然礁に乏しい日向灘において人工

魚礁を用いた漁場の整備を行い、沿岸漁業の振

興を図っております。右の資料にございますよ

うに、現在の本県の漁場造成では、魚を集める

ことを主目的とした魚礁や、稚魚の保護を主目

的とした増殖場を中心として実施しまして、生

産量の増加に一定の効果を上げてまいりました

けれども、水産資源が減少する現状におきまし

て、日向灘そのものを魚が育ちやすい海へと変

えることが課題となっているところでありま

す。そのような中、近年では、豊富な栄養分を

含んだ海水を巻き上げることで稚魚のえさとな

る生物をふやす効果がある魚礁など、海そのも

のを豊かにする新しい魚礁が開発され、普及し

つつあります。本事業では、日向灘を豊かな海

に変えていくために、本県の今後の漁場整備に

おいて２つの新しい魚礁の導入に向けた基礎調

。 、査を実施することとしております 具体的には

説明資料の２の（４）の事業内容にありますよ

うに、魚のえさをふやすための魚礁を導入する

ために、日向灘に適した素材を比較検討する調

査と、海底の豊富な栄養分を海流により巻き上

げ、魚のえさを増殖させるマウンド型魚礁導入

のための適地選定調査でございます。なお、事

業期間は平成20年度から22年度の３年間で、平

成20年度の予算額は810万円をお願いしており

ます。

次の31ページをお開きください。水産基盤整

備事業でございます。この事業は、水産物の生

産及び流通の基盤となる防波堤等の漁港施設

や、人工魚礁等による漁場施設等の整備を推進

しますとともに、緑地や広場等の漁村の環境整

備を行うものであります。具体的には、２の

（４）の事業内容にありますように、①地域水

産物供給基盤整備事業では、地域の水産物の生

産及び流通機能を図るため、都井漁港ほか１漁

港におきまして、防波堤や護岸等の整備を行う

こととしております。②の広域水産物供給基盤

整備事業では、広域的に水産物の生産及び流通

の拠点整備を図るために、日向灘地区におきま

して、カツオ、マグロを対象とした浮き魚礁の

設置やアオリイカを対象とした増殖場などの漁

場の造成を、また川南漁港ほか５漁港におきま

して、防波堤や岸壁等の整備を行うこととして

おります。③の漁港環境整備統合事業におきま

、 、しては 快適で潤いのある環境を形成するため

油津漁港ほか１漁港におきまして、緑地や多目

的広場などの漁港の環境整備を行うこととして

おります。④の漁村再生交付金事業では、活力

ある漁村を再生するため、南浦漁港におきまし

て、既存の防波堤等を有効活用するための補強
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や補修を行うこととしております。⑤の漁業集

落環境整備事業では、水産業の振興を核とした

漁村の健全な発展に資するため、川南漁港にお

きまして、生活環境改善のために整備した下水

道施設の補修を行うこととしております。⑥の

港整備交付金事業では、地方港湾と第一種漁港

が連携して、地域再生の観点から、都農漁港ほ

か１漁港において岸壁や導流堤の整備を行うこ

。 、 、ととしております なお 平成20年度予算額は

御説明いたしました６つの事業を合わせて28

億3,812万円をお願いしております。

最後になりますが、議案第36号「農政水産関

係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収につい

て」であります。常任委員会資料の11ページを

ごらんいただきたいと思います。漁港漁場整備

課分につきましては、水産基盤整備事業と海岸

保全漁港事業に要する経費に充てるため、市町

村負担金を徴収することにつきまして、地方財

政法第27条第２項等の規定により、議会の議決

に付するものであります。この負担金の設定に

当たりましては、あらかじめ対象となります市

や町の御意見を聞き、その結果、異論がないと

の回答を得たものでございます。なお、負担金

の割合は、両事業ともに事業費の10分の１とし

ております。

漁港漁場整備課は以上でございます。よろし

くお願いします。

執行部の説明が終了いたしまし○押川委員長

た。質疑を受けたいと思います。

341ページの漁業基本対策費の離○井本委員

島漁業再生支援交付金事業ですが、藻場の再生

、 、もやるとか言っていたような気がしますが 今

水産試験場でも藻場をやっているみたいです

が、あそこの藻場もウニが上ってこないような

、 、台を見せてもらったけれども 藻が生えんのは

ウニだけじゃなくて、いろいろ原因があると思

うんです。浦城というところがありますが、浦

城なんか昔はあそこは全部藻場があったんだけ

れども、今はほとんどなくなってしまっていま

す。みんないろいろ原因を言うんです。例えば

上のゴルフ場の農薬が落ちてきたんじゃないか

。 、と言う人もおるんです 原因を探らんことには

単にウニだけで藻場を再生ということじゃない

と思うんです。また、栄養価のある水が流れて

こないということもありますから、その辺のこ

となんかもわかっていてやっておられるのか、

聞かせてください。

藻場が減少している○関屋漁港漁場整備課長

要因というのは、やっぱりいろんな要因があろ

うかと思います。一つに、委員がおっしゃった

ように、環境要因も可能性としてあると思いま

すけれども、私どもが把握した中では、今言っ

たウニとか魚類、最近、地球温暖化ということ

でよく話題になっておりますけれども、草食性

の魚類、特にアイゴ等が群れをなして上がって

きて、そして藻類を食べるということで、そう

いうことも実際、現場の観察の中で確認された

ところでございます。どういう形で藻場を守っ

ていくかという中で、ウニが一つの要因として

ありましたので、これについてはいろんな研究

を重ねまして、一つの方向性が出てきたわけで

ありますけれども、魚類の場合は何しろ群れを

なして来るものですから、どういう対応方法が

あるのかということについては、これからまた

いろいろ研究していかなきゃいけないことかな

というように考えております。

藻場は魚のえさのためにつくるん○井本委員

でしょうから、魚がある程度集まってくるのは

しようがないだろうと思うんですが、漁業基本

対策費の離島漁業再生支援交付金事業の場合は
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どういうやり方で藻場再生を考えておるんです

か。

これは地元が主体となっ○桑原水産政策課長

た活動でございますので、例えば海底清掃のよ

うな形で、藻が生えやすいような海底、海浜の

清掃をまず行ったり、藻場と必ずしも直接関連

はしませんけれども、魚つき林のような、先ほ

どおっしゃられた林とか森とか、木を守るよう

な形で植樹をいたしまして、そこから流れ出る

ような栄養分がまた藻場の発生にいい影響を与

えるというふうに考えられますので、そんなこ

とを通じまして藻場の造成を図っているところ

でございます。

わかりました。○井本委員

重点事業説明資料ですが、豊かな日向灘創出

プロジェクトのマウンド型というのは、右のほ

うに写真みたいなのが載っているようですが、

マウンド型魚礁というのはどんなやつですか。

教えてもらえますか。

これは、海底にいろ○関屋漁港漁場整備課長

んなブロックとか石材を使いまして、一つの大

きなマウンド、いわゆる土手みたいなものをつ

くるわけですが、そうしますと、海流、海の流

れがありまして、マウンドから上に海流が巻き

上げられるということで、海底のほうには栄養

分の豊富な海水がありますので、それを光の届

くところまで持ち上げて、そこでプランクトン

を増殖させて、資源をふやそうというものでご

ざいます。

右に写真が載っていますね。海流○井本委員

か何かがぶち当たって上がってくるわけです

か。

そうです。○関屋漁港漁場整備課長

もう一ついいですか。水産基盤整○井本委員

備事業、南浦のが一つありましたね。県北であ

るやつを教えてもらえんですか。

県北の漁港整備で言い○野田漁港整備対策監

ますと、島野浦とか北浦の整備がございます。

それから、真新しいところで言いますと、④の

漁村再生交付金事業というのがございまして、

中身は、昔、浦城の荷さばき施設があったとこ

ろの岸壁施設が腐食で悪くなっているものです

から、その補修を行うというのが中身でござい

ます。

延岡辺で関係するのはこれだけか○井本委員

な。

②の広域水産物供給基○野田漁港整備対策監

盤整備事業の中で島野浦の岸壁整備とか、北浦

の浮き桟橋の整備とか、そういうものが入って

ございます。

２番のやつですね。延岡辺が関係○井本委員

するのは２番と４番だけ。わかりました。

ほかにございませんか。○押川委員長

関連で、離島漁業再生支援交付金○松田委員

のことでお伺いいたします。これは21年度まで

でしたね。地元島野浦では、島の整備が進んで

いるということで、魚つき林の再生ですとか、

清掃とか、いろんな土産物品の開発等、あと、

パンフレットつくったりして喜んでおります。

ただ、21年度までどんなことにこの基金が使え

るんだろうかという、いろんな要望が出ている

んですが、漁業再生ということで、その範囲は

どの辺までなのかをお教えいただけますか。

範囲に関しましては、か○桑原水産政策課長

なり広範な範囲で見られております。比較的自

由に使える予算でございます。ただし、離島が

地理的不利な条件にあるわけでございますか

ら、その再生というふうな基本的な目的がある

わけでございますけれども、その資源の利用や

保護でありますとか、例えば持続的に魚を育て
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ていこうというふうな取り組みでありますと

か、集落の健全な活性化のための付加価値の高

いような製品の取り組みでありますとか、本土

との交流みたいなこともある程度ございます。

そういう観点でありますと、具体的な取り組み

としましては、先ほど申し上げたような資源の

、 、 、増殖でありますとか 環境整備 植樹といった

魚つき林の問題でありますとか、林を植える問

題、漁場の監視のようなこともできますし、海

底清掃もできますので、そのような具体的な取

り組みについて不明な点等ございましたら、当

方のほうに地元から聞いていただければ、また

お答えができるように思いますので、聞いてい

ただけるというふうに思います。

本土との交流ということがありま○松田委員

したけれども、地元で今上がっているのが魚つ

き林、ウオーキングロードを整備していただき

ましたが、途中まで車道にしていただけないか

ということとか、あとは、島野浦には埋蔵金伝

、 、説がありまして それに関する記念碑ですとか

そういったことを何か持ち上げていきたい等々

の要望もあったりするんですが、ちょっと観光

的な要素になるんですが、その辺も該当すると

考えてよろしゅうございましょうか。

平成19年度でございまし○桑原水産政策課長

ても、里道の観光マップが既につくられており

ますし、また島以外から来られた方が自転車と

かを使うための整備みたいな活動もしておりま

すので、そういうふうなことについては既に取

り組まれていると思います。車道の件につきま

しては、話が具体的にあれば、その可否につい

ては検討させていただきたいというふうに思い

ます。

ありがとうございます。○松田委員

350ページ、○の漁港整備のとこ○権藤委員 新

ろですが、先ほどの説明だと、延岡ということ

で聞いたんですが、それが一つと、分担の表示

の仕方、国が２分の１、事業主体２分の１、国

が２分の１、県が２分の１、これは国が２分の

１で、事業主体と県は４分の１とかならんのか

なと思うんですが、そういうことを含めて、こ

の事業の内容、係留施設の整備、金額からいっ

てそう大きいものではないのかなという感じが

するんですが。

漁港の高度利用のため○野田漁港整備対策監

の整備事業についてでございますが、これはプ

レジャーボートの係留施設の整備でございまし

て、浦城湾の中にプレジャーボートが多数係留

されておりまして、漁船の係留とふくそうしま

して、整理整頓がきれいになされていないとい

うところがございます。プレジャーボート対策

につきましては、漁港あるいは港湾あるいは河

川サイドで関係部局が一緒になりまして、プレ

ジャーボート対策を推進していきましょうとい

う基本方針を平成18年つくりまして、それに基

づいた一つの実施ということでございます。係

留施設の整備につきましては、基本的には漁協

あるいは民間の力をかりていこうということ

で この事業につきましては 漁協がプレジャー、 、

ボートの係留施設、浮き桟橋を整備すると。こ

れにつきましては国庫補助事業で、２分の１で

国庫補助がございまして、そして残りの２分の

１は事業者である漁協が負担するということ

で、実質的には県の負担はゼロということでご

ざいます。

それに関連してですが、従来から○権藤委員

県土整備部とかでプレジャーボートがふえてき

てどうしようもない、背番号もわからないとい

うような問題等があったんですが、それは県土

整備部の仕事とかいうことじゃなくて、一緒に
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なってやろうということなんですね。

今、委員がおっしゃっ○野田漁港整備対策監

たように、県全体で取り組んでいこうという、

その中の一環の事業でございます。

関連。浦城あたりでこれをやろう○井本委員

という話になっていると思うんですが、地元の

プレジャーボートを持っている、そういう組合

と漁協の連中との調整がうまくどうもいかんの

だね。その辺の話は聞いていますか。

民間があるいは漁協も○野田漁港整備対策監

含めて、民間がそういう施設を整備するという

ことは、資本を投資するわけですね。その見返

りとして、整備料を回収するために、ある程度

使用料を設定するということがございます。そ

の使用料の金額について、プレジャーボート利

用者の方々に話をおろしたと。年間幾らだとい

うことをおろしたときに、ちょっと高過ぎると

いうような声が上がったということは報告でお

聞きしております。今、漁協サイドが再度金額

については検討しているということもお聞きし

ているところでございます。

年間７万ぐらい取るという話で、○井本委員

今までただで使っていたものをといって、しか

も市から助成金が出てつくるという話もあっ

て、5,000万ぐらい助成が出ているものに対し

て、年間７万取って、そうすると漁協がえらい

潤うという話で、そんなばかなことがあるんだ

ろうかと、地元のプレジャーボートの組合の人

たちが言っていたんですけれども、そんな話は

聞きますか。

今、委員が言われた話○野田漁港整備対策監

はお聞きしております。県としてもある程度指

導という立場で、なるべく法外な金額にならな

いようにということで、今後ともまた指導して

まいりたいと考えております。

市が助成金を出すというのはあり○井本委員

得ることですか。

市の単独ということで○野田漁港整備対策監

すから、それはあり得る話だと思います。実際

に出すという話は確認しておりません。

わかりました。○井本委員

総括質疑でやろうかと思ったんで○満行委員

すが、とりあえず、ここで出てきたので、水産

政策課でいいんですけれども、漁港漁場整備課

も一緒なんですが、349ページの漁場保全対策

費51万4,000円、これは国の補助がついていま

すね。350ページ、栽培漁業定着化促進事業、

これも62万4,000円国庫の支出金が入っている

んですが、水産政策課の342ページ、水産物流

通加工対策費1,143万8,000円の事業で、貝毒安

全対策事業37万3,000円の事業に国の補助10

万5,000円なのかなと思うんですが、とりあえ

ず貝毒安全対策事業の国の２分の１、県の２分

の１、県単という説明をしていただきたいと思

います。

貝毒が発生した際もしく○桑原水産政策課長

は事前の調査の際の研究試験費が要るわけでご

ざいますけれども、これは国のほうから２分の

１補助で来ております。委員おっしゃられたよ

うに、10万5,000円が国のほうから来ているお

金でございまして、２分の１の県負担分として

同様に10万5,000円分を負担しております。そ

れだけでは貝毒検査費が足りませんので、県単

独といたしまして、残り16万3,000円になりま

すでしょうか、それを足しまして合計で37

万3,000円として貝毒検査費に充てておる状況

でございます。

37万3,000円の国庫補助、この性○満行委員

質は補助金ですか。負担金でしょうか。これは

国の事業を各都道府県採択をしてやっていらっ
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しゃるのか、そのあたりいかがでしょうか。

国の補助自体は 1 0○桑原水産政策課長

万5,000円でありますけれども、これは国から

の補助金でございます。

これは貝毒安全対策事業という国○満行委員

庫補助事業なんですか。それともほかの事業と

あわせた一つにこの事業がある……。何を言い

たいかというと、37万3,000円の事業が一つの

補助金として独立しているかどうかということ

を聞きたいんです。

これは一つの補助金とし○桑原水産政策課長

て独立しているわけではございません。国から

来ている分が10万5,000円あり それに裏負担10、

万5,000円足しているものがまずありまして、

別途、県の単独でそれが足りないということで

出しているわけでございますので、国のこうい

う名前の事業があるわけではございません。

どんな補助事業なのかわからない○満行委員

ですけれども、その補助事業の一つというふう

に考えていいわけですか。

県が２分の１負担してい○桑原水産政策課長

る分については、補助事業の一つと考えて問題

ないというふうに思います。

補助事業の国の補助要綱があっ○満行委員

て、10とか20とかメニューがあって、そのうち

の一つにこの貝毒安全対策事業というのがある

ということでしょうか。

国の10万5,000円の分と○桑原水産政策課長

県の裏負担10万5,000円出している分に関して

でございますけれども、これは国から食の安全

・安心対策事業というものがございまして、そ

の一つの国の事業の中で県が２分の１負担をす

るということになっておりますので、こちら

が21万円分になります。残りについてはそれで

は足りないということで、県が一般財源で支出

している分でございます。

後は総括で聞きます。○満行委員

２～３聞きたいんですが、ま○外山三博委員

ず 先ほどもちょっとあったんですが 350ペー、 、

ジの一番下、漁港の高度利用のための整備事業

で日南のイセエビの漁場整備をする、それと串

間の話をされましたが、イセエビの漁場整備と

いうのは具体的にはどんな整備をされるんです

か。

もう一度お願いでき○関屋漁港漁場整備課長

ますでしょうか。

350ページの○漁港の高度利○外山三博委員 新

用のための整備事業の説明の中で串間と日南

で、日南はイセエビの漁場整備をするという説

明だったと思うんです。具体的にはどんな整備

をされるんですか。

築いその事業でござ○関屋漁港漁場整備課長

います。投石とかをして一つのイセエビのすみ

場をつくるという事業でございます。

私、具体的によくわからない○外山三博委員

んですが、もうちょっとわかりやすく、どこあ

たりに、護岸にするんですか。それとも沖合に

するんですか。

２番の持続的漁業生産環境整備○押川委員長

事業が多分……。

３番を聞いている。○外山三博委員

３番の漁港の高度利○関屋漁港漁場整備課長

用のための整備事業につきましては、先ほど対

策監のほうで御説明いたしました延岡市漁協が

実施いたします係留施設のことで、２番が日南

市が行います築いそ事業のことでございます。

石を投入いたしまして、イセエビのすみ場をつ

くるというものでございます。

石を投入してというのはわか○外山三博委員

、 。るんだけれども それはどこ辺にするんですか
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海岸線、それともずっと沖のほう。

水深が10メーター程○関屋漁港漁場整備課長

度のところでございます。

昔はイセエビ漁が始まると、○外山三博委員

イセエビの網が海岸線に近いところずっと入っ

ていたと思うんです。最近それを見ないものだ

から、聞いたら、最近は沖のほうに網を張って

いくということを聞いたんですが、現実にはど

、 。こあたりで操業しているんですか イセエビ漁

当然イセエビの生息○関屋漁港漁場整備課長

場が漁場になるわけですけれども、岩場といい

ますか、そういうところについてはイセエビの

漁場が形成をされると思いますので、そのあた

りでの操業だと思います。

、 、○外山三博委員 ですから 沖合のほうなのか

目で見える護岸の……。私、釣りに行くものだ

から、昔は、イセエビの網が入ると、魚が寄っ

てこないでだめだったんです。ところが、最近

そこあたりに網を見ないから、その話を聞いた

ら、最近はいそ場ではとってはいけないという

ことで沖のほうに網を入れるんだという話を聞

いたから、そういうふうになったのかなと思っ

て聞いているんです。どこで主に漁をしている

んですか。

最近は、沖のほうに瀬の○桑原水産政策課長

ようなものがございまして、岩がごつごつした

ような、いわゆる瀬でございますが、そういう

ところが優良な漁場になっておりまして、漁船

が出ていきまして、刺し網を入れまして、例え

ば宮崎市の沖合の瀬のようなところで漁獲して

いるという実態がございます。

これは陸から何キロという○外山三博委員

か、何メーター以内では操業したらいけないと

か、そういう区割りみたいな規則があるんです

か。

岸から１キロ程度のとこ○桑原水産政策課長

ろは漁業権があるわけでございまして、イセエ

ビ漁業権のあるところは、漁業している場合が

ございます。先ほど申し上げた瀬のようなとこ

ろでございますけれども、そこは資源保護の観

点から漁獲時期でありますとか、漁場のような

ものを決めているケースはございます。また、

いきなりいろんな漁業者の方が押し寄せるよう

な形になってしまいますと、そこで漁場利用調

整とか、資源保護のような問題もございますの

で、そのような観点から漁業許可の制限条件と

いうような形等々で規制がかかっている場合が

ございます。

ということは、県南の串間か○外山三博委員

ら県北の延岡、北浦まで、地区によって漁業す

る場所が違うということですか。

違う場合が多いと思いま○桑原水産政策課長

す。

これ以上聞いてもあれだか○外山三博委員

ら、また後ほど……。どこで主に網を入れてと

るようになっているか、教えてほしいと思うん

です。それは後で結構です。

漁業権につきましては、共○那須漁業調整監

同漁業権という漁業権の中でイセエビの網漁が

許可されております。漁業権というのは各漁協

ごとに県内区切りがありますものですから、そ

の中でしか漁協の方々はできない。外山委員先

ほどお尋ねされましたとるところについては、

共同漁業権というのは沖合数キロまでとか、地

区によって決まっておりますので、その範囲の

中でやると。沖合にまた瀬がありますし、そう

いうところについては、県が別に漁業者ごとに

許可を出しているということがございます。築

いそ漁場は、漁港漁場整備課の仕事ですけれど

も、そういうことで新しい漁場もどんどんつ
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くっておりますので、漁場も昔よりもかなり拡

大しておりますから、イセエビの漁獲自体も、

少しずつですけれども、現在ふえてきている状

況がございます。

日南でこういう漁場整備をす○外山三博委員

るということのようですが、宮崎のほうもずっ

と青島から漁場がありますね。順次やってくる

んですか。日南は何か特殊性があるんですか。

築いそ事業につきま○関屋漁港漁場整備課長

しては、市町村が実施することになっておりま

すので、市町村がそういう事業を実施したいと

いうことであれば、それを採択して実施するこ

とになります。その市町村によって、地元での

要望がどうなのかが基本になるのではないかと

思います。

先ほど説明がまずくて申しわけなかったんで

すが、イセエビの漁場は沿岸部が主体ではあり

ますけれども、沖のほうに瀬礁があって適当な

ところがあれば、そこが漁場になるというふう

に考えております。ただ、築いそ漁場につきま

しては、事業の投資効果でございますので、水

深的には、ある程度の水域のところでそういう

漁場造成することになろうかと思います。

せっかくだからちょっと聞い○外山三博委員

ておきたいんですが、今、イセエビの宮崎県の

漁獲量と漁獲の金額、全国の中で宮崎のイセエ

ビというのはどういうレベルなのか、教えてく

ださい。今、出なければ、総括のときまでに調

べておいてください。

総括のときでも御報告くださ○押川委員長

い。

続いて質問したいんです○外山三博委員

が、344ページの水産試験場管理費、○水産試新

験場試験研究機能保全事業についてお尋ねをし

たいんですが、今、水産試験場の支場は小林と

北浦にもあるんですか。

現在、支場は、小林に分○田代水産試験場長

場があります。本場が青島で、そのほかには小

林だけです。

北浦のほうに何かなかったで○外山三博委員

すか。

昔の栽培漁業協会のこと○田代水産試験場長

。 。でしょうか 栽培漁業協会というのがあります

試験場とは全く違う組織です○外山三博委員

か。試験場の研究を委託するような形のところ

なんですか。

栽培漁業協会、今、水産○田代水産試験場長

振興協会と言っておりますが、ここには補助金

あるいは委託をしているものがあります。

試験場の試験研究の予算の中○外山三博委員

からそっちに行くということですか。

共同研究という形でやり○田代水産試験場長

ますので、予算を水産試験場から一部流してい

、 。る 委託という形でやっているものがあります

新規の研究機能保全事業とい○外山三博委員

うのは、研究をしていこうということだろうと

思うんですが、240万、これからスタートして

来年再来年にこの機能を高めていこうというこ

とだろうと思うんです。単年で終わったら余り

意味がありませんからね。この研究の行き着く

先というか、どういう機能を将来持たせるため

の新規事業なんですか。

水産試験場自体が昭和45○桑原水産政策課長

年設置されて、既に施設の老朽化が著しいとい

うのがまずございまして、本館の耐震性能とい

いますか、本館の傷みが激しくて、まず耐震性

能を上げなければいけない、つまり耐震の補修

をどうするかという調査設計のためのまず予算

でございますので、これ自体は施設を補強する

ための調査設計経費でございます。



- 134 -

それでは、管理棟のほうの耐○外山三博委員

震の調査設計ということのようですが、一番肝

心な試験研究棟というか、試験研究施設、こっ

ちのほうの改築というか、そういう計画という

のはないんですか。

今のところ本館の耐震の○桑原水産政策課長

みという予算になっております。そもそもは営

繕関係の調査が入りましたときに、耐震性能が

落ちていて、かなり危ない状態ではないかとい

うふうな意見もございましたので、耐震補強の

ための調査設計経費としてまず計上しておりま

す。

農業試験場も非常に立派にな○外山三博委員

りました。工業センターも立派になった。今の

話を聞くと、今の機能で管理棟だけ耐震設備す

ればいいというふうに聞こえるんですが、どう

なんですか。私はちょこちょこ行って見ている

んですが、いかにも試験研究する試験場として

は寂しいというか、貧弱というか、これで本当

に宮崎県の水産をてこ入れしていく研究機関の

第一線のところかなという気がするんですが、

そういう計画はないんですか。

委員のおっしゃるとお○佐藤農政水産部次長

り、機能の老朽化というのがございまして、平

成16年に整備構想というのは確かにつくりまし

。 、 、た ところが 箱物凍結の県の方針が出まして

今のところ延期というふうな状態になっており

ます。

それともう一つ、先ほど北浦になかったかと

いう話がございましたけれども、北浦には50年

。 、の初めまで試験地がございました 今のところ

本場が青島の試験場、分場が小林、西米良に試

験地がございます。この３カ所でございます。

箱物凍結という方針はあるに○外山三博委員

せよ、箱物というのは、私の感覚で言えば、公

民館みたいなものというか、そんな感覚であっ

て、試験研究のための施設は箱物という感覚と

は別だと思うんです。ああいう方針を出して３

年たちましたね。最初は改築しようということ

を考えていたということであれば、宮崎県の水

産のてこ入れのために私は必要と思うから、必

要性をきちっと言って、堂々と要求をしていか

れるべきだと思いますが、部長、どうですか。

心強い御意見で私ども大○後藤農政水産部長

変助かります。基本的に、委員おっしゃいます

ように、研究というのは一つの大きな投資です

ので、その基盤を整えるという意味では私も必

要だというふうに考えています。平成16年の整

備構想というのがございまして、それに基づい

て年次計画を立てて進めようとしておったんで

すけれども、まさに箱物凍結で、しかもシーリ

ングがかかる中で、その財源負担も部内でとい

うような厳しい状況もありまして、そうなりま

すと、かなり金額がかさむものですから、なか

なか手がつけられないという実態があります。

ただ、将来的には、委員よく御案内のことと思

いますけれども、水産試験場、実は基礎の部分

がコンクリートがめくれていまして、中の鉄筋

が見えているというような非常に老朽化して、

しかも安全性に検証を要するというような実態

もありますので、そういった中で今回のこの調

査を契機に、また今後どのような方向に持って

いくのかということも含めて、再度計画見直し

を含めて進めていくことになるんではないかと

いうふうに思っています。大変心強い御意見あ

りがとうございました。

先ほどのイセエビの漁獲○桑原水産政策課長

量でございますけれども、平成17年、全国の生

産量が1,299トン、宮崎県の生産量が75トンで

ございます。
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２点ほどお尋ねをしたいんで○外山三博委員

すが、つい最近新聞を見ておりましたら、関サ

バが海流の関係で激減しておるという記事を見

。 、 、ました そのときに 北浦でやっている灘アジ

灘サバのことが私の頭をよぎったんですが、ど

うなんですか。同じような流れの中だと思うん

ですが、北浦の灘アジ、サバの漁獲量というの

は何か変化があるんですか。

、 、○那須漁業調整監 アジ サバにつきましては

国のＴＡＣといって漁獲の総量の規制がかかっ

。 、ております その数字を見ております限りでは

本県でも昨年、ことし、アジはやはり非常に少

ない年でございます。灘アジ自体も出荷したい

んですけれども、要望がどんどん上がっている

中では、なかなかこたえ切れないという状況が

ございます。サバにつきましては、関サバとい

うのは、サバの種類で言いますとマサバになり

ます。本県と鹿児島、こちらの南のほうは基本

的にはゴマサバが主体なものですから、サバ自

体の資源としては日本ではそんなに落ちてはい

ないんですけれども、マサバにつきましては、

本県も非常に漁獲量全体では少なくて、本県の

ほうも、ゴマサバ自体としての漁獲量というの

はある程度水揚げあるんですけれども、マサバ

は比率としては非常に少ない状況でございま

す。

マサバとアジが減ってきてい○外山三博委員

る原因は、関アジの記事を見ると、海流の影響

だろうと書いてあったんですが、やっぱりそう

いうことなんですか。

うちとしても水揚げの量は○那須漁業調整監

追いかけておるんですけれども、海流の動きに

つきましては、つかみかねております。

最近、一般的には地球温○田代水産試験場長

暖化の影響もあるんではないかというふうな話

もありますが、広い目では、宮崎県だけではな

くて、日本全体的に、特に日向灘沖を中心とし

て、マアジが少なくなっています。それから、

マサバも少なくなっています。マサバのかわり

にゴマサバが若干多い傾向にあります。そうい

う魚種の入れかわりが生じてきております。一

般的な今までの長いスパンで見た場合も、何か

がふえたら何かが減るという状況が常に生じて

、 、おりますので そういった中での一つの現象で

今まさにマアジとマサバが少なくなっていると

いう状況が考えられます。

どういうことで減ってきてお○外山三博委員

るかということは、確定的なことはわからない

にしても、ほかの県と情報交換しながら、常に

そういう意識を持って見ていくことが、漁業者

に対する的確な情報を流していくという意味で

大事だと思いますから、お願いをしておきたい

と思います。

よく釣りに行きますが、海に遊びに行くんで

、 。 、 、すが 昔は何ぼでも釣れました ところが 今

一日行って１匹釣れればいいくらい。魚が減っ

てきたということは間違いないんですが、ふえ

てきたのはフグです。フグがべらぼうにふえて

おるんです。フグがえさをとってしまうものだ

から、ちゃんとした魚のところまで回らない。

いろんな気候、環境の問題で魚が減ってきたと

思うんです。いろんな環境の中ででもふえてき

たフグ、何でふえたのかなと。何でふえたかと

いうフグの生態を研究することによって、何か

いい方法が出てくると思うんですが、フグの生

態の研究というのは少しはされておりますか。

今までトラフグについて○田代水産試験場長

はやっておりますが、いわゆる産業的に役に立

つトラフグについては放流事業等もやってまい

りました。あるいは生態に関する調査研究も
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やっております。ほかの、例えばハリセンボン

が多くなったという話もあるんですが、現在少

なくなっておりますので、現在やっていますの

はトラフグのみということです。

私が言うフグというのはクサ○外山三博委員

フグです。これが異常に多いんです。頭の中の

どこかに試験場の中で置いていただいて、フグ

が何でふえるかということをちょっと考えても

らうと、何かヒントが出てくるんじゃないかと

思って、今の話をしました。

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

水産政策課、漁港漁場整備課の審査を終了いた

します。

引き続き総括質疑を行いますので、準備のた

め、暫時休憩いたします。

午前11時６分休憩

午前11時10分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

お願いをしておりました事業仕分け委員会並

びに総合評価落札方式、この件につきまして、

まず説明をいただいてから、総括質疑に入りた

いと思います。

まず、事業仕分け委員会○玉置農政企画課長

のほうから御説明をいたします。お手元に２枚

紙、Ａ４横のものが行っているかと思います。

以前配っていたものを少し加工したものをお配

りしておるところでございます。同じ中身でご

ざいますので、今、配られているほうをごらん

いただければと思います。

事業仕分け委員会で議論いただいた事業につ

いては全38事業でございます。課名と19年度に

おける事業名が掲げてございます。仕分けの結

果ということでございますけれども、これにつ

きましては、基本的には県において現状で実施

すべきということと、県において改善して実施

するべきという、どちらかの結論が出されたと

ころでございます。これらの事業につきまし

て、20年度、事業としてどうなっているかとい

、 、 、うものにつきましては 右側の欄において 今

御審議いただいている歳出予算の資料のページ

数と事業名につきまして掲げておるところでご

ざいます。以上が事業仕分けの状況でございま

す。

続きまして、昨日要求のございました備品の

購入の話でございますけれども、これは口頭で

御説明いたします。まず、20年度の当初予算で

備品購入費として考えておるのが１億5,875

万2,000円でございます。19年度の予算につき

ましては、19年６月補正後が全体予算になると

思いますけれども、その補正後予算を当初と考

えますと、19年度につきましては、１億49

万7,000円ということでございます。決算につ

きましては、今後でございますけれども、決算

見込み額として、２月補正後の予算として数字

を出してみますと、9,778万9,000円ということ

でございます。

以上、報告にかえさせていただきます。

農村計画課でございま○佐藤農村計画課長

す。

６日の常任委員会におきまして、総合評価落

札方式の評価値の算定式につきまして、後日、

資料を提出するということになっておりました

ので、総合評価落札方式について御説明をした

いと思っております。

資料の３ページをごらんください。まず、１

の総合評価落札方式の概要についてでございま

。「 」す 公共工事の品質確保の促進に関する法律

が平成17年４月１日に施行されまして、この中

で主要な取り組みとして、従来の価格のみによ
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る競争入札とは異なり、価格と技術提案等の内

容を総合的に評価し、落札者を決定する総合評

価落札方式の適用が書かれております。総合評

価落札方式は、工事の規模や難易度によりまし

、 、て 大規模なトンネル等を対象とする標準型や

橋梁や樋門工事等を対象としております簡易型

や簡易型Ⅱ、さらには一般的な道路、舗装、河

川工事を対象としております特別簡易型など、

４つの型式を採用しております。

次に、総合評価落札方式のメリットについて

でございますが、従来の価格のみによる競争入

札とは異なるために、価格と品質が総合的にす

ぐれた調達が可能となるとともに、②に記載し

ておりますように、ダンピングの防止や、不良

不適格業者の排除、さらには談合の防止等につ

ながることになります。③といたしまして、入

札参加者に対し工程管理や品質管理にかかわる

技術的所見を求めるために、建設業者の技術力

向上に対する意欲を高め、建設業者の育成に貢

献いたします。④といたしまして、地域内にお

ける本・支店、営業所の所在地の有無など企業

の地域社会貢献度についても評価するなど、地

域の建設業者の役割について評価することとい

たしております。

次に、２の平成19年度の総合評価落札方式の

試行についてでございますが、昨年７月以降、

予定価格4,000万円以上の工事から選定してお

、 、りまして これまでに農政水産部で簡易型３件

特別簡易型５件の計８件を試行いたしておりま

す。

４ページをお開きください。３の総合評価落

札方式における評価項目及び配点についてであ

。 、 、 、 、ります この表は 標準型 簡易型 簡易型Ⅱ

特別簡易型の評価項目と各型式の標準的な配点

をまとめたものであります。ここに記載してお

りますように、標準型は満点を30点、簡易型及

び簡易型Ⅱは満点を20点、特別簡易型は満点

を10点として標準的な配点といたしており、そ

の表の左側にありますように、評価の視点とし

て、施工計画、企業の施工能力、配置予定技術

者の能力の３つに区分され、それぞれ右に掲げ

る数値のような配分となっております。

次に、総合評価落札方式による落札者の決定

方法についてであります。まず （１）の得点、

の算出についてですが、配点の満点は、施工上

の技術的課題が多いか少ないかなどにより、10

、 。 、点または20点 30点に設定いたします その後

入札参加者から提出された資料を評価基準に基

づいて審査評価し、得点を算出いたします。次

に （２）の評価値の算出についてでございま、

すが、入札参加資格を満足する企業に与える基

礎点を国と同様に100点として、これに（１）

で算出した得点を加え、技術評価点を算出いた

します。この技術評価点を入札額で割った値が

評価値となります。つまり、評価値は技術評価

点の高いものほど、また入札額の低いものほど

高くなることになります。落札者の決定につい

ては （３）に記載していますように、入札価、

格が予定価格及び最低制限価格の範囲内にある

もののうち、評価値の最も高いものが落札者と

なります。

５ページをお開きください。この表は、総合

評価落札方式におきまして、配点の満点が10点

の特別簡易型の場合の落札者の決定の算出例を

記載しております。まず （１）の表は、ある、

工事においてＡ、Ｂ、Ｃの３社が入札に参加し

たと仮定して作成したものでございますが、配

点の満点が10点の場合の算出例です。まず、各

社から出された資料をもとに評価を行い、得点

。 、を算出します これを合計したものが①の欄で
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、 、 、 。８点 ５点 １点と それぞれなっております

次に、この①に基礎点の100点を加えて②の技

術評価点を算出します。③は入札額の欄でござ

いますけれども、それぞれ5,000万円、4,800万

円、4,700万円の入札額であったと想定してお

ります。④が評価値で、②の技術評価点を③の

入札額で割った値となりますけれども、欄外の

米印で記載しておりますように、評価値の数値

をわかりやすくするために１万倍しておりま

す。この場合の評価値が21.60、21.87、21.49

となります。総合評価落札方式では、評価値の

最も高いものを落札者とするために、このケー

スでは、入札額が最も低いＣ社ではなくて、Ｂ

社が落札者ということになります。

ここで４ページにお戻りください。５の中立

かつ公正な審査・評価の確保についてでござい

ます。総合評価落札方式の適用に当たりまして

は、発注者の恣意性を排除し、中立かつ公正な

審査・評価を行う必要があります。このような

ことから、地方自治法施行令におきまして、総

合評価落札方式を行うときは、学識経験者の意

見を聞くこととされているため、宮崎県総合評

価技術委員会を設置し、意見聴取を行っており

ます。また、手続の透明性、公平性を確保する

ために、評価基準や配点については、あらかじ

め入札説明書等において明らかにしており、ま

た入札結果についても、各業者の入札価格、技

術評価点等を公表しているところであります。

以上で説明を終わらせていただきます。

以上で説明が終わりました。御○押川委員長

質問はありませんか。

評価項目というのはこれだけしか○井本委員

ないんですか。実際はこれがまだ細かくなって

おるわけでしょう。

これから細かい項目に分○佐藤農村計画課長

かれております。

それは出せんのですか。○井本委員

公表されておりまして、○佐藤農村計画課長

いつでも出せるような形になっております。

我々もそれを見らんことには、こ○井本委員

れだけで何も評価できん。いずれにしても、公

正で公平で、ともかくこれは客観的な評価だと

いうものでなければならんといつも思っている

わけです。あなたたちの主観的なもので決めら

れたとしたら、今後も、これは談合の温床だと

か何とかこの前言っていたが、官製談合の温床

になるかもしれんと太田議員が言っていたけれ

ども、その可能性があります。我々としたら、

項目がどういうふうにしてつくられ、それがど

んなふうに評価されているかというのが一番興

味あるところです。もうちょっと具体的にこの

辺を出してください。

それから、入札額で技術評価点を割ったら評

価値という根拠は何ですか。これが一番客観的

だというのは、どういうことでこういう算数に

なるのか、よくわからない。だれが考えたんで

すか。

県土整備部のほうで行っ○佐藤農村計画課長

ております。

何でこれが評価値として客観的な○井本委員

ものだということになるわけですか。その辺の

根拠はどこにあるんですか。

このことについては、国○佐藤農村計画課長

交省で決められたものを標準的なものとして、

それを基準に決めておるというふうなことであ

ります。

だから、それが何の根拠かという○井本委員

ことを言っているんです。入札額で技術評価点

を割ったら、それが客観的には評価値としてい

いということが言えるわけですか。何で言える
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の。私なんかよくわからんのだけれども。

技術評価点が高いものほ○佐藤農村計画課長

ど、入札額が低いものほど、先ほど説明しまし

たように、評価値というのが高くなるように

なっております。したがいまして、技術評価点

は、それぞれ先ほど説明しました項目の中で点

数が算出されてまいりますので、そういった意

、 、味で 公平で中立というふうなものについては

業者名を伏せて評価をいたしますので、十分評

価値というものが反映されて、逆転の可能性も

出てくると。入札額が低いものが落札するとは

限らないというふうなことになると思っており

ます。

私も余り数学や算数が得意じゃな○井本委員

いけれども、どういう根拠でこれを割って評価

値というのが出てくるのかなと。とりあえず評

価項目の細かいのをもう一回出してもらえんで

すか。でないと、これでは我々もそれこそ評価

しようがないという気がするんです。

評価項目については後ほ○佐藤農村計画課長

ど提出したいと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

関連ですが、総合評価落札方式に○権藤委員

よる入札ですよというのは最初から打ち出すわ

けですね。

そうでございます。○佐藤農村計画課長

現行でいくと4,000万円以上で試○権藤委員

行しているということですから、さっき私たち

が聞くのは、その逆転が起こって、その原因は

技術評価とかという定性的な部分を定量的に計

算したような 逆転というものが起こったと―

、 、きに 自分たちのほうが低く入れたのにという

おれたちのほうがとれそうだと、そういう人に

スムーズに受け入れられるのかどうかというの

が我々の素人感覚でわからんところなんです。

そういうことであれば 今後については 4,000、 、

万から１億までは総合評価落札方式でいく場合

は何点以上ですよと。この分母が変わるだけで

しょう、入札額の4,000万から１億までだった

ら。もちろんその技術評価点というのは変わる

わけですけれども、分母をどこか決めて、そう

いうふうな運用とかをしていかないと、ずっと

言われてきているように、コストがかかっても

見積もりをちゃんとまじめにやれと、しかし、

入札したら、あなただめよと言われると、手続

上に問題があるんじゃないかという気がするん

です。結論が出らんかもしれんけれども、本来

からいけば、点数で絶対とってもだめだという

部分は、総合評価落札方式であっても、例えば

金額が決まれば技術の点数は決まると思うんで

す。4,000万から１億の場合は何点から何点ま

での技術の評価点数があるんだから、それ

で4,000万と１億の間の点数の何点以下は最低

価格で入れてもとれませんよというのが出てく

るんじゃないかと。そういうことであれば、最

初から除いてやるというようにしてやらんと、

一生懸命見積もりして入札しなさいよと、した

けれども、今度は結果が出たら、あなただめよ

と、それがこういうことですよというんじゃな

くて、金額の幅を決めれば、4,000万以下は、

例えばこれでいくと１点の人はだめですよとい

うか、そういう仮の限界値というのが出ると思

うんです。そういったこと等を積み上げていっ

て、極力、とってもだめという人にはだめです

よと言ってあげることのほうが大事だと思うん

ですが、どうですか。

県土整備部のほうで整理○佐藤農村計画課長

をしておりまして、お答えする立場にはないん

ですけれども、委員がおっしゃいましたことに

つきましては、分母分子がそれぞれ変動して出
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るような形になっておるわけです。今、4,000

万以上にはなっていますけれども、いずれにし

ても総合評価落札方式というのはいい方式とい

うことで、どうしても拡大をしていかねばいか

んというふうなことになっておりまして、また

来年度につきましては、その辺のさらに試行を

広げていくというふうなことになろうかと思っ

ておるわけです。今のお話であれば、ある程度

入札する前から決まってくるというふうなこと

ではなくて、分子分母が変動して、正しい評価

値が出て入札者が決まるという方向であろうか

と思っております。

私は、それはおかしいと思うんで○権藤委員

す。私が言おうとしているのは、4,000万とか

１億とか、分母の部分です。技術評価の技術者

が３人おらねばいかんとか、そういうのででき

てくると思うんです。それを0.何ぼ以下はどう

ですよじゃなくて、この工事の場合には技術者

が３人おらねばいかんですよと、あるいは分母

となるやつは4,000万以下はだめですよとか、

逆に4,000万以上は可能性がありますよとか、

、 、そういうのが きちっとした数字じゃなくても

出てくると思うんです。そういうものを県土整

備部と一緒に研究してもらって、実績をずっと

積み重ねていけばわかると思うんです。そうい

うことで、当初からどんどん指名に参加できそ

うな形をとるんじゃなくて、とってもだめとい

う人は、もうあなたは無理ですよと言ってあげ

る、そういうデータはこの理論値として設定で

きると思うんです。そこら辺を今後、ここで課

長と私が議論して結論は出ませんが、そうして

あげることのほうが業者にとってもいいんじゃ

ないかというふうに思うんです。

今の委員のお話につきま○佐藤農村計画課長

しては、県土整備部のほうにも伝えて協議して

いきたいと思っております。

評価というのが本当に公正だとい○井本委員

うことを担保するための方策というのはどうい

うふうにしてとっておるんですか。具体的に聞

かせてもらえんですか。例えばどういうふうに

評価するのか。例えば１人で評価するのか、３

人ぐらいで評価するのか、あるいは客観的にこ

の人だったら３点とか、だれがやっても同じ点

数が出てくるようにしてあるのか、その辺はど

うなっているんですか。あんたたちの筆先で変

えられるようなものであったら、これは官製談

合と変わらんということまで言える。だから、

温床になると言っているわけ。その辺のところ

はぴしっとしてあるんですか。これだけじゃ我

々わからんです。

まず、発注者で、例えば○佐藤農村計画課長

私たち振興局のほうで評価点というものをそれ

ぞれ出してまいります。それから、総合評価の

案件につきまして部内の委員会がございますけ

れども、その中でまた業者名を伏せて評価して

いく。さらに、先ほど申し上げました学識経験

者等、宮崎県の総合評価技術委員会というもの

がございます。そのメンバーというのは、国交

省の河川国道事務所、あるいは農水でいえば国

営の事務所の技術次長の方々、それから宮大の

先生方、そういった委員の方に入っていただい

て、その中身を検討する。幾重にもそういった

網をかぶせてやっています。しかも、公表する

ときには、しっかり公表していくというふうな

形をとっております。

例えば工事が完成したときに、こ○井本委員

れはよくできているな、ここはおかしいなと見

るわけでしょう。評価するわけでしょう。その

ときに１人で行って見るのか、何人か行ってや

るのか、主観点はそこでつくと思うんです。こ
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、 、れはいいと思う人もおれば 別の人間が行って

これは悪いという人もおると思うんです。その

辺は具体的にどういうふうにしているのかと

言っているんです。私としては、できるだけ主

観的なものが入らんようにしてほしいと。客観

的に公正だと、だれが見てもこの評価は正しい

というふうにしてほしいと言っているわけで

す。大学の教授がざっと見ても、わかるもんで

すか。最初の点数をつけるときが一番肝心です

よ。その辺はどういうふうにしているんですか

と言っているんです。

出先のほうで、今申し上○佐藤農村計画課長

げましたように、案を作成いたします。私たち

の本庁検討部会というのがあるんですけれど

も、その中で評価項目についてそれぞれ審査を

いたします。さらに大学の先生……。

それはいいけれども、最初のとき○井本委員

は何人ぐらいでやるわけですか。実際、私は建

設会社から言われたことがあるんです。私はひ

どい評価されましたと。しかし、次に来た道路

課長は、あんたところはかわいそうな目に遭っ

たねと言われましたと。前の課長はひどかった

ですわというようなことを言われたことがある

んです。主観的に、いじめにかかっていて、評

価が悪くされる。そんなことがあってはいかん

わけです。だれが見てもこれは正しい評価だと

いうところをぴしっとしてほしいということを

言っているだけです。何々部内でどうのこうの

というんじゃなくて、具体的に、例えば工事が

できた後は、うまくできたかどうかというのは

一遍見に行くんでしょう。それは何人ぐらいで

行くんですか。１人で行くんですか。

委員のおっしゃった件に○佐藤農村計画課長

つきましては、工事の検査ということでやりま

す。現場については、検査員がしっかり対応し

て検査をするということになります。

検査には何人で行くんですか。○井本委員

検査員が１人、それから○佐藤農村計画課長

監督員がついて検査いたします。

１人ではやっぱり主観的になって○井本委員

しまいますよ。何人ぐらいでやって評価するの

かということを言っているわけです。検査の話

をしているだけだけれども、いずれにしても、

そういう項目がたくさんあるわけでしょう。そ

の項目に対して本当に客観的な評価だと担保で

きるのかと私は言っているわけです。

検査の評価の仕方につ○黒岩農政水産部次長

いては項目ごとにいろんな項目がありまして、

５つある項目のうち何ぼがこの業者は該当して

いたかと、５つあったうちに３つあったら５分

の３、次の項目にまたずっと評価項目がありま

して丸をつけて、その項目についてはこの人は

１点だ、３点だという評価はしません。マル・

バツでします。項目全体の何ぼが該当したか、

だからこの人は、例えば５分の３だったら60点

とか、そういうふうに客観的にするようになっ

ていますから、検査において裁量の余地が入る

検査はできません。できないようになっていま

す。

今までそれをやってきたから我々○井本委員

。 。が言っているんじゃないか 実際知っているよ

私は知っていますよ、あなたたちの評価がおか

しかったことは。ＡクラスでもないやつがＢラ

ンクに、何もないものを落とされたとか、そん

なことは幾らでもありましたよ。評価するをや

つを見せてごらん。

あしたの採決の前後にもう一回説○権藤委員

明してもらったら。

それはそれでいいですわ。もう一○井本委員

、 、つは 総合評価落札方式でやればどうしたって
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特Ａクラスがあるけれども、その連中のほうが

点数は上なわけですね。いろいろ何もかも設備

が整っているし、そうすると、上の人が入れた

場合は必ずそっちのほうが勝つんじゃないか

と。下のほうが上にのして上がっていくことが

できんのじゃないかと言う人がおるんです。そ

れについてはどうですか。

工事のランクと総合評価○佐藤農村計画課長

落札方式は全然関係ございません。全然別物で

ございまして、工事を発注しますそのランクと

いうのは、当然そのランクで発注いたします。

それぞれの総合評価落札方式を採用する地区と

いうのは決まってきまして、それはそれで総合

評価を行うということでございます。

一般競争入札の、例えば上の特Ａ○井本委員

あたりが下のランクに来るということはできん

ようになっているわけですか。

できません。○佐藤農村計画課長

全部そうなっているわけですね。○井本委員

ランクごとに工事発注し○佐藤農村計画課長

ていきますので。

わかりました。○井本委員

仕分け委員会の説明をいただいた○権藤委員

んですが、予算との関係でいくと、皆さんの方

の原課には、仕分け委員会での改善の項目とか

考え方、指摘事項というのは、改善ということ

だけじゃなくて、何か具体的な形の指摘があっ

ているんですか。

実際、委員さんが採決す○玉置農政企画課長

る前に、いろんな先生方から指摘を受けていま

すので、そういった指摘の中で、最後、総まと

めして多数決をとって、それぞれ県で改善して

実施すべきとか、県で現状のまま実施すべきと

いう形で整理がされたものでございます。

どういう形で仕分け委員会が進め○権藤委員

、 、られているかというのは 今もらった資料でも

現場に足を踏み入れん限りはわからんわけで

す。８名の委員が第３グループの農政を審査し

ているわけでしょう。メンバー的に見ると、農

政がわかっている人というのは、組合長さんと

か、林務の関係とか、そういう人はおられると

思うんですが、改善という以上は、そしてまた

県議会以上に専門的な検討をする仕分け委員会

であれば、改善の指摘事項を我々も見たいんで

す。要するに、仕分け委員会で、現状はいいで

すよと、これは改善ですよと、改善というのは

何が悪くて改善なのか、そういうことを我々も

見て、予算審査、予算審議に役立てたいわけで

す。そういうものが改善ということだけですっ

とこられると、何が改善なのと当然なるわけで

す。この仕分け委員会がわざわざ公募したりし

てやっていることというのは、もっと私たちに

もまめに情報を提供してもらわにゃいかんし、

そこに一考したり議論の余地があるというふう

に私は思うんですが、それは指摘を受けた課と

してどんなふうに受けとめておられるんです

か。

実際どのように改善しろ○玉置農政企画課長

という最終的な結論はなくて、多数決で、項目

が決まっていまして、事業が不要か、民間が実

施すべきか、国が実施すべきか等々でどれどれ

とやっていったものですから、どう改善しろと

いう指摘にはなっていないんです。議論の中で

いろんな意見をいろんな人から聞いたものを踏

まえて、じゃあ、どうしようかというレベルで

しかなくて、最終的にこうするべきという具体

性が、委員会の中での結論は出ていないもので

すから、それぞれの課においてはいろんな委員

からの指摘をいろいろ勘案しながら検討をする

という形になってございます。
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私は、それは不十分だと思うんで○権藤委員

す。改善が必要ということを権威を持って言う

のであれば、こういう議論が行われてこういう

点を改善すべきだと。皆さんは農業の県の分野

、 、では一番詳しいと そういうプライドを持って

昨日からの課長の話だと、やってきた事業です

と、そういうものを出しましたと。それに対し

て不十分だという指摘を受けるわけですから、

どこの部分がどう不十分なのか。仕分け委員会

というものの存在を含めて、余り言うべきこと

じゃないかもしれんけれども、県政の政権がか

わったときはそういうものが必要かもしれんけ

れども、今後については、予算をやって、皆さ

ん方に信頼を置けないと、あるいは不十分だと

いうことになると、そういう意味から、県議会

のプライドと皆さん方のプライドからして、も

う少し不十分であればあるような理屈、内容、

事実を指摘してもらわないと、私は不本意なん

です。

審議はそういう形で進み○玉置農政企画課長

ました。実際どのような形で整理されたかの具

体的なものについては、インターネットのホー

ムページ等でどういう形の意見が出てどういう

整理がされたか、どのような形で多数決がされ

たかという形については公表がされておるとこ

ろでございます。それを踏まえまして今回20年

度予算 当然現下の農政が抱えている課題が―

何であるか、これまでの事業の成果とかきちっ

と踏まえた上で我々としては20年度予算を組ん

でいるところですし、こういった委員会の御意

見も踏まえながらも、真に必要なものだと思っ

て20年度予算を御審議いただいているというこ

とでございます。

仕分け委員会が正式機関として今○権藤委員

後も存続するのであれば、ホームページでコメ

ントしようがどうしようが、その中身をきちっ

とこの仕分けした内容につなげてもらって、そ

して皆さん方がその点を踏まえて今年度の予算

はこうしますよと、それを説明すべきだと思う

んです。そうじゃないと、仕分け委員会は仕分

け委員会で何をしたか、ホームページを見てく

ださいと、私たちはベストでやりましたと言わ

れても、どこの部分をどういうふうに議論して

改善したのか、わからないんです。少なくとも

皆さん方の行政職というのは、そういう言い方

をすると世間には言葉のさわりがあるかもしれ

ませんが、一番詳しいということでやっても

らっている、そういう人が指摘を受けたその内

容について抗弁する権利もあると私は思うんで

す。仕分け委員会がすべて正しいということは

ないと私は思いますよ。そういう意味で、一回

やっただけですから、それを余りけしからんと

いうのもいかんかもしれない。しかし、少なく

とも皆さん方はプライドを持って予算を組ん

だ。実行した。その反省点は当然次の年度に生

かすと、そういうことをずっとやっていくわけ

だから、我々からいけば、本当に仕分け委員会

の指摘というのは重いものであって、それは簡

単に一日に何十件とかそんなのを８人ぐらいの

委員で、それも見ていくと、メンバーの人にけ

ちをつけるつもりじゃありませんけれども、本

当にそういう権威があるんだろうかという気が

するものですから、これ以上、時間の関係で言

いません。

この件についてほかにありませ○押川委員長

んか。

公募というのは何で公募したんで○井本委員

しょうか。新聞か何かで公募したんですか。

インターネット等、そう○玉置農政企画課長

いった公募という形でＰＲをして、何名か公募
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しますということでやったと思っております。

公募という限りは、県のあれに載○井本委員

せるのを普通、公募というんですが、ネットで

載せて公募ということをしたんだろうか。

私も全部わからないです○玉置農政企画課長

、 。けれども さまざまな手段を使ったと思います

いろんな広報誌とかもありますので、さまざま

な手段を使ってそういったことをやっています

ということを周知を図られたと思っておりま

す。

私なんか全然わからんうちに始○井本委員

まっていたものだから、どこでいつ公募したの

かなという感じがしたものだから聞いたんだけ

れども、そして、見るところ、公募による人は

、 、どんな役職を持っているか わからんけれども

あとの方は結構お年を召している方が多いん

じゃないかという気がするんだけれども、平均

年齢何歳ぐらいですか。

平均年齢は計算していま○玉置農政企画課長

せんが、若い大学の先生とかも、例えば根岸先

生は准教授ということもありますし、大学教授

の中では若手と呼ばれるような方だと思ってお

ります。公募の委員の中でも女性の方は若いほ

うに入るのかなと。年齢のバランスはあるかな

というふうには思っております。

我々も委員会とかいろいろなとこ○井本委員

ろで指摘するわけです。これはこのほうがいい

んじゃないか、こうしてほしいとか、その我々

の言葉とこちらの言葉とどっちが重いのかな

と。我々のことはほったらかしておいて、こち

らのほうは予算つくるときには考えてみます

と。それでは、議員としては立場がなくなるわ

けよ。そうでしょう。我々も、事業をやりなが

ら、ここはこうしたほうがいいじゃないか、あ

あしたほうがいいじゃないかというとき、その

意見は指摘事項としてあなたたちは考えておら

れるのかどうか。これだけを指摘事項として考

えられて修正しましょう、我々が言ったのは

ちょっとのけてと、これじゃ、ちょっと……。

実際そういうことでは議員としておもしろくな

いわけです。

19年度も含め、常任委員○玉置農政企画課長

会でさまざまな議論をさせていただいたと思い

ます。19年６月補正から、いろんなこれまでの

事業についても委員からいろいろ御質疑をいた

だいた。当然それらを踏まえて20年度予算は構

。 、築しているわけです その一つの通り道の中に

こういった事業仕分け委員会というのもあった

というふうに理解しておりますし、当然そう

いったいろんな方々の声を踏まえて、我々も常

任委員会の委員の御議論をしっかり受けとめ

て、20年度予算を構築しているというふうに

思っております。

私見ですけれども、例えば木花の○権藤委員

、 、サーフィンのところに 沖に魚礁をつくったら

、 、いい波がなくなるということで 仲裁か何かが

調停がされていますが、ああいったふうに確た

るものが行政職としても県議会としても結論が

出ない、そういうものについては、こういう委

員会を逆に県議会なり行政がどうでしょうかと

いうことはあっていいんじゃないかと思うんで

すが、それにしては余りにも項目が多過ぎて、

何が問題なのかというのがわからんのを全部出

してと。今後の仕分けのあり方について原課の

、 。意見として 私は何らかのものを持ってほしい

坂口委員と議論した中で、課長は、自信のある

ものをほとんど出しましたという議論であった

わけですが、そういうことじゃなくて、これは

自信がない、こういう問題があってどうだろう

かというようなやつを仕分け委員会等に諮問す
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るということならいいのかなと、専門知識を

持った人にゆだねるということであれば。そん

なことで今後の仕分け委員会には原課としては

臨んでいただきたいという希望を申し上げて、

終わります。

補足ですけれども、事業○玉置農政企画課長

仕分け委員会の来年度以降の対応については、

我々が聞いている範囲では、来年度は開催しな

いという話を聞いておるところでございます。

私は今度の質問で項目には挙げた○権藤委員

んだけれども、新聞を読むと、今後もやります

というニュアンスで私は理解していたものです

から、こういう強い意見を述べたということで

す。

皆さんにお諮りいたしますが、○押川委員長

まだ意見があれば午後からになりますけれど

も、意見が少ないということであれば、引き続

き総括質疑をやりますけれども。

仕分け委員会の件ですが、具○中野一則委員

体的に午後説明してほしいんですが、７番目の

グリーン・ツーリズムの関係、当初の仕分け委

員会の説明で、各部門からこの事業を出されて

仕分け委員会でいろいろと論議してもらったと

いう説明でしたね。19年度のグリーン・ツーリ

ズムのこれは、もともと19年度で終了する事業

だったんですか。

このグリーン・ツー○岡崎地域農業推進課長

リズムにつきましては、終期を迎えておりまし

た。19年度が３年間の最終年ということでござ

いました。

これが予算もふえて新しい事○中野一則委員

業になっているんですが、仕分け委員会が改善

を結果として求めているわけですが、インター

ネットで出ているらしいけれども、どういう形

で改善してほしいと言ったのかということと、

事務当局のほうが今までのものを改善したいと

いうことで新しくこれをつくったわけだから、

、 、その際 完全に仕分け委員会を無視されたのか

新しい事業で引き続こうとされた事業だから自

分たちでもともと改善する新しい事業であった

のか、その辺の対応。というのが、グリーン・

ツーリズムについては、20年度の重点施策の中

の中山間地域づくりの新事業として、目玉とし

てやっているわけですね。知事のマニフェスト

の実現のために重点施策が盛られて中山間地域

対策があったわけだから、もともと知事のそう

いう意向もあったはずだから、その辺の絡みで

皆さん方が新年度に向けて改善策をずっと思っ

ていらっしゃっただろうと思うんです。その辺

の比較的なものがあれば出してもらって、そう

することでこの仕分け委員会がどういうことを

しておったのかとか、その影響度をしんしゃく

したいと思うので、簡単でいいですので、よろ

しくお願いしておきます。

お答えしてよろしい○岡崎地域農業推進課長

でしょうか。

いや、資料をもって午後に…○中野一則委員

…。午前で終わるんだったら何も言う必要あり

ませんでしたが、午後もあるから資料をつくっ

てほしいということです。

資料は間に合いますか。イン○押川委員長

ターネットで配付されていれば午後一番でそれ

を持ってきてください。

先ほど井本委員から出た資料でありますが、

午後から間に合えばお願いしますし、間に合わ

なければあしたの採決前にいただくということ

でありますから、よろしくお願い申し上げ、12

時が近くなりましたので、休憩を入れて１時に

再開ということでお願いいたします。

午前11時57分休憩
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午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

先ほど井本委員からの御○佐藤農村計画課長

要望の資料をお手元にお配りしておりますが、

それによりまして説明を申し上げたいと思いま

す。技術評価の項目と配点、総合評価の方法と

いうことで掲げております。これは、先ほど御

説明申し上げました資料の４ページの上段、３

のところに表を掲げておりますが、その部分の

簡易型Ⅱの表でございます。施工計画、企業の

施工能力、配置予定技術者の能力と３つに分け

てございますけれども、配点が、満点が20点で

ございます 割合が４ 10 ６というふうになっ。 、 、

ております。したがいまして、この表のウエー

トという欄が右から２番目にございます

が 20 50 30という配点になります これが100、 、 、 。

点になるわけですけれども、100分の20点とい

う評価点になります。

表の説明でございますけれども、このような

項目に分けておりまして、施工計画が、工程管

理から施工上配慮すべき事項ということで４項

目で20点、それぞれ基本配点を優、良、可、不

適格ということで、20点、10点、０点と分けて

おります。企業の施工能力が、企業の技術力あ

るいは企業の地域社会貢献度ということで細か

い項目に分けまして、評点するということにな

ります。配置技術者能力が、施工経験と資格等

を評点するということで合計の100点となりま

す。

先ほども御説明申し上げましたけれども、流

れでございますけれども、施工計画については

各業者からの技術提案内容を、私どもで言えば

出先の振興局の担当係長が整理いたしまして、

工務担当課長が評価をいたします。その後に、

振興局としての評価をしっかり整理をして行う

ということになります。その振興局からの評価

をもとに、農政水産部内の総合評価検討部会に

おいて技術評価の確認を行います。総合評価検

討部会の評価をもとに、さらに農政水産部の技

術審査会において評価を行い、透明性を確保す

るために、さらに学識経験者等の第三者で構成

される宮崎県総合評価技術委員会の意見を聞

、 。 、き 決定しているということになります なお

その際、業者名は伏せまして、全員の合議によ

り決定していくということでございまして、こ

の合議による決定につきましては、業者のどれ

がいいこれがいいという恣意性は入らないとい

うことになります。業者名を伏せて全員の合議

によって決定していくということでありますの

で、公平性、透明性というのは図られるという

ことになります。

説明は以上でございます。

説明が終わりました。このこと○押川委員長

について御意見のある方はよろしくお願いいた

します。

一番上の工程管理に係る技術的所○井本委員

見というところがあって、優、良、可、不適格

と書いてありますけれども、だれが最初に点数

つけるんですか。

まず最初は、今申し上げ○佐藤農村計画課長

ましたように振興局のほうで決定され、振興局

のが農政水産部のほうに上がってくるというこ

とになります。

振興局のどなたか１人でやるんで○井本委員

すか。それとも何人かでやるんですか。

振興局では課長まででや○佐藤農村計画課長

ります。

まででじゃなくて、何人でこれを○井本委員

見るかと私は聞いているわけです。何人でこれ



- 147 -

を、例えば技術的所見を優、良、可、不適格か

と決めるのかと聞いているんです。

振興局では担当係長、課○佐藤農村計画課長

長ということになります。

３人で合議制で決めるんですか。○井本委員

それとも最初に担当が決めて、それを後から決

裁を得るような形にするの。どっちになってい

るの。

振興局ではまず担当が○佐藤農村計画課長 ※

しっかり評価するということになります。

しっかりという言葉は要らんわ○井本委員

ね、しっかりかどうか我々が見るんだから。最

初につけた人のを訂正するというのはなかなか

だれでもできないんですよ。上に上がっていっ

ても、上に上がってきた人たちはよくわからん

のだから、最初の点数をつける人の筆先三寸と

いうか胸先三寸というか、それによって決まる

ということが果たして客観的かどうかというこ

とを私たちは心配しているわけです。理屈は幾

らでもつくんです。とてもおかしいなと思って

も、聞けば理屈は言って、それなりにつくんで

。 、す 果たしてそれが本当に客観的なのかどうか

どこで判断すればいいのか。我々が文句言っ

、 、たって変えはせんから その辺が我々としては

今度は談合の土壌みたいなことになる可能性も

あるんじゃないかとまた心配するんです。最初

につけるときに、合議制か何かで３人ぐらい集

まって点数つけるというような形にせんと、公

正性が担保されんのじゃないかと心配するんで

す。

今の発言を訂正させてく○佐藤農村計画課長

ださい。３人の振興局合議制からスタートいた

します。

そうすると、そのときに所見でい○井本委員

ろいろ理由はもちろんつくんでしょうね。理由

は後からでも何でもつけられるから、こういう

理由だから悪いとかいいとか、そういう理由は

つけて評価するわけですか。

工種ごとにいろんな作業○佐藤農村計画課長

手順があるんですけれども、その作業項目ごと

にしっかり分類をしながら、評価をしていくと

いうことになります。

、 、 、 、○井本委員 基本配点は 一番上が20 10 ０

欠格となっていますけれども、下のほうの過

去10年間の同種工事の施工実績は何件以上

で10、５、０と、この配分というものはだれが

決めるわけですか。

これにつきましては、国○佐藤農村計画課長

。 。交省ですね 標準的な配点の部分がございます

それを参考にしながら、決めているということ

であります。

国交省が基準を持っているという○井本委員

ことですね。

国交省の配点を参考にし○佐藤農村計画課長

ながら、決めているということでございます。

参考にしながらということは、こ○井本委員

れはそっくりじゃないということですか。

参考にしながら、宮崎県○佐藤農村計画課長

で決めているということであります。

要するに、国交省のとは具体的に○井本委員

照らし合わせれば違うということですね。

違うということです。○佐藤農村計画課長

だれがやってもほぼ同じような点○坂口委員

数が出るように、何々がされているされていな

いとか、極めて客観的に評価していくから、だ

れがつけても変わりませんということを言われ

、 。ると わかりやすいんじゃないかと思うんです

そういうシステムになっていますからね。今の

技術力の配点のところも、ここの総合点数を50

※このページ左段に訂正発言あり
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点満点にするか、30点満点にするかで、０対５

対10というような点数配分の３ランクに分けて

あるというと、主観的じゃなくて客観的だなと

いうのはわかると思うんですけれども、僕の頭

にある国交省のやり方はそんな感じがしたんで

すけれども、そういうやり方になっているん

じゃないんですか。

委員のおっしゃるとおり○佐藤農村計画課長

だと思っております。

気がかりなのが、企業の地域社会○坂口委員

貢献度の企業貢献です。貢献の仕方はいろいろ

あると思うんですけれども、例えば本・支店、

営業所の有無というのは、地元性をどれだけ見

るかでしょうけれども、災害時の貢献とか、障

がい者の雇用状況というところがあるんです

が、今、県内の一番の社会貢献、地域貢献とい

うのは、雇用の場をどれぐらいつくるかと。商

工労働サイドでは、例えば企業の規模とか条件

によっては50億まで補助金出そうということ

で、最重要課題でやっていますね。頑張ってい

る社長は、必要なときだけ人夫を使ってという

んじゃなくて、周年雇用とか正規雇用で頑張っ

ているところもあるんです。だから、正規雇用

を何人持っているのかとか、それこそがむしろ

ボランティアをやったやらないというのは―

申告する人しない人、もともと報酬とかそう

いったものを目的にやらないのがボランティア

であって、そういった雇用の場の確保というの

が全然ここに出てこない。例えば100人正規雇

用を持っているところは、おのずと年間何億の

人件費はまず要ります。10人のところでは何千

万で済みますというような体制の違いもあるん

です。それが一つあるというのと、きのうの話

じゃないけれども、落札するためには、運がよ

ければ当たります当たりませんというような世

界でしょう。そこらでしっかり会社の体制も整

えて、自社で責任施工ができて、しかも雇用の

場をしっかり確保してくれているというような

ところの評価こそがむしろ地域貢献とか地元貢

献、社会貢献でなされるべきじゃないかと。そ

ういう視点が全く欠けていると思うんです。

それから、障がい者の雇用ですけれども、こ

れも、例えば会社の考え方とかたまたまとかい

うことで事務系なんかの人に既に、自分ところ

はこの人間を社員として使って利益をまだ上げ

られるし、会社に対して貢献してくれるという

障がい者を既に使っているところもあるんで

す。これから障がい者政策を県に協力して新た

に障がい者を雇用しようか、収支だけを考えれ

ばうちの会社にとってはマイナスだけれども、

社会貢献のために障がい者を雇用しようという

ところもあると思うんです。必要として今まで

障がい者を持っていたところは、それでずっと

評価されていって、会社はぎりぎりだから何と

か協力したいけれども、障がい者雇用するだけ

の余力がない、むしろ今の社員に対して人件費

をまともに払えるかどうか厳しいというところ

は、障がい者ポイントを稼げないんです。だか

ら、必要な障がい者を雇用しているところと協

力して雇用するところの違いというものはここ

にないとおかしいと思うんです。

委員おっしゃいました件○佐藤農村計画課長

につきましては、あくまで総合評価落札方式は

試行で、うちとしても８件だったわけですが、

来年は拡大していくと。県土整備部もそういう

方向であるわけですけれども、いずれにしまし

ても、この試行の検証を踏まえて、よりよい方

向にしていくべきだというふうに考えておりま

すので、また県土整備部のほうにも伝えて検討

していきたいと思っております。
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まだこれからいろいろ試行される○坂口委員

でしょうから、そこらのところが気になるもの

ですから、公共三部の意見交換なんかでやって

いただきたいというのと、それから、過去２年

間の技術力ですけれども、工事成績の平均点の

ところですけれども、分母分子の60点は合格と

いうか、受納できるできないの60をこれは引用

されているのかと。それでいいんですか。60点

切ったら手戻りになって、もう受納できないだ

という、そういうことだろうと思うんですけれ

ども、すべての現場を80点とって全部の工事

が80点のところを15点になりますね。すべての

現場を70点とって70点のところも15点になると

いうことじゃないですかね。すべての現場が65

点で65点のところも最高点がやっぱり65点にな

るということにはならないんですか、この計算

だと。どうなるんですか。

委員がおっしゃったとお○佐藤農村計画課長

りだと思います。なると思います。

そうしたら意味がないと思うんで○坂口委員

す。だって、全部を65点とっていれば、65点は

標準点だから、問題ないですね。あんたのとこ

ろは入札参加資格を失ったという点数じゃな

い。全部を平均点65とってきていたときにはこ

こは15点になるということとは違うんですか。

同じく公共事業を所管○野田漁港整備対策監

する課として答弁させていただきます。今、坂

口委員のおっしゃった最高工事成績点でござい

ますが、これは参加業者の中で一番最高点が、

例えば10社あって10社の中の一番最高点が例え

ば95点だったと、それを分母に持ってくるとい

うことです。その中で相対的に判断します。

グループの中の最高とグループの○坂口委員

平均点ということ、それなら、よほどなことが

ない限りここが１位になることはないというこ

とでいいんですね。

そこでなんですけれども、ここで15点配点し

、 、ているとなると 満点で違うでしょうけれども

評価点で何ポイントか出てくるということは、

金額が逆転しますね。85点持っているところが

グループの中にいて、平均点が70になったとき

に、85から70で15分の10ということは、10点も

らえますね。70点のところは最高点の80点が

いって平均が70なりだったとき、10点もらえれ

ば、１億の工事で1,000万ぐらい挽回になるん

ですか。100万ですか。1,000万ですね。1,000

万挽回するわけでしょう。そこの持ち点が80点

の最高点、平均点なりを持っているところ

が1,000万安い人に挽回して、1,000万高い価格

で契約できる可能性があるのと、平均点のとこ

ろとしても これでは10点と５点の差だから300、

万ぐらい逆転する可能性がありますね。そこの

ところが、あんたのところは80点の平均持って

、 、いるから 300万あるいは1,000万高いけれども

あんたと契約したんですよとなったときに、こ

こで再利用した80点という点数が工事成績とれ

、 。なかったとき 65点あれば文句言えないんです

そのときは、なぜその人に高い金を払って65点

のものを買ったんですかという県民からの疑問

とか不満にどうこれは答えるシステムなのかと

いうことです。それなら、０点で評価値ゼロの

ところで1,000万安い価格で同じもの、あるい

は65点以上のもの、65点以下だったら恐らくか

なり指導をやりながらとらないはずですか

ら、70点近い点数はとれると思うんです。それ

だったら、県民の立場からは1,000万安くて点

数のいいほうがいいということになるんです。

それをここではどう防止したり、あるいはそれ

にどう対応するシステムが同時になされている

のかなと、施工を管理していく中で、このシス
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テムにはその工夫が要ると思うんです。

この成績の平均点につき○佐藤農村計画課長

ましては、今、見直しをしているようなことを

聞いております。

高くやらせるんですから、少なく○坂口委員

ともその評価した点数のこの差、技術力の評価

点に値するだけのものは、標準点よりいい品物

が確保できるというものがあるか、それは事後

結果ですから、なかなか難しいから、そこでも

し逆転していたときは、次からはこのシステム

は使えませんと、あんたのところの最高点数を

引いたもので割ったものを掛けることはできな

いんですよと、あんたのところは最低の合格ラ

インの60点なら60点しか次の評価点での技術力

は評価できないというものがセットでないと、

受かり得ですよ。僕は一つ工夫がまだ要るん

じゃないかと。今のペナルティーというのは例

えばなんですけれども、それか、徹底的にその

点数が出るまで工事の手直しをやらせていく

か、どちらかしかないと思うんです。安い人を

排除して高い人と契約するわけですから、その

根拠というのが、その人が今までにやってきた

工事から推測できる、とるであろうという点数

です。その現場に期待する点数です。そこのと

、 、ころが何か要りそうな これも今後協議の中で

どっちにしても県土整備部の管理課なり技術検

査課なりでやってもらうことになるんでしょう

けれども、そういう問題含みだなということを

協議に持ち込んでもらえるといいなと思って、

これは要望です。

ほかにございませんか。○押川委員長

なければ仕分け関係の説明をお願いいたしま

す。

先ほど中野委員から○岡崎地域農業推進課長

御指摘のありました件について御説明いたしま

す。お手元に仕分け委員会の表をお配りしてお

ります。先ほど御要望のありましたのが３ペー

ジの一番下、新グリーン・ツーリズム総合推進

対策事業でございます。仕分け委員会の結論と

しては、ここに記載のとおり、上が本来で、下

が現実的な対応ということで載っております。

仕分け理由の２つ目の現実的な対応につきまし

て、主な意見といたしましては、社会情勢の変

化により事業内容や実施方法を見直すべきと

か、あるいは市町村の役割を強化すべき、他分

野と連携したプロジェクトにした予算化、もっ

、 、と頑張る項目とか 県の現状のほうの意見では

点と点を結ぶ努力、観光・リゾート課等との協

議が必要とか、このような意見が個々の委員か

ら出されております。

この事業は先ほど御説明しましたとおり、17

年度から19年度、今年度で終期を迎えておりま

したことから、私どものほうといたしまして

は、19年度までの、今年度までの事業の課題と

して次の３点ぐらいを考えていたところです。

１つは、グリーン・ツーリズムの実践者、いわ

ゆるグリーン・ツーリズムに取り組む方は増加

してきているんですけれども、やはり取り組み

が点的である。点在している。広がりが少ない

ということ、個々の取り組みが小規模なものが

多いということ、地域によって取り組みのレベ

ルに差がある、このようなことを課題として考

えていたところでございます。

この仕分け委員会の意見も一つの意見とさせ

ていただいた上で、20年度事業の考え方といた

しましては、まず、地域の複数の主体が連携し

た、地域一丸となった、ビジネスとして成り立

つモデル地区を構築して、県内への波及効果を

図るべきではないか。２つ目は、県はこういう

広域的な連携ですので、やはり広域的な支援を
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充実させるべき、市町村は地域に密着した指導

助言を行っていただいて、双方が密接な連携を

図りながら、支援するほうがいいんじゃないか

と、こういうことで今回の事業を構築して、今

回の当初予算で提案させていただいているとこ

ろでございます。以上でございます。

仕分けで言う本来と現状、意味が○井本委員

わからないんですが、もう一回聞かせてくださ

い。

、 、○玉置農政企画課長 まず 今回の委員会では

その事業を国がやったほうが望ましいんではな

いか、県が引き続きやるべきではないか、市町

村におろすべきではないか、民間でやるべきで

はないかという、そこの仕分けをしていこうと

いうのが主目的であったところでございます。

本来というのは、事業の性格からして国がやる

べき、県がやるべき、市町村がやるべき、民間

がやるべきというところでまず判断をするとい

。 、 、うのが一つありました ただ 当然これまでも

国の事業も使ってやりながら事業しているもの

もございますし、市町村と一体的にやっている

ものもございます。世の中のこれまでの流れも

踏まえて、では今後、現実的には、実際はどう

対応していくべきかという観点からのが現実的

という形で整理がされたものでございます。

この仕分け結果の委員数の○中野一則委員

、 、 、中 合わせれば メンバー８人だったけれども

７ですから７人だと思うんですが、１人は欠席

、 、 、 、で 本来のときは 市町村が３ 県の改善が２

現状は２と意見が分かれた。そして、現実的な

仕分け理由ということでは、県の改善というこ

とで５人、現状１人だったというふうに、決を

。 、一回一回とったということですか それで今回

県の改善ということで、また新年度から新しい

事業を進めていくことにしてきたということで

すね。

この仕分け委員会で指摘○玉置農政企画課長

されてというわけではなく、当然そもそもの事

業がどうだったか、例えばグリーン・ツーリズ

ムであれば、19年度までの事業を踏まえて、今

後のあり方を全体で考えて、新しく事業を構築

したということでございます。

結果的には、仕分け委員会か○中野一則委員

らお墨つきをいただいたので、22万円ほどは予

算も増額したということになるんですか。

これはお墨つきをい○岡崎地域農業推進課長

ただいたからではなくて、必要なものを積み上

げて、今回モデル地区ということでいろんなア

ドバイザーとかそういうのも入れておりますの

で、それを積み上げたところでこういう積算に

なりまして、財政課と協議の上、お願いしてい

るところでございます。

さっきは、20年度からは仕分○中野一則委員

け委員会はなくなるか、しないような話でした

が、そういうことだったんですか。

私どもは、来年は開催す○玉置農政企画課長

る予定はないということを聞いてございます。

なぜ19年度はしたんですか、○中野一則委員

課が違うけれども。

なぜやったかというと○玉置農政企画課長

ちょっと答えづらい部分があるので、私からは

なかなか……。

19年度、知事が誕生されて、○中野一則委員

骨格予算、肉付け予算を６月に組まれて、今度

は１年間通した予算を当初からつくられたわけ

ですが、自己満足をされておるということです

か。それか、今までのものについて、議会ある

いは職員の皆さん方、執行部が長い歴史の中で

こういう事業をし、予算をつけてきたものにつ

いて、初めて来たから信用ならんということで
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こういうのをつくってやったということで、考

えようでは、こばかにされた話ですね。せっか

く仕分け委員会という立場でされたんであれ

ば、我々は二元制の問題でけしからんと思って

いるけれども、それを超えて県民の声を聞いて

やろうとすれば、まじめに誠実であれば繰り返

し繰り返しやって、やったものがどうかという

ことですべきだったと思うんです。それをしな

いということは、これで知事は満足されたとは

思うけれども、結局19年度までのことを、言葉

が悪いけれども、いまいち信用できなかったか

ら、こういう委員会を急につくって、したと。

その結果、こうだったから満足されたというこ

とでいいんでしょうけれども、対象である我々

議会なり皆さん方も何かいまいち釈然としな

い、こばかにされたような気持ちにはならんで

すか。私はそうなりますが。

我々も審査を受ける側で○玉置農政企画課長

ございましたので、どういう設立の根拠という

か、なかったんですけれども、新たな財政改革

推進計画の中でも事業仕分けを実施するという

項目もございました。また、知事のマニフェス

トでも棚卸しというようなことも掲げられてい

たところでございます。それを踏まえて、19年

３月の財政改革推進計画で事業仕分けは19年中

に実施するという形で決まったものでございま

す。来年についてはよくわかりませんので、一

つの意見として我々は聞いて、真に必要なもの

はしっかりと実施していくという形で考えてい

きたいと思っております。

仕分け委員会がことしの事業○中野一則委員

の内容を再チェックしないということだから、

また先ほどは、今までも議会の意見を、委員会

ごとにあったのを取り入れて、そして事業を見

直しながらずっとしていくというような発言を

されましたので、一言言っておきたいと思うん

ですが、きらり輝く山間地域農業活性化プロ

ジェクト事業、これが新年度で新しく出たんで

すが、これは非常にいい事業だと私も評価する

んです。特に20年度の重点施策の、いわゆる中

山間地域対策、中山間地域がこういう今までの

状態になったということは、産業がそこに育た

、 、ないから過疎化が始まり また集落もなくなる

もうなくなったのもあるし、今からもなくなる

ということで、我々議会もそのための特別委員

会をつくって１年間ずっとしてきたんですが、

やはり何といっても産業があるかないかによっ

て過疎化があり、繁栄するところがある。そう

いう格差が広がってきて、戦後からの長年、60

年間の間に、その格差の最たるものですね。そ

れを何とかしてやろうと、特に産業を何とかし

ようということで、その中山間地域産業振興の

１番目に今言った事業がある。３年間に３億と

いうことでしたが、事業の中のメニューには、

地域が狭いから小規模になると思うんですが、

小規模土地の基盤整備があったり、流通効率化

の施設整備があったりする。市町村も３対１の

割合で負担をしてする事業、３年間で３億円で

は事業規模が小さいと私は思うんです。仕分け

委員会で見直す機会がないから、我々の委員会

はそれを最大限に活用してもらうことだし、ま

た二元制という立場上、ぜひこれは、当初は１

億円で、３年間３億だったけれども、やはり重

要だという認識を再度されて、来年度以降これ

を拡大して、本当に中山間地域の産業振興のた

めに、そして地域対策のためにぜひこれを拡大

する方向で検討するように要望しておきたいと

思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

これを８人の委員で、そして何時○井本委員
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間ぐらいかけたと言われましたか。

38の事業について３日間○玉置農政企画課長

かけて、午前午後かけてやりました。

１日８時間ぐらいやったわけです○井本委員

か。

８時間というか、午前中○玉置農政企画課長

９時から始まったときもあったと思いますし、

お昼まで、そこからまた３時、４時までとか、

５時までやったときもございました。

こうやって余り専門家でもない人○井本委員

たちも入っているみたいだけれども、それぞれ

こうやっていろいろ見渡せるものかなという感

、 。じがするんですけれども それは私の考えです

県に毎年、事業評価が出ていますね。あれとの

兼ね合いはどうしているんですか。

基本的に、事業評価は、○玉置農政企画課長

行政の中でまず自分たちの事業はどうだったか

という検証をしていこうと。それは当然毎年毎

年、進捗状況を管理して、次の年度の政策にき

ちんと生かすという、行政の中での自主的な取

り組みとしてやってございます。

彼らもそれを見ながらこういうふ○井本委員

うな判断をしたんですか。その辺は全く見てい

ないのか。

第三者的に見るものです○玉置農政企画課長

から、我々はこう評価しているということをど

う評価するかなんですが、基本的には見ていな

い形、事業の中身を説明して、判断をされたも

のだということでございます。

もう一回確認しますけれども、事○井本委員

業の全部すべてを彼らはチェックしたわけでは

なくて、この前、課長が言っていたように、課

長さんたちが選んだやつを仕分けしたというふ

うに認識していいんですね。考えていいんです

ね。

委員会で事業を最終的に○玉置農政企画課長

は選定した形でございますので、そういうこと

で理解してもらえばいいと思います。

全部をやったわけじゃないと認識○井本委員

していいんですね。

この38の議題だけでござ○玉置農政企画課長

います。

わかりました。○井本委員

ほかにございませんか。総括質○押川委員長

疑の中であれば。

備品購入費の19年度、20年度につ○満行委員

いてお答えいただきましたが、まず、きのう、

調整事務費について坂口委員からも出ていまし

たけれども、50万、100万、ここは100万円とい

う予算がついていますが、この調整事務費100

万は節でいくと何費なんでしょうか。

備品購入費になります。○玉置農政企画課長

先ほど課長から伺った数字で○満行委員

は、19年度予算と決算見込み額の差が600万ぐ

らいあるわけです。当然備品購入ですので、執

行残は出る、入札残が出るということなので、

予算的には、備品購入費は執行していけば残る

予算がある。現状の予算執行上、ないという備

品を買う、執行して予算が余っても新たな備品

は購入できないというシステムだろうと思いま

すけれども、そうなんですか。

余った分につきましては○玉置農政企画課長

財政課と協議して、その年度の中で必要がある

ということの判断があれば、買えるものも出て

くるという形になります。

であれば 調整事務費を100万 50○満行委員 、 、

万というつかみで計上する必要はないんだろう

と思うんですけれども、いかがですか。

財政課との協議が必ず必○玉置農政企画課長

要になってくるということですけれども、今回
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の調整事務費の100万というのは、財政課の協

議ではなく、農政水産部の連絡調整課内で緊急

的にそこは必要だということが判断できるとい

う形で、迅速性というものを求めるために新た

に設けられたものというふうに理解してござい

ます。

何年さかのぼっても、備品購入費○満行委員

を見れば相当の予算執行残は決算では出ると思

うんです。２月補正でかなりな減額もあるんだ

ろうと思いますけれども、当初予算で備品購入

費として予算計上して、そこから緊急に必要な

部分は出すというのが前提でしょうから、それ

がもっと今の制度よりも融通がきく、各部でそ

れが執行できる、そういうシステムであれば、

新たに調整事務費50万、100万という枠は不要

ではないのかなと。そこをもう少し財政当局と

研究すればやれるのかなという思いはあるんで

すけれども、いかがでしょうか。

執行残のそういったお金○玉置農政企画課長

の使い方も含めて、効率的にどう予算を使うか

ということだと思いますので、そういった仕組

みが可能なのかどうかも含めて、我々、必要な

ことについてはいろいろ議論をしていきたいと

思います。

備品購入費についてはこれで終わ○満行委員

りますが、１億だったら、５％執行残があって

も500万円です。ある程度のめどはつくし、競

争入札を行えば執行残が出るということは明ら

かになるわけですから、ぜひそのところは研究

いただきたいと思います。

もう一つ、国庫支出金のあり方について、農

政企画課長にお伺いしたいと思うんですが 287、

ページに部内連絡調整費612万3,000円、国10分

の10、県単とありますが、この612万3,000円の

うちの10分の10は５万3,000円ということでい

いんですか。

この５万3,000円につき○玉置農政企画課長

ましては、農林漁業人権問題啓発事業という、

国が人権問題等の研修会等の実施を推進してい

るものでございまして、10分の10について国か

ら出ているものでございまして、基本的には全

額国の10分の10の５万3,000円という形になっ

てございます。

この５万3,000円は県がやらない○満行委員

といけないんですか。国の強い指導があって、

この５万3,000円の事業をやるということです

か。

基本的には、いろいろ法○玉置農政企画課長

、 、律等もございますので 国の強い指導というか

国が各県においてそういった活動をしてくださ

いという形でついてくるものでございます。

営農支援課、304ページ、災害資○満行委員

金対策費、１の天災資金利子補給金、これは５

万1,000円、国４分の２、このうちの３万3,000

円が国の支出金、補助なんでしょうか。

国からは３万3,000円い○米良営農支援課長

ただいてやるということで、県と合わせまして

５万1,000円の予算を組んでいると。あとの残

りが市町村ですから、市町村の分はここには

載っていないということでございます。

これは法律に基づいてか何かで国○満行委員

が３万3,000円上げるという事業ですか。それ

とも、県が手を挙げてやっている事業ですか。

これは天災資金を過去発○米良営農支援課長

動した分の利子補給でございますから、当然国

のほうもこの割合で出すということになってお

りますから、それでもらっているものでござい

ます。

県は必ず申請しないといけない事○満行委員

業ということですか。
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その都度、年度ごとに、○米良営農支援課長

その年度に要る天災資金に係る利子補給の国の

分は申請していただくという形になります。

畜産課、322ページ、動物薬事対○満行委員

策費111万8,600円のうち、国２分の１、あと県

２分の１、県単ですが、23万2,000円が国の支

出ですけれども、これも法律的な事業で必ず申

請をしないといけない、補助金をもらわんとい

けないという性格でしょうか。

これにつきましても、国の薬○荒武畜産課長

事法に基づく事業でございます。

国県で２分の１ですから、という○満行委員

ことは、事業は46万4,000円の事業ですか。

そういうことになります。○荒武畜産課長

農村計画課、327ページ、農業振○満行委員

興地域整備促進費、これは10分の10ですから、

国が行う20万円の事業と見ればいいんですか。

そうでございます。○佐藤農村計画課長

これはどういう事業なんです○満行委員

か。10分の10、20万円の事業、国がやるという

事業。

国から委託を受けまし○佐藤農村計画課長

て、県が事業主体となって実施するというふう

なことになります。

水産政策課と漁港漁場整備課は言○満行委員

いましたけれども、水産政策課も10万5,000円

という国の２分の１の事業もあって、あと２つ

漁港漁場整備課もありますけれども、農政水産

部としてこの事業、一緒なのかもしれない、一

枚の補助事業にずっとあるのかもしれないし、

一つだけの事業なのかもしれませんけれども、

地方分権と言われるこの時代に、国が10万円の

事業とか30万円の事業とか、それを各都道府県

にやらせているというのはどうなのかなと、そ

れが一つ。２つ目は、事務的に10万円もらうた

めにはかなりの書類をつくるんではないのかな

と。それにいっぱいまた決算の資料をつけて保

存をする、そういうことなんだろうと思うんで

すけれども、これはもらわないほうが事務の簡

素化からしても望ましい事業もあるんではない

のかなと思うんですけれども、農政企画課長、

いかがでしょうか。

個々の事業は、そういっ○玉置農政企画課長

た事務の手続の不便さというのは詳しく整理を

してみなければいけないと思いますけれども、

国の補助金につきましては、20年度の歳入予算

の説明の資料の中に、例えば32ページ以降、農

林水産業費の国庫補助金が一覧で整理されてご

ざいます。国の中では、先ほどありましたよう

に、いろいろ煩雑な事務をできるだけ一枚でで

きるようになどということもやってきているよ

うでございまして、交付金化なんていうのがあ

りまして、強い農業づくり交付金とか、元気な

地域づくり交付金、先ほど水産の中でありまし

たように、食の安全・安心確保交付金といった

ようなものもございます。そういった交付金、

大くくりの中で、その一部につきまして、それ

ぞれ各課がその交付金を使って対応するという

ようなこともありますので、そういったやり方

も出てきているのかなと。いずれにせよ、もう

一度そういった部分、交付金みたいなものにつ

いても県にとっても簡便な形ができるようなも

のがあれば、国に対しても訴えていきたいと思

います。

私は、国の補助金、交付金、それ○満行委員

を否定しているわけではありません。確かに国

のそういう補助事業等があるから推進できる事

業もたくさんあるということは十分承知してい

ますが、この時代にあって、国の10分の10で10

万円とか20万円の事業を本当にやらないかんの



- 156 -

かということを農政水産部としても考えてほし

いし、東京に向かって、国に対して本当にこの

事業は申請しないといけないのか、お金もらわ

ないかんのか、どれだけの書類があるのか、私

は本当は書類が欲しいんですが、この10万円の

５万3,000円 10分の10の申請 あと20万円の10、 、

、 、分の10の国に対する申請書とか 決算報告とか

国と県のやりとりの書類というのは、全部もら

。 、えばかなりな量になっていると思うんです 今

一生懸命合理化していただいておるんですけれ

ども、１万円でも収入は収入なのかしれません

けれども、それはコストを考えると、職員数も

減っているし、それはしっかりと精査をしてい

ただきたいなと。何百万、何千万という国県補

助が全部交付税になればいいということを私は

言っているんではなくて、事務手続上、10万と

か５万とかどうなのかなということを問題提起

をしているわけで、ぜひ今後検討いただきたい

なと思います。

ほかにございませんか。○押川委員長

工場でつくる野菜がレタスを○外山三博委員

含めてずっとありましたね。こういう市場とい

うか、どういうふうに今なっておるか、お聞き

したいんですが。

具体的に資料は持ち合○小八重農産園芸課長

わせていませんけれども、いろんな形で、例え

ば国内ではキューピーあたりがレタスとかそう

いうものを工場でつくっています。県内でやっ

ているところがあるかどうか、私は知りません

けれども、そこについては早急に調べてみたい

と思います。

具体的に、量販店あたりの棚○外山三博委員

の中にそういう商品が相当入っているのかいな

いのか、わかりますか。

何トンとかいう数字は○小八重農産園芸課長

調べてみないと、今、手持ちもありませんけれ

ども、かなりの量でレタス類とか軟弱野菜を中

心に入っていると思います。

これからの本県の農業を考え○外山三博委員

るとき、こういう工場生産のものがどの辺まで

伸びてくるのか。それから、工場生産というの

はほとんど水耕栽培、それに光、温度で調整す

ると思うんです。今、農業の延長でやっている

部分で水耕栽培なんかもありますね。農業と化

学工場から出てくるその線引きというか、その

辺がこれから非常にわかりにくくなってくるん

じゃないかと思うんです。これは議案に関係な

いから、ぜひ今の現況を調べていただいて、ま

た後日教えてください。お願いします。

資料を出したいと思い○小八重農産園芸課長

ます。

ほかにないですか。○押川委員長

米の転作事業のことでお尋ね○中野一則委員

、 、しますが 過剰作付で７万ヘクタールでしたか

それから消費減で３万ヘクタール、合わせて９

万トンぐらいを生産抑制をせないかんというこ

とで、補正予算500億をつくって今やっており

ますね。その進捗状況というのは把握されてお

りませんか。宮崎県内でどうなのか、日本全体

でそれが消化できるかどうか。

宮崎県では長期生産計○小八重農産園芸課長

画というのがありまして、19年度生産調整達成

者の金額として8,600万、19年の生産調整して

いない人の申請が864万ということで上がって

います それプラス飼料米の生産のために9,088。

万ということで、総額１億8,630万の申請の手

続をしているところです。国全体としてもほ

ぼ500億円は消化されているというふうに聞い

ています。

減反とか転作が乱れて、農業○中野一則委員
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者あるいは農業団体に転作を一任するという形

、 、になって こんなふうに過剰作付がふえてきて

どうにもならん状態になってきているわけです

けれども、農家もこの政策について非常に不満

があるわけです。まじめに今まで転作をしてき

た者と、今までしなかった者には本来ならペナ

、 、ルティーを科すべきなのに 急にお金をくれて

減反をさあ、しなさいとなったということで、

日本全体の趣旨はわかって、私も、言われた方

にはそれなりに聞いたから説明しましたけれど

も、できたらこういう政策は、やはりこれから

先は、行政もまたもとに返って、かなり指導せ

ないかんということに転換をされましたから、

しない人には厳しく、しない都道府県に対して

はするところの県が厳しく言って、そっちのほ

うに大きなペナルティーを科すように政策転換

をしていただくように、まじめな者が後で損

損はしなくてもどうかなと思うような政策―

はせんように、ぜひいろんな機会で言ってほし

いし、特に農政企画課長は、あとしばらくすれ

ば本省に帰るわけだから、その辺のことをき

ちっとしてほしいと思うんです。これは政策誘

導で自民党を中心にしたところの誤りもあっ

て、こういうことをせざるを得なかったという

ことで、我々もその責任の一端があるかもしれ

ませんけれども、行政としてはそういうふうな

方向転換というか、指導していただくようにお

願いしたいと思います。やがて帰られる課長、

どうですか。

私見ですけれども、私も○玉置農政企画課長

生産調整の担当を国でしていまして、そのとき

はまさにペナルティーをかなり、ペナルティー

というか、補助金を優先配慮で、ちゃんとやる

ところに優先的に行くような形のものをやって

いました やっぱり今回の予算は まじめにやっ。 、

ている県にとっては本当に問題のある、５万円

をぽんと出すのはいかがなものかというふうな

気がしておりますので、ちゃんとまじめな人が

得をするような形の政策に誘導していくべきだ

というふうに思っております。

食品安全衛生とか食育とか注目を○満行委員

受けているし、農政水産部、一生懸命頑張って

いただいているんですけれども、部内に農政水

産以外の技術屋さんは在籍されているんです

か。

土木と化学で採用された○玉置農政企画課長

方が来てございます。

食品安全衛生とか食育とか、確か○満行委員

に各部横断で協議会とか、部内で連絡調整とっ

て推進していただいているというのはわかりま

すけれども、ただ、部として栄養士とか薬剤師

とか、人事交流で配置を考えておられないのか

なと思うんですけれども、だれに聞けばいいん

ですか。総括次長、いかがですか。

確かに昨今の中国の食○西田農政水産部次長

料問題、それから食料安全保障という観点から

も大変重要な問題だというふうに思っていま

す。特に今、追い風が吹いているところでござ

いますけれども、農家というのは一朝一夕にで

き上がるものではございませんし、農地もそう

でありますが、そのような中で、本県の農政水

産部としてはブランドと地産地消、この大きな

２本の柱で今、事業を進めておりますが、確か

に食育という問題を考えましたときに、農政水

産部だけでできる問題でもございませんし、関

連部局との共同事業というものが必要でござい

ますので、教育委員会とも、関連団体、部局と

食と農を考える県民会議をつくっております

が、そのような中で今、取り組んでおります。

今後、人事交流というお話でございますけれど
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も、部署によってはそういうこともあり得るか

なというふうに思っております。関係機関とも

検討させていただきたいというふうに思いま

す。

獣医師さんはたくさんここにもお○満行委員

られますけれども、公衆衛生獣医師との人事交

流、されてはいるんでしょうけれども、どうい

う状況になっているんでしょうか。

毎年、獣医師さんとは数○玉置農政企画課長

名、人事交流という形で、その中でいろいろ業

務を高めていきたいというふうに考えてやって

ございます。

総括次長から教育委員会もありま○満行委員

した。現場で保健所で頑張っていただいている

栄養士とか薬剤師とか獣医師とか、いろんな方

々の人的なスキルというのを、農政水産部もど

んどん吸収して交流する中でそれは蓄積してほ

しいなという思いがありますので、今後、ここ

は農政水産ですから、ハードもソフトもあるそ

の専門の部署でありますけれども、その中にも

多種多様な技術集団を活用するという方向性を

ぜひ検討いただきたいと思っております。要望

しておきたいと思います。

営農支援課のほうにお伺いい○山下副委員長

たします。食ルネサンス「いただきます」の推

進事業でありますが、この内容につきまして

は、18年度から事業化されているんですか。

18年度からです。○米良営農支援課長

地産地消と食育を一体的に進○山下副委員長

めるみやざきの食ルネサンス運動のより一層の

定着を図るため、家庭、学校、地域等において

「いただきます」を合い言葉とした県民運動を

展開するという内容で進めておられるだろうと

思うんですが、具体的な運動としてはどういう

ことをされてきましたか。

まず、県民の皆さんか○吉田消費安全企画監

ら応援団というか、そういう方に今1,200数名

登録をしていただいておりますし、その中のま

た核になってもらうような食育リーダーの方々

も養成しておりまして、ことしで47名でござい

ますが、その方々が各地域でそれぞれの伝統文

化だとか食生活に関する取り組みだとかのこと

を幅広くやってもらうように、我々もほんの少

しでございますが、それを支援する補助金等も

使いながら、広めているという状況でございま

す。

地産地消、食育という言葉も○山下副委員長

ここに書いてありますから、教育委員会、学校

給食関係をひっくるめた話し合いというのはな

されていないですか。

、 、○吉田消費安全企画監 私ども常に 地産地消

食育の関連の専門委員会だとか入ってもらって

いますし、教育委員会とはいつも意見交換をし

ながら、特に学校給食等の問題も含めてさせて

もらっているところでございます。

この目的というのは、私は、○山下副委員長

学校給食に絞ってやるべきだなと、そういう思

いですが、実はけさ、教育委員会に聞いてみた

んですが、カロリーベースで今、県内の食品が

、 、 。６ 県外が１ 国外が３という答えが出ました

、 、国外から占めている３というのは 果物であり

小麦粉であり、そして野菜の冷凍食品、これを

入れているということでありました。これは中

国ですかと確認しましたところ、そうですと。

きのう私はお聞きしましたら、加工されたもの

は入っていないみたいですが、中国あたりから

冷凍されたものは入っているということであり

ました。そういうことをちゃんと理解されて、

地産地消という言葉は非常に早くから広まりま

して、全くそのことを目的とするべきなんです
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が、学校給食に地元でとれたものを持ってくる

ということに非常に難しい問題があるんです。

その問題は何か、御存じですか。

私の勘違いかもしれま○吉田消費安全企画監

せんが、特に農協さんあたりは大きなロットで

大消費地に送って、外貨を稼ぐということを

メーンというか、そういうことでされて、ある

種、小回りがきかない部分もあるのかなという

気がしておりまして、きのうも申し上げました

ように、もう少し流通経路を短くして、ＪＡの

中から直接学校給食等に運べるようなシステム

とか、そういうのをやっぱりこれからは考えて

いかないといけないんじゃないだろうかという

ふうに我々も思っております。

品をそろえるそのこともある○山下副委員長

だろうと思うんです。これは市町村で取り組ん

でいるわけですから、資材の取り込みが市場を

使っているんです。今、給食費がどれほど父兄

の負担があるのか、調べてみたんですが、小学

校で１食200円、中学生で240円、小学生で月

々3,600円、中学生で4,200円という給食費を

、 、払っておられるそうですが 給食現場サイドは

市場から安いものを入れてくるんです。これは

どういう原理かと申しますと、より給食費を抑

えていかないといけない。常に全国から市場に

は来るわけですから、そこで安いものを入れて

いるのが現状です。地産地消を具体的に進めて

いくのには、給食費の負担とか、その辺の問題

が、大きな課題が出てくるんです。例えば豚肉

とか鶏肉とか牛肉とか使われるでしょうけれど

も、地産地消、いいものをつくるために、いい

素材がいっぱいあるんです。いいものを使おう

とすれば、どうしてもコストが上がってくる。

例えば牛肉でも、Ａの４とか５とか、もちろん

そういうものは提供されないでしょうけれど

も、どの程度のものを使われて、このお金の体

制の中で給食センターが運営されているのか、

やはりそこまで徹底して調べていただいてこの

地産地消の運動は進めていかないと、定着して

こないだろうと思うんです。そういうものの見

解をお聞きしたいんですけれども。

昨日もちょっと触れま○吉田消費安全企画監

したけれども、延岡あたりは一校一農運動だと

か、綾は前々から農協と学校のほうが提携をさ

れて、出せるものというか、それを決めて、な

るべく地元のものを供給しようという体制がで

きてございます。各地でやはりそういう展開を

する必要はあるだろうと思います。ただ、委員

おっしゃいましたように、例えばジャガイモだ

とか、タマネギだとか、北海道で大量に安くと

れるもの等は、どうしてもそれはそれで使わな

くちゃいけないんだろうと思うんですが、極力

地元のもの、安心・安全で地元のもの、多少そ

こにコストはかかるだろうとは思うんですが、

そこは父兄の皆さんの御理解をいただきなが

ら、安全なものを子供に提供するんだという趣

旨から、地元のものをなるべく、我々は逆にそ

の分は安くで提供できるような仕組みづくりを

してみたいと思っております。

学校給食が年間190日ぐらい○山下副委員長

なんです。地元で野菜をつくっている人たち、

いっぱいおられるんです。契約栽培をしたいん

ですけれども、土曜日曜がない、春休みが10日

間とか夏休みが40日ぐらいないとか、そこでの

契約の難しさがありまして、一つの私の案です

けれども、私は都城の安久ですが、農協の石倉

を借りて、そこで40軒ぐらいの、60代、70代が

中心ですけれども、高齢化した中での楽しみの

菜園づくりの中で年間通してつくって、売って

おられるんです。そして、年間1,500～1,600万
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売っておられるんですかね。すごい売り上げを

されておるんですが、それでも売り切らないも

のですから、地元での消費者の団体、ＮＰＯ法

人を立ち上げておられる、いわゆる身体障がい

者の人たちが加工して売ってくれたり、給食の

素材にしてくれたり、そういう人までお願いし

て、今やっと販路をつくっているんですけれど

も、地域の中で物すごくそういう活力はあるだ

ろうと思うんです。そういう人たちと少しでも

連携がとれたら本当にいいがなと、そのことを

お願いしたいと思うんです。

もう一点、御案内のように中国野菜が今、大

変な問題になってまいりまして、国内農業とい

うのは、国際化という中でかなりな打撃を今ま

で受けてきながら、やっとここまで持ちこたえ

てきているのが今の農家の現状だろうと思うん

です。その中で、やっと我々農家に対しては追

い風が吹いたと、そういう思いで皆さん何とか

頑張っていこうよと、そういう話を今している

、 、んですけれども これを給食費に例えた場合に

国産のものは値上がりしてくるだろうと思うん

です。例えば牛乳も乳価が４月から飲用向けで

キロ３円、加工向けも上がってまいります。と

いうことは、やはり父兄、そして教育委員会、

地域が、地産地消、そして安全・安心、これを

求めていけば、国産のものにどうしてもシフト

して高めていってもらわないといけないだろう

と思うんですが、ここで給食費の負担の問題が

出てくるだろうと思うんです。その辺を農政サ

イドと教育委員会と具体的な話し合いを、もう

されておるのかどうかわかりませんが、その検

討はされておりますか。

最初の部分のシステム○吉田消費安全企画監

のほうはぜひ我々勉強させてもらって、少しで

も短いルートで流せるようなことはぜひ勉強し

てみたいと思っています。学校給食のことは、

きょうも早速、スポーツ振興課のほうからもご

ざいまして、我々がどうこうできるわけではな

いんですが、先ほど言いましたように、安全で

安心なものには少しコストはかかるんだよとい

うことの御理解も得ながら、適正な給食費にし

ていただければというふうに思っているところ

です。

給食費の未納者の問題、これ○山下副委員長

も市町村で物すごく問題になっているんです。

子供の差別ができない、学校に来れば給食を食

わせてやらないといけない、そのことでどれほ

どの未納者がおられるのかということを聞いて

みたんですが、今、宮崎県内で10万人の小中学

生がおるらしいんですが、その中で１％、

約1,000名が未納の状況にあると。これが１％

に当たるらしいんですが、18年度で金額が、全

体的な金額ベースなんでしょうけれども、0.5

％を占める2,300万が未納になっているという

ことであります。現在も未納ということであり

ましょうから、そのことを考えていきますと、

保護者、ＰＴＡ関係で、食の安全・安心を求め

ていけば、中国のものにかわる国産のものを求

めていけば高くなっていくんですよと、そうい

うことを具体的に理解を求めていく態勢をとっ

ていかなければならないなと思っております

が、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

次に、飼料米の取り組みについて確認をして

いきたいと思いますが、昨年から配合飼料の高

騰等がありまして、畜産農家に大変な打撃を与

えております。今、県内で約180万トンの配合

飼料が流通しておるだろうと思うんですが、実

は、鶏、豚、肥育牛の関係でトウモロコシにか

わる代替として飼料米を望んでいる声が私にも

多数届いておるんですが、それを早く具体化し
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ていってほしいと思うんですが、県の行政とし

て、例えば鶏はどれぐらい自給率が持っていけ

る、豚はどれぐらい持っていける、具体的な数

字をお持ちですか。

今の畜産のえさの自給率は、○荒武畜産課長

手元に資料を持ってきていませんので、大ざっ

ぱな数字で恐縮ですけれども、23％程度でござ

います。それを将来的には５％程度アップする

ということで取り組んでいるところでございま

す。

畜産課のほうも、畜産農家か○山下副委員長

らある程度の要望、意見等も承っておられるだ

ろうと思うんですが、例えば採卵鶏が75％まで

は飼料米で持っていける、そういう話は私も聞

いているんです。後は魚粉と貝殻等を使えば到

、 。達できるんだと そういう話も聞いております

それから、養豚農家も、米農家と契約はできな

、 、いか 具体的に200トンほどを欲しいんだがと

そういう相談も受けているんです。早急に飼料

米の普及拡大をやっていってほしいと思うんで

すが、先週の土曜日か日曜日でしたか、経済連

主催の、フローランテであったんですが、後期

３カ月を飼料米食わせた肥育牛の検査の試食会

がありました。私も、ちょうど雨がどしゃ降り

だったんですが、ぜひ来てみてくれということ

でしたから行ったんですが、確かに脂肪の色、

うまみ、飼料米を食わせてもさらにいい肉質に

なっていると。今、後期３カ月を使っているみ

たいですが、これを５カ月、６カ月ぐらい長期

、 、間食わせることによって その結果を見ようと

その段階に入っているんですが、肥育牛のほう

についてもそれだけの結果等も出ておりますか

ら、具体的に早く栽培体系をとってほしいと思

うんですが、実はこのことで私も、近隣の集団

転作をする地域を選んで、飼料米を植えてくれ

ないか、取り組んでくれないかということを相

談もしてみました。そうしたら、ここ７～８年

前から、ホールクロップでつくる飼料用稲栽培

等をやってきた実績の中で、例えばことし転作

して、来年、食用米をつくる、そうすると、こ

とし植えた飼料米の種が残って、それが次年度

には生えてくるというんです。まじって こ―

れはおれたちは受け入れられないと。飼料米を

つくろうとすれば、みんな拒否なんです。その

ことに対してどう集団化をつくっていくか、転

作のきかないところを指定して、そこで飼料米

をつくらせるように線を引いて取り組んでいく

のか、その辺を早急に検討してほしいと思うん

ですけれども、ひとつ見解をお聞かせいただく

とありがたいんですが。

飼料米について20年度○小八重農産園芸課長

で取りまとめるところで、面積的には66ヘク

、 、 。タールぐらい 20年度 取り組まれる予定です

当然今言われたように、集団化というのが必要

ですので、今年度は間に合わないでしょうけれ

ども、集団化も進めていきたいと思います。飼

料米をつくる上で、言われた集団化、さらには

乾燥をどうするのかというのと、飼料工場への

横持ちをどうするのか、栽培、飼養試験、そう

いういろんな課題がありますので、20年度でプ

ロジェクトも立ち上げて、早急にそういう課題

は20年度に解決したいと思っています。後、そ

ういう集団化も進めていきたいと思います。い

ずれにしても、生産調整の中で今出ました飼料

稲というのが数年前あったわけです。飼料稲を

つくれるようになって生産調整も地域によって

は楽にできるようになりましたし、ましてや、

今度は飼料米で実もわらもとれるということで

すので、その分、付加価値が高まりますので、

いろんなコストもかからない形で栽培体系等、
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そういう仕組みづくりを20年度ではつくり上げ

たいと思っています。

それで今言われたコストが問○山下副委員長

題になってくるんです。キロ30円とか、先進地

でそういう値段が具体的に出まして、されてお

るようですが、穀物として飼料用で使えば、コ

ンバインでの刈り取り、もみの調製が要るわけ

です。乾燥が要るんです。鶏だったら、玄米に

しなくて、もみのままで食わせられるみたいで

すが、牛のえさとして使う場合には、皮をむい

て玄米にしないとだめだということであります

から、かなりなコストがかかるんです。そのこ

とも考えながら、どれだけの買い入れ価格にし

たら、もちろん転作金の受け入れやら、集団の

転作奨励金の上乗せやら、もらって、その辺の

価格体制を早く決めてもらわないと、普及もし

ないでしょうから、また買う側のコストの問題

もありますから、その辺の計算も早目にしてい

ただいて、提示していただくとありがたいと

思っています。

コストについては試算○小八重農産園芸課長

をしてみたところ、いろんなものを含めて９万

円から11万円程度、規模によってかかります。

現時点でそれに見合うものがいろんな補助金等

であるかというと、きのうもお話ししましたよ

うに、産地づくり交付金の平均４万円、耕畜連

携の１万3,000円、稲わら代7,000円、飼料米

が700キロとれたとして30円で２万1,000円、今

度の緊急対策に取り組んでいただければ、５万

円ですので、３年で割ると１万6,000円程度に

なりますので１万6,000円、さらには、新たに

飼料米の導入定着化緊急対策というのが畜産の

ほうで１万3,000円あります。こういうのを足

せば、何とかコストには今のところペイするよ

うになっています。ただ、例えば緊急対策は３

年後はなくなるわけですから、その分、減りま

すし、導入定着化緊急対策というのも、緊急で

すから、数年後はないというふうに考えれば、

やはりいかにしてコストを下げる栽培体系にす

るかということが一番問題だと。その中で一番

問題は、乾燥調製だと思っています。これをい

かに簡単にやるかということで、コストで、例

、 、えば平均的に主食米の場合も 60キロですれば

乾燥調製、もみすりまで頼めば1,000円ぐらい

かかるわけです。当然、飼料米だから1,000円

がただになるという話にはなりませんので、い

かに水分を落とした刈り取りをするかというこ

とも一つでしょうし、何か研究はされていると

聞いていますけれども、刈り取りしながら、も

みすりする機械を開発中らしいんです。そうい

うもみすりまでしてもらえば、後、乾燥を玄米

ですればいい話ですので、そういう総合的な研

究をやっていく必要があると思います。また、

それについては国についても要求したいと。根

本的には、途中ちょっと中断していました稲の

多収品種の、できればせめて１トンとれるぐら

いの開発というのが一番必要じゃないかと。数

年前は逆七五三計画があったんですが、消費拡

大というか、米が余ってくる中でいつの間にか

立ち消えになっていまして、でも、国は来年度

から取り組むという話ですので、そういう収量

品種と乾燥と飼養ということで、先ほど言いま

したけれども、20年はそういう課題を早急にど

ういうふうにやるか、片づけたいと思っていま

す。

これだけ穀物が高騰してい○山下副委員長

る、世界的に資源が不足している状況でありま

、 。すから 国は新たな政策をつくると思うんです

日本は、農業の歴史というのは水田ですから、

水路がずっと網の目のように毛細血管であっ
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て、すぐつくれるわけですから、そのことはぜ

ひいろんな営農集団、もちろん我々もそうです

けれども、先ほど言われた試算、その数字をま

た我々もＰＲしていく責任があるわけですか

ら、提出していただくとありがたいと思ってい

ます。

それから、農村計画課、お伺いしたいと思う

んですが、農振法について、これは私も市議会

時代からの大きな課題でありまして、再度こう

いう場でお願いをしておきたいと思うんです

が、それぞれ県の行政の中で、営農支援課は後

継者づくり、担い手づくりを一生懸命取り組ん

でいただいている。若い農業後継者が規模拡大

をやれば、ハード面は畜産課あたりがいろんな

国の事業、県の事業で規模拡大をしてもらうわ

けです。今までの農業の中で、いわゆる環境三

法が出てきたり、集落の中では畜産の規模拡大

はできない、家畜排せつ物法の適用が出たり、

近隣の農家の苦情が大変多くなったということ

で、皆さん畑地帯に移転をされて、例えば１億

から２億かけて、70～80頭から100頭の畜産経

営をされるのが規模拡大の農家の現状です。

その中において、今までも何件かあって、私

も大変苦労しながら、市の行政、県のほうにも

お願いしてきたんですが、結婚されて子供がで

きる、そしてどうしても通勤の農業、この場合

は無理があるんです。朝晩の通勤が無理ではな

くて、牛を管理する、その中での無理があるも

のですから、どうしても農家住宅を施設の近く

につくってほしい、つくらせてくれと、それが

出てきているんです。今、都城は畜産が大変伸

びてきておりまして、これだけ高齢化を迎えて

いる中でも、平成18年、和牛の生産頭数はふえ

、 、 、ているわけですから 我々も 若い農業青年に

若い後継者には規模拡大して頑張れよと、そう

いうことをいつも話をしながら、それぞれ畜産

基地の事業等を入れて規模拡大してくれている

んですが、結婚した連中は近くのアパートなん

かで夫婦で生活しているんです。必ず２年、３

年後になると住宅をつくりたい、そういう希望

が出ているんです。現況の農振法の中では全く

だめでありますから、施設があって、農家であ

るあかしはそこで証明ができるわけですから、

できたらそこに農家住宅がつくれるように何と

か努力してもらいたいと思うんですが、見解を

お聞きしたいんですけれども。

委員のお考え、お気持ち○佐藤農村計画課長

は重々わかりますし、考え方もよく理解できる

つもりでおります。ただ、今おっしゃいますよ

うに、現行法制度の中で非常に難しいというこ

とがございます。今の対処の仕方としては、18

年度も農家住宅の転用が25件ございます。そう

いうことで個別案件として相談をさせていただ

くというふうなことをやっております。当然の

、 、 、ことながら 農地の広がり 農地の集団性とか

集落の接続とか、そういうことで今、対応させ

ていただいているというのが現状です。今の農

振制度の中では、委員がおっしゃるとおり、非

常に難しいということでございます。

難しいんですよ。市の窓口で○山下副委員長

話をすれば、県が厳しいというんです。県に来

れば、国でしょう。僕は国まで行ったんです。

国は、いや、県の裁量に任せているということ

―を言うんです。そこが非常に末端の農家の

本当に宮崎は農業県でありますから、担い手に

夢を持たせてやりたいんです。それが底力にな

るわけですから、国の法律がだめだから、それ

が厳しい、だめですと、これじゃ私たちもおさ

まりがつかないわけですから、私は、宮崎県独

自の条例でもつくって、やる道はないのかどう
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か、そこを真剣に議論していただきたいと思う

んですが、例えば営農支援課は、農家を育てな

いかん、担い手を育てないかん、そして外部か

らでも農業者を連れてきてやらせないかんとい

うことをわざわざ事業費組んでやっている。畜

、 。産課は 土地改良はどんどんやるわけでしょう

担い手を育てて、畑かんも持ってくる。農家を

育てないかんわけですから、そのためにはやは

り住宅があって、そこで一緒に生活ができるよ

うにシステムをつくらないと、悲劇が起こりま

す。本当にそのことをしっかりと考えていただ

いて、畜産課は、ハード事業でどんどん事業費

を持ってきて、規模拡大させるわけでしょう。

、 、 、だけど 窓口が違う農村計画課に行けば いや

それはだめですと。後継者のことは何も考えて

おらんじゃないのですかと、そこ辺が矛盾して

いるものですから、同じ農政水産部ですから、

一緒に議論して、県の独自の取り組みはできな

いのかどうか、ぜひ検討していってください。

やり方によっては、畜産○佐藤農村計画課長

の振興ゾーンとか、そういった集団性を持たせ

て取り組む方向とか、そういうのも考えられる

んじゃないかというふうに思っております。そ

ういうことから、畜産サイドともいろいろ勉強

もしてみたいと思いますし、また市町村が農振

除外の計画を立てていくことになります。県は

その同意をするということになるんですけれど

も、市町村と一緒に研究会みたいなものを立ち

上げて、いろいろやっていくということも考え

てみたいというふうには思っております。

部長、ぜひこれに対する部長○山下副委員長

の、農政水産部全体の考え方をお聞きしておき

たいんですが。

副委員長のおっしゃる意○後藤農政水産部長

味は実態として私もよくわかるつもりでおりま

す。先ほど佐藤課長が答えておりましたけれど

も、現場に即してこれまでケース・バイ・ケー

スでいろいろと相談をお受けしてきたというこ

とで、一部解決が図られた部分もあるかという

。 、ふうに現状認識しております したがいまして

そういったいろいろな検討の手法、そういうも

のも今後とも柔軟に使いながら、できるだけ担

い手、畜産農家の振興に資するような立場に立

ちながら、いろいろと考えていきたいというふ

うに思います。具体的に申し上げると、農振地

域のど真ん中に農家住宅と、こう言われてもな

かなか厳しいところがありますので、そこは

ケース・バイ・ケースということでぜひ御理解

を賜りたいというふうに思います。

ぜひ前向きに進めてくださ○山下副委員長

い。

仕分け委員会の資料で１つだけお伺いしたい

と思うんですが、３ページの一番上、私もＳＡ

Ｐの卒業生だからといって言うわけじゃないん

ですが、厳しいことが書いてあるようでありま

す。平成19年度が45周年だったのか、ＳＡＰの

役割というのは、今の農業粗生産額がここまで

保たれているというのは、黒木博さんの提唱で

あった昭和37年だったか、それがあってここま

で宮崎県の生産力は伸びてきている。これは本

当に我々は自負しているんですが、この仕分け

委員会の中で私はだれが担当されたかわかりま

せんが、この説明の中で、不要とか残念な言葉

が出てきているものですから、どういう説明を

されたのか、お聞きしたいと思います。

まず、担当者は私で○岡崎地域農業推進課長

ございます。これにつきましては、ＳＡＰの今

まで果たしてきた役割、それから青年部の果た

してきた役割を十分、仕分け委員の方には説明

をしたつもりでした。ただ、事業の中身はマン
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ネリ化している、ずっと同じような研修じゃな

いのとか、団体のほうにもう少し自主性を持た

せたほうがいいんじゃないかとか、そういう意

、 。見がいろいろ出て こういう結果になりました

ただ、現実的には、県の改善のほうにあります

ように 中身を十分見ながら やっぱり県がやっ、 、

ていく必要があるという回答をいただきました

ので、その点は安心しているんですが、ただ、

こういう意見も一つの意見とさせていただきた

。 、 、いというふうに思っています この事業 私は

先ほどの話ではないんですけれども、ＳＡＰ、

これは大切な組織であるし、本県独自の組織で

あるというふうに考えておりますので、これに

ついてはしっかり守っていきたいというふうに

考えております。

ＳＡＰという意味を知らない○山下副委員長

県の職員はいっぱいおるような気がするんで

す。みんな言えますか、スタディー・フォー・

アグリカルチュラル・プロスペリティーという

のを。この事態が一つのマンネリ化なんです。

これは全国に誇れる組織であるわけですから、

自主的な学修活動、これを定着させて、組織が

持つということじゃなくて、自主的な活動です

、 。から その教育をしっかりとしていってほしい

何のためもなく45年続いた組織じゃないわけで

すから、今の後継者がまた次なる後継者をつ

くっていっていただくことが大きな目標であり

ますから、ぜひ自信を持ってこれは取り組んで

いってほしい、そのように思っています。

一ツ瀬川土地改良区の件につ○中野一則委員

いて、すべて先日の説明で理解したつもりだっ

、 、たんですけれども テレビのニュースを聞いて

あれっと思ったものですから、再度確認のつも

りで質問させていただきたいと思いますが、県

としては、これは実態調査したけれども、検査

はしていないので、今から土地改良法に基づい

て一ツ瀬川土地改良区の検査をするということ

ですか。

土地改良法に基づく検査○原川農村整備課長

を実施する予定でおります。

ということは、今までの説明○中野一則委員

された調査結果ではすべてがまだ確認できな

い、何かを含んだものがあるという認識があっ

てされるものか、単なる、法に基づいてすべき

ことをしていなかったからするんだということ

なんでしょうか。

こういう案件が発覚して○原川農村整備課長

当然すぐ県のほうも事実確認等含めて調査を

やっております。例えば帳簿外現金についても

どういう状況になるかというのは、調査である

程度判明しているというふうに思っています。

ただ、今回の案件が、例えば帳簿外現金につき

ましては、土地改良法の30条に明らかに違反し

ているということもございます。目的外取水に

つきましては、土地改良法の15条に違反してい

るということでございます。調査で事実は把握

していますけれども、今後その違法な状態を是

正していかなきゃいけないということがありま

すので、土地改良法に基づく検査をやって、強

く法に基づく是正をやっていきたいと。仮に土

地改良法に基づく検査をやれば、その後、全然

是正がされない場合は是正命令というものが出

せます。是正命令に従わない場合は土地改良法

に置く罰則等がございますので、そこは強く是

正を求めていくという観点からも、土地改良法

による検査が必要だというふうに思っておりま

す。

きのう、公認会計士を交えた○中野一則委員

帳簿外現金について外部監査もということで、

臨時総代会でも決議がされたという説明でした
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ね。そのときも、あれっとは思ったんですけれ

ども、後から気づく話で、ああそうか、まだ検

査をしていないんだなと、だから検査をするん

だなということで、何とかの知恵は後からで、

後から思い出すものですから、今、聞いている

わけですが、今までの実態調査である程度は何

か見えてわかっておられると思うんです。あえ

てというか、検査されることで、さっきは是正

を求めることもできるという話でしたが、何か

重大な局面、告訴か告発かわかりませんが、せ

ざるを得ないところまで何かがあることが想定

されての検査ということにはならんわけです

か。

今、土地改良法に基づく○原川農村整備課長

是正をしようというふうに考えているのは、委

員が御指摘されたような理由ではなくて、先ほ

ど言ったとおり、事実はある程度解明されてい

ますけれども、それを解決に持っていかなきゃ

いけない、それを促すためにも検査をやる必要

があるんじゃないかというふうに思っていると

ころです。

一ツ瀬川土地改良区だけでは○中野一則委員

なくて、他の土地改良区も含めてこれから順次

検査されるということになるんですか。

今、宮崎県内に185の土○原川農村整備課長

地改良区がございます。その185の土地改良区

に対しては、それぞれの改良区、３年に１回は

国もしくは県が役割分担して通常検査をやって

おります。そういうところできちんと帳簿なん

か見ているんですけれども、一ツ瀬川土地改良

区については帳簿が表に出ていなかったという

ことで、通常の検査で判断できなかったという

ことでありまして、極めてまれな例だというふ

うに思っていまして、当然、通常の検査は今後

強めていかなきゃいけないということは思って

いますけれども、特別な検査をほかの改良区全

部やるということは考えておりません。そのか

わりに12月以降、全土地改良区の役職員を対象

に、コンプライアンスの徹底とか、公益通報制

度等についての研修をやってきたということで

ございます。

一ツ瀬川土地改良区について○中野一則委員

は通常の検査は今までもされてきたわけです

ね。

最近では平成18年度に○原川農村整備課長

やっています。ずっと３年ごとにやってきてい

るということです。

簿外管理の現金があったとい○中野一則委員

うのが今回わかったので、特別に、30条の違反

をしているから、再度そのことを含めて検査す

るということですね。

そういうことです。特別○原川農村整備課長

検査ということでやりたいというふうに思って

います。

特別検査をしなきゃならない○中野一則委員

土地改良区がこの土地改良区以外にもあるわけ

ですか。

通常検査は３年に１回○原川農村整備課長

やっておりますけれども、その都度、書類の不

備とかが少々ある改良区はございますけれど

も、こういうふうな事例については今のところ

ないというふうに思っています。

わかりました。○中野一則委員

ホームページで拾ってきたものと○権藤委員

最初に出してもらった仕分けの一覧表、これを

見ていったときに、仕分け委員会のほうで不要

と表示したやつが２つ３つあるんじゃないかと

思うんですが、これについて予算上、仮に件名

が存続したり、さっきＳＡＰの話も出たんだけ

れども、そこらあたりは、仕分け委員会は仕分
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け委員会で聞きおくだけなんですよと、こうい

うことなのか。不要という部分については、仕

分け委員会としては相当の結論なのかなと。我

々から見ると、不要じゃないと思うんだけれど

も、そういう部分は、新年度の予算等でつなげ

ていく場合には何も問題にならなかったんです

か。

我々もこれに拘束される○玉置農政企画課長

わけではございませんので、事業仕分け委員会

の一つの意見として伺わせていただいて、これ

は本来性格的にということの中での不要という

発言が多かったと思いますけれども、特に現実

的なほうにつきましては、不要と整理されたも

のはございませんので、20年度に向けて現実的

な対応としては、これまでどおり、今までの事

業の成果とか課題とかを踏まえた観点での今後

の事業のあり方というのを考えながら、事業を

構築したところでございます。

では、例えば３ページの不要とい○権藤委員

うのは、実質的には不要じゃないんだと。もう

一つどこかに不要というのがあったと思うんだ

けれども、それについても農政の受けとめ方と

しては、不要と書いてあるけれども、改善なん

だと、そういう解釈で予算等の議論を進めてき

たということでよろしいんですね。わかりまし

た。

ほかにございませんか。○押川委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○押川委員長

。 、農政水産部を終了いたします 執行部の皆さん

御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後２時46分休憩

午後２時50分再開

委員会を再開いたします。○押川委員長

あしたの採決の時間でありますが、午後２時

からということで決定をさせていただきます。

ほかに何もなければ本日の委員会を終了した

いと思いますが、よろしいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、御苦労さまでございまし○押川委員長

た。以上をもって終わります。

午後２時50分散会
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平成20年３月14日（金曜日）

午後２時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

政策調査課主査 千知岩 義 広

委員会を再開いたします。○押川委員長

まず、議案の採決を行いますが、採決につき

まして、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。

予算関連の第１号を外した形での○権藤委員

採決をお願いしたいと思います。

ただいま権藤委員のほうから、○押川委員長

第１号「平成20年度宮崎県一般会計予算」議案

のみ採決してほしいという旨がありましたか

ら、そのようにさせていただきます。

それでは、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それぞれ採決をさせていただき○押川委員長

ますが、議案第１号につきまして、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手をお願いいた

します。

〔賛成者挙手〕

挙手多数ということで、議案第○押川委員長

１号については原案のとおり可決をさせていた

だきます。

続きまして、第４号以下９件でありますけれ

ども、このことについてお諮りをさせていただ

きますが、一括で採決をさせていただきたいと

思います。賛成の方の挙手をお願いしたいと思

います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数ということで、原案の○押川委員長

とおり可決をさせていただきます。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りをい

たします。

「環境対策及び農林漁業振興対策に関する調

査」につきましては、引き続き閉会中の継続調

査といたしたいと思いますが、御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、そのよ○押川委員長

うに議長に申し出ることといたします。

次に、委員長骨子案についてでありますが、

委員長報告の項目として特に御要望等があれば

本日皆さん方の御意見を出していただきたいと

思います。

今のところ、案でありますけれども、環境森

林部といたしましては、しいたけ菌床栽培への

取り組み、未植栽地の対策、遊学の森の件、花

粉症の件、原木しいたけ生産について、都城盆

地の亜硝酸性窒素調査について、未来につなぐ

ふるさとの水辺の件について、連絡調整費につ

いて、予算における事項名について、森林環境

税を財源にした事業についてということで考え
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ております。

農政水産部におきましては、農業大学校の今

後のあり方について、みやざき食の安全・安心

確保総合対策のウオッチャーのブランドＧメン

、 、の選定について 予算における事項名について

飼料用稲の生産費補償について、一ツ瀬川土地

改良区における帳簿外現金及び目的外水利用に

ついて、公共工事の品質確保について、最低制

限価格の決め方について、公共工事予定価格の

事前公表制度について、仕分け等もあったわけ

でありますが、そういったものを入れさせてい

ただこうかということで案はつくっております

けれども、これ以外にどうしても……。

皆さんの御賛同を得られるかどう○権藤委員

かわかりませんが、できれば、総合評価落札方

式の審議と仕分け委員会の議論というのは、中

身を長くやるという意味じゃなくて、項目だけ

でも入れていただければと思っております。

総合評価落札方式と仕分け委員○押川委員長

会について、今回総務のほうでも当初でやって

いただいているということでありますから、総

務とも相談をさせていただいて、うちの委員会

でもそういうことはあったわけでありますか

ら、我々は頭出しぐらいで、総務の皆さん方が

主に中身は……。

仕分け委員会が本質的に是か非か○権藤委員

とか、そういうことはいいですけれども。

わかりました。○押川委員長

後は正副委員長にお任せいただけますか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○押川委員長

す。

そのほか何かございませんか。

これも皆さんの賛同をいただきた○満行委員

いと思って発言するんですけれども、事業仕分

け委員会、大分議論になりましたけれども、こ

れは知事の棚卸し事業というマニフェストの中

から今回やられたと思うんですけれども、審査

をして中身はこんなものかと驚くような中身

だったと思います。部横断的に我々はチェック

する、そのためには、ずっと申し上げている予

算の決算、常任委員会、特別委員会、テーブル

を設けてやらないと、部署部署で切ってやらね

ばいかん部分ももちろんあると思いますけれど

も、予算決算、知事の政策を我々が精査するた

めには必要じゃないのかなと思いますので、ま

た今回、事業仕分け委員会の話も出て、いい機

会だなと思って、もう一回皆さん方に御検討い

ただければと思いますので、御提案を申し上げ

たいと思います。

ただいま満行委員のほうから御○押川委員長

発言があったところでありますが、ほかの委員

、 。の皆さん方 このことについてどうでしょうか

委員長報告でそういうことを入れる……。

それは出さなくていいですけれど○満行委員

も、皆さんで持ち帰って……。

それは委員会で話し合うことじゃ○井本委員

ないと思うんです。幹事長会なり何かでやるこ

とだと思いますけれども、ここで話し合うこと

じゃないと思います。

委員会がありましたので、そうい○満行委員

うこともあったので、また各会派で話をしてほ

しいなと。この委員会という問題じゃなくて、

委員会のあり方、予算審査のあり方について、

今回も限界があった審査だなと思いましたの

で、提案を申し上げたところです。

それは別のところで提案してくだ○井本委員

さい。ここで話し合うことじゃないと私は思い

ますが。

そういう取り扱いをさせていた○押川委員長
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だいてよろしいですか。

結構です。○満行委員

そういうことでお願いをしたい○押川委員長

と思います。

ほかにございませんか。

権藤委員に確認したいんです○外山三博委員

が、一般会計予算は否決なんですか。

反対です。というのが、議案が一○権藤委員

本だから 20年度の予算に暫定税率の関係が118、

億 県土整備部を中心に入っていて 農林は入っ、 、

ていませんよということを調べてもらって聞い

ているんだけれども、議案が一本だから、一貫

した考え方を通そうとすると、ここでは仮に賛

成だったとしても、会派としてはと、そういう

意味です。

わかりました。○外山三博委員

ほかにございませんか。○押川委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、以上をもちまして、○押川委員長

委員会を終わらせていただきたいと思います。

午後２時８分閉会




